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Ⅰ　全国統計資料編



１　主要指標の推移 (1) GDP、鉱工業生産指数、製造工業稼働率指数、倒産件数、完全失業者数及び完全失業率

年率換算

（億円） （％） （％） （億円） （％） （27年=100） （％） （27年=100） （％） （件） （％）

平成 23 年 4,974,489 △ 1.6 - 5,108,416 0.0 98.9 △ 2.8 94.8 △ 4.2 12,734 △ 4.4

24 年 5,004,747 0.6 - 5,178,644 1.4 99.6 0.6 96.8 2.1 12,124 △ 4.7

25 年 5,087,006 1.6 - 5,282,481 2.0 99.2 △ 0.8 98.6 1.9 10,855 △ 10.5

26 年 5,188,110 2.0 - 5,298,128 0.3 101.2 2.0 102.8 4.3 9,731 △ 10.4

27 年 5,380,323 3.7 - 5,380,812 1.6 100.0 △ 1.2 100.0 △ 2.7 8,812 △ 9.4

28 年 5,443,646 1.2 - 5,421,374 0.8 100.0 0.0 98.5 △ 1.5 8,446 △ 4.2

29 年 5,530,730 1.6 - 5,512,200 1.7 103.1 3.1 102.3 3.9 8,405 △ 0.5

30 年 5,561,896 0.6 - 5,543,005 0.6 104.2 1.1 103.1 0.8 8,235 △ 2.0

令和元 年 5,598,267 0.7 - 5,543,741 0.0 101.1 △ 3.0 99.9 △ 3.1 8,383 1.8

2 年 5,386,091 △ 3.8 - 5,285,238 △ 4.7 90.6 △ 10.4 87.1 △ 12.8 7,773 △ 7.3

平成 31 年 １～３月 5,593,990 0.7 2.7 5,562,791 0.4 102.8 △ 2.1 101.6 △ 3.0 1,916 △ 6.1

令和 元 年 ４～６月 5,610,390 0.3 1.2 5,569,155 0.1 102.8 0.0 102.1 0.5 2,074 △ 1.6

７～９月 5,627,787 0.3 1.2 5,576,237 0.1 101.7 △ 1.1 100.2 △ 1.9 2,182 8.2

10～12月 5,561,975 △ 1.2 △ 4.6 5,469,995 △ 1.9 98.0 △ 3.6 95.6 △ 4.6 2,211 6.8

令和 2 年 １～３月 5,531,264 △ 0.6 △ 2.2 5,442,312 △ 0.5 98.0 0.0 94.6 △ 1.0 2,164 12.9

４～６月 5,101,130 △ 7.8 △ 27.7 5,002,323 △ 8.1 81.5 △ 16.8 75.3 △ 20.4 1,837 △ 11.4

７～９月 5,384,371 5.6 24.1 5,266,972 5.3 88.8 9.0 85.1 13.0 2,021 △ 7.4

10～12月 5,515,762 2.4 10.1 5,415,121 2.8 93.9 5.7 92.6 8.8 1,751 △ 20.8

3 年 １～３月 5,444,002 △ 1.3 △ 5.1 5,360,897 △ 1.0 96.6 2.9 95.6 3.2 1,554 △ 28.2

令和 3 年 １月 - - - - - 96.9 3.1 95.7 3.2 474 △ 38.7

２月 - - - - - 95.6 △ 1.3 93.0 △ 2.8 446 △ 31.5

３月 - - - - - 97.2 1.7 98.2 5.6 634 △ 14.3

４月 - - - - - 100.0 2.9 99.3 1.1 477 △ 35.8

５月 - - - - - 472 50.3

（注）国民経済計算及び鉱工業生産指数の四半期別・月別の数値並びに完全失業者数及び完全失業率の月別の数値は、季節調整値及び前期（月、四半期）比である。

なお、平成24年以前の鉱工業生産指数、製造工業稼働率指数は接続指数より推計した値である。

資料出所 内閣府「国民経済計算」 経済産業省「鉱工業指数」 東京商工リサーチ調べ 総務省「労働力調査」

（※）完全失業者数及び完全失業率の〈括弧内〉の数値は補完的に推計した値（2015年国勢調査基準）である。
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１　主要指標の推移 (2) 求人倍率、消費者物価指数、国内企業物価指数、賃金（現金給与総額）指数

（倍） （倍） （27年=100） （％） （27年=100） （％） （27年=100） （％） （27年=100） （％） （％） （27年=100） （％） （27年=100） （％） （％）

平成 23 年 1.05 0.65 95.4 △ 0.3 98.8 1.4 99.9 0.3 104.7 0.5 23.41 98.8 2.2 103.6 2.4 11.17

24 年 1.28 0.80 95.4 0.0 98.0 △ 0.8 98.9 △ 1.0 103.7 △ 1.0 24.10 98.1 △ 0.7 102.8 △ 0.8 10.08

25 年 1.46 0.93 95.8 0.5 99.2 1.2 98.9 △ 0.1 103.1 △ 0.6 24.37 98.0 △ 0.1 102.2 △ 0.6 10.30

26 年 1.66 1.09 99.0 3.3 102.4 3.2 100.0 1.1 101.0 △ 2.2 24.50 99.8 1.9 100.8 △ 1.5 10.40

27 年 1.80 1.20 100.0 1.0 100.0 △ 2.3 100.0 0.1 100.0 △ 0.9 25.40 100.0 0.2 100.0 △ 0.7 11.52

28 年 2.04 1.36 99.9 △ 0.1 96.5 △ 3.5 101.2 1.1 101.3 1.3 25.22 100.7 0.8 100.8 0.9 11.32

29 年 2.24 1.50 100.5 0.6 98.7 2.3 101.7 0.5 101.2 △ 0.1 25.09 102.0 1.3 101.5 0.7 10.78

30 年 2.39 1.61 101.7 1.2 101.3 2.6 102.9 1.2 101.2 0.0 25.09 103.5 1.5 101.8 0.3 10.16

令和 元 年 2.42 1.60 102.3 0.6 101.5 0.2 102.7 △ 0.2 100.4 △ 0.8 25.59 103.7 0.2 101.4 △ 0.4 10.27

２ 年 1.95 1.18 102.3 0.0 100.3 △ 1.2 101.0 △ 1.7 98.7 △ 1.7 25.28 99.6 △ 4.0 97.4 △ 3.9 10.63

2 年 １～３月 2.18 1.45 102.5 △ 0.3 101.8 △ 0.3 102.5 △ 0.5 99.9 △ 0.6 25.71 102.0 △ 1.8 99.4 △ 1.9 10.82

４～６月 1.80 1.20 102.3 △ 0.3 99.3 △ 2.5 100.7 △ 1.8 98.4 △ 1.5 24.77 99.4 △ 2.5 97.1 △ 2.3 10.42

７～９月 1.83 1.06 102.4 0.2 100.2 0.9 100.7 0.0 98.3 △ 0.1 25.17 99.2 △ 0.2 96.8 △ 0.3 10.53

10～12月 2.00 1.04 101.8 △ 0.6 100.0 △ 0.2 100.7 0.0 99.2 0.9 25.45 100.0 0.8 98.5 1.8 10.73

３ 年 １～３月 1.97 1.10 102.1 0.3 101.5 1.5 102.4 1.7 100.3 1.1 25.23 102.8 2.8 100.7 2.2 10.85

令和 ３ 年 １月 2.03 1.10 102.1 0.7 100.8 0.5 102.1 2.0 100.1 1.2 25.28 102.9 5.8 101.0 5.0 10.91

２月 1.88 1.09 102.1 0.1 101.3 0.5 102.6 0.5 100.6 0.5 25.38 102.3 △ 0.6 100.3 △ 0.7 11.02

３月 1.99 1.10 102.4 0.3 102.3 1.0 102.6 0.0 100.3 △ 0.3 25.04 103.2 0.9 100.9 0.6 10.63

４月 1.82 1.09 101.9 △ 0.5 103.2 0.9 103.7 1.1 101.8 1.5 24.56 103.7 0.5 101.8 0.9 10.44

５月 102.2 0.3 103.9 0.7

（注）１　職業安定業務統計、賃金指数の四半期別・月別の数値及び消費者物価指数の月別の数値は季節調整値及びその前期（四半期、月）比であり、
　　　　そのほかの数値は原数値である。
　　　２　毎月勤労統計調査は、事業所規模30人以上の結果であり、平成24年以降は再集計された公表値、平成23年以前は時系列比較のための推計値である。
        毎月勤労統計調査の令和３年４月分の数値は速報値である。
　　　３　求人倍率は、新規学卒者を除き、パートタイムを含んでいる。
　　　４　国内企業物価指数の令和３年５月分の数値は速報値である。

求人倍率 消費者物価指数 国内企業物価指数 賃金(現金給与総額)指数、パート比率

（持家の帰属家賃を除く総合） 調査産業計 製造業

有効 指数 前期比 指数 前期比 前期比 実質指数 前期比
パート
比率

資料出所 厚生労働省「職業安定業務統計」 総務省「消費者物価指数」 日本銀行「企業物価指数」 厚生労働省「毎月勤労統計調査」

名目指数 前期比 実質指数 前期比
パート
比率

名目指数新規
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２　有効求人倍率の推移
　(1)　有効求人倍率の推移

（単位：倍）

年

区分 １月 ２月 ３月 ４月 ５月

全国 0.65 0.80 0.93 1.09 1.20 1.36 1.50 1.61 1.60 1.18 1.10 1.09 1.10 1.09

Ａランク 0.67 0.84 1.00 1.19 1.28 1.44 1.52 1.62 1.60 1.13 0.98 1.00 0.98 0.99

Ｂランク 0.67 0.78 0.87 1.05 1.17 1.32 1.51 1.63 1.60 1.15 1.07 1.08 1.11 1.14

Ｃランク 0.73 0.89 1.00 1.16 1.25 1.42 1.57 1.68 1.69 1.29 1.22 1.21 1.23 1.27

Ｄランク 0.61 0.73 0.85 0.97 1.08 1.23 1.38 1.47 1.45 1.16 1.12 1.13 1.16 1.19

資料出所　厚生労働省「職業安定業務統計」

（注）１　各ランクにおける数値は、都道府県ごとの数値の単純平均である。

　　　２　新規学卒者を除き、パートタイムを含んでいる。

　　　３　各ランクは、各年における適用ランクである。

　　　４　各月の数値は季節調整値である。

２年

令和３年

25年 26年 27年 28年 29年
令和
元年30年24年

平成
23年
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　(2)　年齢別常用求人倍率の推移

（単位：倍）

区分 年齢計 １９歳 ２０～ ２５～ ３０～ ３５～ ４０～ ４５～ ５０～ ５５～ ６０～ ６５歳

以下 ２４歳 ２９歳 ３４歳 ３９歳 ４４歳 ４９歳 ５４歳 ５９歳 ６４歳 以上

平成22年 0.48 2.63 0.54 0.39 0.40 0.38 0.42 0.44 0.48 0.40 0.34 1.05

23年 0.59 3.32 0.70 0.50 0.51 0.46 0.47 0.53 0.59 0.53 0.38 1.15

24年 0.72 4.56 0.90 0.61 0.63 0.57 0.56 0.65 0.72 0.70 0.47 1.11

25年 0.83 5.29 1.04 0.71 0.73 0.67 0.63 0.72 0.82 0.83 0.58 1.07

26年 0.97 6.29 1.23 0.84 0.87 0.82 0.74 0.84 0.96 1.00 0.71 1.05

27年 1.08 7.12 1.38 0.95 0.98 0.93 0.83 0.91 1.03 1.11 0.79 1.04

28年 1.22 8.03 1.60 1.11 1.14 1.10 0.95 0.98 1.15 1.23 0.89 1.07

29年 1.35 8.76 1.81 1.27 1.30 1.27 1.10 1.06 1.25 1.34 0.97 1.06

30年 1.45 9.58 2.02 1.44 1.47 1.43 1.25 1.14 1.31 1.41 1.02 0.96

令和元年 1.45 9.83 2.06 1.47 1.52 1.49 1.32 1.15 1.28 1.39 0.98 0.86

資料出所　厚生労働省「職業安定業務統計」

（注）１　新規学卒者、臨時・季節労働者を除き、常用的パートタイムを含んでいる。

　　　２　令和２年４月以降、年齢別常用求人倍率が公表されなくなったため、令和元年までの数値を掲載している。
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３　賃金・労働時間の推移
　(1)　賃金
　　イ　賃金（現金給与総額・定期給与額）増減率の推移

（単位：％）

年

区分 １月 ２月 ３月 ４月

1.1 0.1 1.1 0.5 1.2 △ 0.2 △ 1.7 △ 0.7 △ 0.1 0.7 2.2

500人以上 0.1 △ 0.2 0.5 0.0 4.1 △ 1.1 △ 1.5 0.5 0.2 1.1 3.4

100～499人 0.4 0.1 0.9 △ 0.2 2.4 0.1 △ 2.7 △ 0.6 △ 0.7 0.1 0.5

30～99人 1.1 △ 0.2 1.4 1.4 △ 0.9 △ 0.5 △ 1.3 △ 2.4 △ 0.6 0.2 2.3

0.0 1.0 0.3 1.0 △ 0.7 △ 0.1 0.0 △ 1.7 △ 0.3 0.5 1.2

0.3 0.5 0.6 0.4 0.7 0.1 △ 1.1 0.0 △ 0.3 1.1 1.9

(0.0) (0.6) (0.6) (0.6) (0.7) (0.1) (0.1) (0.4) (0.3) (1.5) (1.3)

△ 0.8 0.0 0.5 △ 0.1 3.0 △ 0.4 △ 0.7 0.5 0.0 1.7 2.1

(△ 1.2) (△ 0.1) (0.6) (0.1) (3.1) (△ 0.3) (0.5) (1.0) (0.6) (2.1) (1.0)

△ 0.3 0.4 0.3 △ 0.1 2.0 0.2 △ 1.9 △ 0.8 △ 1.0 △ 0.1 0.6

(△ 0.6) (0.7) (0.3) (0.1) (2.2) (0.4) (△ 1.0) (△ 0.4) (△ 0.5) (0.2) (0.1)

0.6 0.5 0.6 1.1 △ 1.1 △ 0.6 △ 1.1 △ 0.2 △ 0.4 1.1 2.4

(0.5) (0.3) (0.7) (1.0) (△ 1.3) (△ 0.7) (0.2) (0.2) (0.3) (1.6) (2.1)

△ 0.3 0.4 0.1 1.0 △ 0.6 △ 0.2 0.2 △ 0.2 △ 0.3 △ 0.2 1.1

(△ 0.4) (0.2) (0.2) (0.7) (△ 0.5) (△ 0.1) (0.8) (0.4) (0.6) (0.4) (1.0)

資料出所　厚生労働省「毎月勤労統計調査」

（注）１　再集計された平成24年以降の公表値を掲載している。

　　　２　各年（月）の数値は、指数の対前年（同月）増減率である。

　　　３　（　）内の数値は所定内給与額についての増減率である。

　　　４　令和３年４月分の数値は速報値である。

現
金
給
与
総
額

30人以上

5～29人

定
期
給
与
額

30人以上

500人以上

100～499人

30～99人

30年 令和元年

5～29人

２年
令和３年

平成26年 27年 28年 29年
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　　ロ　パートタイム労働者比率の推移

（単位：％）

年

区分 １月 ２月 ３月 ４月

24.10 24.37 24.50 25.40 25.22 25.09 25.09 25.59 25.28 25.28 25.38 25.04 24.56

500人以上 15.92 16.30 16.67 17.31 17.06 16.63 15.85 16.03 15.39 15.30 15.47 15.09 14.70

100～499人 22.88 23.29 23.72 24.93 24.46 24.99 24.60 24.78 24.92 24.70 24.64 24.39 24.08

30～99人 28.68 29.12 29.19 30.12 30.39 29.95 30.28 31.47 31.15 31.52 31.73 31.32 30.66

35.41 36.47 36.91 37.23 37.80 37.90 39.06 39.78 39.14 39.21 39.19 39.39 38.99

資料出所　厚生労働省「毎月勤労統計調査」

（注）１　再集計された平成24年以降の公表値を掲載している。

　　　２　令和３年４月分の数値は速報値である。

30年 令和元年 ２年

令和３年

パ
ー

ト
タ
イ
ム
労
働
者
比
率

30人以上

5～29人

平成24年 25年 26年 27年 28年 29年
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　　ハ　初任給の上昇額・率の推移

上段：上昇額（単位：円）下段：上昇率（単位：％）

区分 高専卒 短大卒 大学院

（現業） （技術） （事務） （修士）

一律 一律 卒

年度 基幹職 補助職 基幹職 補助職

178 52 51 150 161 266 239 86 98 303

0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.0 0.1 0.1

140 161 91 72 91 125 207 232 30 176

0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1

141 187 125 38 153 223 132 461 175 161

0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1

702 569 544 736 842 655 806 601 464 787

0.4 0.3 0.3 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4

1239 904 706 1151 1579 1342 1574 1933 1318 1875

0.8 0.5 0.4 0.7 0.9 0.8 0.8 0.9 0.7 0.9

824 582 616 748 995 767 880 1263 631 1153

0.5 0.3 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.6 0.3 0.5

1093 565 532 834 966 851 1109 1132 745 930

0.7 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4

1361 2618 2385 1386 1660 1493 1637 2171 1511 1707

0.8 1.6 1.5 0.8 0.9 0.8 0.8 1.0 0.8 0.8

1670 1737 1641 1613 1490 1642 1544 1251 1041 1569

1.0 1.0 1.0 1.0 0.8 0.9 0.7 0.6 0.6 0.7

1681 1098 1160 1443 1597 1202 1408 1608 1231 1498

1.0 0.8 0.7 0.8 0.8 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7

553 100 183 625 692 514 537 443 452 463

0.3 0.1 0.1 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2

資料出所　労務行政研究所「労政時報」

高校卒 大学卒

（事務・技術） （事務・技術）

差あり 差あり

（注）１　上昇額・率は、それぞれの調査年度において付帯的に調査した前年度の初任給をもとに算出したものである。
　　　２　調査対象は、東証第１部上場企業等である。
　　　３　令和３年度は速報値である。

平成23年度

24年度

25年度

26年度

27年度

28年度

29年度

30年度

令和元年度

２年度

３年度
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　(2)　賃金・労働時間
　　イ　賃金・労働時間指数の推移①［事業所規模30人以上］

時間当たり 時間当たり

所定内給与 所定内給与

① ② ①／② ③ ④ ③／④

（％） （％） （％） （円） （時間） （円）

平成25年 99.4 △ 0.9 100.7 △ 1.3 98.7 0.4 266,860 136.9 1,949

26年 99.4 0.0 100.1 △ 0.5 99.3 0.5 268,881 136.3 1,973

27年 100.0 0.6 100.0 △ 0.1 100.0 0.7 265,540 135.8 1,955

28年 100.6 0.6 100.0 0.0 100.6 0.6 267,210 135.8 1,968

29年 101.2 0.6 99.9 △ 0.1 101.3 0.7 268,736 135.7 1,980

30年 101.9 0.7 99.3 △ 0.6 102.6 1.3 270,694 134.9 2,007

令和元年 102.0 0.1 97.2 △ 2.1 104.9 2.2 270,847 132.0 2,052

２年 102.1 0.1 95.5 △ 1.7 106.9 1.8 271,025 129.6 2,091

平成31年１～３月 101.0 0.0 94.6 △ 1.7 106.8 1.7 268,077 128.5 2,086

令和元年４～６月 102.3 0.1 98.1 △ 3.0 104.3 3.1 271,665 133.2 2,040

７～９月 102.2 0.1 97.7 △ 1.3 104.6 1.4 271,484 132.7 2,046

10～12月 102.5 0.1 98.5 △ 2.4 104.1 2.5 272,136 133.8 2,034

２年１～３月 101.4 0.4 94.2 △ 0.4 107.6 0.8 269,293 127.9 2,105

４～６月 102.1 △ 0.2 94.2 △ 4.0 108.4 3.8 271,250 127.9 2,121

７～９月 102.2 0.0 95.6 △ 2.1 106.9 2.1 271,292 129.7 2,092

10～12月 102.5 0.0 97.9 △ 0.6 104.7 0.6 272,270 133.0 2,047

３年１～３月 102.1 0.7 93.6 △ 0.6 109.1 1.3 271,181 127.2 2,132

資料出所　厚生労働省「毎月勤労統計調査」

（注）１　再集計された平成24年以降の公表値を掲載している。

　　　２　事業所規模30人以上、調査産業計の数値である。

　　　３　四半期の実数値及び時間当たり所定内給与は、労働基準局賃金課にて算出。

年・期

指数（平成27年＝100） 実数（参考）

所定内給与 所定内労働時間 所定内給与 所定内労働時間

前年比 前年比 前年比
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　　イ　賃金・労働時間指数の推移②［事業所規模５～29人］

時間当たり 時間当たり

所定内給与 所定内給与

① ② ①／② ③ ④ ③／④

（％） （％） （％） （円） （時間） （円）

平成25年 100.2 △ 0.7 101.3 △ 1.5 98.9 0.8 207,560 132.0 1,572

26年 99.8 △ 0.4 100.6 △ 0.7 99.2 0.3 206,720 131.1 1,577

27年 100.0 0.2 100.0 △ 0.6 100.0 0.8 207,165 130.3 1,590

28年 100.2 0.2 98.9 △ 1.0 101.3 1.2 207,447 128.9 1,609

29年 100.9 0.7 98.3 △ 0.6 102.6 1.3 208,956 128.2 1,630

30年 100.4 △ 0.5 97.0 △ 1.3 103.5 0.8 207,902 126.4 1,645

令和元年 100.3 △ 0.1 94.7 △ 2.4 105.9 2.3 207,780 123.5 1,682

２年 101.1 0.8 92.8 △ 2.0 108.9 2.8 209,379 120.9 1,732

平成31年１～３月 98.8 △ 0.9 92.2 △ 2.4 107.2 1.5 204,581 120.2 1,702

令和元年４～６月 100.4 △ 0.7 95.4 △ 3.5 105.2 2.8 207,985 124.3 1,673

７～９月 100.9 0.6 95.1 △ 1.7 106.1 2.3 208,958 124.0 1,685

10～12月 101.1 0.7 96.1 △ 1.9 105.2 2.6 209,526 125.3 1,672

２年１～３月 100.0 1.2 91.9 △ 0.3 108.8 1.5 207,151 119.7 1,731

４～６月 101.3 0.9 91.3 △ 4.3 111.0 5.2 209,852 118.9 1,765

７～９月 101.3 0.4 93.1 △ 2.1 108.8 2.5 209,834 121.3 1,730

10～12月 101.7 0.6 94.9 △ 1.2 107.2 1.8 210,663 123.7 1,703

３年１～３月 100.5 0.5 90.1 △ 2.0 111.5 2.5 208,120 117.4 1,773

資料出所　厚生労働省「毎月勤労統計調査」

（注）１　再集計された平成24年以降の公表値を掲載している。

　　　２　事業所規模５～29人、調査産業計の数値である。

　　　３　四半期の実数値及び時間当たり所定内給与については、労働基準局賃金課にて算出。

年・期

指数（平成27年＝100） 実数（参考）

所定内給与 所定内労働時間 所定内給与 所定内労働時間

前年比 前年比 前年比
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　　ロ　一般労働者の賃金・労働時間の推移

年 所定内 時間当たり 所定内 時間当たり 所定内 時間当たり

実労働時間 所定内給与 実労働時間 所定内給与 実労働時間 所定内給与

① ② ①／② ③ ④ ③／④ ⑤ ⑥ ⑤／⑥

（千円） （時間） （円） （％） （千円） （時間） （円） （％） （千円） （時間） （円） （％）

平成23年 296.8 166 1,788 △0.4 257.4 172 1,497 △1.3 253.9 174 1,459 △0.6

24年 297.7 165 1,804 0.9 258.2 172 1,501 0.3 255.5 174 1,468 0.6

25年 295.7 163 1,814 0.5 261.5 170 1,538 2.5 259.9 172 1,511 2.9

26年 299.6 163 1,838 1.3 262.4 171 1,535 △0.2 260.3 174 1,496 △1.0

27年 304.0 164 1,854 0.8 264.4 172 1,537 0.2 264.6 174 1,521 1.7

28年 304.0 164 1,854 0.0 266.4 171 1,558 1.3 260.5 173 1,506 △1.0

29年 304.3 165 1,844 △0.5 269.0 171 1,573 1.0 262.6 172 1,527 1.4

30年 306.2 164 1,867 1.2 268.3 171 1,569 △0.3 268.6 171 1,571 2.9

令和元年 307.7 160 1,923 3.0 273.2 168 1,626 3.6 270.6 169 1,601 1.9

２年 307.7 165 1,865 - 278.0 170 1,635 - 282.0 171 1,649 - 

資料出所　厚生労働省「賃金構造基本統計調査」

（注）１　数値は、各年とも６月について調査したものであり、調査産業計である。

　　　２　一般労働者とは、短時間労働者以外の労働者をいう。短時間労働者（平成16年以前はパートタイム労働者）とは、１日の所定労働時間又は１週の所定労働日数が

　　　　一般の労働者よりも少ない労働者をいう。

　　　３　前年比は、時間当たり所定内給与の対前年増減率である。

　　　４　時間当たり所定内給与は、労働基準局賃金課にて算出。

　　　５　賃金構造基本統計調査は、令和２年調査より集計方法の見直しが行われており、令和２年の調査結果と令和元年以前の調査結果を単純比較することができない。

10人以上 10～99人 ５～９人

所定内給与 所定内給与 所定内給与

前年比 前年比 前年比
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　　ハ　月間労働時間の動き

(時間) （％） (時間) （％） (時間) （％） (時間) （％） (時間) （％） (時間) （％）

平成25年 136.9 △ 1.3 132.0 △ 1.5 12.4 2.7 16.4 4.2 8.0 4.6 10.6 △ 1.8

26年 136.3 △ 0.5 131.1 △ 0.7 12.8 3.9 17.5 6.9 8.5 6.5 11.2 5.4

27年 135.8 △ 0.1 130.3 △ 0.6 12.9 △ 1.0 17.6 △ 0.4 8.4 △ 2.3 11.4 1.9

28年 135.8 0.0 128.9 △ 1.0 12.7 △ 1.7 17.5 △ 0.6 8.3 △ 0.8 10.6 △ 6.8

29年 135.7 △ 0.1 128.2 △ 0.6 12.7 △ 0.1 17.9 2.4 8.7 4.7 11.2 5.4

30年 134.9 △ 0.6 126.4 △ 1.3 12.5 △ 1.1 18.0 0.6 8.3 △ 4.7 11.5 2.5

令和元年 132.0 △ 2.1 123.5 △ 2.4 12.4 △ 1.0 16.7 △ 7.4 8.0 △ 3.6 10.0 △ 12.5

２年 129.6 △ 1.7 120.9 △ 2.0 10.8 △ 13.1 13.4 △ 19.8 7.0 △ 12.7 7.6 △ 24.5

令和３年１月 124.1 △ 1.4 112.8 △ 1.9 11.0 △ 6.8 14.2 △ 4.0 6.7 △ 10.6 7.1 △ 16.5

２月 124.3 △ 2.7 117.7 △ 3.5 11.1 △ 8.3 15.0 △ 5.6 6.9 △ 12.7 8.3 △ 17.0

３月 133.1 2.2 121.6 △ 0.4 12.0 0.9 15.7 △ 0.7 7.5 △ 5.0 8.3 △ 9.8

４月 138.6 4.0 126.8 3.4 12.2 16.2 15.7 17.2 7.6 11.7 8.3 6.4

資料出所　厚生労働省「毎月勤労統計調査」

（注）１　再集計された平成24年以降の公表値を掲載している。

　　　２　常用労働者であり、パートタイム労働者を含んでいる。

　　　３　各年（月）の前年比の数値は、指数の対前年（同月）増減率である。

　　　２　令和３年４月分の数値は速報値である。

前年比 前年比 前年比 前年比

年・期

所定内労働時間 所定外労働時間

30人以上 ５～29人 30人以上 ５～29人

調査産業計 調査産業計 調査産業計 製造業 調査産業計 製造業

前年比 前年比
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４　春季賃上げ妥結状況

　(1)　春季賃上げ妥結状況（令和３年）

連合 第６回 回答集計結果(令和3年6月4日) 経団連(大手企業)第１回集計(令和3年5月28日)

平均賃上げ方式

（加重平均）

173組合 668,944人 28組合 90,711人 26組合 112,803人 89社

6,044円 (6,467円) 2,607円 (1,056円) 370円 (785円) 6,040円 (7,297円)

2.02% (2.14%) 0.76% (0.32%) 0.13% (0.27%) 1.82% (2.17%)

322組合 174,949人 48組合 26,746人 43組合 22,397人 (注)１　原則として東証一部上場、従業員数

5,539円 (5,620円) 1,523円 (1,374円) 802円 (2,288円) 　　　500人以上の企業を対象。

2.06% (2.09%) 0.53% (0.48%) 0.33% (0.95%) 　　２　136社(54.6%)の回答を把握したが、

499組合 91,046人 72組合 11,852人 74組合 12,138人 　　　このうち47社は平均金額不明等のため、

5,300円 (5,350円) 768円 (1,395円) 521円 (1,064円) 　　　集計より除外。

2.05% (2.10%) 0.29% (0.52%) 0.22% (0.45%) 　　３　（　）内の数値は、令和2年5月21日付

427組合 22,148人 83組合 3,874人 94組合 4,359人 　　　第1回集計結果。

4,797円 (5,278円) 883円 (850円) 739円 (1,333円)

1.99% (2.18%) 0.36% (0.34%) 0.32% (0.57%)

1,421組合 957,087人 231組合 133,183人 237組合 151,697人

5,830円 (6,188円) 1,189円 (1,169円) 642円 (1,340円)

2.03% (2.13%) 0.44% (0.43%) 0.27% (0.55%) 経団連(中小企業)第１回集計(令和3年6月11日)

(注)１　(　)内の数値は、令和2年6月5日付　第6回回答集計結果。 平均賃上げ方式

　　２　平均賃上げ方式は、賃上げ分が明確に分かる組合を対象に集計。 （加重平均）

　　３　個別賃金方式は「純ベア」と「定昇込み」方式があるが、表中は「純ベア」方式の数値である。 212社

4,444円 (4,471円)

1.72% (1.72%)

連合(有期・短時間・契約等労働者) 第６回 回答集計結果(令和3年6月4日) (注)１　従業員数500人未満の企業を対象。

　　２　224社(29.7%)から回答を把握したが、

賃上げ額 18.45円 (25.18円) 21.24円 (27.16円) 　　　このうち12社は平均金額不明等のため、

平均時給 1,035.00円 (1029.72円) 1,044.36円 (1026.58円) 　　　集計より除外。

賃上げ額 3,991円 (4,219円) 4,218円 (6,339円） 　　３　了承、妥結を含む。

賃上げ率 1.86% (2.05%) 1.94% (3.03%) 　　４　（　）の数値は、令和２年6月12日付

(注)１　(　)内の数値は、令和2年6月5日付　第6回回答集計結果。 　　　第1回集計結果。

単純平均 加重平均

時給
249組合

592,960人

月給
79組合

18,889人

300～
999人

100～
299人

～99人

規模計

1,000人
以上

17業種
754社

平均賃上げ方式 個別賃金方式（組合数による単純平均）

（加重平均） 35歳 30歳

主要21業種
大手249社
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　（２）賃上げ額・率の推移

　　イ　１人当たり平均賃金の改定額及び改定率の推移 　　ロ　賃金の改定の状況、賃金の改定の決定に当たり最も重視した

　　　要素別企業割合（令和２年）

（単位：％）

加重平均 単純平均 加重平均 単純平均

平成 23 年 3,513 2,762 1.2 1.0

24 年 4,036 3,344 1.4 1.2 (87.6) (2.2) (10.2)

25 年 4,375 3,911 1.5 1.5 100.0 100.0 100.0

26 年 5,254 4,093 1.8 1.5 企業業績 48.8 81.1 30.6

27 年 5,282 4,231 1.9 1.7 世間相場 2.9 - 0.4

28 年 5,176 4,559 1.9 1.8 雇用の維持 8.0 4.5 3.0

29 年 5,627 4,920 2.0 1.9 労働力の確保・定着 7.8 12.4 1.8

30 年 5,675 4,952 2.0 1.9 物価の動向 0.5 - -

令和 元 年 5,592 5,080 2.0 1.9 労使関係の安定 2.0 - -

２ 年 4,940 4,250 1.7 1.6
親会社又は関連（グループ）

会社の改定の動向
4.4 - 0.5

前年度の改定の実績 4.6 0.3 0.4

その他 1.5 - 0.2

重視した要素はない 16.1 1.0 4.4

不明 3.3 0.7 58.7

資料出所　厚生労働省「賃金引上げ等の実態に関する調査」 資料出所　厚生労働省「賃金引上げ等の実態に関する調査特別集計」
（注）１　１人当たり平均賃金の改定額及び改定率は、１か月当たりの１人 （注）（　）内は賃金の改定を実施又は予定している企業及び賃金の改定を実施
　　　　平均所定内賃金の改定額、改定率である。 　　　しない企業に占める賃金の改定状況それぞれの企業割合である。
　　　２　加重平均とは常用労働者数による加重平均、単純平均とは企業数
　　　　による平均である。

賃金の改定を
実施しない企業

計

年
賃金の改定額（円） 賃金の改定率（％）

１人当たり平均賃
金を引き上げた・
引き上げる企業

１人当たり平均賃
金を引き下げた・
引き下げる企業
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５　夏季賞与・一時金妥結状況

連合第６回 回答集計結果(令和3年6月4日)

集計対象組合 対象組合員数 （参考）昨年対比 集計対象組合 対象組合員数

1,691組合 1,159,439人 1,644組合 1,323,428人

1,060組合 761,120人 1,191組合 742,784人

1,739組合 1,696,663人 1,795組合 1,753,341人

933組合 1,017,196人 1,086組合 1,045,145人

注　（１）△はマイナスを表す。以下同じ。
　　 （２）数値は組合員一人当たりの加重平均。
　　 （３）2020年回答の数値は2020年6月5日付　第6回集計結果

経団連第1回集計(令和3年6月  日)

社数 妥結額 増減率（％） 社数 妥結額 増減率（％）

総平均 － － － 86 925,947 △ 6.00

製造業平均 － － － 79 900,960 △ 5.14

非製造業平均 － － － 7 1,079,915 △ 9.88
注 （１）　調査対象は原則として東証一部上場の従業員数500人以上。
　　（２）  2021年夏季の数値は公表前。
　　（３）　数値は組合員一人当たりの加重平均（一部従業員平均含む）。
　　（４）　2020年夏季の数値は、2020年6月17日付第1回集計結果。調査対象は主要21業種・大手257社。
　　   　18業種144社（56.0％）で妥結が出ているが、このうち58社は平均額不明などのため集計より除外。
　　（５）　増減率は、各年の集計企業の前年の妥結額からの増減率を示したもの（同対象比較）。

２０２１年夏季 ２０２０年夏季

25,593円

680,033円

年
間

回答月数
4.63ヶ月

△0.20ヶ月

4.83ヶ月

回答額
1,570,257円

△16,057円

1,586,314円

一時金
2021回答 2020回答

夏
季

回答月数
2.26ヶ月

△0.02ヶ月

2.28ヶ月

回答額
705,626円
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　６　消費者物価指数の対前年上昇率の推移（全国・ランク別）

（単位：％）

年

区分 １月 ２月 ３月 ４月 ５月

全国 △ 0.3 0.0 0.5 3.3 1.0 △ 0.1 0.6 1.2 0.6 0.0 △ 0.7 △ 0.5 △ 0.2 △ 0.5 △ 0.1

Ａランク △ 0.5 0.0 0.4 3.0 1.2 △ 0.1 0.3 1.1 0.6 △ 0.1 △ 0.9 △ 0.7 △ 0.5 △ 1.0 △ 0.6

Ｂランク △ 0.3 0.1 0.5 3.3 1.2 △ 0.1 0.6 1.2 0.6 0.0 △ 0.8 △ 0.5 △ 0.3 △ 0.6 △ 0.1

Ｃランク △ 0.3 △ 0.1 0.4 3.3 1.0 △ 0.1 0.6 1.2 0.6 0.0 △ 0.4 △ 0.2 0.0 △ 0.4 0.0

Ｄランク △ 0.2 0.0 0.3 3.2 0.9 0.0 0.7 1.2 0.5 △ 0.2 △ 0.5 △ 0.3 0.1 △ 0.4 0.2

資料出所　総務省「消費者物価指数」

（注）１　指数は、「持家の帰属家賃を除く総合」を用いた。

　　　２　各ランクの数値は都道府県の県庁所在地における指数を労働基準局賃金課にて単純平均し、その対前年上昇率を算出したものである。

　　　３　各ランクは、各年における適用ランクである。

25年平成23年 24年 ２年
令和３年

26年 27年 28年 29年 30年 令和元年
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７　地域別最低賃金額（時間額）、未満率及び影響率の推移

平成23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年 令和元年 ２年

７３７ ７４９ ７６４ ７８０ ７９８ ８２３ ８４８ ８７４ ９０１ ９０２

１．７ ２．１ １．９ ２．０ １．９ ２．７ １．７ １．９ １．６ ２．０

３．４ ４．９ ７．４ ７．３ ９．０ １１．１ １１．９ １３．８ １６．３ ４．７

資料出所　厚生労働省「最低賃金に関する基礎調査」

（注）１　最低賃金額は、全国加重平均である。

　　　２　「未満率」とは、最低賃金額を改正する前に、最低賃金額を下回っている労働者割合である。

　　　３　「影響率」とは、最低賃金額を改正した後に、改正後の最低賃金額を下回ることとなる労働者割合である。

　　　４　事業所規模30人未満（製造業等は100人未満）を調査対象としている。

地 域 別
最 低 賃 金
（ 円 ）

未 満 率
（ ％ ）

影 響 率
（ ％ ）
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８　賃金構造基本統計調査特別集計による未満率及び影響率
未満率及び影響率のイメージ図

従来の特別集計値 （単位：％）

平成23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年 令和元年 ２年

未満率 １．８ １．８ ２．０ １．９ １．９ １．５ １．５ １．６ １．９ －

影響率 ２．５ ２．８ ３．６ ３．６ ４．０ ４．５ ４．９ ５．１ ６．０ －

資料出所　厚生労働省「賃金構造基本統計調査特別集計」

（注）１　「未満率」とは、最低賃金額を改正する前に、最低賃金額を下回っている労働者割合である。

　　　２　「影響率」とは、最低賃金額を改正した後に、改正後の最低賃金額を下回ることとなる労働者割合である。

　　　３　賃金構造基本統計調査の調査対象事業所には、事業所規模１～４人は含まれていない。

　　　４　未満率及び影響率の算定の基礎となる賃金額は、所定内給与額（一部の産業・事業所規模で

　　　　　通勤手当、精皆勤手当、家族手当を除く。）を所定内実労働時間数で除したものである。

　　　５　賃金構造基本統計調査では、令和２年より、通勤手当、精皆勤手当、家族手当が調査事項から廃止され、

　　　　　なおかつ集計方法も変更されたため、従来の特別集計値と同じ集計を行うことが不可能となった。

令和２年に変更された集計方法に基づく特別集計値 （単位：％）

平成23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年 令和元年 ２年 ※曲線は、賃金額を横軸にとったときの労働者分布を表している。

未満率 － － － － １．７ １．３ １．３ １．３ １．８ ２．０

影響率 － － － － ４．０ ４．３ ４．８ ４．８ ６．１ ２．５

資料出所　厚生労働省「賃金構造基本統計調査特別集計」

（注）１　未満率及び影響率の算定の基礎となる賃金額は、所定内給与額（全ての産業・事業所規模で

　　　　　通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を所定内実労働時間数で除したものである。

　　　２　平成27年～令和元年の値は、時系列比較を行うため、令和２年調査と同じ集計方法で集計を行ったものである。

改
正
前
最
低
賃
金
額

改
正
後
最
低
賃
金
額

賃金額

労
働
者
数

影響率

未満率
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９　地域別最低賃金と賃金水準との関係（一般労働者）

項目 地域別最低賃金

（全国加重平均額）

年 ① ② ③ ④＝②／③ ①／④ ⑤ ⑥ ⑦＝⑤／⑥ ①／⑦

（円） （千円） （時間） （円） （％） （千円） （時間） （円） （％）

平成23年 737 296.8 166 1,788 41.2 257.4 172 1,497 49.2

24年 749 297.7 165 1,804 41.5 258.2 172 1,501 49.9

25年 764 295.7 163 1,814 42.1 261.5 170 1,538 49.7

26年 780 299.6 163 1,838 42.4 262.4 171 1,535 50.8

27年 798 304.0 164 1,854 43.1 264.4 172 1,537 51.9

28年 823 304.0 164 1,854 44.4 266.4 171 1,558 52.8

29年 848 304.3 165 1,844 46.0 269.0 171 1,573 53.9

30年 874 306.2 164 1,867 46.8 268.3 171 1,569 55.7

令和元年 901 307.7 160 1,923 46.9 273.2 168 1,626 55.4

２年 902 307.7 165 1,865 48.4 278.0 170 1,635 55.2

資料出所　厚生労働省「賃金構造基本統計調査」

（注）１　時間当たり所定内給与及び時間額比は、労働基準局賃金課にて算出。

　　　２　賃金構造基本統計調査は、令和２年調査より集計方法の見直しが行われており、令和２年の調査結果と令和元年以前の調査結果を
　　　　単純比較することができない。

時間額比

一般労働者（男女計）

産業計・企業規模10人以上 産業計・企業規模10～99人

所定内給与
(月額)

所定内
実労働時間

時間当たり
所定内給与

時間額
所定内給与

(月額)
所定内

実労働時間
時間当たり
所定内給与

時間額比
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９　地域別最低賃金と賃金水準との関係（短時間労働者）

地域別最低賃金

（全国加重平均額）

所定内給与 所定内給与 所定内給与 所定内給与

（時間額） （時間額） （時間額） （時間額）

（男女計） （女性） （男女計） （女性）

年 ① ② ①／② ③ ①／③ ④ ①／④ ⑤ ①／⑤

（円） （円） （％） （円） （％） （円） （％） （円） （％）

平成23年 737 1,015 72.6 988 74.6 1,024 72.0 988 74.6

24年 749 1,026 73.0 1,001 74.8 1,038 72.2 1,002 74.8

25年 764 1,030 74.2 1,007 75.9 1,029 74.2 997 76.6

26年 780 1,041 74.9 1,012 77.1 1,044 74.7 1,001 77.9

27年 798 1,059 75.4 1,032 77.3 1,069 74.6 1,032 77.3

28年 823 1,075 76.6 1,054 78.1 1,068 77.1 1,037 79.4

29年 848 1,096 77.4 1,074 79.0 1,089 77.9 1,055 80.4

30年 874 1,128 77.5 1,105 79.1 1,117 78.2 1,082 80.8

令和元年 901 1,148 78.5 1,127 79.9 1,147 78.6 1,115 80.8

平成27年 798 1,200 66.5 1,089 73.3 1,154 69.2 1,070 74.6

28年 823 1,238 66.5 1,116 73.7 1,180 69.7 1,086 75.8

29年 848 1,235 68.7 1,130 75.0 1,172 72.4 1,091 77.7

30年 874 1,280 68.3 1,171 74.6 1,234 70.8 1,132 77.2

令和元年 901 1,304 69.1 1,184 76.1 1,256 71.7 1,153 78.1

２年 902 1,412 63.9 1,321 68.3 1,378 65.5 1,306 69.1

資料出所　厚生労働省「賃金構造基本統計調査」

（注）１　時間額比は、労働基準局賃金課にて算出。

　　　２　賃金構造基本統計調査は、令和２年調査より①、②のとおり集計方法の見直しが行われており、そのままでは令和２年の調査結果と令和元年以前
　　　　の調査結果を比較することができない。このため、ここでは、平成27年～令和元年の数値について、見直し後の集計方法で遡及集計した結果も掲載
　　　　している。
　　　　①　復元倍率算出方法について、回収率等の影響を受けないよう見直しを行う。
　　　　②　短時間労働者の集計範囲について、医師、歯科医師、大学教授等特定の職種で１時間当たり所定内給与額が3,000円を超えている者を除外して
　　　　　いたが、見直し後はこれらの者を除外せず集計範囲に含める。

見
直
し
前
の
集
計
方
法

見
直
し
後
の
集
計
方
法

短時間労働者

産業計・企業規模10人以上 産業計・企業規模10～99人

時間額 時間額比 時間額比 時間額比 時間額比
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９　地域別最低賃金と賃金水準との関係（毎月勤労統計調査、産業計・事業所規模30人以上）

項目 地域別最低賃金

（全国加重平均額）

年 ① ② ③ ④  ②／③ ⑤＝②／④ ①／⑤

（円） （円） （日） （時間） （円） （円） （％）

平成25年 764 266,860 18.9 136.9 14,120 1,949 39.2

26年 780 268,881 18.9 136.3 14,227 1,973 39.5

27年 798 265,540 18.8 135.8 14,124 1,955 40.8

28年 823 267,210 18.8 135.8 14,213 1,968 41.8

29年 848 268,736 18.7 135.7 14,371 1,980 42.8

30年 874 270,694 18.6 134.9 14,553 2,007 43.6

令和元年 901 270,847 18.2 132.0 14,885 2,051 43.9

２年 902 271,025 17.9 129.6 15,141 2,091 43.1

資料出所　厚生労働省「毎月勤労統計調査」

（注）１　再集計された平成24年以降の公表値を掲載している。

　　　２　常用労働者であり、パートタイム労働者を含んでいる。

　　　３　一日当たり所定内給与、時間当たり所定内給与及び時間額比は労働基準局賃金課にて算出。

厚生労働省「毎月勤労統計調査」

産業計・事業所規模３０人以上

時間額
所定内給与
（月額）

月間出勤日数
所定内

労働時間
一日当たり
所定内給与

時間当たり
所定内給与

時間額比
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10　企業の業況判断及び収益
　(1)　日銀短観による企業の業況判断及び収益

　イ　業況判断（ＤＩ）

（「良い」－「悪い」・％ポイント）

平成31年

３月 ６月 ９月 12月 ３月 ６月 ９月 12月 ３月 ６月 ９月 12月 最近 先行き

製造業 18 17 16 16 7 3 -1 -4 -12 -39 -37 -20 -6 -7

非製造業 15 15 14 15 15 14 14 11 1 -25 -21 -11 -9 -12

製造業 24 21 19 19 12 7 5 0 -8 -34 -27 -10 5 4

非製造業 23 24 22 24 21 23 21 20 8 -17 -12 -5 -1 -1

製造業 19 20 15 17 7 5 2 1 -8 -36 -34 -17 -2 -6

非製造業 21 20 18 17 18 18 18 14 0 -27 -23 -14 -11 -12

製造業 15 14 14 14 6 -1 -4 -9 -15 -45 -44 -27 -13 -12

非製造業 10 8 10 11 12 10 10 7 -1 -26 -22 -12 -11 -16

資料出所　日本銀行「全国企業短期経済観測調査」（日銀短観）

（注）１ 調査対象 調査対象企業は下表のとおりである。なお、平成30年３月調査において「平成26年経済センサス‐基礎調査」に基づく調査対象企業の見直しを

行っている（前回の見直しは平成27年３月調査）。調査対象企業数は、平成30年３月調査の時点で、10,020である。

大企業

中堅企業

中小企業

　　　２　業況判断（ＤＩ）

(1)　回答企業の収益を中心とした、業況についての全般的な判断を、「最近（回答時点）の状況」および「先行き（３か月後）の状況」について、

　　季節変動を除いた実勢ベースで、３つの選択肢（「１．良い」、「２．さほど良くない」、「３．悪い」）の中から１つを選び回答してもらう。

(2)　３つの選択肢毎の回答社数を単純集計し、全回答社数に対する「回答社数構成百分比」を算出する。

　　そして、次式によりディフュージョン・インデックス（DiffusionIndex）を算出する。

令和３年３月

規模計

1億円以上10億円未満

平成30年

大企業

中堅
企業

中小
企業

資本金

10億円以上

令和元年 令和２年

2千万円以上1億円未満

Ｄ.Ｉ.＝（第１選択肢の回答者数構成百分比）－（第３選択肢の回答者数構成百分比）
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　　ロ　経常利益増減 　　ハ　売上高経常利益率

（前年度比・％） （％）

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

（計画） （計画） （計画） （計画）

製造業 -0.3 -15.9 -18.6 4.2 製造業 7.09 6.14 5.44 5.50

非製造業 0.9 -5.1 -37.7 12.2 非製造業 5.01 4.78 3.24 3.57

製造業 -0.9 -17.5 -17.5 1.8 製造業 8.21 7.00 6.30 6.25

非製造業 -0.1 -7.8 -42.3 5.6 非製造業 6.53 6.18 3.91 4.06

製造業 5.8 -3.1 -19.5 5.4 製造業 5.33 5.22 4.52 4.57

非製造業 4.0 -2.8 -32.5 16.9 非製造業 3.88 3.70 2.71 3.08

製造業 -1.8 -18.1 -25.5 20.6 製造業 4.52 3.80 3.10 3.62

非製造業 1.1 0.7 -30.1 22.9 非製造業 3.51 3.53 2.68 3.22

資料出所　日本銀行「全国企業短期経済観測調査」（日銀短観） 資料出所　日本銀行「全国企業短期経済観測調査」（日銀短観）

（注）経常利益増減 （注）売上高経常利益率

　　回答企業の経常損益（損益計算書を作成する場合の経常損益。財務 　　回答企業の総売上高（財務諸表等規則に準拠し、回答企業の

　諸表等規則に準拠し、回答企業の個別決算ベース。）について、年度 　個別決算ベース。）について、経常利益増減と同様の方法に

　の実績計数、および計画（予測）計数を回答してもらい、層別に１社 　より母集団推計値を算出し、これで経常損益の母集団推計値を

　当たりの平均値を出した上で、「経済センサス」（総務省・経済産業 　除して、売上高経常利益率を算出する。

　省）をベースとした層別の母集団数を乗じ、これを合計した推計値を、

　前期値と比較して率を算出する。

中堅
企業

中堅
企業

中小
企業

中小
企業

規模計 規模計

大企業 大企業
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（注）1.シャドーは、景気後退期（内閣府調べ）。グラフ右上部にある△は直近の景気の山。以下同じ。

      2.2004年3月調査より調査対象企業等の見直しを行なったことから、2003年12月調査以前と2004年3月調査以降の計数は連続しない(2003年12月調査については、新ベースによる

        再集計結果を併記）。以下同じ。

▽業況判断の推移

資料出所　日本銀行「全国企業短期経済観測調査（日銀短観）」（2021年３月調査）

「良い」超

「悪い」超

（参考）

「良い」超

「悪い」超

「良い」超

「悪い」超

（参考）

「良い」超

「悪い」超

「良い」超

「悪い」超

（参考）

「良い」超

「悪い」超
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▽売上高経常利益率の推移

製  造  業

非 製 造 業

資料出所　日本銀行「全国企業短期経済観測調査（日銀短観）」（2021年３月調査）
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　(2)　法人企業統計による企業収益

（単位：億円、％）

11.4 0.4 ▲ 14.9 ▲ 28.4 ▲ 46.6 ▲ 28.4 ▲ 0.7 26.0

　資本金規模10億円以上

　　前年同期比 9.1 4.2 ▲ 13.6 ▲ 37.4 ▲ 30.6 ▲ 26.2 ▲ 13.9 48.9

　　〃　１億円～10億円

　　前年同期比 16.3 5.1 ▲ 15.6 ▲ 23.9 ▲ 60.1 ▲ 23.5 7.3 21.7

　　〃　1,000万円～１億円

　　前年同期比 13.3 ▲ 11.2 ▲ 16.0 ▲ 16.8 ▲ 79.6 ▲ 35.4 24.6 1.6

5.4 5.5 4.8 4.6 4.4 4.0 5.6 6.0

　資本金規模10億円以上 8.1 8.2 7.4 4.9 8.7 5.3 6.9 7.3

　　〃　１億円～10億円 4.5 4.6 4.0 3.7 1.9 3.7 4.5 4.9

　　〃　1,000万円～１億円 3.8 3.6 3.1 4.8 1.1 2.8 4.7 5.1

資料出所　財務省「法人企業統計」

（注）　金融業、保険業を除く全産業。

59,343 61,947154,438

売
上
高
経
常
利
益
率

規模計

経
常
利
益

規模計

93,787 105,027

130,045 136,617 115,306 27,752 33,77331,37511,238

835,543

60,973 12,046 32,660206,883 183,789

67,299

24,025

200,746

前年同期比

462,998 482,378 416,995 70,537 100,856

839,177 714,385 159,262 124,140 123,984 184,505

令和２年 令和３年

１～３月期 ４～６月期 ７～９月期 10～12月期 １～３月期
令和元年度平成29年度 平成30年度
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　(3)　中小企業景況調査による業況判断（ＤＩ）

（「好転」－「悪化」・％ポイント、前年同期比）

平成31年 令和３年

１－３月 ４－６月 ７－９月 10－12月 １－３月 ４－６月 ７－９月 10－12月 １－３月 ４－６月 ７－９月 10－12月 １－３月

合計 -19.3 -16.1 -18.5 -18.0 -20.1 -17.3 -19.7 -23.9 -32.6 -66.7 -57.2 -46.4 -44.7

製造業 -11.7 -9.4 -13.4 -12.5 -18.2 -17.2 -21.9 -25.9 -37.3 -70.3 -65.2 -54.2 -44.5

建設業 -7.1 -6.6 -7.9 -3.8 -4.3 -1.9 -1.9 -3.4 -11.6 -38.1 -31.7 -23.9 -19.0

卸売業 -14.8 -15.9 -14.7 -13.8 -20.1 -20.2 -22.2 -28.1 -37.9 -69.8 -62.7 -50.0 -44.6

小売業 -33.6 -30.0 -31.4 -31.0 -32.2 -29.2 -30.4 -36.2 -41.0 -70.4 -57.5 -46.6 -47.7

サービス業 -20.0 -14.6 -17.7 -18.6 -18.5 -13.9 -16.6 -20.6 -29.9 -72.0 -60.4 -48.5 -53.3

資料出所　中小企業庁「中小企業景況調査」

（注）１　本調査の調査対象企業は以下のとおり（全国で約１万９千社）である。

　　　　製造業、建設業：資本金３億円以下又は従業員３００人以下 卸売業：資本金１億円以下又は従業員１００人以下

　　　　小売業：資本金５千万円以下又は従業員５０人以下 サービス業：資本金５千万円以下又は従業員１００人以下

　　　２　「ＤＩ」とは、DiffusionIndexの略で、「増加」・「好転」したなどとする企業の割合（百分率）から、

　　　　「減少」・「悪化」したなどとする企業の割合（百分率）を引いた値である。

令和元年 令和２年平成30年
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平成27年 28年 29年 30年 31年 令和元年 2年 ３年

業況判断DIの推移（５業種別）

製造業

建設業

卸売業

小売業

サービス業

（期）

（年）

資料出所 中小企業庁「中小企業景況調査」

（％ポイント）

（注）前年同期比「好転」－「悪化」
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１１　法人企業統計でみた労働生産性の推移

年度 前年度比 前年度比 前年度比 前年度比 前年度比 前年度比 前年度比

平成22年度 671 4.7 1,046 14.9 548 4.4 417 6.6 929 4.1 552 0.7 445 ▲ 0.2

23年度 668 ▲ 0.4 1,017 ▲ 2.8 544 ▲ 0.7 438 5.0 916 ▲ 1.4 555 0.5 486 9.2

24年度 666 ▲ 0.3 1,023 0.6 535 ▲ 1.7 434 ▲ 0.9 936 2.2 550 ▲ 0.9 479 ▲ 1.4

25年度 690 3.6 1,135 10.9 543 1.5 453 4.4 964 3.0 559 1.6 478 ▲ 0.2

26年度 705 2.2 1,149 1.2 547 0.7 446 ▲ 1.5 972 0.8 570 2.0 490 2.5

27年度 725 2.8 1,137 ▲ 1.0 555 1.5 521 16.8 1,007 3.6 586 2.8 491 0.2

28年度 727 0.3 1,158 1.8 554 ▲ 0.2 527 1.2 1,033 2.6 582 ▲ 0.7 503 2.4

29年度 739 1.7 1,227 6.0 572 3.2 484 ▲ 8.2 1,036 0.3 591 1.5 502 ▲ 0.2

30年度 730 ▲ 1.2 1,201 ▲ 2.1 570 ▲ 0.3 485 0.2 1,059 2.2 566 ▲ 4.2 494 ▲ 1.6

令和元年度 715 ▲ 2.1 1,104 ▲ 8.1 551 ▲ 3.3 467 ▲ 3.7 1,035 ▲ 2.3 551 ▲ 2.7 496 0.4

（資料出所）　法人企業統計 年次別調査 ｢金融業、保険業以外の業種｣ 

従業員一人当たり付加価値額（労働生産性）　＝　付加価値額　/　従業員数 

「付加価値額」の算出は下記のとおり

付加価値額＝営業純益（営業利益－支払利息等）＋役員給与＋役員賞与＋従業員給与＋従業員賞与 
　　　　　　　　　＋福利厚生費＋支払利息等＋動産・不動産賃借料＋租税公課 

「従業員数」は常用者の期中平均人員と、当期中の臨時従業員（総従事時間数を常用者の１か月平均労働時間数で除したもの）との合計 

資本金１千万円以上
１億円未満

資本金１千万円未満

従業員一人当たり付加価値額の推移
（単位：万円、％）

産業・資本金規模計
製造業 非製造業

資本金１億円以上
資本金１千万円以上

１億円未満
資本金１千万円未満 資本金１億円以上
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（資料出所）　法人企業統計 年次別調査 ｢金融業、保険業以外の業種｣ 

従業員一人当たり付加価値額（労働生産性）　＝　付加価値額　/　従業員数 

「付加価値額」の算出は下記のとおり

［平成18年度（2006年度）調査以前］ ［平成19年度（2007年度）調査以降］ 

付加価値額＝営業純益（営業利益－支払利息等）＋役員給与＋従業員給与 付加価値額＝営業純益（営業利益－支払利息等）＋役員給与＋役員賞与＋従業員給与＋従業員賞与 

　　　　　　　　　＋福利厚生費＋支払利息等＋動産・不動産賃借料＋租税公課 　　　　　　　　　＋福利厚生費＋支払利息等＋動産・不動産賃借料＋租税公課 

「従業員数」は常用者の期中平均人員と、当期中の臨時従業員（総従事時間数を常用者の１か月平均労働時間数で除したもの）との合計である

従業員一人当たり付加価値額の推移

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

62

昭和

63 元

平成

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 元

令和

①製造業（資本金１億円以上） ②製造業（資本金１千万円以上１億円未満）

③製造業（資本金１千万円未満） ④非製造業（資本金１億円以上）

⑤非製造業（資本金１千万円以上１億円未満） ⑥非製造業（資本金１千万円未満）

（万円）

［年度］

④

①

⑥

③

⑤
②
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Ⅱ  都道府県統計資料編



１　各種関連指標（都道府県別）
ランク 都道府県

指数 順位 ４人世帯 指数 順位 指数 順位 指数 順位
（千円） （東京=100） （位） （円） （東京=100） （位） （東京=100） （位） （東京=100） （位）

東 京  5,427 100.0 1 218,000 100.0 9 181.9 100.0 10 186.7 100.0 3
神 奈 川  3,227 59.5 11 218,230 100.1 8 193.3 106.3 1 181.2 97.1 6
大 阪  3,183 58.7 13 171,410 78.6 40 189.6 104.2 2 188.1 100.7 2
愛 知  3,685 67.9 2 230,210 105.6 6 178.7 98.2 19 180.6 96.7 8
埼 玉  3,067 56.5 17 286,700 131.5 1 187.7 103.2 3 189.6 101.6 1
千 葉  3,193 58.8 12 232,060 106.4 5 179.4 98.6 18 183.3 98.2 4
京 都  3,018 55.6 18 174,640 80.1 37 177.6 97.6 23 176.0 94.3 15
兵 庫  2,966 54.7 22 169,720 77.9 42 182.5 100.3 8 181.5 97.2 5
静 岡  3,388 62.4 4 210,760 96.7 12 185.0 101.7 4 178.3 95.5 12
滋 賀  3,290 60.6 8 187,250 85.9 25 182.4 100.3 9 172.8 92.6 19
茨 城  3,306 60.9 7 179,658 82.4 32 181.9 100.0 10 169.8 90.9 24
栃 木  3,413 62.9 3 187,113 85.8 26 180.8 99.4 14 170.6 91.4 21
広 島  3,167 58.4 14 185,269 85.0 28 177.1 97.4 25 164.8 88.3 35
長 野  2,940 54.2 25 175,720 80.6 36 174.1 95.7 34 179.3 96.0 11
富 山  3,319 61.2 6 206,916 94.9 14 180.7 99.3 15 168.8 90.4 26
三 重  3,111 57.3 15 205,430 94.2 15 181.8 99.9 12 174.3 93.4 16
山 梨  2,973 54.8 20 194,040 89.0 23 174.6 96.0 32 179.6 96.2 10
群 馬  3,325 61.3 5 216,620 99.4 10 183.5 100.9 6 177.2 94.9 13
岡 山  2,839 52.3 30 179,640 82.4 33 176.1 96.8 28 173.4 92.9 17
石 川  2,962 54.6 23 181,150 83.1 31 178.7 98.2 19 166.0 88.9 31
香 川  3,018 55.6 19 171,059 78.5 41 176.9 97.3 26 164.9 88.3 34
奈 良  2,600 47.9 40 233,780 107.2 4 175.0 96.2 30 180.5 96.7 9
宮 城  2,944 54.2 24 211,166 96.9 11 175.8 96.6 29 173.1 92.7 18
福 岡  2,888 53.2 27 220,740 101.3 7 179.6 98.7 17 170.9 91.5 20
山 口  3,258 60.0 10 202,823 93.0 18 178.6 98.2 21 166.9 89.4 30
岐 阜  2,849 52.5 29 194,150 89.1 22 176.2 96.9 27 176.6 94.6 14
福 井  3,265 60.2 9 186,230 85.4 27 181.8 99.9 12 168.6 90.3 27
和 歌 山  2,797 51.5 31 234,720 107.7 3 171.1 94.1 35 159.6 85.5 45
北 海 道  2,682 49.4 36 197,790 90.7 20 174.7 96.0 31 165.0 88.4 33
新 潟  2,873 52.9 28 168,320 77.2 43 177.7 97.7 22 170.3 91.2 22
徳 島  3,091 57.0 16 176,260 80.9 34 182.7 100.4 7 167.1 89.5 29
福 島  2,971 54.8 21 205,240 94.1 16 177.6 97.6 23 169.1 90.6 25
大 分  2,710 49.9 34 176,200 80.8 35 168.0 92.4 40 167.4 89.7 28
山 形  2,923 53.9 26 184,510 84.6 29 163.6 89.9 46 158.7 85.0 46
愛 媛  2,741 50.5 33 143,330 65.7 47 170.6 93.8 37 166.0 88.9 31
島 根  2,553 47.0 42 207,550 95.2 13 171.0 94.0 36 170.2 91.2 23
鳥 取  2,485 45.8 46 199,310 91.4 19 180.5 99.2 16 164.5 88.1 36
熊 本  2,613 48.2 39 195,188 89.5 21 174.2 95.8 33 162.6 87.1 39
長 崎  2,571 47.4 41 172,420 79.1 39 167.7 92.2 42 162.6 87.1 39
高 知  2,650 48.8 37 188,050 86.3 24 167.9 92.3 41 162.8 87.2 38
岩 手  2,772 51.1 32 203,090 93.2 17 169.0 92.9 39 163.7 87.7 37
鹿 児 島  2,492 45.9 43 172,990 79.4 38 159.4 87.6 47 162.1 86.8 41
佐 賀  2,630 48.5 38 235,380 108.0 2 184.0 101.2 5 162.0 86.8 42
青 森  2,490 45.9 44 181,290 83.2 30 165.5 91.0 45 161.8 86.7 43
秋 田  2,699 49.7 35 164,910 75.6 45 169.2 93.0 38 158.5 84.9 47
宮 崎 2,487 45.8 45 167,360 76.8 44 166.7 91.6 44 160.0 85.7 44
沖 縄  2,349 43.3 47 163,710 75.1 46 167.1 91.9 43 180.7 96.8 7

（注）１　各ランクは、平成29年度からの適用区分である（以下同じ）。
　　　２　各指数については、労働基準局賃金課にて算出。
　　　３　１人あたり県民所得は、平成23年基準（2008SNA）。

Ａ
ラ
ン
ク

（千円） （千円）

１人当たり県民所得（平成29年度） 標準生計費（月額、令和2年４月） 新規学卒者(高卒)の所定内給与額(産業計､企業規模10人以上､令和２年)
男性 女性

厚生労働省「賃金構造基本統計調査」

Ｂ
ラ
ン
ク

Ｃ
ラ
ン
ク

Ｄ
ラ
ン
ク

資料出所 内閣府「県民経済計算」 都道府県人事委員会「給与勧告（参考資料）」
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２　有効求人倍率の推移（都道府県別）
（単位：倍）

ランク 都道府県 平成23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年 令和元年 ２年
東 京 0.82 1.08 1.33 1.57 1.75 2.01 2.08 2.13 2.10 1.45
神 奈 川 0.48 0.57 0.68 0.83 0.93 1.05 1.15 1.20 1.19 0.87
大 阪 0.65 0.77 0.95 1.11 1.20 1.38 1.57 1.76 1.78 1.29
愛 知 0.87 1.12 1.31 1.53 1.54 1.63 1.82 1.95 1.93 1.21
埼 玉 0.51 0.57 0.62 0.74 0.85 1.04 1.23 1.33 1.31 1.00
千 葉 0.53 0.65 0.73 0.89 1.00 1.14 1.24 1.35 1.31 0.98
京 都 0.65 0.79 0.90 1.03 1.16 1.31 1.50 1.57 1.60 1.17
兵 庫 0.59 0.68 0.75 0.88 0.98 1.13 1.28 1.43 1.43 1.04
静 岡 0.61 0.78 0.84 1.07 1.17 1.34 1.53 1.67 1.57 1.04
滋 賀 0.61 0.66 0.79 0.96 1.05 1.17 1.29 1.38 1.35 0.95
茨 城 0.65 0.79 0.82 1.05 1.13 1.24 1.45 1.60 1.62 1.33
栃 木 0.61 0.79 0.86 0.97 1.06 1.18 1.34 1.43 1.40 1.06
広 島 0.80 0.89 1.00 1.23 1.47 1.65 1.81 2.05 2.05 1.42
長 野 0.72 0.81 0.87 1.09 1.25 1.41 1.60 1.69 1.60 1.16
富 山 0.87 0.98 1.13 1.36 1.48 1.60 1.80 1.96 1.91 1.31
三 重 0.71 0.88 1.03 1.21 1.30 1.42 1.60 1.71 1.66 1.16
山 梨 0.61 0.66 0.76 0.92 0.98 1.17 1.36 1.47 1.42 1.05
群 馬 0.77 0.97 1.02 1.15 1.24 1.43 1.61 1.71 1.70 1.26
岡 山 0.89 1.06 1.23 1.43 1.47 1.65 1.78 1.95 2.02 1.59
石 川 0.81 0.96 1.12 1.35 1.48 1.60 1.85 1.99 1.95 1.31
香 川 0.97 1.07 1.21 1.36 1.40 1.62 1.73 1.79 1.80 1.42
奈 良 0.58 0.71 0.79 0.90 0.99 1.14 1.29 1.46 1.49 1.21
宮 城 0.61 1.04 1.26 1.26 1.33 1.46 1.59 1.69 1.63 1.26
福 岡 0.57 0.70 0.79 0.96 1.11 1.32 1.50 1.60 1.57 1.15
山 口 0.73 0.86 0.94 1.08 1.20 1.39 1.49 1.58 1.62 1.27
岐 阜 0.78 0.96 1.08 1.29 1.52 1.71 1.79 2.00 2.01 1.39
福 井 1.06 1.18 1.23 1.47 1.59 1.82 2.01 2.07 2.05 1.64
和 歌 山 0.71 0.81 0.89 0.99 1.05 1.16 1.27 1.34 1.41 1.05
北 海 道 0.47 0.59 0.74 0.86 0.96 1.04 1.11 1.18 1.24 1.03
新 潟 0.67 0.83 0.96 1.15 1.20 1.31 1.50 1.70 1.64 1.28
徳 島 0.88 0.89 0.99 1.09 1.17 1.33 1.40 1.45 1.50 1.16
福 島 0.59 0.96 1.24 1.41 1.46 1.42 1.45 1.51 1.51 1.25
大 分 0.66 0.73 0.78 0.90 1.05 1.19 1.42 1.54 1.53 1.19
山 形 0.64 0.88 0.99 1.20 1.21 1.30 1.54 1.64 1.54 1.15
愛 媛 0.75 0.80 0.96 1.10 1.22 1.40 1.51 1.61 1.64 1.33
島 根 0.85 0.95 1.05 1.18 1.24 1.46 1.61 1.72 1.70 1.46
鳥 取 0.68 0.70 0.85 0.98 1.14 1.36 1.61 1.64 1.71 1.32
熊 本 0.61 0.68 0.84 0.99 1.11 1.32 1.60 1.69 1.63 1.23
長 崎 0.57 0.64 0.73 0.83 0.97 1.13 1.18 1.25 1.22 0.98
高 知 0.59 0.62 0.72 0.84 0.93 1.11 1.18 1.27 1.29 1.03
岩 手 0.54 0.89 1.03 1.09 1.19 1.28 1.40 1.46 1.39 1.09
鹿 児 島 0.55 0.65 0.71 0.75 0.87 1.02 1.19 1.31 1.35 1.14
佐 賀 0.62 0.72 0.78 0.89 0.93 1.11 1.23 1.31 1.29 1.09
青 森 0.43 0.59 0.69 0.80 0.91 1.08 1.24 1.30 1.24 0.99
秋 田 0.53 0.68 0.72 0.90 1.05 1.16 1.35 1.52 1.48 1.29
宮 崎 0.58 0.69 0.77 0.93 1.03 1.22 1.40 1.50 1.45 1.18
沖 縄 0.29 0.40 0.53 0.69 0.84 0.97 1.11 1.17 1.19 0.81

資料出所　厚生労働省「職業安定業務統計」
（注）新規学卒者を除き、パートタイムを含んでいる。
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３　失業率の推移（都道府県別）
（単位：％）

ランク 都道府県 平成23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年 令和元年 ２年 3年1月～3月
東 京 4.8 4.5 4.2 3.8 3.6 3.2 2.9 2.6 2.3 3.1 2.7
神 奈 川 4.5 4.4 3.9 3.4 3.3 3.1 2.7 2.3 2.1 2.9 2.5
大 阪 5.1 5.4 4.8 4.5 4.2 4.0 3.4 3.2 2.9 3.4 3.9
愛 知 3.6 3.7 3.2 2.7 2.5 2.4 2.4 1.7 1.9 2.5 2.7
埼 玉 4.7 4.4 4.1 3.5 3.2 3.1 2.9 2.5 2.3 3.0 3.1
千 葉 4.4 4.1 3.7 3.2 3.1 2.9 2.6 2.3 2.1 2.7 2.7
京 都 4.8 4.8 3.9 3.6 3.3 3.1 2.7 2.5 2.4 2.6 2.9
兵 庫 4.6 4.7 4.1 3.9 3.7 3.4 2.7 2.5 2.2 2.7 2.8
静 岡 3.6 3.3 3.2 2.8 2.7 2.5 2.3 1.9 2.0 2.4 2.5
滋 賀 3.7 4.0 3.0 2.8 2.2 2.5 2.0 2.1 1.9 2.4 2.8
茨 城 4.4 3.9 3.9 3.3 3.2 2.8 2.4 2.2 2.4 2.4 2.7
栃 木 4.2 3.7 3.7 3.2 3.1 2.7 2.3 2.0 2.2 2.3 2.5
広 島 3.6 3.6 3.6 3.2 3.0 2.8 2.4 2.4 2.4 2.4 2.5
長 野 3.7 3.5 3.5 2.9 2.7 2.5 2.0 1.7 2.0 2.1 2.6
富 山 3.3 3.0 2.8 2.6 2.5 2.3 2.1 1.8 1.8 1.9 2.1
三 重 3.5 3.2 2.9 2.3 2.2 1.9 1.8 1.1 1.2 1.7 1.8
山 梨 3.8 3.4 3.1 2.9 2.8 2.6 2.0 1.8 2.0 1.8 2.0
群 馬 4.2 3.4 3.5 3.0 2.8 2.5 2.1 1.9 2.2 2.3 2.7
岡 山 3.7 3.7 3.7 3.2 3.0 2.7 2.3 2.3 2.3 2.3 2.5
石 川 3.8 3.4 3.2 2.9 2.3 2.1 1.9 1.4 1.6 1.8 2.1
香 川 3.7 3.4 3.2 3.0 2.8 2.6 2.6 2.0 2.0 2.2 2.3
奈 良 4.5 4.3 3.8 3.5 3.2 3.0 2.6 2.4 1.9 2.7 2.3
宮 城 5.7 4.8 4.2 3.6 3.7 3.3 2.9 2.6 2.5 2.9 3.4
福 岡 5.6 5.2 5.0 4.5 4.1 3.5 3.3 2.9 2.8 3.0 3.1
山 口 3.5 3.5 3.4 3.0 2.8 2.4 2.0 1.8 1.8 1.9 1.8
岐 阜 3.7 3.4 3.0 2.5 2.3 2.1 1.9 1.3 1.3 1.6 1.7
福 井 3.0 2.6 2.6 2.4 1.8 1.9 1.7 1.4 1.4 1.6 1.9
和 歌 山 3.8 3.6 3.1 2.7 2.4 2.2 1.8 1.9 1.6 2.3 2.6
北 海 道 5.2 5.2 4.6 4.1 3.5 3.6 3.3 2.9 2.6 3.0 3.0
新 潟 4.0 3.7 3.5 3.3 2.9 2.8 2.6 2.1 2.1 2.3 2.7
徳 島 4.3 4.1 3.5 3.3 3.0 2.7 2.5 1.9 1.9 2.2 2.2
福 島 4.8 4.0 3.6 3.1 3.1 2.7 2.4 2.1 2.1 2.4 2.8
大 分 4.1 4.0 3.8 3.3 2.9 2.5 2.4 2.0 2.0 2.0 2.2
山 形 4.3 3.4 3.1 2.9 2.7 2.4 1.9 1.7 1.7 2.2 2.8
愛 媛 4.2 3.8 3.4 3.2 2.8 2.6 2.5 1.7 1.7 2.0 2.4
島 根 2.9 2.5 2.8 2.5 2.6 1.7 1.1 1.4 1.6 1.4 2.3
鳥 取 4.0 3.7 3.4 2.7 2.4 2.3 2.0 2.0 2.3 2.3 2.7
熊 本 4.7 4.3 4.2 3.9 3.5 3.1 2.9 2.7 2.6 2.8 2.9
長 崎 4.6 4.4 4.2 3.6 3.2 2.9 2.6 2.2 2.2 2.5 2.5
高 知 4.3 3.8 3.3 3.3 3.0 3.3 3.0 2.2 1.9 2.5 2.0
岩 手 5.0 3.9 3.3 2.9 2.9 2.4 2.1 1.8 2.1 2.4 3.0
鹿 児 島 4.8 4.5 4.3 3.9 3.5 2.9 2.9 2.5 2.6 2.8 2.8
佐 賀 4.2 3.8 3.4 3.4 3.0 2.1 2.0 1.6 1.9 2.0 1.4
青 森 6.2 5.3 4.9 4.2 4.2 3.6 3.0 2.7 2.5 3.0 3.6
秋 田 5.2 4.4 4.0 3.7 3.5 3.2 2.8 2.6 2.8 3.0 3.4
宮 崎 4.4 4.3 3.7 3.1 3.2 2.3 2.0 1.4 1.6 2.1 2.5
沖 縄 6.9 6.8 5.7 5.4 5.1 4.4 3.8 3.4 2.7 3.3 3.8

資料出所　総務省統計局「労働力調査都道府県別結果（モデル推計値）」
（注）１　数値は、労働力調査の結果を都道府県別にモデルによって推計した値。（北海道、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府、沖縄県は比推定によって推計）
　　　２　都道府県別に表章するように標本設計を行っておらず（北海道、沖縄県を除く）、標本規模も小さいことなどから、標本誤差が大きく、利用に際して
　　　　注意が必要。

　　　４　平成23年の岩手県、宮城県及び福島県については、補完推計値を用いて推計した値である。
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      ３　毎年１～３月期平均公表時に，新たな結果を追加して再計算を行い，前年までの過去５年間の四半期平均及び年平均結果を遡って一部改定している。
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４　賃金・労働時間の実情と推移
　(1)　賃金
　　定期給与の推移

(単位：円)
ランク 都道府県 平成23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年 令和元年 ２年

東 京 368,745 363,267 363,982 365,203 358,963 357,892 359,255 361,009 361,562 －
神奈川 296,508 294,614 294,667 296,717 301,153 301,205 304,777 311,758 309,003 －
大 阪 311,148 302,997 299,302 301,142 300,751 301,153 298,031 298,470 297,353 －
愛 知 300,144 294,813 298,093 302,817 305,278 308,271 307,639 309,842 309,457 －
埼 玉 264,479 258,803 258,139 258,451 250,629 252,467 255,920 267,493 267,480 －
千 葉 265,866 264,872 264,107 260,675 263,354 264,581 267,512 269,050 275,330 －
京 都 277,472 254,272 256,079 260,840 266,272 268,474 271,026 268,380 271,011 －
兵 庫 269,795 270,569 273,212 276,055 264,311 268,135 270,601 282,497 284,184 －
静 岡 279,999 276,561 277,713 279,570 273,188 274,157 274,839 274,631 276,851 －
滋 賀 276,917 275,524 275,214 274,647 287,624 290,231 288,400 285,700 290,321 －
茨 城 279,926 283,539 281,940 283,374 279,699 282,919 284,831 290,220 291,257 －
栃 木 291,110 286,930 286,357 285,248 281,698 284,336 287,271 281,880 279,696 －
広 島 284,236 266,031 268,011 273,070 283,560 286,962 290,002 288,113 289,705 －
長 野 266,609 268,856 267,515 267,791 274,113 274,312 276,183 274,738 274,964 －
富 山 263,741 271,069 271,776 273,590 271,966 274,810 273,582 273,646 272,536 －
三 重 274,911 282,505 285,798 289,356 275,495 277,993 281,537 285,760 287,084 －
山 梨 265,842 263,274 263,608 266,274 265,274 266,476 269,778 273,433 265,395 －
群 馬 272,597 271,603 272,313 274,918 272,585 273,943 280,350 281,062 268,399 －
岡 山 291,215 272,858 276,163 277,928 281,698 281,316 285,789 269,311 264,828 －
石 川 269,183 259,452 259,853 264,969 277,968 279,708 279,834 278,387 270,271 －
香 川 260,499 267,407 265,193 267,755 267,766 266,425 264,928 275,130 271,073 －
奈 良 260,024 252,763 248,688 249,908 249,529 247,716 250,719 246,585 245,584 －
宮 城 270,835 269,222 269,445 276,602 258,084 259,709 262,283 269,799 268,954 －
福 岡 279,235 271,600 271,176 278,459 275,669 277,903 280,590 274,893 269,110 －
山 口 278,423 267,582 267,753 271,121 271,653 272,013 272,889 267,649 260,022 －
岐 阜 271,148 256,705 259,943 266,475 263,763 263,143 263,730 257,318 263,712 －
福 井 275,387 267,593 265,663 267,574 277,731 279,578 282,060 277,407 279,463 －
和歌山 253,986 254,868 252,935 255,471 252,886 252,742 248,307 256,374 254,271 －
北海道 250,903 244,729 244,861 248,641 245,191 246,083 250,406 261,649 268,988 －
新 潟 264,834 263,487 264,862 268,293 258,332 260,722 264,725 260,120 250,656 －
徳 島 264,160 270,698 265,238 269,358 265,224 266,253 267,236 266,726 263,217 －
福 島 257,111 270,240 268,199 269,019 268,838 270,354 270,462 270,107 270,601 －
大 分 250,767 254,267 252,865 255,184 257,000 258,251 260,744 253,861 252,019 －
山 形 261,468 241,842 243,898 247,033 253,759 254,375 257,287 260,678 258,975 －
愛 媛 249,696 253,562 253,740 255,174 260,265 262,608 265,117 250,098 247,723 －
島 根 253,659 250,299 253,120 258,029 254,883 258,038 260,042 260,062 260,841 －
鳥 取 240,372 245,030 245,068 248,119 257,030 259,368 260,374 251,115 244,319 －
熊 本 254,541 253,383 255,504 258,576 259,804 260,630 264,275 257,680 256,773 －
長 崎 249,457 238,816 235,905 238,185 247,421 247,945 248,937 244,043 248,751 －
高 知 259,251 269,024 266,830 268,413 269,471 266,907 266,315 247,013 259,220 －
岩 手 240,758 241,484 244,659 247,274 239,794 243,463 242,587 246,895 250,867 －
鹿児島 240,779 236,194 233,109 232,759 226,793 228,372 230,603 229,388 233,038 －
佐 賀 233,141 241,835 242,376 243,105 252,266 252,625 255,738 260,748 246,924 －
青 森 231,242 227,437 228,899 225,811 237,494 237,202 237,533 224,896 230,562 －
秋 田 230,106 235,258 234,983 240,652 240,199 243,525 249,040 250,851 245,127 －
宮 崎 232,115 228,365 226,924 229,422 244,158 245,754 244,298 234,931 237,612 －
沖 縄 233,892 224,699 226,907 230,525 235,524 238,662 240,671 233,588 236,194 －

資料出所　厚生労働省「毎月勤労統計調査地方調査」
（注）１　事業所規模30人以上の数値である。
　　　２　令和２年結果は、令和３年７月公表予定。
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　(2)　労働時間
　　常用労働者１人平均月間総実労働時間と所定外労働時間の推移（調査産業計、事業所規模30人以上）

（単位：時間）
ランク 都道府県

平成23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年 令和元年 ２年 平成23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年 令和元年 ２年
東 京 149.5 152.4 150.1 149.9 147.7 146.6 146.7 146.5 143.2 - 13.0 13.7 13.7 14.0 13.5 12.7 12.4 12.3 13.0 -
神 奈 川 142.3 143.6 142.3 142.0 145.1 144.9 144.8 141.8 140.2 - 13.0 12.0 12.1 12.7 13.5 13.1 12.6 12.6 13.6 -
大 阪 148.3 147.8 146.4 147.1 146.6 146.7 145.2 143.8 141.9 - 11.2 11.9 11.8 12.6 12.5 12.5 12.0 11.5 11.6 -
愛 知 151.6 152.0 150.8 151.2 151.4 151.7 151.4 151.5 147.8 - 14.0 13.9 14.5 15.2 16.3 16.2 16.1 16.3 15.5 -
埼 玉 141.8 143.7 142.3 141.1 141.9 141.2 140.9 143.9 139.8 - 10.3 11.3 11.2 11.2 11.8 11.5 11.5 12.1 12.0 -
千 葉 143.9 144.0 141.5 139.5 143.6 144.1 144.3 140.5 138.4 - 10.8 11.7 11.5 11.5 12.5 12.5 12.5 11.8 11.6 -
京 都 146.4 143.8 143.2 142.2 141.7 141.1 141.6 138.9 136.1 - 11.2 12.3 12.8 12.4 12.3 11.7 12.0 10.6 9.8 -
兵 庫 146.8 147.5 146.0 146.2 143.0 142.4 142.1 143.9 139.6 - 13.3 11.4 11.5 12.1 12.2 11.8 11.5 12.8 12.0 -
静 岡 151.8 150.9 150.8 151.5 152.2 153.1 153.6 150.2 148.2 - 13.6 12.2 12.7 13.5 14.2 14.5 14.7 13.4 12.6 -
滋 賀 149.3 151.4 149.6 148.0 148.0 147.0 147.5 147.3 145.4 - 13.2 13.0 13.1 12.9 11.9 11.7 12.8 14.0 14.6 -
茨 城 151.3 157.7 156.4 156.4 151.9 151.2 151.1 151.5 146.6 - 12.7 16.3 17.1 17.1 14.2 13.3 12.9 14.3 13.3 -
栃 木 156.5 156.9 155.3 154.3 153.5 153.9 154.1 151.6 146.8 - 13.6 14.8 15.2 15.5 14.3 14.6 15.1 13.3 12.3 -
広 島 153.1 150.5 150.6 150.3 154.1 154.8 154.8 153.3 151.7 - 13.6 12.4 13.4 14.6 14.7 14.6 14.7 14.3 14.0 -
長 野 152.7 153.7 153.1 152.8 152.9 152.4 152.1 152.0 147.4 - 10.4 10.7 11.2 12.3 11.9 11.5 12.1 12.6 10.5 -
富 山 155.0 156.1 154.3 153.1 157.4 157.4 156.8 154.8 151.0 - 11.7 12.3 11.8 12.4 13.3 13.5 13.6 12.9 11.7 -
三 重 147.1 153.0 153.6 153.0 149.1 149.9 149.8 149.2 147.4 - 11.9 15.1 15.3 15.4 13.7 13.7 14.3 14.0 14.6 -
山 梨 152.9 150.7 150.7 152.6 149.3 149.5 151.0 149.5 146.0 - 11.5 12.2 11.9 13.2 12.1 11.9 12.8 13.2 12.6 -
群 馬 151.3 155.3 154.3 154.6 152.6 152.7 153.3 154.3 148.6 - 11.8 14.0 14.5 14.9 12.9 13.0 13.2 13.9 13.2 -
岡 山 160.6 158.0 157.7 157.0 156.2 154.6 155.7 150.8 147.6 - 14.8 13.4 14.0 14.3 13.8 13.3 13.4 13.2 12.5 -
石 川 155.0 151.6 151.2 150.6 156.4 156.7 156.1 154.4 149.0 - 12.0 11.0 11.7 12.0 12.7 13.1 13.0 11.8 11.4 -
香 川 151.9 155.1 153.0 153.2 150.4 150.6 149.8 150.5 148.8 - 11.4 13.1 13.2 13.5 12.1 12.1 11.5 12.9 13.0 -
奈 良 142.1 144.1 142.3 141.7 141.0 139.7 139.6 137.3 134.6 - 7.6 9.6 9.8 10.2 8.5 8.1 7.8 8.1 8.7 -
宮 城 150.9 152.5 152.6 153.0 148.9 149.2 148.9 150.2 148.2 - 11.3 11.8 12.4 12.9 12.7 12.6 12.0 12.3 12.3 -
福 岡 153.0 153.4 152.6 153.3 153.6 153.2 153.5 148.3 144.6 - 11.8 11.6 12.3 13.1 13.6 13.5 14.3 12.6 12.6 -
山 口 151.9 152.5 151.9 153.4 151.9 151.5 151.8 151.6 147.6 - 12.0 11.9 12.6 14.0 13.6 13.0 13.1 12.9 12.4 -
岐 阜 153.3 149.9 149.5 150.8 151.4 150.4 149.7 145.7 148.6 - 12.1 11.0 11.2 11.9 12.0 11.8 11.9 12.3 14.8 -
福 井 155.8 155.7 155.0 155.5 154.7 154.7 154.7 155.5 153.1 - 10.7 10.9 10.9 11.7 12.9 12.8 12.9 14.2 12.8 -
和 歌 山 144.7 146.8 145.8 145.8 149.8 148.7 146.0 143.6 143.6 - 9.3 9.5 9.5 9.9 12.9 13.5 12.6 12.1 11.0 -
北 海 道 150.2 150.8 150.3 149.3 148.7 148.1 148.1 146.2 145.4 - 10.6 10.8 11.5 11.3 11.0 10.8 10.7 10.6 10.8 -
新 潟 155.5 154.9 154.5 155.0 153.7 153.6 154.1 150.4 143.6 - 11.1 11.6 12.0 12.4 12.8 12.4 12.3 11.3 11.3 -
徳 島 151.5 155.3 154.8 156.2 157.3 156.8 157.4 152.9 147.8 - 10.0 10.2 10.6 11.8 13.2 13.1 12.8 13.0 9.7 -
福 島 154.6 157.1 157.0 157.3 160.1 158.2 158.1 157.9 152.6 - 10.6 11.2 12.1 12.4 14.2 13.4 13.4 14.8 12.9 -
大 分 157.3 155.3 153.8 154.3 156.2 156.7 158.1 153.5 149.0 - 13.3 10.4 10.2 10.9 12.3 12.6 13.6 12.5 11.0 -
山 形 156.8 160.1 159.8 160.6 156.5 156.2 157.0 158.2 153.6 - 11.6 11.8 12.8 13.7 12.9 12.5 13.0 12.8 11.4 -
愛 媛 152.8 154.7 153.0 153.3 154.0 153.7 153.0 146.9 143.2 - 10.7 11.0 11.0 11.5 11.4 11.0 10.5 10.5 9.8 -
島 根 151.4 154.8 155.2 155.7 153.0 153.6 155.8 150.7 150.5 - 10.8 11.2 11.7 12.4 12.3 12.2 14.7 13.2 12.5 -
鳥 取 152.1 153.4 152.2 150.6 153.4 153.8 154.3 155.1 150.5 - 8.2 9.4 9.9 9.7 9.4 9.9 9.7 11.8 11.5 -
熊 本 155.6 155.3 155.3 155.0 152.1 151.2 153.1 152.3 149.5 - 11.3 11.0 11.8 12.1 10.8 11.1 11.7 11.8 11.1 -
長 崎 163.8 152.5 150.3 150.7 158.4 157.8 157.6 150.9 149.3 - 15.0 11.9 12.2 12.7 13.0 12.4 12.7 11.3 10.9 -
高 知 149.9 154.7 153.9 154.0 149.0 147.9 146.7 148.9 148.2 - 11.1 10.5 10.2 10.7 11.1 10.4 9.5 9.5 10.7 -
岩 手 154.6 160.3 159.0 157.7 157.3 157.1 157.3 155.1 154.3 - 10.6 12.3 12.2 12.0 13.0 13.1 13.3 12.4 12.7 -
鹿 児 島 152.0 154.3 152.2 152.1 148.4 148.3 147.4 147.0 145.1 - 10.2 9.2 9.0 9.2 10.5 10.9 10.9 10.6 9.8 -
佐 賀 157.7 158.6 157.7 156.4 156.6 156.6 156.7 158.8 152.8 - 10.3 11.0 11.6 11.7 11.9 11.4 12.1 14.5 13.0 -
青 森 153.7 154.4 153.8 154.7 157.8 157.1 159.6 156.7 152.2 - 10.4 9.4 9.7 10.7 14.9 14.6 16.0 12.6 12.1 -
秋 田 154.1 155.4 154.2 153.9 151.3 151.4 152.5 154.7 150.9 - 10.1 10.2 10.7 10.9 8.9 8.6 8.9 10.9 9.8 -
宮 崎 155.2 153.3 152.3 152.3 155.6 153.5 150.2 149.0 148.2 - 9.6 10.0 10.1 10.2 12.1 12.0 12.0 11.0 10.1 -
沖 縄 150.7 150.6 150.4 150.5 150.7 149.9 150.6 146.2 144.0 - 9.5 9.6 9.8 10.3 10.3 9.9 10.6 8.2 9.9 -

資料出所　厚生労働省「毎月勤労統計調査地方調査」
（注）１　事業所規模30人以上の数値である。
　　　２　令和２年結果は、令和３年７月公表予定。
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５　消費者物価指数等の推移
　(1)　消費者物価対前年上昇率の推移

（単位：％）

１月 ２月 ３月 ４月 ５月
東 京 △ 0.5 △ 0.5 0.2 3.0 1.0 △ 0.1 0.3 1.1 0.9 0.1 △ 0.7 △ 0.4 △ 0.2 △ 0.7 △ 0.4
神 奈 川 △ 0.3 0.1 0.5 3.0 1.1 △ 0.2 0.3 1.2 0.9 △ 0.3 △ 0.5 △ 0.6 △ 0.3 △ 0.7 △ 0.5
大 阪 △ 0.6 0.0 0.3 2.9 1.2 △ 0.1 △ 0.1 0.9 0.6 △ 0.2 △ 1.4 △ 1.2 △ 1.1 △ 1.5 △ 1.2
愛 知 △ 0.5 0.3 0.2 3.2 1.2 △ 0.3 0.4 1.1 0.1 △ 0.1 △ 0.9 △ 0.7 △ 0.2 △ 0.7 △ 0.4
埼 玉 △ 0.1 0.5 0.8 3.4 1.0 △ 0.4 0.4 1.1 0.7 △ 0.3 △ 1.1 △ 0.8 △ 0.7 △ 1.3 △ 0.8
千 葉 △ 0.3 △ 0.2 0.6 3.3 1.4 0.3 0.6 1.0 0.8 △ 0.1 △ 1.1 △ 0.8 △ 0.3 △ 0.9 △ 0.5
京 都 △ 0.1 △ 0.1 0.8 3.5 1.0 0.0 0.6 1.1 0.5 △ 0.2 △ 0.6 △ 0.2 0.0 △ 0.3 △ 0.2
兵 庫 △ 0.5 △ 0.2 0.2 3.0 1.2 0.3 0.2 0.9 0.7 0.8 △ 0.8 △ 0.7 △ 0.5 △ 1.3 △ 0.8
静 岡 △ 0.4 0.5 0.3 3.5 1.2 △ 0.3 0.6 1.2 0.3 0.0 △ 1.1 △ 0.9 △ 0.6 △ 1.0 △ 0.4
滋 賀 △ 0.4 0.0 0.4 3.1 1.8 0.3 0.8 1.0 0.6 △ 0.4 △ 1.0 △ 0.7 △ 0.6 △ 1.0 △ 0.6
茨 城 △ 0.1 0.2 1.1 3.5 1.0 △ 0.4 0.7 1.3 0.9 △ 0.2 △ 0.5 △ 0.3 0.0 0.2 0.3
栃 木 △ 0.7 0.4 0.6 3.9 1.4 △ 0.2 0.6 1.3 0.7 0.2 △ 0.7 △ 0.5 △ 0.1 △ 0.8 △ 0.3
広 島 0.1 △ 0.3 0.0 2.9 1.8 0.0 0.3 0.9 0.1 0.2 △ 0.6 △ 0.9 △ 0.4 0.0 △ 0.1
長 野 △ 0.3 △ 0.2 0.4 3.1 0.7 △ 0.3 0.9 1.4 1.1 0.3 △ 0.9 △ 0.7 △ 0.5 △ 0.3 0.2
富 山 △ 0.3 △ 0.1 0.2 3.5 1.2 0.0 1.1 1.3 0.0 △ 0.1 △ 0.8 △ 0.4 △ 0.2 △ 0.8 △ 0.2
三 重 0.2 0.2 0.4 3.1 1.0 △ 0.4 0.4 1.3 0.2 △ 0.1 △ 0.5 △ 0.3 △ 0.2 △ 0.5 0.0
山 梨 △ 0.4 0.3 0.8 3.1 1.0 △ 0.5 0.5 1.7 0.8 △ 0.5 △ 0.7 △ 0.4 △ 0.2 △ 0.1 0.2
群 馬 △ 0.3 △ 0.3 0.3 3.6 1.1 △ 0.2 0.8 1.8 0.9 △ 0.2 △ 0.8 △ 0.2 △ 0.2 △ 0.6 △ 0.1
岡 山 0.1 △ 0.2 0.3 2.9 0.7 △ 0.1 0.7 0.8 △ 0.1 0.1 △ 0.2 △ 0.2 △ 0.1 △ 0.4 △ 0.3
石 川 △ 0.6 △ 0.6 0.1 3.3 1.0 △ 0.3 0.6 1.2 0.3 △ 0.2 △ 0.6 △ 0.2 0.1 △ 0.2 △ 0.1
香 川 △ 0.4 △ 0.1 0.1 3.5 1.1 0.3 0.5 1.3 0.5 △ 0.2 △ 0.1 △ 0.3 0.1 △ 0.3 △ 0.2
奈 良 △ 0.4 △ 0.3 0.4 3.2 1.2 △ 0.2 0.6 0.9 0.7 0.1 △ 0.2 0.1 0.3 △ 0.2 0.1
宮 城 △ 0.7 △ 0.5 0.8 3.4 1.0 △ 0.2 0.8 1.1 0.8 0.3 △ 0.5 △ 0.2 0.1 △ 0.6 △ 0.3
福 岡 △ 0.6 △ 0.1 0.3 2.8 2.1 0.5 0.4 0.9 0.6 0.2 △ 0.3 △ 0.2 0.0 △ 0.4 △ 0.3
山 口 △ 0.6 △ 0.1 0.1 3.1 0.9 0.0 0.5 1.3 1.0 0.3 △ 0.6 0.0 0.3 0.2 0.3
岐 阜 △ 0.4 0.0 0.3 3.9 1.4 △ 0.3 0.3 0.8 0.1 △ 0.9 △ 0.8 △ 0.4 0.0 △ 0.3 0.2
福 井 △ 1.0 0.5 0.3 3.2 1.1 0.3 0.5 1.3 1.0 0.1 △ 0.4 △ 0.3 0.0 △ 0.5 △ 0.3
和 歌 山 △ 0.1 △ 0.2 0.7 3.4 0.7 0.2 0.7 1.1 0.1 0.2 0.7 0.8 1.1 0.3 0.9
北 海 道 0.3 0.1 1.0 3.3 0.7 △ 0.4 1.2 1.8 0.6 △ 0.3 △ 0.9 △ 0.7 △ 0.3 △ 0.1 0.4
新 潟 △ 0.5 0.4 0.2 3.4 0.8 △ 0.1 0.7 1.1 0.5 △ 0.2 △ 1.3 △ 0.9 △ 0.5 △ 0.6 0.0
徳 島 △ 0.2 △ 0.2 0.2 3.5 1.1 0.3 0.5 1.4 0.7 0.0 △ 0.2 △ 0.1 0.2 △ 0.4 0.1
福 島 △ 0.4 0.3 △ 0.1 3.8 0.8 △ 0.2 0.5 1.1 0.8 0.1 △ 1.0 △ 0.8 △ 0.6 △ 0.6 △ 0.6
大 分 △ 0.3 0.3 0.4 3.4 1.2 0.1 0.6 1.5 0.6 0.4 0.1 0.2 0.3 △ 0.3 △ 0.3
山 形 0.1 0.2 0.8 3.4 0.6 △ 0.5 1.0 1.0 0.8 △ 0.2 △ 0.5 △ 0.2 0.5 0.3 0.9
愛 媛 0.2 0.5 0.3 2.7 0.8 0.0 0.4 1.0 0.1 △ 0.3 △ 0.5 △ 0.3 △ 0.3 △ 0.2 0.0
島 根 △ 0.2 0.1 0.1 3.1 1.0 △ 0.3 0.4 1.3 0.6 △ 0.7 △ 0.6 △ 0.4 0.0 △ 0.3 0.4
鳥 取 △ 0.1 0.2 0.3 3.0 1.1 0.0 0.8 1.8 0.5 △ 0.4 △ 0.9 △ 0.5 △ 0.5 △ 0.5 △ 0.3
熊 本 △ 0.5 △ 0.5 0.0 3.4 1.1 0.6 0.2 0.7 0.2 △ 0.4 0.4 0.3 0.3 △ 0.2 0.3
長 崎 △ 0.6 0.1 0.1 2.9 1.3 0.2 0.5 1.4 0.4 0.3 △ 0.3 △ 0.2 △ 0.3 △ 0.6 △ 0.5
高 知 △ 0.3 0.1 0.2 3.2 1.3 △ 0.1 0.9 0.6 0.6 △ 0.2 △ 0.2 △ 0.1 0.0 △ 0.6 △ 0.2
岩 手 0.0 0.0 0.9 3.1 0.5 △ 0.1 1.6 1.3 0.3 △ 0.1 △ 0.6 △ 0.3 0.0 0.2 0.2
鹿 児 島 △ 0.4 △ 0.5 0.2 2.7 1.4 0.1 0.5 0.8 0.2 0.2 0.2 0.1 0.5 0.2 0.4
佐 賀 △ 0.5 0.0 0.3 2.9 1.1 0.3 0.5 1.4 0.5 0.2 △ 0.3 △ 0.3 △ 0.2 △ 0.6 △ 0.5
青 森 0.3 △ 0.8 0.4 4.0 0.2 △ 0.6 1.3 1.6 0.6 △ 0.7 △ 1.2 △ 0.8 0.2 △ 2.6 3.3
秋 田 0.0 △ 0.3 0.5 3.7 0.5 0.0 1.1 1.6 0.7 △ 0.6 △ 1.1 △ 0.3 0.3 0.0 0.3
宮 崎 △ 0.3 0.2 0.2 3.1 1.1 0.3 0.9 0.6 0.4 0.0 0.2 △ 0.2 0.1 △ 0.4 0.4
沖 縄 0.0 △ 0.3 0.4 2.8 0.8 0.3 0.5 1.3 0.4 △ 0.7 △ 0.1 △ 0.1 0.4 △ 0.1 △ 0.1

資料出所　総務省「消費者物価指数」
（注）１　数値は、都道府県庁所在都市のものである。
　　　２　指数は、「持家の帰属家賃を除く総合」を用いた。

26年 27年 28年 29年ランク 都道府県
（注１・２）

平成23年
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　(2)　消費者物価地域差指数の推移

ランク・都道府県
（注１～３） 平成23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年 令和元年 ２年
全国 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

東 京 106.3 106.0 105.9 106.1 104.3 105.2 105.1 103.0 103.4 - 
神 奈 川 107.1 106.7 106.0 104.8 103.9 104.9 104.8 104.2 103.9 - 
大 阪 101.0 100.6 100.6 101.2 101.0 100.7 100.2 99.6 99.4 - 
愛 知 99.3 99.7 99.1 99.9 99.7 99.4 99.0 99.0 98.3 - 
埼 玉 102.3 102.9 103.3 103.0 103.2 103.1 102.8 101.9 101.9 - 
千 葉 99.1 99.2 99.1 100.0 100.2 100.7 100.8 101.1 101.4 - 
京 都 101.8 101.5 101.2 101.3 100.8 100.9 100.9 101.1 100.9 - 
兵 庫 101.9 102.3 102.2 101.3 101.6 101.5 101.2 101.0 100.6 - 
静 岡 99.3 99.7 100.0 99.3 99.3 99.1 99.2 99.1 99.6 - 
滋 賀 100.5 99.6 99.6 100.2 100.7 100.4 101.0 100.9 100.8 - 
茨 城 98.1 98.8 99.3 99.0 99.2 98.4 98.6 99.1 99.2 - 
栃 木 100.6 100.8 100.9 100.6 100.4 99.4 99.4 99.7 99.7 - 
広 島 101.7 101.2 99.8 98.5 99.3 99.0 99.2 99.4 99.1 - 
長 野 97.7 98.1 98.1 97.2 97.4 97.2 97.1 98.1 98.8 - 
富 山 98.2 98.7 98.7 98.3 98.7 98.8 99.2 100.1 99.5 - 
三 重 99.7 99.9 100.6 98.7 97.9 98.3 98.0 98.8 98.7 - 
山 梨 98.9 99.6 99.9 98.6 99.0 98.9 98.9 99.9 99.9 - 
群 馬 97.0 96.9 97.5 97.2 96.6 95.9 96.1 96.9 97.3 - 
岡 山 100.4 100.7 100.3 99.1 98.9 98.5 98.8 99.1 98.1 - 
石 川 102.9 101.6 101.4 99.7 100.8 100.6 100.5 100.7 100.7 - 
香 川 98.7 98.5 98.1 98.4 99.1 98.9 98.9 99.4 99.6 - 
奈 良 97.3 97.3 97.4 97.1 96.9 96.0 96.4 97.0 97.3 - 
宮 城 97.7 97.8 98.3 98.4 98.5 98.7 99.1 99.4 100.0 - 
福 岡 97.4 97.4 97.5 97.7 98.3 97.6 97.4 97.7 98.0 - 
山 口 100.1 100.5 100.0 98.9 99.1 99.0 99.0 99.5 100.1 - 
岐 阜 97.5 98.4 98.2 98.2 98.3 98.0 98.3 98.9 98.8 - 
福 井 98.1 98.8 98.6 98.7 99.4 99.0 98.9 99.9 100.0 - 
和 歌 山 101.8 101.7 102.0 100.5 99.7 99.9 100.1 100.5 100.0 - 
北 海 道 99.0 99.3 100.2 98.7 98.7 99.1 99.5 100.7 100.5 - 
新 潟 98.7 98.6 99.1 99.0 99.5 99.3 99.2 99.1 99.1 - 
徳 島 101.1 100.3 99.8 98.6 99.3 99.8 99.8 101.2 101.4 - 
福 島 101.4 101.6 101.4 101.3 101.5 101.2 101.1 100.8 100.8 - 
大 分 97.8 98.6 98.2 98.3 98.4 98.0 97.7 99.1 99.5 - 
山 形 101.0 101.3 101.5 100.2 100.4 100.4 100.4 100.0 100.6 - 
愛 媛 98.8 99.6 98.9 97.6 98.4 98.3 98.3 99.0 98.7 - 
島 根 101.0 101.4 100.7 100.2 100.7 100.5 100.1 100.4 100.3 - 
鳥 取 98.1 98.4 98.3 97.8 97.9 98.0 98.1 99.0 98.9 - 
熊 本 100.1 100.6 100.0 98.9 98.3 98.6 98.6 99.4 99.3 - 
長 崎 102.6 102.3 102.4 100.3 102.0 101.8 101.7 101.0 100.6 - 
高 知 99.2 99.7 99.8 98.6 99.2 99.2 99.5 100.1 100.4 - 
岩 手 99.1 98.7 98.9 97.8 99.3 99.0 99.4 99.8 99.4 - 
鹿 児 島 100.0 99.3 98.0 98.1 97.5 96.6 97.3 97.6 97.8 - 
佐 賀 97.4 98.0 97.5 96.7 96.9 96.5 96.5 97.8 98.1 - 
青 森 99.8 99.5 99.5 99.3 99.0 98.9 98.4 99.2 99.3 - 
秋 田 97.3 97.3 97.3 98.1 98.2 97.7 98.1 98.6 98.6 - 
宮 崎 96.7 97.3 97.1 96.8 97.3 96.9 97.4 97.4 97.5 - 
沖 縄 99.7 100.1 101.2 99.1 98.9 99.1 98.9 100.4 100.3 - 

資料出所　総務省「小売物価統計調査（構造編）」（平成25年以前は総務省「消費者物価指数」による）
（注）１　各都道府県の数値は、都道府県庁所在都市のものである。
　　　２　指数は、「持家の帰属家賃を除く総合」である。
　　　３　令和２年結果は、令和３年９月公表予定。
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平成28年 29年 30年 令和元年 ２年 平成28年 29年 30年 令和元年 ２年

東　京 737 750 797 812 - 1.4 1.7 6.3 1.9 -
神奈川 273 276 299 303 - 0.8 1.4 8.2 1.3 -
大　阪 384 392 389 394 - 2.3 2.0 △ 0.7 1.2 -
愛　知 300 302 319 320 - 0.5 0.7 5.5 0.4 -
埼　玉 208 209 211 214 - 0.5 0.3 1.2 1.5 -
千　葉 168 169 174 172 - 0.4 0.8 2.6 △ 0.9 -
京　都 87 88 92 95 - 0.7 1.0 4.2 4.1 -
兵　庫 172 172 180 182 - 0.7 △ 0.2 4.7 0.9 -
静　岡 140 140 140 141 - 0.2 0.1 △ 0.2 1.0 -
滋　賀 48 49 51 51 - 0.6 2.2 3.5 △ 0.9 -
茨　城 100 100 99 99 - 0.6 0.3 △ 0.5 △ 0.4 -
栃　木 72 71 70 70 - 0.9 △ 0.5 △ 1.7 0.6 -
広　島 100 101 105 107 - 0.0 0.4 4.6 1.7 -
長　野 72 73 75 74 - 1.2 0.8 2.8 △ 0.7 -
富　山 41 42 42 42 - 0.6 1.1 0.1 0.1 -
三　重 62 63 65 65 - △ 0.2 0.8 3.3 0.1 -
山　梨 27 28 29 29 - 0.0 1.4 4.1 1.5 -
群　馬 71 71 73 73 - 0.5 0.1 3.4 △ 0.1 -
岡　山 67 68 68 68 - 1.0 0.4 0.5 0.7 -
石　川 43 44 43 44 - 1.7 0.2 △ 1.8 2.3 -
香　川 33 34 34 35 - 0.7 1.5 0.9 1.3 -
奈　良 34 33 39 39 - 0.7 △ 1.7 16.4 0.2 -
宮　城 83 83 81 80 - 0.8 △ 0.8 △ 2.3 △ 0.8 -
福　岡 166 166 180 180 - △ 1.1 0.3 8.4 △ 0.3 -
山　口 49 50 48 49 - 1.9 1.5 △ 2.5 0.2 -
岐　阜 67 66 68 68 - 2.1 △ 0.2 2.0 0.2 -
福　井 29 29 30 30 - 1.1 0.8 0.7 1.2 -
和歌山 28 28 29 29 - 3.1 0.9 3.3 0.1 -
北海道 175 177 177 179 - △ 0.1 0.9 △ 0.3 1.4 -
新　潟 81 81 80 82 - △ 0.5 △ 0.2 △ 0.7 2.5 -
徳　島 23 23 24 23 - 0.9 △ 0.1 4.4 △ 1.4 -
福　島 67 68 65 66 - 0.1 1.2 △ 4.3 1.7 -
大　分 39 39 38 38 - 0.4 0.2 △ 2.5 0.2 -
山　形 38 38 38 38 - 0.3 0.5 △ 0.9 1.3 -
愛　媛 43 43 45 46 - 0.0 0.4 3.8 1.4 -
島　根 23 24 23 24 - 0.1 1.7 △ 1.2 1.1 -
鳥　取 18 18 18 18 - 0.4 0.9 △ 3.7 1.2 -
熊　本 54 54 57 58 - 0.6 0.3 5.2 0.9 -
長　崎 42 42 43 43 - 0.8 △ 0.1 1.9 1.1 -
高　知 21 22 23 23 - 2.0 2.2 2.8 0.9 -
岩　手 42 41 42 42 - 0.8 △ 0.4 2.4 △ 1.4 -
鹿児島 47 47 51 53 - △ 1.1 0.5 8.2 4.0 -
佐　賀 26 25 28 28 - 0.4 △ 1.2 8.5 0.3 -
青　森 40 41 42 42 - 1.6 1.0 4.5 △ 0.5 -
秋　田 32 32 33 33 - 1.5 0.4 2.1 0.5 -
宮　崎 31 31 34 35 - △ 1.2 0.5 9.5 1.4 -
沖　縄 41 41 46 47 - 1.3 1.5 11.0 2.2 -

4,877 5,003 4,981 5,078 5,130 2.1 2.5 1.1 2.0 1.0

　６　労働者数等の推移

　　(1)　常用労働者数［事業所規模５人以上］（ランク別・都道府県別・暦年）

ランク 都道府県
人数（万人） 増減（％）

資料出所　厚生労働省「毎月勤労統計調査地方調査」

（注）１　事業所規模５人以上の数値である。

　　　２　全国計の数値は、毎月勤労統計調査全国調査の結果であり、都道府県別の数値の合計とは一致しない。

　　　４　令和２年結果は、令和３年７月公表予定。
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　　　３　各都道府県の増減率は労働基準局賃金課にて常用労働者数から算出。 -37-



平成28年 29年 30年 令和元年 ２年 平成28年 29年 30年 令和元年 ２年

東　京 953 983 1,006 1,028 1,039 1.9 3.1 2.3 2.2 1.0
神奈川 209 215 220 223 226 2.0 3.2 2.0 1.4 1.3
大　阪 344 354 362 368 370 1.4 2.8 2.2 1.7 0.7
愛　知 272 281 286 291 293 1.7 3.1 1.9 1.8 0.5
埼　玉 142 148 151 154 156 2.5 4.1 2.4 1.7 1.5
千　葉 114 119 122 124 126 2.5 4.6 2.4 2.0 1.5
京　都 72 74 75 76 77 1.0 2.6 1.4 1.3 0.8
兵　庫 134 138 141 142 143 1.3 3.3 1.8 1.3 0.6
静　岡 112 115 117 118 118 1.1 3.0 1.5 1.2 0.2
滋　賀 37 38 39 40 40 1.7 3.6 2.1 1.8 0.3
茨　城 75 78 79 80 81 1.3 3.1 1.8 1.3 0.9
栃　木 55 56 57 58 58 1.5 2.9 1.8 1.3 0.8
広　島 97 99 101 102 102 1.5 2.5 1.5 0.9 0.3
長　野 61 62 63 64 64 1.4 2.5 1.6 1.0 0.2
富　山 36 37 37 37 37 0.9 2.3 1.0 0.6 △ 0.3
三　重 47 49 50 50 51 1.1 3.2 2.3 1.2 0.1
山　梨 21 22 22 22 23 1.6 3.3 2.2 1.5 0.7
群　馬 58 60 61 62 63 1.8 3.4 2.2 1.6 0.8
岡　山 57 59 60 60 61 1.7 2.7 1.1 1.2 0.9
石　川 37 38 38 39 39 1.8 3.1 1.7 0.8 0.0
香　川 31 32 32 33 33 1.1 2.5 1.4 0.9 0.8
奈　良 23 24 25 25 25 2.0 3.7 1.9 1.3 0.8
宮　城 70 72 73 74 74 1.4 2.8 1.4 0.9 0.0
福　岡 162 168 172 174 177 1.7 3.6 2.0 1.5 1.4
山　口 39 40 41 41 41 1.6 2.6 1.0 0.7 0.0
岐　阜 57 59 60 60 61 1.5 2.8 1.6 1.2 0.4
福　井 25 26 26 26 26 1.1 2.8 1.1 0.9 0.3
和歌山 23 24 24 24 24 1.1 2.8 1.2 0.8 0.3
北海道 148 152 154 156 157 1.4 2.7 1.2 1.1 0.8
新　潟 71 72 73 73 73 0.6 1.6 1.2 0.6 △ 0.3
徳　島 20 20 20 20 20 1.4 1.0 0.4 0.7 0.0
福　島 56 58 58 58 58 1.3 2.0 0.9 0.4 △ 0.3
大　分 32 33 34 34 33 0.8 2.5 1.0 0.1 △ 0.1
山　形 32 32 33 33 32 0.3 1.6 0.8 0.2 △ 0.6
愛　媛 39 40 41 41 41 1.4 2.5 1.2 0.5 0.2
島　根 20 20 21 21 21 0.4 1.9 0.7 0.3 △ 0.8
鳥　取 16 16 16 16 16 1.0 2.3 1.0 0.7 △ 0.1
熊　本 46 48 49 49 50 0.8 2.5 2.4 1.1 0.7
長　崎 36 37 37 37 37 1.2 2.3 0.8 0.0 △ 0.1
高　知 19 20 20 20 20 0.7 1.8 0.5 0.1 △ 0.2
岩　手 36 37 37 37 37 0.4 1.6 0.6 0.2 △ 0.4
鹿児島 44 45 46 46 46 0.7 2.2 0.9 0.8 0.3
佐　賀 23 24 24 24 24 1.0 1.9 1.2 0.6 0.4
青　森 35 36 36 36 36 0.6 1.7 0.7 0.3 △ 0.5
秋　田 28 29 29 29 29 △ 0.1 1.4 0.3 △ 0.2 0.4
宮　崎 29 29 30 30 30 0.9 2.7 1.5 0.9 0.3
沖　縄 39 41 42 43 44 3.1 4.4 2.7 2.2 2.0

4,134 4,256 4,335 4,399 4,430 1.6 3.0 1.8 1.5 0.7

(2) 雇用保険の被保険者数（ランク別・都道府県別・暦年）

　　　　　（＝雇用保険における一括適用）
　　　２　一括適用事業所となった場合、雇用保険データにおける被保険者数の計上は、届出のあった都道府県のみで計上される。
　　　３　被保険者には、一般被保険者の他、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者を含む。
　　　４　一般被保険者の雇用保険加入要件については、一週間の所定労働時間が20時間以上及び31日以上の雇用見込み。
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資料出所　厚生労働省「雇用保険事業月報」
（注）１　労働者が雇用される事業所ごとに適用事業所として届け出ることが原則であるが、本社のみで労務管理を行っている場合などは、本社が支社を一括して適用事業所の届出を行う場合がある。
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ランク 都道府県
人数（万人） 増減（％）
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平成28年 29年 30年 令和元年 ２年 平成28年 29年 30年 令和元年 ２年

東　京 752 768 792 806 810 1.3 2.2 3.1 1.8 0.5 
神奈川 478 485 496 509 504 2.5 1.6 2.3 2.6 △ 0.9 
大　阪 429 434 442 458 461 1.3 1.0 1.9 3.6 0.6 
愛　知 392 396 408 415 415 0.6 1.1 3.0 1.7 0.0 
埼　玉 376 383 393 398 397 0.9 1.9 2.7 1.4 △ 0.4 
千　葉 324 327 332 335 335 0.9 1.0 1.4 1.0 0.0 
京　都 133 134 136 137 137 2.0 1.4 1.0 0.8 △ 0.1 
兵　庫 268 271 274 275 274 1.6 1.3 1.1 0.1 △ 0.3 
静　岡 194 197 200 199 197 0.4 1.4 1.5 △ 0.4 △ 0.9 
滋　賀 70 73 76 77 76 △ 0.1 5.5 3.0 1.6 △ 0.9 
茨　城 148 148 149 150 149 0.3 0.4 0.7 0.1 △ 0.3 
栃　木 102 102 103 103 102 0.0 0.4 0.6 0.0 △ 0.3 
広　島 141 143 143 144 144 0.9 0.9 0.4 0.6 0.1 
長　野 111 112 113 113 112 0.2 0.6 1.2 0.0 △ 0.7 
富　山 56 56 56 56 56 0.5 △ 0.2 0.5 0.2 △ 0.4 
三　重 95 93 96 99 96 0.6 △ 2.0 3.4 3.0 △ 2.7 
山　梨 42 44 45 45 43 △ 0.5 4.8 3.0 △ 0.4 △ 2.9 
群　馬 100 100 102 102 102 0.4 0.5 1.4 0.4 △ 0.1 
岡　山 94 94 95 95 95 0.5 0.6 0.6 0.2 △ 0.1 
石　川 61 61 62 62 61 1.3 0.2 1.5 △ 0.3 △ 0.5 
香　川 48 48 49 49 49 0.0 0.8 1.4 △ 0.2 △ 0.4 
奈　良 64 65 65 66 66 0.6 1.6 1.2 0.3 0.0 
宮　城 116 119 121 122 122 0.4 2.8 1.7 1.0 △ 0.3 
福　岡 249 253 257 259 259 0.8 1.6 1.5 0.7 0.2 
山　口 69 69 70 69 68 2.1 0.7 1.0 △ 0.6 △ 1.6 
岐　阜 110 111 113 113 113 0.9 1.2 1.4 0.4 △ 0.2 
福　井 42 42 42 42 42 △ 0.9 △ 1.4 1.2 0.0 △ 0.5 
和歌山 48 49 47 48 47 0.2 0.4 △ 2.9 1.7 △ 2.5 
北海道 257 258 264 266 262 0.3 0.4 2.3 0.9 △ 1.3 
新　潟 117 118 118 118 117 0.3 0.4 0.7 △ 0.2 △ 0.9 
徳　島 36 36 36 36 35 △ 0.3 0.0 0.3 0.0 △ 0.8 
福　島 97 98 98 98 97 0.6 0.4 0.2 △ 0.1 △ 0.5 
大　分 58 58 59 59 59 1.8 0.3 1.0 1.0 △ 0.2 
山　形 57 57 57 58 57 △ 2.2 △ 1.4 1.6 1.7 △ 1.9 
愛　媛 67 67 68 68 68 0.6 0.3 1.3 0.3 △ 0.7 
島　根 34 34 36 36 34 △ 0.3 0.6 4.9 △ 0.6 △ 4.2 
鳥　取 29 30 30 30 30 1.0 1.4 1.4 0.0 △ 0.3 
熊　本 89 90 91 91 91 1.0 1.1 1.0 0.4 0.1 
長　崎 67 67 68 67 67 0.3 0.1 1.3 △ 0.6 △ 0.6 
高　知 35 35 36 36 35 △ 0.3 0.0 0.3 0.0 △ 0.8 
岩　手 65 66 67 66 66 2.5 0.2 1.7 △ 0.5 △ 0.9 
鹿児島 79 81 81 80 80 3.1 1.6 0.4 △ 1.6 0.0 
佐　賀 42 43 44 42 44 △ 0.9 2.4 0.7 △ 2.5 3.5 
青　森 65 65 65 65 65 0.2 0.3 0.3 0.0 △ 0.5 
秋　田 49 49 49 49 48 △ 0.6 0.4 0.6 △ 0.4 △ 1.8 
宮　崎 55 55 55 55 55 0.6 0.5 0.7 0.2 △ 0.2 
沖　縄 68 69 71 73 73 1.9 1.5 2.3 2.7 0.1 

6,465 6,530 6,664 6,724 6,676 1.0 1.0 2.1 0.9 △ 0.7 

      ２　毎年１～３月期平均公表時に，新たな結果を追加して再計算を行い，前年までの過去５年間の四半期平均及び年平均結果を遡って一部改定している。
      ３　全国計の数値は労働力調査結果の数値であり、都道府県別の数値の合計とは一致しない。
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資料出所　総務省統計局「労働力調査都道府県別結果（モデル推計値）」、「労働力調査」
（注）１　都道府県別に表章するように標本設計を行っておらず(北海道、沖縄県を除く)、標本規模も小さいことなどから、標本誤差が大きく、利用に際して注意が必要。
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(3)　就業者数（ランク別・都道府県別・暦年）

ランク 都道府県
人数（万人） 増減（％）
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最低賃金額
(円)

引上げ額
(円)

引上げ率
（％）

A 東  京 1013 1013 0 0.00% 8月5日 ▲ 労側一部退席

A 神奈川 1011 1012 1 0.10% 8月5日 ● 10月1日

A 大　阪 964 964 0 0.00% 8月20日 ▲

A 愛　知 926 927 1 0.11% 8月5日 ● 10月1日

A 埼　玉 926 928 2 0.22% 8月5日 ○ 10月1日

A 千　葉 923 925 2 0.22% 8月5日 ○ 10月1日

B 京　都 909 909 0 0.00% 8月7日 ▲

B 兵　庫 899 900 1 0.11% 8月5日 ● 10月1日

B 静　岡 885 885 0 0.00% 8月4日 ○

B 滋　賀 866 868 2 0.23% 8月5日 ◐ ◭ 10月1日

B 茨　城 849 851 2 0.24% 8月5日 ● 10月1日

B 栃　木 853 854 1 0.12% 8月5日 ● 10月1日

B 広　島 871 871 0 0.00% 8月21日 ▲

B 長  野 848 849 1 0.12% 8月5日 ○ 10月1日

B 富　山 848 849 1 0.12% 8月5日 ● 10月1日

B 三　重 873 874 1 0.11% 8月5日 ● 10月1日

B 山　梨 837 838 1 0.12% 8月12日 ○ 10月8日

C 群　馬 835 837 2 0.24% 8月7日 ● 10月3日

C 岡　山 833 834 1 0.12% 8月5日 ● 10月1日

C 石　川 832 833 1 0.12% 8月11日 ○ 10月7日

C 香　川 818 820 2 0.24% 8月5日 ● 10月1日

C 奈　良 837 838 1 0.12% 8月5日 ● 10月1日

C 宮　城 824 825 1 0.12% 8月3日 ○ 10月1日

C 福　岡 841 842 1 0.12% 8月3日 ● 10月1日

C 山　口 829 829 0 0.00% 8月11日 ▲ 労側一部退席

C 岐　阜 851 852 1 0.12% 8月4日 ● 10月1日

C 福　井 829 830 1 0.12% 8月6日 ◐ ▲ 10月2日

C 和歌山 830 831 1 0.12% 8月5日 ● 10月1日

C 北海道 861 861 0 0.00% 8月11日 ▲

C 新　潟 830 831 1 0.12% 8月4日 ○ 10月1日

C 徳　島 793 796 3 0.38% 8月7日 ● 使側一部退席 10月3日

D 福　島 798 800 2 0.25% 8月6日 ● 10月2日

D 大　分 790 792 2 0.25% 8月5日 ▲ 10月1日

D 山　形 790 793 3 0.38% 8月7日 ● 10月3日

D 愛　媛 790 793 3 0.38% 8月7日 ○ 10月3日

D 島　根 790 792 2 0.25% 8月3日 ○ 10月1日

D 鳥　取 790 792 2 0.25% 8月6日 ○ 10月2日

D 熊　本 790 793 3 0.38% 8月5日 ● 10月1日

D 長　崎 790 793 3 0.38% 8月7日 ● 10月3日

D 高　知 790 792 2 0.25% 8月7日 ○ 10月3日

D 岩　手 790 793 3 0.38% 8月7日 ● 10月3日

D 鹿児島 790 793 3 0.38% 8月7日 ● 10月3日

D 佐　賀 790 792 2 0.25% 8月6日 ▲ 10月2日

D 青　森 790 793 3 0.38% 8月7日 ● 10月3日

D 秋　田 790 792 2 0.25% 8月5日 ○ 10月1日

D 宮　崎 790 793 3 0.38% 8月7日 ● 10月3日

D 沖　縄 790 792 2 0.25% 8月7日 ▲ 10月3日

901 902 - -

備考

　５　引上げ状況　据え置き7件　　＋１円 17件　　＋２円 14件　　＋３円 9件

　　　　　　　　　※令和２年度中央最低賃金審議会の答申では「引上げ額の目安を示すことは困難であり、

　　　　　　　　　　現行水準を維持することが適当」とされた。

　６　異議申出状況　46局（前年度46局）

　４　発効日　前年より早い 14件　　前年より遅い 6件　　前年と同じ 20件　（据え置き 7件）

効力発生日

- 
40

 -

全国加重平均額

　１　全国加重平均額　902円

　２　答申時の裁決状況　○全会一致 13件　　●使用者側反対 23件　　▲労働者側反対 9件

　　　　　　　　　　　　◐◭使側一部反対・労働者側一部反対 1件　　◐▲使側一部反対・労働者側反対 1件

　３　答申時期　前年より早い 18件　　前年より遅い 13件　　前年と同じ 16件

令和２年度　地域別最低賃金の審議・決定状況

目安
ランク

都道府県名
前年度決定金額

(円)

改定最低賃金額
結審年月日
(答申日)

裁決状況



(2)　目安と改定額との関係の推移（都道府県別）
（単位：円）

年度

都道府県名   平成２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ 令和元 ２ 都道府県名
　 東　京 東　京
Ａ 神奈川 －１ ＋１ 神奈川
ラ 大　阪 ＋１ 大　阪
ン 愛　知 ＋１ ＋３ ＋３ ＋１ ＋１ ＋１ 愛　知
ク 埼　玉 ＋２ ＋２ ＋１ ＋２ 埼　玉

千　葉 ＋２ ＋２ ＋２ ＋２ 千　葉
京　都 ＋１ ＋２ ＋１ 京　都
兵　庫 ＋２ ＋１ ＋１ ＋１ ＋１ 兵　庫

Ｂ 静　岡 ＋２ ＋３ ＋２ ＋１ 静　岡
滋　賀 ＋２ ＋３ ＋２ ＋１ ＋２ 滋　賀

ラ 茨　城 ＋１ ＋３ ＋２ ＋１ ＋２ 茨　城
栃　木 ＋２ ＋１ ＋１ ＋１ 栃　木

ン 広　島 ＋２ ＋２ ＋１ 広　島
長　野 ＋２ ＋１ ＋１ 長　野

ク 富　山 ＋４ ＋１ ＋１ 富　山
三　重 ＋２ ＋３ ＋１ ＋１ ＋１ 三　重

　 山　梨 ＋１ ＋１ ＋１ ＋１ 山　梨
群　馬 ＋１ ＋２ ＋１ ＋１ ＋２ 群　馬
岡　山 ＋１ ＋２ ＋２ ＋２ ＋１ ＋１ 岡　山

Ｃ 石　川 ＋２ ＋１ ＋１ ＋１ 石　川
香　川 ＋２ ＋３ ＋２ ＋２ ＋１ ＋１ ＋１ ＋２ 香　川

　 奈　良 ＋１ ＋２ ＋１ ＋１ 奈　良
ラ 宮　城 ＊ ＋１ ＋１ ＋１ 宮　城

福　岡 ＋２ ＋２ ＋１ ＋１ ＋１ ＋１ 福　岡
　 山　口 ＋２ ＋２ ＋１ ＋１ 山　口
ン 岐　阜 ＋２ ＋１ ＋１ 岐　阜
　 福　井 ＋２ ＋１ ＋１ ＋１ 福　井

和歌山 ＋１ ＋１ ＋１ ＋１ ＋１ 和歌山
ク 北海道 北海道
　 新　潟 ＋１ ＋２ ＋２ ＋１ ＋１ ＋１ 新　潟
　 徳　島 ＋１ ＋３ ＋２ ＋１ ＋１ ＋３ 徳　島

福　島 ＊ ＋２ ＋１ ＋１ ＋１ ＋２ 福　島
大　分 ＋３ ＋２ ＋１ ＋１ ＋２ ＋２ ＋２ 大　分
山　形 ＋１ ＋３ ＋１ ＋２ ＋１ ＋１ ＋３ 山　形

Ｄ 愛　媛 ＋２ ＋３ ＋２ ＋１ ＋２ ＋３ 愛　媛
島　根 ＋３ ＋２ ＋２ ＋２ ＋１ ＋１ ＋１ ＋２ 島　根
鳥　取 ＋３ ＋３ ＋１ ＋１ ＋１ ＋１ ＋２ ＋２ 鳥　取

ラ 熊　本 ＋３ ＋２ ＋１ ＋１ ＋２ ＋２ ＋３ 熊　本
　 長　崎 ＋３ ＋３ ＋１ ＋１ ＋２ ＋２ ＋３ 長　崎

高　知 ＋２ ＋３ ＋２ ＋１ ＋２ ＋２ ＋２ 高　知
ン 岩　手 ＊ ＋４ ＋２ ＋１ ＋１ ＋２ ＋３ 岩　手
　 鹿児島 ＋４ ＋３ ＋１ ＋１ ＋３ ＋３ 鹿児島

佐　賀 ＋３ ＋３ ＋１ ＋１ ＋２ ＋２ ＋２ 佐　賀
ク 青　森 ＋１ ＋２ ＋１ ＋１ ＋１ ＋２ ＋３ 青　森

秋　田 ＋１ ＋３ ＋１ ＋１ ＋１ ＋２ ＋２ 秋　田
宮　崎 ＋３ ＋３ ＋１ ＋１ ＋２ ＋２ ＋３ 宮　崎

　 沖　縄 ＋２ ＋４ ＋１ ＋１ ＋２ ＋２ ＋２ 沖　縄
（注）１　平成23年度の岩手、宮城及び福島の３県については、同年度の目安が、「各県ごとの被害状況等に十分に配慮」等した審議を求めた経緯を踏まえ、

　　　２　令和２年度中央最低賃金審議会の答申では「引上げ額の目安を示すことは困難であり、現行水準を維持することが適当」とされたが、

　　　　　目安と改定額との差額を記載していない。

　　　　　表では便宜的に引上げ額を記載している。
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(3)　効力発生年月日の推移

年度

都道府県名 平成23 24 25 26 27 28 29 30 令和元 ２ 都道府県

東　京 10.1 10.1 10.19 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 東　京

Ａ 神奈川 10.1 10.1 10.20 10.1 10.18 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 神奈川

ラ 大　阪 9.30 9.30 10.18 10.5 10.1 10.1 9.30 10.1 10.1 大　阪

ン 愛　知 10.7 10.1 10.26 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 愛　知

ク 埼　玉 10.1 10.1 10.20 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 埼　玉

千　葉 10.1 10.1 10.18 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 千　葉

京　都 10.16 10.14 10.24 10.22 10.7 10.2 10.1 10.1 10.1 京　都

兵　庫 10.1 10.1 10.19 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 兵　庫

Ｂ 静　岡 10.14 10.12 10.12 10.5 10.3 10.5 10.4 10.3 10.4 静　岡

滋　賀 10.20 10.6 10.25 10.9 10.8 10.6 10.5 10.1 10.3 10.1 滋　賀

ラ 茨　城 10.8 10.6 10.19 10.4 10.4 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 茨　城

栃　木 10.1 10.1 10.19 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 栃　木

ン 広　島 10.1 10.1 10.24 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 広　島

長　野 10.1 10.1 10.20 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.4 10.1 長　野

ク 富　山 10.1 11.4 10.6 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 富　山

三　重 10.1 9.30 10.19 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 三　重

山　梨 10.20 10.1 10.18 10.1 10.1 10.1 10.14 10.3 10.1 10.9 山　梨

群　馬 10.7 10.10 10.13 10.5 10.8 10.6 10.7 10.6 10.6 10.3 群　馬

岡　山 10.27 10.24 10.30 10.5 10.2 10.1 10.1 10.3 10.2 10.3 岡　山

Ｃ 石　川 10.20 10.6 10.19 10.5 10.1 10.1 10.1 10.1 10.2 10.7 石　川

香　川 10.5 10.5 10.24 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 香　川

奈　良 10.7 10.6 10.20 10.3 10.7 10.6 10.1 10.4 10.5 10.1 奈　良

ラ 宮　城 10.29 10.19 10.31 10.16 10.3 10.5 10.1 10.1 10.1 10.1 宮　城

福　岡 10.15 10.13 10.18 10.5 10.4 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 福　岡

山　口 10.6 10.1 10.10 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.5 山　口

ン 岐　阜 10.1 10.1 10.19 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 岐　阜

福　井 10.1 10.6 10.13 10.4 10.1 10.1 10.1 10.1 10.4 10.2 福　井

和歌山 10.13 10.1 10.19 10.17 10.2 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 和歌山

ク 北海道 10.6 10.18 10.18 10.8 10.8 10.1 10.1 10.1 10.3 北海道

新　潟 10.7 10.5 10.26 10.4 10.3 10.1 10.1 10.1 10.6 10.1 新　潟

徳　島 10.15 10.19 10.30 10.1 10.4 10.1 10.5 10.1 10.1 10.4 徳　島

福　島 11.2 10.1 10.6 10.4 10.3 10.1 10.1 10.1 10.1 10.2 福　島

大　分 10.20 10.4 10.20 10.4 10.17 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 大　分

山　形 10.29 10.24 10.24 10.17 10.16 10.7 10.6 10.1 10.1 10.3 山　形

Ｄ 愛　媛 10.20 10.24 10.31 10.12 10.3 10.1 10.1 10.1 10.1 10.3 愛　媛

島　根 11.6 10.14 11.6 10.5 10.4 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 島　根

鳥　取 10.29 10.20 10.25 10.8 10.4 10.12 10.6 10.5 10.5 10.2 鳥　取

ラ 熊　本 10.20 10.1 10.30 10.1 10.17 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 熊　本

長　崎 10.12 10.24 10.20 10.1 10.7 10.6 10.6 10.6 10.3 10.3 長　崎

高　知 10.26 10.26 10.26 10.26 10.18 10.16 10.13 10.5 10.5 10.3 高　知

ン 岩　手 11.11 10.20 10.27 10.4 10.16 10.5 10.1 10.1 10.4 10.3 岩　手

鹿児島 10.29 10.13 10.27 10.19 10.8 10.1 10.1 10.1 10.3 10.3 鹿児島

佐　賀 10.6 10.21 10.26 10.4 10.4 10.2 10.6 10.4 10.4 10.2 佐　賀

ク 青　森 10.16 10.12 10.24 10.24 10.18 10.20 10.6 10.4 10.4 10.3 青　森

秋　田 10.30 10.13 10.26 10.5 10.7 10.6 10.1 10.1 10.3 10.1 秋　田

宮　崎 11.2 10.26 11.2 10.16 10.16 10.1 10.6 10.5 10.4 10.3 宮　崎

沖　縄 11.6 10.25 10.26 10.24 10.9 10.1 10.1 10.3 10.3 10.3 沖　縄
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（4）　加重平均額と引上げ率の推移（全国・ランク別）

(円）

年度 平成２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ 令和元 ２

ランク

　　全　　国 737 749 764 780 798 823 848 874 901 902

(0.96) (1.63) (2.00) (2.09) (2.31) (3.13) (3.04) (3.07) (3.09) (0.11)

Aランク 804 817 836 855 875 900 920 947 975 976

(1.52) (1.62) (2.33) (2.27) (2.34) (2.86) (2.22) (2.93) (2.96) (0.10)

Bランク 725 734 747 763 781 806 821 847 874 875

(0.14) (1.24) (1.77) (2.14) (2.36) (3.20) (1.86) (3.17) (3.19) (0.11)

Cランク 691 699 711 725 742 764 787 812 838 839

(0.73) (1.16) (1.72) (1.97) (2.34) (2.96) (3.01) (3.18) (3.20) (0.12)

Dランク 648 654 666 679 695 717 739 763 791 793

(0.78) (0.93) (1.83) (1.95) (2.36) (3.17) (3.07) (3.25) (3.67) (0.25)

(注） １　金額は適用労働者数による加重平均時間額である。
２　（　　)内は引上げ率（％）を示す。
３　各ランクは、各年度における適用ランクである。
４　平成23年度と平成29年度はランク区分の入替え（例えば平成29年度は、埼玉Ｂ→Ａ、山梨Ｃ→Ｂ、徳島Ｄ→Ｃ）があったため、
　　引上げ率等の比較には注意が必要。
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(5)　最高額と最低額及び格差の推移

年度

平成23 24 25 26 27 28 29 30 令和元 2
区分

①　最高額
　　　(円）

837 850 869 888 907 932 958 985 1,013 1,013

東 京 東 京 東 京 東 京 東 京 東 京 東 京 東 京 東 京 東 京

②　最低額
　　　(円）

645 652 664 677 693 714 737 761 790 792

岩手
高知
沖縄

島根
高知

※１ ※２ ※３
宮崎
沖縄

※４ 鹿児島 ※５ ※６

格差
②／①×100

77.1 76.7 76.4 76.2 76.4 76.6 76.9 77.3 78.0 78.2

※１　鳥取、島根、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、沖縄
※２　鳥取、高知、長崎、熊本、大分、宮崎、沖縄
※３　鳥取、高知、宮崎、沖縄
※４　高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄
※５　青森、岩手、秋田、山形、鳥取、島根、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄
※６　秋田、鳥取、島根、高知、佐賀、大分、沖縄
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(6)　地域別最低賃金引上げ率の推移
（単位：％）

年度

都道府県 平成２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ 令和元 ２
　 東　京 1.95 1.55 2.24 2.19 2.14 2.76 2.79 2.82 2.84 0.00
Ａ 神奈川 2.20 1.56 2.24 2.19 2.03 2.76 2.80 2.82 2.85 0.10
ラ 大　阪 0.90 1.78 2.38 2.32 2.39 2.91 2.94 2.97 2.99 0.00
ン 愛　知 0.67 1.07 2.90 2.56 2.50 3.05 3.08 3.10 3.12 0.11
ク 埼　玉 1.20 1.58 1.82 2.17 2.24 3.05 3.08 3.10 3.12 0.22

千　葉 0.54 1.07 2.78 2.70 2.38 3.06 3.09 3.11 3.13 0.22
京　都 0.27 1.07 1.84 2.07 2.28 2.97 3.01 3.04 3.06 0.00

Ｂ 兵　庫 0.68 1.35 1.60 1.97 2.32 3.15 3.05 3.20 3.21 0.11
　 静　岡 0.41 0.96 1.90 2.14 2.35 3.07 3.10 3.13 3.15 0.00
ラ 滋　賀 0.42 0.99 1.96 2.19 2.41 3.14 3.17 3.20 3.22 0.23

茨　城 0.29 1.01 2.00 2.24 2.47 3.21 3.24 3.27 3.28 0.24
ン 栃　木 0.43 0.71 1.84 2.09 2.46 3.20 3.23 3.25 3.27 0.12

広　島 0.85 1.27 1.95 2.32 2.53 3.12 3.15 3.18 3.20 0.00
ク 長　野 0.14 0.86 1.86 2.10 2.47 3.22 3.25 3.27 3.29 0.12

富　山 0.14 1.16 1.71 2.25 2.47 3.22 3.25 3.27 3.29 0.12
　 三　重 0.42 0.98 1.80 2.17 2.39 3.11 3.14 3.17 3.19 0.11

山　梨 0.15 0.72 1.58 2.12 2.22 2.99 3.29 3.32 3.33 0.12
群　馬 0.29 0.87 1.58 1.98 2.22 2.99 3.16 3.32 3.21 0.24

Ｃ 岡　山 0.29 0.88 1.74 2.28 2.23 2.99 3.17 3.33 3.22 0.12
石　川 0.15 0.87 1.59 1.99 2.37 2.99 3.17 3.20 3.23 0.12
香　川 0.45 1.05 1.78 2.33 2.42 3.20 3.23 3.39 3.28 0.24

ラ 奈　良 0.29 0.87 1.57 1.97 2.21 2.97 3.15 3.18 3.21 0.12
宮　城 0.15 1.48 1.61 2.01 2.25 3.03 3.21 3.37 3.26 0.12
福　岡 0.43 0.86 1.57 2.11 2.20 2.96 3.14 3.17 3.32 0.12

ン 山　口 0.44 0.88 1.59 2.00 2.24 3.01 3.19 3.22 3.37 0.00
岐　阜 0.14 0.85 1.54 1.93 2.17 2.92 3.09 3.13 3.15 0.12
福　井 0.15 0.88 1.59 2.14 2.23 3.01 3.18 3.21 3.24 0.12

ク 和歌山 0.15 0.73 1.59 2.00 2.24 3.01 3.19 3.35 3.36 0.12
北海道 2.03 1.99 2.09 1.91 2.14 2.88 3.05 3.09 3.11 0.00
新　潟 0.29 0.88 1.74 2.00 2.24 3.01 3.32 3.21 3.36 0.12
徳　島 0.31 1.08 1.83 1.95 2.36 3.02 3.35 3.51 3.52 0.38
福　島 0.15 0.91 1.66 2.07 2.32 2.98 3.03 3.21 3.37 0.25
大　分 0.62 0.93 1.68 1.96 2.51 3.03 3.08 3.39 3.67 0.25

Ｄ 山　形 0.31 1.08 1.68 2.26 2.35 3.02 3.07 3.25 3.54 0.38
愛　媛 0.47 1.08 1.83 2.10 2.35 3.02 3.07 3.38 3.40 0.38
島　根 0.62 0.93 1.84 2.26 2.50 3.16 3.06 3.24 3.40 0.25

ラ 鳥　取 0.62 1.08 1.68 1.96 2.36 3.17 3.22 3.25 3.67 0.25
熊　本 0.62 0.93 1.68 1.96 2.51 3.03 3.08 3.39 3.67 0.38
長　崎 0.62 1.08 1.68 1.96 2.51 3.03 3.08 3.39 3.67 0.38

ン 高　知 0.47 1.09 1.84 1.96 2.36 3.17 3.08 3.39 3.67 0.25
岩　手 0.16 1.24 1.84 1.95 2.51 3.02 3.07 3.25 3.67 0.38
鹿児島 0.78 1.08 1.68 1.95 2.36 3.03 3.08 3.26 3.81 0.38

ク 佐　賀 0.62 1.08 1.68 2.11 2.36 3.03 3.08 3.39 3.67 0.25
青　森 0.31 1.08 1.68 2.11 2.36 3.02 3.07 3.25 3.67 0.38
秋　田 0.31 1.08 1.68 2.11 2.36 3.02 3.07 3.25 3.67 0.25
宮　崎 0.62 1.08 1.68 1.96 2.36 3.03 3.22 3.39 3.67 0.38

　 沖　縄 0.47 1.24 1.68 1.96 2.36 3.03 3.22 3.39 3.67 0.25
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最低賃金の履行確保を主眼とする監督指導結果

　監督指導結果の推移（平成24～令和３年、全国計）

年

平成24 13,644 1,139 8.3 36.9 55.4 7.7 185,260 4,056 2.2

平成25 13,946 1,343 9.6 40.9 50.7 8.4 190,386 4,079 2.1

平成26 13,975 1,491 10.7 39.6 51.5 8.9 182,548 5,716 3.1

平成27 13,295 1,545 11.6 40.1 52.2 7.6 161,377 5,262 3.3

平成28 12,925 1,715 13.3 39.4 51.7 8.9 166,570 5,590 3.4

平成29 15,413 2,166 14.1 41.8 52.3 5.9 196,039 6,853 3.5

平成30 15,602 1,985 12.7 47.3 48.2 4.6 195,606 6,386 3.3

平成31 15,671 2,145 13.7 52.4 42.6 5.0 198,108 7,213 3.6

令和２ 15,600 2,080 13.3 55.9 38.6 5.5 185,239 5,910 3.2

令和３ 9,308（※） 751 8.1 53.0 41.0 6.0 96,730 1,680 1.7

（注）各年とも１月～３月の結果である。

（※）令和３年は、緊急事態宣言等が発出されたことに伴い、申告や労働者からの相談等に基づく事案など

　　　緊急性があると考えられるものを除き、上記監督の実施を延期した。

監督実施事
業場の労働
者数

最低賃金未
満労働者数

最低賃金未
満労働者数
の比率
（％）

事
項
別

法違反の状況 法違反事業場の認識状況（％） 最賃未満労働者の状況

監督実施事
業場数

最賃支払義
務違反事業
場数

違反率
（％）

適用される
最賃額を
知っている

金額は知ら
ないが、最
賃が適用さ
れることを
知っている

最賃が適用
されること
を知らな
かった
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業種別法違反の状況（令和３年１月～３月　全国計）

監督実施事業場数 違反事業場数 違反率％ 監督実施事業場数 違反事業場数 違反率％ 監督実施事業場数 違反事業場数 違反率％

01  製造業 2,920 269 9.2% 2,608 223 8.6% 312 46 14.7%

　01　食料品製造業 　 943 77 8.2% 934 75 8.0% 9 2 22.2%

  02  繊維工業 198 19 9.6% 198 19 9.6% 0 0 -

  03  衣服その他の繊維製品製造業 287 27 9.4% 287 27 9.4% 0 0 -

  04  木材・木製品製造業 48 5 10.4% 48 5 10.4% 0 0 -

  05  家具・装備品製造業 53 6 11.3% 53 6 11.3% 0 0 -

  06  パルプ・紙・紙加工品製造業 86 8 9.3% 86 8 9.3% 0 0 -

  07  印刷・製本業 77 3 3.9% 76 3 3.9% 1 0 0.0%

  08  化学工業 168 16 9.5% 167 16 9.6% 1 0 0.0%

  09  窯業土石製品製造業 47 4 8.5% 34 2 5.9% 13 2 15.4%

  10  鉄鋼業 8 2 25.0% 3 0 0.0% 5 2 40.0%

  11  非鉄金属製造業 16 1 6.3% 8 1 12.5% 8 0 0.0%

  12  金属製品製造業 153 6 3.9% 145 5 3.4% 8 1 12.5%

  13  一般機械器具製造業 95 14 14.7% 41 7 17.1% 54 7 13.0%

  14  電気機械器具製造業 187 32 17.1% 32 4 12.5% 155 28 18.1%

  15  輸送用機械等製造業 43 3 7.0% 21 1 4.8% 22 2 9.1%

  16  電気・ガス・水道業 4 2 50.0% 4 2 50.0% 0 0 -

  17  その他の製造業 507 44 8.7% 471 42 8.9% 36 2 5.6%

02  鉱業 2 0 0.0% 2 0 0.0% 0 0 -

03  建設業  131 10 7.6% 131 10 7.6% 0 0 -

04  運輸交通業 42 7 16.7% 42 7 16.7% 0 0 -

  01  鉄道・軌道・水運・航空業 1 0 0.0% 1 0 0.0% 0 0 -

  02  道路旅客運送業 30 6 20.0% 30 6 20.0% 0 0 -

  03  道路貨物運送業 11 1 9.1% 11 1 9.1% 0 0 -

  04  その他の運輸交通業 0 0 - 0 0 - 0 0 -

05  貨物取扱業 2 0 0.0% 2 0 0.0% 0 0 -

１号～５号  計 3,097 286 9.2% 2,785 240 8.6% 312 46 14.7%

06  農林業 69 8 11.6% 69 8 11.6% 0 0 -

07  畜産･水産業 18 2 11.1% 18 2 11.1% 0 0 -

08  商業 3,812 287 7.5% 3,778 282 7.5% 34 5 14.7%

  01  卸売業 619 38 6.1% 619 38 6.1% 0 0 -

  02  小売業 2,585 216 8.4% 2,551 211 8.3% 34 5 14.7%

  03  理美容業 561 32 5.7% 561 32 5.7% 0 0 -

  04  その他の商業 47 1 2.1% 47 1 2.1% 0 0 -

09  金融・広告業 30 6 20.0% 30 6 20.0% 0 0 -

10  映画・演劇業 7 0 0.0% 7 0 0.0% 0 0 -

11  通信業 2 0 0.0% 2 0 0.0% 0 0 -

12  教育・研究業 44 2 4.5% 44 2 4.5% 0 0 -

13  保健衛生業 462 27 5.8% 462 27 5.8% 0 0 -

  01  医療保健業 107 7 6.5% 107 7 6.5% 0 0 -

  02  社会福祉施設 328 19 5.8% 328 19 5.8% 0 0 -

  03  その他の保健衛生業 27 1 3.7% 27 1 3.7% 0 0 -

14  接客娯楽業 1,385 111 8.0% 1,385 111 8.0% 0 0 -

  01  旅館業 324 37 11.4% 324 37 11.4% 0 0 -

  02  飲食店 973 68 7.0% 973 68 7.0% 0 0 -

  03  その他の接客娯楽業 88 6 6.8% 88 6 6.8% 0 0 -

15  清掃・と畜業 167 8 4.8% 167 8 4.8% 0 0 -

16  官公署 1 0 0.0% 1 0 0.0% 0 0 -

17  その他の事業 214 14 6.5% 214 14 6.5% 0 0 -

  01  派遣業 11 0 0.0% 11 0 0.0% 0 0 -

  02  その他の事業 203 14 6.9% 203 14 6.9% 0 0 -

６号～１７号  計 6,211 465 7.5% 6,177 460 7.4% 34 5 14.7%

合計 9,308 751 8.1% 8,962 700 7.8% 346 51 14.7%

業　　　　種
合計 地域別最低賃金適用事業場 特定最低賃金適用事業場

-
 4

7
 -



目安制度の在り方に関する全員協議会における
委員からの追加要望資料

参考資料No.1

1



●中小企業の経営実態

• 中小企業の売上・業況・倒産件数・労働生産性等・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ｐ３～８）

• 中小企業の価格転嫁の状況と対策（パートナーシップ構築宣言等）・・・（Ｐ９～11）

• 中小企業の生産性向上等に係る支援策の概要と実績・・・・・・・・・・・・・（Ｐ12～13）

• 助成金の都道府県別実績・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ｐ14～15）

• 生産性向上支援策の効果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ｐ16～18）

●雇用調整助成金の実績（業種別）・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・（Ｐ19～21）

●賃金構造基本統計調査による産業・企業規模別の影響率・・・・・・・・・・・（Ｐ22）

●政府から経済界への雇用維持等に関する要請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Ｐ23～24）
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（出典）東京商工リサーチ「新型コロナウイルスに関するアンケート調査
（2020年3/12、4/10、5/15、6/16、7/14、8/18、9/15、10/20、11/25、12/17、2021年1/22、2/18公表）」を基に作成

中小企業の売上実績（前年同月比区分別）

（％）

売上が前年同月比を下回る中小企業は約7割。

中小企業の売上
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前年同月比0-49% 前年同月比50-99% 前年同月比100%以上

中小企業政策審議会（第32回）
資料２より抜粋
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中小企業の業況（業種別）
中小企業（業種別）の業況判断DI（業況が「好転」と回答した割合から「悪化」と回答した割
合を引いたもの）を各業種で比較すると、2020年６月調査以降は改善傾向にあり、１月初旬
の緊急事態宣言の影響等で一時悪化するも、直近では持ち直しの動きがみられる。

（出典）日本商工会議所「LOBO調査」を基に作成

業況判断DI (「好転」-「悪化」･％ポイント)

(注)業況判断DIとは、企業の業況が「好転」と回答した割合から「悪化」と回答した割合を引いたもの。
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-40

-20

0

10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3～5月

2019年 2020年 2021年

製造業 卸売業 小売業 サービス業

先行き見通し

中小企業政策審議会（第32回）
資料２より抜粋
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倒産 休廃業・解散

各種支援の効果により、倒産件数は低位で推移。
他方で、廃業件数は、昨年同期と比較して増加。

休廃業・解散、倒産件数

（出典）東京商工リサーチ「2020年「休廃業・解散企業」動向調査」 「新型コロナウイルスに関するアンケート調査（2020年8/18、9/15、10/20、11/25、12/17、
2021年1/22、2/18公表）」を基に作成

休廃業・解散、倒産件数（2019,2020年）
（万件）

15%増

廃業の検討
コロナ禍の収束が長引いた場合、「廃業」（すべての
事業を閉鎖）を検討する可能性があるか

「ある」と回答した事業者の割合（％）

※休廃業・解散は、倒産（法的整理、私的整理）以外で、事業活動を停止した企業と定義

8.51%8.82%8.62%
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1.07%1.24%1.06%0.95%
0.74%

1.11%1.11%
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中小企業
（資本金1億円未満）

大企業
（資本金１億円以上）

中小企業政策審議会（第32回）
資料２より抜粋

5



労働生産性の推移（規模別・業種別）
中小企業の労働生産性は、長らく横ばい傾向が続いており、足元では大企業との差は徐々に拡
大している。

（万円）

労働生産性の推移（2003年度～2019年度）

中小企業政策審議会（第32回）
資料２より抜粋
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情報通信業
輸送用機械器具製造業
小売業
飲食サービス業

「情報通信業」、「製造業」は、従業員規模が大きいほど、労働生産性が高くなっている。
一方、「小売業」や「飲食サービス業」では従業員規模が大きくなっても労働生産性は大きくは変
わらない。

(出典)総務省・経済産業省「平成28年度経済センサス-活動調査-」 再編加工

業種別・従業員規模別労働生産性

（労働生産性 万円）

0～20人 21～300人 301人～ （企業規模）

※円の大きさは抱える雇用規模

業種別・規模別労働生産性

中小企業政策審議会（第32回）
資料２より抜粋
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マークアップ率の国際比較
日本のマークアップ率は2016年時点では諸外国と比べて低い水準になっており、良い製品やサー
ビスをいかに安く作るかだけでなく、いかに高く売るか（付加価値をつけるか）も重要である。

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5

イタリア

米国

英国

カナダ

フランス

中国

ドイツ

日本

マークアップ率の国際比較

1980 2016 0% 20% 40% 60% 80% 100%

英国

米国

ドイツ

イタリア

フランス

中国

日本

価格競争に巻き込まれていると感じている

企業の割合（2014年）

資料：Jan De Loecker and Jan Eeckhout(2018) "Global Market Power", NBER Working 
Paper No.24768 より中小企業庁作成

資料：サイモン・クチャー＆パートナーズ ”Steigender Preisdruck, sinkende Gewinne –
und was Schweizer Unternehmen dagegen tun” より経済産業省作成

※ マークアップ率とは、製造コストの何倍の価格で販売できているかを見るもの。

中小企業政策審議会（第32回）
資料２より抜粋
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（年度）

中小製造業では、取引先への価格転嫁が進まず、労働生産性が低迷。
特に、リーマンショック時に、価格転嫁力が大きく低迷。
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実質労働生産性
価格転嫁力指標
一人当たり名目付加価値額

（年率）

（年度）
資料：日本銀行「全国企業短期経済観測調査」、「企業物価指数」、財務省「法人企業統計年報」
(注1) 2014年版中小企業白書における分析をもとに作成。価格転嫁力指標上昇率は、資本金2千万円以上1億円未満を中小企業、資本金10億円以上を大企業、一人当たり名目付加価値額上昇率は、資本金1千万円以上1億円
未満を中小企業、資本金10億円以上を大企業としている。

（注2）価格転嫁力指標：販売価格の上昇率と仕入価格の上昇率の違いから、仕入価格の上昇分をどの程度販売価格に転嫁できているか（価格転嫁力）を数値化したもの。

中小企業への取引条件の「しわ寄せ」（製品等の価格への転嫁の状況）

従業員一人当たり名目付加価値額（労働生産性）上昇率とその変動要因

中小企業政策審議会（第32回）
資料２より抜粋
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（参考）業種別価格転嫁の状況
中小企業では、業種を問わず、コスト全般の変動を「概ね転嫁できた」と回答した企業は2割以下。
非製造業においても、価格転嫁が進まず、労働生産性が低水準に留まっている可能性がある。

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=2,283)
0-5人

(n=3,256)
6-20人

(n=1,638)
21-50人

(n=1,033)
51人以上

製造業

概ね転嫁できた 一部転嫁できた 転嫁できなかった

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=1,579)
0-5人

(n=2,052)
6-20人

(n=1,150)
21-50人

(n=758)
51人以上

サービス業

概ね転嫁できた 一部転嫁できた 転嫁できなかった

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=113)
0-5人

(n=73)
6-20人

(n=29)
21-50人

(n=3)
51人以上

小売業

概ね転嫁できた 一部転嫁できた 転嫁できなかった

資料：(株)帝国データバンク「取引条件改善状況調査」
(注)
1.受注側事業者に対するアンケート結果を集計したもの。
2.直近1年のコスト全般の変動に対して「概ね転嫁できた」、「一部転嫁できた」、「転嫁できな
かった」と回答した企業を集計している（転嫁の必要がないと回答したものを除く）。

中小企業政策審議会（第32回）
資料２より抜粋
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最低賃金引上げに向けた環境整備
最低賃金引上げができる環境を整備すべく、事業再構築補助金や生産性革命推進事業により中小企業
の生産性向上に取り組む。また、所得拡大促進税制により、雇用増や賃上げを促す。
また、中小企業が生み出した付加価値が手元に残るように、
①「パートナーシップ構築宣言」を通じた取引環境の改善、
②最低賃金を含む労務費の上昇分の価格転嫁協議の促進（「価格交渉促進月間」（仮称）を設定し、下請G
メンによる調査を徹底）､

③官公庁と民間企業の契約における最低賃金引上げ分の転嫁の徹底、
を進める。
併せて、飲食・宿泊業を始めとする中小企業の財務体質強化のため、日本政策金融公庫等による資本
性劣後ローンの融資限度額を引き上げる（7.2億円→10億円）。また、コロナの影響を受けた飲食・宿泊等
の中堅・大企業の財務基盤を強化するため必要に応じて資本性資金の供給を更に推進する。

（大企業等）

親会社
・発注者

（大企業等） （中小企業等）

下請け
・受注者

（中小企業等）

宣言 望ましい取引慣行
（価格協議に応じるなど）

取引価格への転嫁

労
務
費
の
上
昇

パートナーシップの構築による中小企業の生産性向上

○取引先との新たなパートナーシップ構築 を宣言し、
（１）サプライチェーン全体の共存共栄と新たな連携（企業間連携、IT実装支等）
（２）取引適正化の重点5分野（①価格決定方法、②型管理の適正化、③現金

払の原則の徹底、④知財・ノウハウの保護、⑤働き方改革に伴うしわ寄せ防止）
に重点的に取り組むことを、「代表権のある者の名前」で宣言。
○本年度中に宣言企業数2,000社を目指す。（6月2日現在1,152社）

「パートナーシップ構築宣言」について

36.2% 9.7% 24.6%

69.7%

63.7%

24.3%

21.7%

33.0%

0% 100%

転嫁できなかった

一部転嫁できた

概ね転嫁できた

価格転嫁と発注側への協議の申し入れ状況（製造業）

(n=957)

(n=3,369)

(n=2,610)

協議を申し入れることができなかった
協議を申し入れ、協議に応じてもらった

協議を申し入れたが、協議に応じてもらえなかった

その他
協議を申し入れる必要がなかった

（出典）帝国データバンク「令和２年度取引条件改善状況に関する調査等事業」
（注）直近1年間のコスト全般の変動について価格転嫁の状況と、発注側事業者に対する価格転嫁
の協議の申入れの状況を確認。

価格転嫁の協議ができていない（45.9%）

価格転嫁の協議ができている

第３回新型コロナに影響を受けた非正規雇用労働者等
に対する緊急対策関係閣僚会議
経済産業省資料より抜粋
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中小企業等事業再構築促進事業＜1兆1,485億円（第３次）＞
中小企業等が新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じ
た規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援。
ものづくり・商業・サービス高度連携促進事業 |10.4億円(10.1億円)|
中小企業等が行う生産性向上のための設備投資等を支援。特に、複数の事業者が連携する、
波及効果の大きい取組を重点的に支援。その際、積極的な賃上げや被用者保険の任意適用
に取り組む事業者は優先的に支援。
地方公共団体による小規模事業者支援推進事業|10.8億円(12億円)|
小規模事業者の販路開拓や生産性向上の取組等を都道府県が支援する際、国がその実行
に係る都道府県経費の一部を支援。
共創型サービスIT連携支援事業|5億円(5億円)|
既存の複数のITツールを連携・組み合わせたシステムを中小サービス業等が導入する際にかかる費
用を支援。またその際、ITベンダーと中小サービス業等が共同でITツールの機能改善を進め、当該
ツールの汎用化による業種内・他地域への普及を目指す取組を支援。
AI人材連携による中小企業課題解決促進事業|5.5億円(6.2億円)|
AIに関する専門的知見を持った人材の育成及び中小企業とのマッチングを支援し、データ分
析等を活用した経営課題解決を普及促進。

中小企業生産性革命推進事業 ＜4,000億円※１＞※２
(独)中小企業基盤整備機構が複数年にわたって中小企業の生産性向上を継続的に支援。さらに、社会経
済の変化に対応したビジネスモデルへの転換に向けた中小企業等の取組も支援。
※１）令和2年度補正予算 【(第一次）700億円＋（第二次）1,000億＋（第三次）2,300億】
※２）令和元年度補正予算において3,600億円を措置しており、令和3年度においても引き続き支援。

よろず支援拠点等の支援体制の充実 |40.9億円(42.4億円)| ＜9.8億円（第３次）＞
各都道府県に設置したよろず支援拠点の専門家等による経営相談。働き方改革や賃上げ、被用者保険
の適用拡大などを含む、多様な経営相談に対応するため、支援体制を充実。

中小企業の生産性向上等に係る支援策 |令和３年度当初予算額（令和２年度当初予算額）|＜令和２年度補正予算額（第１次～第３次） ＞

生産性向上人材育成支援センターによる支援訓練|267億円の内数(258億円の内数)|
「生産管理、IoT、クラウドの活用」等のカリキュラムを、利用企業の課題に併せてカスタマイズし、専門的な
知見やノウハウを有する民間機関等を活用して実施。

人材開発支援助成金等による支援|332億円(893億円)|＜10億円（第３次）＞
人材開発支援助成金により、事業主等が雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識及び
技能の習得をさせるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の
一部等を助成。
人材確保等支援助成金により、生産性向上のための能力評価を含む人事評価制度等の整備を通じて、
雇用管理改善に取り組み、生産性向上・賃金アップ等を図った事業主に対して助成。

テレワーク導入に向けた支援|28.2億円(3.1億円)|<38.0億円（第１次＋第２次）>
雇用型テレワークについて、ガイドラインの周知、テレワーク相談センターの設置・運営、テレワーク導入に係
る助成、セミナーの開催等による導入支援を実施。

中小企業のための女性活躍推進事業|3.9億円(3.0億円)|
女性活躍推進アドバイザーによる個別訪問等により取組を支援

生活衛生業関連施策

業務改善助成金 |11.9億円(10.9億円)| ＜13.8億円（第３次）＞
事業場内最低賃金を一定額以上引き上げるとともに、生産性向上に資する設備投資等を行っ
た中小企業等に対し、その設備投資等に要した費用の一部を助成。
働き方改革推進支援助成金

|65.4億円(72.9億円)|＜6.8億円（第１次＋第２次）＞
生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り組む中小企業等について、その取組に要する費
用を助成。
働き方改革推進支援事業|66.8億円(91億円)|
働き方改革推進支援センターにおいて、労務管理等の専門家による窓口相談、企業の取組事
例や労働関係助成金の活用方法などに関するセミナー等を実施。
日本政策金融公庫による企業活力強化貸付
最低賃金の引上げに取り組む事業者に対し、設備・運転資金の低利貸し付け
キャリアアップ助成金|739億円(1,231億円)|
非正規雇用労働者の正社員化、処遇改善を実施した事業主に対し助成。
被用者保険の適用拡大に当たっての周知・専門家活用支援

|7.6億円(2.6億円) |
前回の適用拡大の際には、社会保険加入のメリットや働き方の変化について企業が従業員に
丁寧に説明することが、就業調整の回避に有効であった。適用拡大を更に進めるに当たり、労働
者本人への周知・企業から従業員への説明支援のための取組を行う。
生産性向上の事例に関する調査研究事業|0.5億円(0.6億円)|
助成金の活用事例や生産性向上の好事例をとりまとめた事例集を周知及び簡易に申請書を
作成できる支援ツールの作成

厚生労働省関連施策

経済産業省関連施策

① ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業（ものづくり補助金）
（補助額：100万～1,000万円、補助率：中小1/2 小規模2/3）
… 革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善に必要な設備投資等を支援
② 小規模事業者持続的発展支援事業（持続化補助金）
（補助額：～50万円、補助率：2/3）
…小規模事業者が経営計画を作成して取り組む販路開拓の取組等を支援
③ サービス等生産性向上IT導入支援事業（IT導入補助金）
（補助額：30万～450万円、補助率：1/2）
…バックオフィス業務の効率化や新たな顧客獲得等の付加価値向上に資するITツール導入を支援

・ 日本政策金融公庫の生活衛生貸付に係る特別利率適用対象の拡充
…事業場内最低賃金の引上げに取り組む者を特別利率適用対象に追加
・ 生産性向上推進事業| - (1.3億円)|＜1.3億円（第３次）＞
…生産性向上ガイドライン・マニュアルを活用した個別相談の実施
・ 生活衛生関係営業収益力向上事業|0.6億円(0.8億円)|＜0.2億円（第３次）＞
…最低賃金のルールの徹底を図るとともに、同時に経営やICTに関するセミナーを開催12



名称 令和２年度実績（件）
※一部暫定値

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業（ものづくり補助金） 12,866件

小規模事業者持続的発展支援事業（持続化補助金） 96,745件

サービス等生産性向上IT導入支援事業（IT導入補助金） 27,840件

ものづくり・商業・サービス高度連携促進事業 29件71者

業務改善助成金 626件

働き方改革推進支援助成金
※ テレワークコースを含む、ただし同コースは令和３年度より人材確保等支援助成金に変更
※ 新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコースも含む、ただし同コースは令和２年
３月から開始され令和３年１月に募集終了済

22,491件

キャリアアップ助成金 69,157件

人材開発支援助成金
※ 特定訓練コース、一般訓練コース、教育訓練休暇付与コース、特別育成訓練コース 33,914件

人材確保等支援助成金
※ 人事評価改善等助成コース、設備改善等支援コース
ただし、設備改善等支援コースは令和２年度末をもって募集終了済

1,317件
(令和２年４月～令和３年２月時点)

中小企業の生産性向上等に係る支援策における主な補助金・助成金の実績
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雇用調整助成金等のサンプル調査について

調査の概要

１ 目的
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえ、雇用調整助成金や新たに設けた緊急雇用安定助成金（雇用保険被保険者でない

従業員の方を休業させた場合の助成金）の支給が急増する中、その実態を把握することを目的として調査を行った。

２ 調査の対象、方法
 2020年４月～８月の間に行われた雇用調整助成金と緊急雇用安定助成金の支給決定について、都道府県労働局ごとに、その４

～５％を目安としてサンプルを抽出した（サンプル数 58,675件）。
 調査項目は、支給決定した企業の属する「産業区分」「休業等支給日数」「支給決定金額」とした。
 なお、サンプルの抽出は、都道府県労働局ごとに特定日の支給決定件数からランダムに行っており、各地域の産業構造や全国

的な産業構造等を勘案したものではない。

３ 集計方法
（１）基本集計（P.２-３）
 産業別に「支給決定件数」「休業等支給日数」「支給決定金額」を集計した。
 産業別の「休業等支給日数」を「支給決定件数」で除算し「１件あたりの休業等支給日数」を、「支給決定金額」を「支給決

定件数」で除算し「１件あたりの支給決定金額」を、「支給決定金額」を「休業等支給日数」で除算し「１日あたりの支給決
定金額」を算出した。

（２）推計（P.４-５）
 産業ごとの事業所全体に占める雇用調整助成金等を利用した事業所の割合について、以下の推計を行った。

① 2020年４月～８月に行われた支給決定件数総数（※１）をサンプル数で除算したものをAとした。
② サンプルにおける産業構成が実態を反映していると仮定し、産業別の「支給決定件数」にAを乗算し、産業別の「支給決定

件数（推計）」を算出した。
③ ②を産業別の雇用保険適用事業所数（2020年９月末時点）で除算した。

 産業ごとの雇用者全体に占める雇用調整助成金等を利用した雇用者の割合は算出できないが、その傾向を把握するため、試み
に、以下の推計を行った。

④ 産業別の「休業等支給日数」にAを乗算し、産業別の「休業等支給日数（推計）」を算出した。
⑤ ④を５月～８月の産業別の雇用者（緊急雇用安定助成金は「非正規の職員・従業員」※２）数（原数値）の平均値で除算

した。

※１ 事業所が調査対象期間内に複数回支給申請する場合があるため、支給決定件数は事業所数を上回ることに留意。
※２ 「非正規の職員・従業員」には緊急雇用安定助成金でなく雇用調整助成金の対象となる週労働時間20時間以上の雇用者も含むことに留意。

いずれも総務省「労働力調査（基本集計）」による。
208
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雇用調整助成金等の利用割合【事業所】（推計）

産業ごとに、同産業内の雇用調整助成金等を利用した事業所の割合を比較するため、各産業における雇用調整助成金等の支給決定件数（延
べ数）（推計）を雇用保険適用事業所数で除算した結果、

① 雇用調整助成金では「宿泊業，飲食サービス業」「生活関連サービス業,娯楽業」「製造業」「運輸業,郵便業」の順に割合が高く
② 緊急雇用安定助成金では「宿泊業,飲食サービス業」「教育,学習支援業」「生活関連サービス業,娯楽業」の順に割合が高い

※事業所が調査対象期間内に複数回支給申請する場合があることに留意

雇用調整助成金 緊急雇用安定助成金

大分類
支給決定
件数

支給決定
件数（推計）

(a)

雇用保険
事業所数

(b)
(a)/(b) 大分類

支給決定
件数

支給決定
件数（推計）

(a)

雇用保険
事業所数

(b)
(a)/(b)

1 宿泊業,飲食サービス業 6,950 77746.7 136,841 56.8% 1 宿泊業,飲食サービス業 3,670 13218.8 136,841 9.7%

2 生活関連サービス業,娯楽業 4,462 49914.5 105,034 47.5% 2 教育,学習支援業 560 2017.0 38,313 5.3%

3 製造業 9,588 107256.9 270,615 39.6% 3 生活関連サービス業,娯楽業 1,072 3861.2 105,034 3.7%

4 運輸業,郵便業 2,705 30259.7 79,080 38.3% 4 分類不能の産業 45 162.1 4,670 3.5%

5 教育,学習支援業 808 9038.8 38,313 23.6% 5 卸売業,小売業 2,150 7744.0 378,965 2.0%

6 卸売業,小売業 7,484 83720.4 378,965 22.1% 6 製造業 1,411 5082.2 270,615 1.9%

7 不動産業,物品賃貸業 1,173 13121.9 63,028 20.8% 7 運輸業,郵便業 392 1411.9 79,080 1.8%

8 分類不能の産業 79 883.7 4,670 18.9% 8 サービス業（他に分類されないもの） 815 2935.5 197,603 1.5%

9 情報通信業 1,049 11734.7 63,962 18.3% 9 不動産業,物品賃貸業 249 896.9 63,028 1.4%

10 サービス業（他に分類されないもの） 2,999 33548.6 197,603 17.0% 10 医療,福祉 850 3061.6 265,060 1.2%

11 学術研究,専門・技術サービス業 2,353 26322.0 165,349 15.9% 11 情報通信業 185 666.3 63,962 1.0%

12 医療,福祉 2,701 30215.0 265,060 11.4% 12 学術研究,専門・技術サービス業 470 1692.9 165,349 1.0%

13 建設業 3,711 41513.4 415,802 10.0% 13 金融業,保険業 40 144.1 25,090 0.6%

14 金融業,保険業 157 1756.3 25,090 7.0% 14 漁業 5 18.0 3,852 0.5%

15 電気・ガス・熱供給・水道業 14 156.6 2,557 6.1% 15 電気・ガス・熱供給・水道業 3 10.8 2,557 0.4%

16 鉱業,採石業,砂利採取業 11 123.1 2,225 5.5% 16 農業・林業 23 82.8 27,040 0.3%

17 漁業 17 190.2 3,852 4.9% 17 建設業 270 972.5 415,802 0.2%

18 複合サービス業 108 1208.2 34,264 3.5% 18 複合サービス業 17 61.2 34,264 0.2%

19 農業・林業 71 794.2 27,040 2.9% 19 公務（他に分類されるものを除く） 3 10.8 13,837 0.1%

20 公務（他に分類されるものを除く） 5 55.9 13,837 0.4% 20 鉱業,採石業,砂利採取業 0 0.0 2,225 0.0%

合計 46,445 519560.8 2,293,187 22.7% 合計 12,230 44050.5 2,293,187 1.9%

※支給決定件数（推計）は、支給決定件数（総数）を今回の調査サンプル数で除算し、産業別の支給決定件数に乗じたもの 211
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雇用調整助成金等の利用割合【雇用者】（推計）②

産業ごとに雇用調整助成金等を利用した雇用者の割合を比較することはできないが、その傾向を把握するため、試みに各産業における雇用
調整助成金等の休業等支給日数（延べ数）（推計）を５月～８月の同産業内の雇用者数（※）の平均値で除算した結果、

① 雇用調整助成金では「生活関連サービス業,娯楽業」が特に多く、「宿泊業,飲食サービス業」「運輸業,郵便業」「製造業」の順に多く
② 緊急雇用安定助成金では「宿泊業,飲食サービス業」「学術研究,専門・技術サービス業」「教育,学習支援業」「サービス業（他に分類

されないもの）」の順に多い
※ 緊急雇用安定助成金は「非正規の職員・従業員」で計算

雇用調整助成金 緊急雇用安定助成金

大分類
休業等支給日数

延べ人日
延べ人日（推計）

(a)
平均雇用者数

(b)
(a)/(b) 大分類

休業等支給日数
延べ人日

延べ人日（推計）
(a)

平均非正規
雇用者数

(b)
(a)/(b)

1 生活関連サービス業,娯楽業 1,639,375 18339001.7 1,732,500 10.59 1 宿泊業,飲食サービス業 697,729 2513110.9 2,317,500 1.08 

2 宿泊業,飲食サービス業 1,639,375 18339001.7 3,287,500 5.58 2 学術研究,専門・技術サービス業 96,522 347657.2 402,500 0.86 

3 運輸業,郵便業 722,012 8076845.9 3,362,500 2.40 3 教育,学習支援業 175,363 631630.1 1,245,000 0.51 

4 製造業 1,838,177 20562916.5 10,040,000 2.05 4 サービス業（他に分類されないもの） 242,313 872773.6 1,857,500 0.47 

5 医療,福祉 135,258 1513074.6 826,000 1.83 5 生活関連サービス業,娯楽業 100,972 363685.4 927,500 0.39 

6 サービス業（他に分類されないもの） 565,193 6322577.4 4,065,000 1.56 6 不動産業,物品賃貸業 26,203 94379.1 377,500 0.25 

7 学術研究,専門・技術サービス業 223,294 2497896.5 1,875,000 1.33 7 卸売業,小売業 212,102 763958.3 4,355,000 0.18 

8 卸売業,小売業 1,081,642 12099876.2 9,492,500 1.27 8 情報通信業 13,024 46910.4 350,000 0.13 

9 不動産業,物品賃貸業 117,958 1319546.8 1,255,000 1.05 9 製造業 50,687 182566.7 2,337,500 0.08 

10 建設業 193,546 2165118.1 3,932,500 0.55 10 運輸業,郵便業 18,081 65124.9 1,007,500 0.06 

11 教育,学習支援業 98,764 1104831.5 3,220,000 0.34 11 建設業 8,136 29304.6 567,500 0.05 

12 複合サービス業 14,139 158167.1 500,000 0.32 12 医療,福祉 20,734 74680.6 2,990,000 0.02 

13 金融業,保険業 22,598 252794.4 1,627,500 0.16 13 複合サービス業 816 2939.1 135,000 0.02 

14 情報通信業 100,374 1122841.9 9,090,000 0.12 14 金融業,保険業 1,345 4844.5 315,000 0.02 

15 農業・林業 5,047 56458.7 600,000 0.09 15 農業・林業 532 1916.2 317,500 0.01 

16 公務（他に分類されるものを除く） 151 1689.2 2,492,500 0.00 16 公務（他に分類されるものを除く） 29 104.5 442,500 0.00 

合計 6,757,528 75593636.4 55,666,000 1.36 合計 1,664,588 5995586.0 19,945,000 0.30 

※漁業、電気・ガス・熱供給・水道業、鉱業,採石業,砂利採取業を除く。 212
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賃金構造基本統計調査による産業・企業規模別の影響率（令和元年）

企業規模計 1,000人以上 100～999人 10～99人 5～9人

調査対象産業計 5.2％ 3.9％ 4.6％ 7.0％ 9.0％

鉱業，採石業，砂利採取業 0.7％ 0.1％ 0.4％ 0.4％ 3.1％

建設業 1.5％ 0.2％ 0.8％ 2.1％ 2.2％

製造業 4.0％ 0.8％ 2.9％ 8.1％ 14.5％

電気・ガス・熱供給・水道業 0.5％ 0.4％ 1.0％ 0.6％ 2.9％

情報通信業 0.5％ 0.2％ 0.5％ 0.7％ 3.4％

運輸業，郵便業 3.3％ 1.8％ 4.5％ 4.2％ 3.3％

卸売業，小売業 9.3％ 8.0％ 6.8％ 13.6％ 13.9％

金融業，保険業 1.0％ 1.0％ 0.5％ 2.5％ 2.7％

不動産業，物品賃貸業 6.2％ 8.5％ 5.2％ 4.1％ 7.2％

学術研究，専門・技術サービス業 1.4％ 0.9％ 1.4％ 1.4％ 4.4％

宿泊業，飲食サービス業 12.6％ 11.9％ 9.6％ 14.6％ 25.7％

生活関連サービス業，娯楽業 8.0％ 5.7％ 7.5％ 9.9％ 15.0％

教育，学習支援業 3.3％ 2.6％ 3.2％ 3.4％ 17.5％

医療，福祉 2.5％ 1.1％ 1.9％ 4.1％ 3.6％

複合サービス事業 1.2％ 0.6％ 2.6％ 4.1％ 2.2％

サービス業（他に分類されないもの） 8.7％ 3.9％ 13.9％ 7.7％ 6.3％

（資料出所）厚生労働省「令和年賃金構造基本統計調査」の調査票情報を厚生労働省労働基準局にて独自集計して作成。
（注）１．常用労働者数が10人以上の民営事業所及び常用労働者数が５～９人で企業全体の常用労働者数も５～９人である民営事業所の数値。

２．「影響率」は、令和年６月の１時間当たり所定内給与額が令和元年の秋より適用された最低賃金額未満である常用労働者の割合であり、ここでは、
所定内給与額に通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。 22
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諸外国の最低賃金の状況・報告書

参考資料No.2



諸外国の最低賃金制度・改定状況について

1



イギリス フランス ドイツ アメリカ 韓国 （参考）日本

根拠
法・導
入年

全国最低賃金法
（1998年）

労働法典(L3231-1
以下)（1950年）

最低賃金法(MiLoG)
（2015年）

公正労働基準法
(FLSA)（1938年）

最低賃金法
（1988年）

最低賃金法
（1959年）

設定
方式

全国一律 全国一律 全国一律 全国一律（連邦最
賃）と地域別（州・市・
郡最賃）の併用

全国一律 地域別最低賃金

適用
除外

減額
措置

【適用除外】
・学生の一部
・軍人、漁師の一部
等

【減額措置】
・21～22歳:

8.36ポンド／時
・18～20歳:

6.56ポンド／時
・16～17歳:

4.62ポンド／時
・見習訓練生:

4.30ポンド／時

【適用除外】
・労働時間を把握す
ることができない労
働者（訪問販売員
などの一部）

【減額措置】
・18歳未満
・職業訓練生、研修
生等

【適用除外】
・未成年者（18歳未
満）

・職業訓練実習生の
一部

・⾧期失業者の就職
時（開始から6ヶ
月） 等

【適用除外】
（連邦最低賃金）
・管理職、専門職等
・小規模従業員等
（州別最低賃金）
・州により異なる

【減額措置】
（連邦最低賃金）
・20歳未満の労働者
（雇い始めから90日間）
・障害者
・チップを得る従業員
・学生
（州別最低賃金）
・州により異なる

【適用除外】
・精神又は身体の障害
により労働能力が著
しく低い者

【減額措置】
・修習・試用期間中の
者（１年未満の契
約労働者除く）

【適用除外】
・なし

【減額特例】
都道府県労働局⾧の
許可を受けることにより
減額適用。
• 精神または身体の障
害により著しく労働能
力が低い者

• 試用期間中の者
• 基礎的な技能等を内
容とする認定職業訓
練を受ける者のうち一
定の者

• 軽易な業務に従事す
る者

• 断続的労働に従事す
る者

○ 欧州の最低賃金制度では、若年者等に対して適用除外等の措置がなされているのに対し、日本の最低賃金制度は
全労働者に適用している（都道府県労働局長の許可を受けることによる減額特例がある）。
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諸外国の最低賃金制度①（概要）



諸外国の最低賃金制度②（改定方法・決定主体・決定基準）

イギリス フランス ドイツ アメリカ 韓国 （参考）日本

改定
方法
・

決定
主体

政府が決定。毎年、最
低賃金委員会への諮
問の上、ほぼ委員会勧
告通り改定。

最低賃金委員会は労
働者側委員、使用者
側委員、有識者委員
からなる三者構成の諮
問機関。労使同数の
定めはない。

政府が全国団体交
渉委員会に諮問し、
その答申を受けて政
令により改定。

全国団体交渉委員
会は、政府代表4、
労使各18。

最低賃金委員会が2
年ごとに適切な最低賃
金額の決議を行う。連
邦政府は法規命令に
より最低賃金を規定。

最低賃金委員会の構
成は、議⾧1、常任委
員6(労使各3名ずつ)、
諮問委員2(学術分野か
らの委員、議決権なし)。

連邦最低賃金は公正
労働基準法の改正、
州別最低賃金は州法
の改正、市や郡の最低
賃金は条例の改正もし
くは設立などによる。

最低賃金委員会の審
議・議決を経て、雇用
労働部⾧官が決定。

最低賃金委員会は、
労働者代表、使用者
代表、公益代表各9
人で構成。

厚生労働大臣・都道府
県労働局⾧が、公労使
三者構成の最低賃金
審議会（中央・地方）
に諮問し、地域別最低
賃金を決定。

決定
基準

英国経済全体及びその
競争力に与える影響に
配慮し、かつ政府が問
題を付託する際に特定
した付加的要素について
考慮しなければならない
(全国最低賃金法7条5項)。

政府目標は、2024年ま
でに、最低賃金(NLW)
を賃金中央値の2/3の
水準とすること。

全国団体交渉委員会
は、最低賃金の改定に
当たって、以下の3点を
考慮。①物価上昇率
(所得下位20％の世帯
の消費構成を踏まえて
算定)、②実質賃金上
昇率の1/2以上とする、
③政府裁量による上
乗せ。

消費者物価指数が前
回の賃金改定の水準
より2％以上上昇した
場合、指数の上昇分
だけの金額を随時改
定。

最低賃金委員会は、
最低賃金額の改定に
当たって、以下の4点を
考慮。①労働者の必
要最低限の生活を保
障すること、②公正か
つ機能的な競争力を
維持できること、③雇
用危機を招かないこと、
④労働協約の賃金動
向に従うこと(最低賃金
法9条)。

具体的な改定方法は
各地で異なるが、①スケ
ジュールを組み、段階的
に引き上げていく、②消
費者物価指数をもとに
自動的に改定する、③
連邦最賃の改定時など
必要に応じて見直す、と
いった方法がとられている。

最低賃金は、①労働者
の生計費、②類似の労
働者の賃金、③労働生
産性、④所得分配率
等を考慮して定める(最
低賃金法4条１項)。

地域別最低賃金は、地
域における①労働者の
生計費、②賃金、③賃
金支払能力を考慮して
定める（最低賃金法９条
２項）。

労働者の生計費を考慮
する際は、生活保護基
準を下回らないように配
慮する（同法９条３項）。

○ アメリカでは連邦法・州法の改正等により最低賃金を改定するのに対し、その他の国では、審議会・委員会で審議し、
政府が最低賃金を定期的に改定する。また、ドイツは２年ごとに改定の決定を行うのに対し、イギリス、フランス、韓国
では、日本と同様に、基本的に毎年改定の決定を行っている。
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イギリス フランス ドイツ アメリカ 韓国 （参考）日本

引
上
げ
の
時
期
・
額
・
率

【直近３年の引上げ】
・2018年４月～:

7.83ポンド
（＋4.4％）
・2019年４月～:
8.21ポンド

（＋4.9％）
・2020年４月～:
8.72ポンド
(+6.2％)

【コロナ禍の最賃決定】
・2021年４月～:
8.91ポンド
(+2.2％)

【直近３年の引上げ】
・2018年１月～:

9.88ユーロ
（＋1.2％）

・2019年１月～:
10.03ユーロ
（＋1.5％）

・2020年１月～:
10.15ユーロ
(+1.2％)

【コロナ禍の最賃決定】
・2021年１月～:
10.25ユーロ
(+0.99％)

【直近３年の引上げ】
・2018年１月～:

8.84ユーロ
（2015年１月比
＋4.0％）
・2019年１月～:

9.19ユーロ
（＋4.0％）
・2020年１月～:

9.35ユーロ
(+1.7％)

【コロナ禍の最賃決定】
・2021年１月～:
9.50ユーロ
(2020年１月比
+1.6％)
・2021年７月～:
9.60ユーロ
(2021年１月比
+1.1％)

・2022年１月～:
9.82ユーロ
(2021年７月比
+2.3％)

・2022年７月～:
10.45ユーロ
(2022年１月比
＋6.4％)

(連邦最低賃金)
・2009年７月以降
7.25ドルで据え置き

(州別最低賃金)
・29州が連邦最賃を
上回る水準を設定し
ており、一部の州にお
いては最低賃金を引
き上げている。

【直近３年の引上げ】
・2018年１月～:
7,530ウォン

（＋16.4％）
・2019年１月～:
8,350ウォン

（＋10.9％）
・2020年１月～:
8,590ウォン
(+2.87％)

【コロナ禍の最賃決定】
・2021年１月～:
8,720ウォン
(+1.5％)

【直近３年の引上げ】
・2017年10月～:
848円（＋3.0％）

・2018年10月～:
874円（＋3.1％）

・2019年10月～:
901円 (＋3.1％)

【コロナ禍の最賃決定】
・2020年10月～:
902円

（＋0.1%)

○ イギリス、フランス、ドイツ、韓国では、最低賃金の一定の引上げが行われているものの、新型コロナウイルス感染症
の影響も踏まえ、例年と比べて最低賃金の引上げ幅が小さくなっている。
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コロナ禍における諸外国の最低賃金の改定について②（引上げの根拠）

イギリス フランス ドイツ アメリカ 韓国 （参考）日本

引上
げの
根拠

当初、2024年までに
賃金中央値の3分の2
相当への引上げという
政府目標をベースに
2021年４月の改定
額を9.21ポンドとする
案が示されていたが、
新型コロナウイルスに伴
う経済・雇用・賃金水
準への影響を踏まえ、
予想される物価上昇を
若干上回る水準の
8.91ポンド（前年比
＋2.2％）とした。

物価・賃金スライドによ
る自動改定に加え、政
府裁量による上乗せの
引上げが可能であるが、
新型コロナウイルスの
影響を踏まえ、政府裁
量による上乗せはなさ
れなかった。

なお、2020年11月
末時点で、物価上昇
率は－0.2％だったた
め考慮されず、賃金上
昇率は1.91％だった
ため、規定の引上げ率
の賃金上昇率は1/2
である0.955％となっ
た。前年の10.15ユー
ロの0.955％増を四
捨五入すると、10.25
ユーロとなり、2021年
１月から10.25ユーロ
（前年比＋0.99％）
とした。

2020年は、新型コロ
ナウイルスの影響で顕
著な景気後退が予想
されるが (業種間の格
差あり) 、2021年は、
最新予測では経済回
復が見込まれ、2022
年以降は国内総生産
がコロナ前の水準に回
復すると期待し、今回
の4段階に分けた引上
げを決定した（後半ほ
ど引上げ幅が大きい）。

連邦最低賃金につい
ては、2021年４月時
点で改定なし。

※1.9兆ドル規模の経
済・景気対策である
2021年米国救済計
画法案に、連邦最低
賃金の時給15ドルへ
の引上げが盛り込ま
れたが、共和党を中
心に慎重な意見も多
く、2021年3月の上
院での可決時に、法
案から最低賃金の項
目は削除された。

最低賃金委員会で労
働者委員が時給
10000ウォン
（16.4％増）、
使用者委員が時給
8410ウォン（2.1％
減）の当初案を
提示し、労使双方が
修正案を提示する
ものの、意見の隔たりを
埋められず、公益委員
は1.5％増の案を提示
し、採決。

新型コロナウイルスの
影響を踏まえ、2021
年１月は1.5％の引
上げとなったが、この引
上げ幅は、最低賃金
制度実施の1988年
以降最も低い。

○令和２年度地域別
最低賃金額改定の目
安に関する公益委員
見解(令和２年７月
21日)

令和２年度地域別最
低賃金額については、
新型コロナウイルス感染
症拡大による現下の経
済・雇用・労働者の生
活への影響、中小企
業・小規模事業者が置
かれている厳しい状況、
今後の感染症の動向の
不透明さ、こうした中で
も雇用の維持が最優先
であること等を踏まえ、
引上げ額の目安を示す
ことは困難であり、現行
水準を維持することが適
当との結論を下すに至っ
た。
目安小委員会の公益
委員としては、地方最
低賃金審議会において
は、地域別最低賃金の
審議に際し、上記見解
を十分に参酌し、地域
の経済・雇用の実態を
見極め、地域間格差の
縮小を求める意見も勘
案しつつ、適切な審議
が行われることを希望す
る。
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英独仏の最低賃金に関する報告書
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英独仏の最低賃金に関する報告書

○ イギリス・ドイツ・フランスでは、日本と同様に最低賃金改定の際に、直近の経済状況等を踏まえ、労使と協議して最低賃金
の改定を行っているが、その際、特にイギリスやドイツでは、過去の最低賃金引上げの影響について、統計データや実証研究
等を用いて多角的に検証している。

7

○ 公労使三者構成の最低賃金委員会は、毎年最低賃金の改定の際に、その理論的根拠に関する報告書を
提出。例年、過去の最低賃金の引上げによる雇用等への影響について、統計データや実証研究等を用いて
多角的に検証しつつ、経済見通しを踏まえ、政府方針に沿った改定額を勧告していた（※）が、2021年４月の
改定の際の報告書では、新型コロナウイルスの影響の検証が中心となっている。

（※）賃金中央値に対する最低賃金（NLW）の割合について、かつての政府目標は2020年までに60％、現在の政府目標は2024年までに2/3であり、
基本的に目標達成までの道筋を示しつつ、毎年改定額を勧告。

（※）過去の最低賃金引上げの雇用への影響の検証が中心であるが、企業利益、価格、生産性、投資等への影響も検証している。

○ 公労使三者構成の最低賃金委員会は、２年に１度の改定の決議の際に、「法定最低賃金の影響に関する
報告書」を提出。例年、改定額は協約賃金の動向を重視して決定される傾向があるが、改定の決議に付属
の報告書では、過去の最低賃金引上げに伴う以下の影響を統計データや実証研究等を用いて検証している。

① 労働者の保護（賃金への影響、最低賃金違反の状況、社会保障への影響）
② 雇用（雇用、失業、労働時間、職業教育等への影響）
③ 企業の競争条件（人件費、生産性、手続コスト、投資、価格、消費、利益等）

○ 学識経験者によって構成される専門家委員会は、毎年、団体交渉委員会（公労使三者構成）と政府に対し、
最低賃金（SMIC）に関する報告書を提出。例年、報告書では、物価・賃金スライド制による自動改定に加えて、
政府裁量による上乗せの改定を行うかどうか等を検討している。その際、主に統計データを用いて、直近の
経済状況だけでなく、最低賃金引上げの賃金や企業の競争力への影響や、最賃近傍労働者の属性を確認
し、最低賃金の水準の国際比較等も行っている。

イギリス

ドイツ

フランス



政府は本日、2021年4月から発効する最低賃金額を発表した。10月末に最低賃金委員会が行った勧告を受け入れた。全国生活賃金
（NLW）は、8.72ポンドから8.91ポンドに2.2％上昇し、その対象は25歳以上から23歳以上に拡大する。23歳未満の労働者については、
委員会は、現在の経済状況がもたらす若者の雇用へのリスクに対する認識を少し強めた。

NLWの増加は、低賃金労働者の収入が予測される賃金の伸びとほぼ一致して上昇することを意味する。予想される物価上昇よりもやや
高くすることにより、低賃金労働者の生活水準を保護することができるはずである。委員会は、今回の最低賃金の引上げが、既に厳し
い見通し以上に、雇用の見通しに重大な追加のリスクをもたらすとは考えていない。委員会の推奨する最低賃金は次のとおりである。

最低賃金委員会は、低賃金（Low Pay: 賃金中央値の3分の2）を終わらせるという政府の目標に引き続きコミットしている。委員会は、
⾧期的な経済見通しの不確実性を考慮すると、2024年までに賃金の中央値の3分の2に達するというNLWに関する政府目標を変更すると
いったことは推奨しない。委員会の報告書は、NLWの指標となる将来の道筋を示している。しかし、一時休業（furloughing）により、
今年の賃金データの精度は制限されている。委員会は、政府が設定した期限に間に合うように、10月30日に勧告を提出した。これは、
英国でのさらなる封鎖制限とコロナウイルスの雇用維持制度の延⾧が発表される前のことだった。

留意事項
・最低賃金委員会は、雇用主、労働組合、専門家で構成される独立した組織であり、その役割は最低賃金について政府に助言すること

である。本日発表された最低賃金は、委員会が全会一致で合意し、政府が承認したものである。
・最低賃金委員会は、設定された10月末の期限に沿って、10月27日～29日までの最終審議の後、2020年10月30日に政府に勧告を提出

した。委員会の報告書は、推奨する最低賃金と理論的根拠を詳細に示しており、12月初旬（12月９日）に公開される。
・全国生活賃金（NLW）は、現在、25歳以上の労働者に適用されているが、 2021年4月から23歳以上の労働者の法定最低賃金になる。

NLWの年齢のしきい値の引下げは、 2019年秋に最低賃金委員会によって行われた推奨事項に従っている。しきい値は、2024年まで
にさらに21歳に引き下げられる。

・政府は、NLWを2024年までに賃金中央値の3分の2に達するという目標を設定している。最低賃金委員会は、これに基づいて勧告を
行う。NLWは当初2016年4月に導入され、2020年までに賃金の中央値の60％を目標としていた。

英国 最低賃金委員会 プレスリリース 要旨 (2020.11.25)

2020年4月からの最低賃金 2021年4月からの最低賃金 引上げ率

全国生活賃金(23歳以上) £8.72 £8.91 2.2％

21～22歳の最低賃金 £8.20 £8.36 2.0％

18～20歳の最低賃金 £6.45 £6.56 1.7％

16～17歳の最低賃金 £4.55 £4.62 1.5％

見習訓練生の最低賃金 £4.15 £4.30 3.6％

8（資料出所）英国最低賃金委員会ホームページから抜粋。厚生労働省労働基準局において仮訳を作成。



○ 4月以降、コロナの影響により、GDPはマイナス。賃金伸び率が低下してきているが、物価の上昇は低く、実質賃金は増加している。
○ 労働市場をみると、雇用は、前年に比べ減少しており、失業も増加。
○ 最低賃金以下の労働者は、閉鎖を余儀なくされた業種で働いており、一時休業となる可能性が高い。

主な分析

内容 結果 〔参考〕
目安審議での参照データ

GDPの推移【1997-2020】
※右上図参照
平均賃金の推移【2008-20】
賃金妥結額の分布【2017-20】
ｲﾝﾌﾚｰｼｮﾝの推移【2006-20】
実質賃金の推移【2008-20】
生産性の変化【2008-20】

○ GDPは直近でマイナス。
○ 平均賃金は直近で横ばい。
○ 賃金妥結額は2％台が多い。
○ インフレ率は低下。
○ 実質賃金は増加。
○ 生産性は低下。

対応する項目（例）
・実質・名目GDPの推

移
・賃金（月給）の推移
・春季賃上げ妥結状況
・消費者物価の推移
・実質賃金指数の推移
・労働生産性の推移

雇用の推移【2008-20】
※右下図参照
労働時間の推移【2008-20】
失業の推移【2008-20】

○ 雇用は直近で減少。
○ 労働時間・求人とも、直近

で減少したが、その後回復。
ただし、危機前を下回る。

〇 失業は増加。

完全失業率や雇用者数
のデータなど、基本的
な項目は提示。

最低賃金の対象となる産業別労
働者数・割合【2019】
産業別一時休業者の割合
【2020】
時給別の労働者の世帯における
属性【2018-19】

○ 閉鎖を余儀なくされた業種
で最低賃金労働者数が多い。

○ 低賃金職業で一時休業者が
多い。

○ 最低賃金労働者が世帯の主
な稼ぎ手である可能性は低い

対応する項目（例）
・影響率
・未満率
・休業者の動向

経
済
成
長

労
働
市
場

そ
の
他

英国最低賃金委員会報告書 (2020.12.9) 第１〜３章 ー経済情勢、労働市場、低賃金労働者ー

要約
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内容 結果
〔参考〕

目安審議での参照
データ

Bite（最低賃金/中位数）の⾧
期的推移【1999-2020】
※右上図 参照

全国生活賃金（NLW）は
約60％まで増加。

-

雇用率（個人の特性別）の変化
【2016-20】

無資格者を除き3月まではおお
むね上昇。

-

雇用者数（職業産業別）の動向
【2020】
※右下図 参照

4月以降、低賃金の職業産業で
雇用は減少。

雇用者数の推移

職業産業別一時休業者数
【2020】

低賃金の職業産業で一時休業者
が多い。

休業者の動向

この他、①全国生活賃金（ＮＬＷ）が雇用、労働時間、賃金等に与える影響
に関する外部の委託研究（実証分析）、②ＮＬＷの影響を受けやすい労働者
の属性、地方、業種等に関する分析、③労使関係者からのヒアリングを紹介。

〔※〕2016年レポートから60％の目標値は設定されていた。

英国 最低賃金委員会報告書 (2020.12.9) 第４章 ー全国生活賃金〔NLW：25歳以上対象※〕の影響ー

○ コロナの影響を受け、4月以降、低賃金労働者の雇用は減少。低賃金労働者は一時休業となる可能性が高く、賃金損失を被る可能性
がある。低賃金労働者の雇用主は、雇用に影響を与えずに全国生活賃金（NLW）の増加に対応することは難しい可能性がある。

要約

主な分析

〔参考〕「目安審議での参照データ」中、「-」は参照データとして現在提示していない、または
データがないことを表す。

10

※ 2021年４月から23歳以上を対象



内容 結果 〔参考〕目安審議で
の参照データ

若者の雇用率・失業率の推移
【1994-2020】

2020年に入って、雇用率は横
ばいから低下、失業率は上昇。

失業率（年齢計）
の推移

産業別若年労働者の割合
【2020】※右図参照

封鎖部門で若年労働者の割合が
高い

-

一時休業、賃金喪失を伴う労働
者割合（年齢別）【2020】

若年者で一時休業が多い。
※右図参照

休業者の動向

見習訓
練生

16-17
歳

18-20
歳

21-22歳全国
最低賃金
(NMW)

23歳以上全国
生活賃金
(NLW)

4.30 4.62 6.56 8.36 8.91

＜参考＞イギリスの最低賃金額（2021年 ポンド）

〔参考〕「目安審議での参照データ」中、「-」は参照データとして現在提示していない、または
データがないことを表す。

若年者＜第5章＞

見習訓練生＜第６章＞その他の影響＜第7章＞

内容 結果 〔参考〕目安審議で
の参照データ

見習い開始数【2017-20】 2020年は減少 -

この他、第５章、第６章では、若年者・見習訓練生の最低
賃金に関する労使団体の見解、第７章では、最低賃金と利
益、価格、生産性、投資等に関する労使団体の調査や外部
委託の研究等を紹介。

英国 最低賃金委員会報告書 (2020.12.9) 第５〜７章 ー若年者、見習訓練生、その他の影響ー

○ 若年者については、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた業種で働いている可能性が高く、特に不況の影響を強く受けている。
○ 21歳～24歳の者は様々な指標で25歳以上と類似しており、引き続き2021年4月には全国生活賃金（NLW）の対象年齢を25歳以上から

23歳以上に引き下げるべき（2024年4月に21歳以上に引き下げる予定）。
○ 最低賃金引上げへの対応の全体的な傾向は変わらないが、新型コロナウイルス感染症の影響により、長期的に利益を吸収したり、

価格を上昇されることが難しくなっている兆候が見られた。

要約

主な分析
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改定額の勧告

対象 勧告 根拠
23歳以上 全国生活賃金（NLW） 8.91ポンド（+2.2％） 厳しい経済状況の中、雇用リスクを最小限に抑えるため、予想される物価上昇よりやや高

く、予想される賃金上昇と一致した引上げ率を勧告。低賃金労働者の貢献の認識は重要。
2024年に賃金中央値に対するＮＬＷの比率を3分の２という目標の変更は推奨しない。

21-22歳 全国最低賃金（NMW） 8.36ポンド（+2.0％） 脆弱で、不況の影響を受けやすいが、2024年までの23歳以上の最低賃金との統合に向けて、
23歳以上と比較してわずかに低い引上げ率を勧告。

18-20歳 全国最低賃金（NMW） 6.56ポンド（+1.7％） より脆弱で、閉鎖部門や一時休業で労働。インフレ期待にほぼ一致した引上げ率を勧告。

16-17歳 全国最低賃金（NMW） 4.62ポンド（+1.5％） 最も脆弱で、閉鎖部門や一時休業で労働。わずかな引上げ率を勧告。

見習訓練生 4.30ポンド（+3.6％） ２年後の2022年に16−17歳の最低賃金との統合に向けて、引上げを勧告。

内容 結果 〔参考〕目安審議での
参照データ

各種経済指標の見通し
【2019-21】
GDP成⾧率
賃金の伸び率
消費者物価(CPI)の伸び率
雇用の伸び率
失業率 ※右表参照

GDP成⾧率:2021年は回復も水準は低い
賃金の伸び:2021年は上昇もばらつき
CPIの伸び:2021年は上昇（1.3～2.0％）
雇用の伸び:低い水準
失業率:高い水準

GDP成⾧率、CPI上
昇率は、審議資料
（月例経済報告）に
当年度までの見通し
の記載あり

英国 最低賃金委員会報告書 (2020.12.9) 第８〜９章 ー経済の将来見通し、改定額の勧告ー

○ 新型コロナウイルス感染症とＢｒｅｘｉｔの影響により、今後の経済見通しは不確実性を増している。
○ 経済は2021年に回復するが、早くとも2022年まで完全には回復しないと予想される。
○ 全国生活賃金（ＮＬＷ）について、目標までの道筋を示すのが通常（※）だが、一時休業する労働者が多いため、「賃金の中央値」を
正確に計算することが困難。このため、雇用の見通しに対する重大なリスクを最小限に抑えることを考えることとする。
〔※〕 これまでの政府目標は2020年までに賃金中央値に対する最低賃金（NLW）の割合を60％（現在の目標は2024年までに2/3）とすることであり、これまでは目標達成

までの道筋を示しつつ、毎年改定額を勧告。

○ 厳しい経済状況の中、雇用リスクを最小限に抑えるためには、予想される物価上昇よりやや高く、予想される賃金上昇とほぼ一致して、
2021年は全国生活賃金（NLW）を8.91ポンド（19ペンス2.2％の引上げ）にすべきと勧告。

要約

主な分析
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最低賃金法第９条に基づく最低賃金委員会の決議
2020年6月30日の会議で、最低賃金委員会は、次の段階で法定最低賃金を引き上げることを全会一致で決定した。
・2021年1月～ 9.50ユーロ （2020年1月基点で+1.6％）
・2021年7月～ 9.60ユーロ（同＋2.7％）
・2022年1月～ 9.82ユーロ（同＋5.0%）
・2022年7月～ 10.45ユーロ（同＋11.8％）

根拠
最低賃金委員会は、総合的な評価（Gesamtabwägung）の一環として、労働者の適切な最低保障に寄与し、公正でかつ機能する競争

条件を確保し、なおかつ雇用を脅かさないようにするために、最低賃金をどの額にすれば適切であるかを審査する。法定最低賃金の額
を確定する際には、事後的に協約賃金の動向への適応を図る。法定最低賃金が最低賃金法に掲げる基準に及ぼす影響に関する現在の知
見については、当委員会が、連邦政府へ向けた当委員会の第3 次報告書（本決議書とともに公開）の中で包括的に文書化している。

本年の決議は、コロナパンデミックとその経済的な影響に直面し、不確実性が大きい時期に行われる。2020 年は年間を通じて経済全
体としては明らかな景気後退が予想されるが、業種間で著しい差が存在する。2021 年については、最新の予測では経済の回復が見込ま
れている。そして2022 年以降は、国内総生産がパンデミック前の水準に回復すると期待される。最低賃金の調整は、現行の労働協約に
は実質的な影響を及ぼさない。しかし何より、2022 年まで段階的に実施される各調整額が事前に予告されることによって、労働協約当
事者（労使）が労働協約を改定する際に、法定最低賃金の引き上げを考慮に入れることが可能となる。既往の経済評価研究は、最低賃
金の導入に対して、法定最低賃金がこれまで就業者に及ぼした悪影響はほんのわずかであるという結論に至っている。この悪影響は
2015 年に法定最低賃金が導入された直後、僅少労働（「ミニジョブ」）の専業従事者に主として認められた。その後、続いて実施され
た最低賃金の引き上げは、統計的に測定可能な影響を就業者に及ぼすことはなかった。今回、決議した最低賃金の4 段階の引き上げに
は、現下の経済危機を鑑み、対象となる企業・事業所に対して賃金コストの上昇を負担可能となるように分散させる狙いがある。

最低賃金の引き上げに関する本日の決議は、最も低い労働報酬による略奪的競争を阻止することで、公正でかつ機能する競争条件の
確保に寄与することを目的とする。最低賃金レベルの賃金で労働者を雇う企業や事業所にとって法定最低賃金の引き上げは、賃金コス
トの上昇と、それによる生産コストの上昇を意味する。現行の評価結果から、企業・事業所の大多数がより高水準の賃金コストへの適
合に成功しており、経済全体の競争状況への基本的に不利な影響は観察されていないことが明らかとなる。事後的な協約賃金の動向へ
の適応に対して、最低賃金委員会は連邦統計局の賃金指数に依拠する。具体的には、時間額としての法定最低賃金の定義に従って、特
別手当を除く協約時間給を基礎として考慮する。経済動向に関する現在の予測、ならびに雇用状況・競争状況に関する知見を背景とし
て、最低賃金委員会は総合的評価の一環として、最低賃金の当該の段階と規模での引上げを、労働者の最低保障を有効に改善するため
に妥当であるとみなす。個々の視点については当委員会内で議論と評価が分かれた。しかし、結果的に当委員会は、決議された法定最
低賃金の段階的引き上げを、法律で定める総合的評価の一環として妥当であるとみなす。将来的な決定においては、当委員会は改めて、
総合的評価の一環として最低賃金法に掲げる基準を考慮の上で、法定最低賃金をどの額にすれば負担可能であるかを審査することにな
る。最低賃金委員会は、最低賃金法第10 条第3 項の規定による意見聴取の実施の可能性を利用した。表明された意見は最低賃金委員会
の第3 次報告書の別冊に掲載する。

ドイツ最低賃金法第９条に基づく最低賃金委員会の決議 (2020.6.30)

13（資料出所）ドイツ最低賃金委員会決議（2020.6.30）から抜粋。厚生労働省労働基準局において仮訳を作成。



ドイツ法定最低賃金の影響に関する報告書 (2020.6.30) 第１章 ー序論ー

内容 結果 〔参考〕目安審議
での参照データ

GDP成⾧率の推移【2014-
2019】
消費者物価【2014-2019】
※右上図参照

○ GDPの伸びは＋1.5％~2.5％
で推移したが、直近は微増。
※2020年は▲6.3%、2021年は

＋5.2%の予測。

○ 消費者物価は2017年以降、
前年比＋1.5%前後で推移。
※2020年は＋0.5%、2021年は
＋1.5％の予測。

対応する項目
（例）
・実質・名目GDP

の推移
・消費者物価の推

移
・実質賃金指数の

推移

雇用者・失業者、失業率の推移
【2014-2019】
※右上図参照

○ 雇用者数は増加、失業者数
は減少、失業率は低下傾向。
※2020年の雇用者数は47万人

減少、失業者は52万人増加
の予測。

完全失業率や雇用
者数のデータなど、
基本的な項目は提
示している。

フルタイム雇用者の賃金中央値
に占める最低賃金の割合
【2018】※右下図参照

○フルタイム雇用者の賃金中央
値に占める最低賃金の割合は
46％（OECD、2018）

※全雇用者の賃金中央値に占
める最低賃金の割合は52%
（2018）

ー

経
済
成
長

労
働
市
場

そ
の
他
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2014年～2019年の経済指数
注：失業率は登録失業者のものである（％）.

2014 2015 2016 2017 2018 2019
実質国内総生産

（対前年変化率％） 1.9 1.7 2.2 2.5 1.5 0.6

国内就業者数
（百万） 42.7 43.1 43.7 44.3 44.9 45.3

失業者数（百万） 2.9 2.8 2.7 2.5 2.3 2.3
失業率（％） 6.7 6.4 6.1 5.7 5.2 5.0

消費物価
（対前年変化率％） 0.9 0.3 0.5 1.5 1.8 1.4

○ 最低賃金委員会は、最低賃金額の決定に加えて、最低賃金が労働者の保護、競争条件、雇用に及ぼす影響に関する報告書を連邦
政府に提出することになっている。2020年の報告書では、2019年末までの状況を検証している。※新型コロナウイルス感染症の影響は対象外。

○ ドイツ国内の経済状況は、2015年の法定最低賃金導入以降、安定的に成長し、雇用状況も良好、失業率も相対的に低い状況で推移。
ただし、2018年後半から景気は冷え込み始め、新型コロナウイルス感染症の影響によって景気後退が起こっている。

要約

その他、最低賃金に関する経済学の理論や実証分析の手法、ヒアリング調査先、
最低賃金の評価に利用するデータベース、委託研究機関等について紹介。

主な分析

EU加盟国のフルタイム雇用者の賃金中央値に占める最低賃金
の割合（2018、OECD）

〔参考〕「目安審議での参照データ」中、「-」は参照データとして
現在提示していない、またはデータがないことを表す。
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ドイツ法定最低賃金の影響に関する報告書 (2020.6.30) 第２章 ー最低賃金と労働者の保護ー

○ 法定最低賃金導入により、最低賃金の影響を受ける産業の労働者の時給は顕著に増加し、全体の時給も緩やかに増加している。
○ 最低賃金額を正確に知る労働者は約20％程度。最低賃金法違反は、増加傾向にある。
○ 失業給付Ⅱの受給者は最低賃金導入後わずかに減少。最低賃金導入による貧困リスクの低下は懐疑的な見方の研究が多い（※）。

※ 失業給付Ⅱ：補足的な失業扶助制度。働くことはできるが仕事がなく（十分な収入のない低賃金労働者も含む）生活に困窮している者（大半は失業給付の受給期間が終了

した者）に対して支給される。財源は、連邦政府の一般財源であり、給付水準は、最低生活水準を維持できる程度の額。
※ 貧困リスクの低下に懐疑的な理由は、①貧困リスクの高いグループの多くは就業していない、②最低賃金労働者のうち貧困家庭は一部、③失業給付Ⅱを受ける就業者の

貧困リスクの原因は低賃金ではなく労働時間の短さであると分析。

要約

主な分析

内容 結果 〔参考〕目安審議
での参照データ

時給の増加率【2013-19】
※右上図参照

雇用形態別月給の増加率
【2014-18】

賃金分布【2014,2016,2018】
【2018, 2019】※右下図参照

最低賃金導入/改定の影響を受
ける雇用者【2015,2017,2019】

〇最低賃金導入により最低賃金
の影響を受ける産業の労働者
の時給は増加 (特に東ドイツ)

○ 低賃金労働者の月給の上昇
は時給よりも小さいが、労働
時間の短縮が原因。

○ 最低賃金をわずかに上回る
労働者の賃金も増加。

対応する項目
（例）
・賃金（月給）の

推移
・賃金分布
・影響率
・未満率

最低賃金の認知度調査
【2018,2019】

違反件数【2015-2019】

最低賃金ホットラインへの問合
せ者/内容【2018,2019】

○ 法定最低賃金の存在を認知
する労働者は約95％。額を正
確に知る労働者は約20％。

○ 最低賃金法違反は増加傾向
(未払・文書要件双方)。

・監督指導結果の
推移

・業種別法違反の
状況

失業給付Ⅱの受給者数【2014-
2019】

〇失業給付Ⅱの受給者はわずか
に減少。貧困リスクの低下は
懐疑的な見方の研究が多い。
※最低賃金による賃金上昇の年金

財政への影響は非常に小さい。

ー

この他、最低賃金の賃金に与える影響に関する実証分析を紹介。

全産業および最低賃金の影響の大きい産業での社会保
険適用労働者の時給の変化（対前年比％）

〔参考〕「目安審議での参照データ」中、「-」は参照データとして
現在提示していない、またはデータがないことを表す。

西ドイツ

東ドイツ

全産業 法定最低賃金影響が大きい産業

税込時給（ユーロ）

雇用者数（単位：1000）

2018年/2019年の低賃金雇用者の分布（名目時給別雇用者数）
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ドイツ法定最低賃金の影響に関する報告書 (2020.6.30) 第３章 ー最低賃金と雇用ー

○ 最低賃金の影響を受けた産業では、社会保険対象雇用は増加しているが、ミニジョブは減少している。
○ 失業者は減少傾向。最低賃金の導入や引上げによる失業への影響は統計的に有意ではない。
○ 法定最低賃金導入以降、労働時間の増減に有意な傾向は見られないが、ミニジョブの労働時間は減少している。
○ 求人は増加傾向にあり、最低賃金との間に統計的に有意な関係は見られない。

※ ミニジョブ：月額平均賃金450ユーロ以下、または一年の労働日数が３ヶ月以下もしくは合計で70日未満の雇用。医療・介護・失業保険の適用外。年金は任意に加入しないことが可能。

要約

主な分析 〔参考〕「目安審議での参照データ」中、「-」は参照データとして
現在提示していない、またはデータがないことを表す。

内容 結果 〔参考〕目安審議
での参照データ

雇用の推移（総、男女別、雇用
形態別年齢階級別、地域別、社
会集団別、最低賃金の影響を受
ける部門別）【2013-19】
※右上図参照

ミニジョブの推移【2014-
2019】

〇 雇用全体は増加。最低賃金の
影響を受けた産業では、社会保
険適用雇用は増加した一方、
単独のミニジョブは減少（副業
のミニジョブは増加）。
※ 法定最低賃金の導入によりミニ

ジョブの一部が社会保険適用雇
用に転換したとの研究あり。

対応する項目
（例）
・完全失業率や雇

用者数のデータ
など、基本的な
項目は提示して
いる。

失業給付の推移【2014,2015】
失業（率）の推移（総、男女別、
雇用形態別年齢階級別、地域別、
社会集団別）【2014-2019】

〇 失業者は減少
※ 最低賃金の導入・引上げによる

失業への影響は統計的に有意で
はない。

週当たりの労働時間の推移（雇
用形態別）【2014-2018】
最低賃金近傍労働者の労働時間
【2014-2018】※右下図参照

〇 法定最低賃金導入以降、全体
としては増減ないが、ミニジョ
ブの労働時間は減少。

ー

求人の推移（総、最低賃金の影
響を受ける部門、地域別）
【2013-2019】
社内研修のポスト数、応募者数
の推移【2009-2019】
一社当たりのインターンシップ
の数・割合【2011-2018】
自営業数の推移【2010-2016】

〇 求人は増加傾向。最低賃金
との間に統計的に有意な影響
は見られない。

〇 法定最低賃金導入以降、
社内研修やインターンシップ
に大きな変化はない。

○ 法定最低賃金導入以降、
自営業者は減少傾向。

ー

最低賃金の影響が大きい産業と小さい産業での社会保険
適用雇用者の変化（対前年同四半期に対する変化(％)）

西ドイツ

東ドイツ

最低賃金の影響が

大きい産業 小さい産業

この他、最低賃金の雇用等に与える影響に関する実証分析を多数紹介。

週あたり労働時間

フルタイム

パートタイム

ミニジョブ

2014年〜2018年4月の最低賃金近傍労働者の平均労働時間
（最低賃金近傍労働者：2014年8.5ユーロ未満、2015-16年：8.45-8.54ユーロ、2017-2018年：8.79-8.88ユーロ）



ドイツ法定最低賃金の影響に関する報告書 第４章 ー最低賃金と競争条件ー

○ 最低賃金引上げへの企業の対応策として多いのは、労働時間短縮と価格の引上げ。特に最低賃金の影響が大きい産業で価格上昇。
○ 最低賃金による企業またはマクロ経済の労働生産性への影響はこれまで確認されていない。
○ 法定最低賃金導入により、短期的には設備投資へのネガティブな影響が見られたが、持続的な影響は見られない。
○ 最低賃金による企業の利益状況に負の影響が見られるが、マクロでは企業収益は増加傾向。
○ 倒産は減少傾向。最低賃金の影響を受ける企業の倒産等への影響は見られない。

要約

主な分析 〔参考〕「目安審議での参照データ」中、「-」は参照データとして
現在提示していない、またはデータがないことを表す。

内容 結果 〔参考〕目安審議
での参照データ

最低賃金の引上げへの企業の対
応【2015-2017】※右図参照
労働時間当たりの人件費の変化
【1997-2019】
労働生産性、給与、単位労働コ
スト（名目）【1991-2019】

〇 最低賃金引上げへの企業の対
応策として多いのは、労働時間
短縮と価格の引上げ。

○ 労働時間当たり人件費は増加。
○ 最低賃金による企業又はマク

ロ経済の労働生産性への影響は
これまで確認されていない。

対応する項目
（例）
労働生産性の推移

設備投資の推移【2013-】
産業別の物価の推移【2015-
2019】

〇 設備投資は増加傾向。最低賃
金の導入により短期的にネガ
ティブな影響が見られるが、
持続的な影響は見られない。

○ 法定最低賃金導入による
価格上昇が見られた（特に
最低賃金の影響が大きい産業）。

消費者物価指数

個人消費の変化率【1992-
2019】

〇 最低賃金の影響を直接受けた
世帯の個人消費は増加。 ー

企業利益の変化率【1992-
2019】
事業の登録抹消と破産手続の推
移【2013-2019】

○ 最低賃金が企業の利益状況に
負の影響が見られるが、マクロ
では、企業収益は増加。

○ 最低賃金の影響を受ける企業
の倒産等への影響は見られない。
倒産は減少傾向。

・民間設備投資
・法人企業統計に

よる企業収益
・倒産件数

この他、最低賃金の企業に与える影響等に関する実証分析を紹介。

法定最低賃金
導入への企業
の対応策

※ドイツ労働市
場・職業研究
所（IAB）企業
パネル調査
（2015）

単位：％

製品価格の引上げ

労働時間の短縮または労働集中

採用・再雇用の抑制

投資の抑制

従業員の解雇

柔軟な雇用形態の採用・増加

サービス・事業領域の外注化

免除適用の労働者の採用

機械による労働者の代替

実施 計画

法定最低賃金
導入・改定へ
の企業の対応
策

※連邦統計局
給料調査(VE)
（2015、2016、
2017）

単位：％

労働時間短縮

価格の引上げ

生産性向上

事業時間の短縮

雇用調整

現物給付、ボーナス、
特別報酬の抑制

ミニジョブを
社会保険雇用に置換

労働者の解雇

製品・サービス縮減

17



１.  専門家委員会の作業と提案は、2 つの目的に導かれている。すなわち、持続可能で永続的な方法で雇用を増やし、失業を減らし、
貧困と闘うことである。

２.  2020年、健康危機で経済成⾧は崩壊した。2020年には国内総生産（GDP）が10％程度低下することが予測されており、この危機は
フランスおよび世界経済にとって、平和な時代においては未曾有の経済ショックである。政府の支援策により、家計所得や生産装置は
ほぼ維持されてきた。しかし、上半期は歴史に残るほどの雇用の減少が続き、第3四半期は雇用創出が堅調に推移したものの、依然と
して不透明な状況が続いている。国家保証融資などの大規模な措置の支援を受けたにもかかわらず、企業の財務状況は深刻に悪化して
いる。多くの企業の存続が脅かされ、雇用に強い影響を及ぼす可能性がある。

３. SMIC（全産業一律スライド制最低賃金）に近い賃金水準の労働者は、失業リスクにさらされやすく（短期の期限付雇用契約や非正
規で雇用されることが多い）、ロックダウン中も活動を継続していた職業の割合が高いように見える。また、労働者全体で見ると一時
休業となることが多かった。彼らは一時休業の措置の特別な調整の恩恵を受け、それによって購買力を完全に維持することができた。

４. 2019年、フランスは、 OECD諸国の中で最低賃金水準での純所得が賃金中央値に最も近い国であり、一方、最低賃金水準での労働
コストは、OECD諸国の平均に近かった。この組み合わせは、雇用者の社会保険料の軽減と低所得者支援制度の両方によって説明でき
る。本報告書では、SMIC水準での事業主の社会保険料が現在は労働災害や職業病への負担金に限定されていることから、未熟練者雇
用を支援する政策は、今後、社会保険料の負担軽減以外の方法を模索していかなければならないと指摘している。賃金階層の底辺での
可動性が効果を失い、低所得者を支援する政策も2019年には限界に達している。

５.  専門家委員会は、2021年1月1日にはSMICの政府裁量によって改定しないことを勧告している。その場合、SMICは物価・賃金スラ
イドによる自動改定のみで改定していくことになるが、本稿執筆時点での試算では、購買力の向上につながると考えられる。この勧告
には、COVID-19による危機の影響以外にも構造的な理由がある。まず、今回の危機以前のフランス経済の状況は脆弱なままであった。
いくつかの進展があったにもかかわらず、高い失業率、弱い競争力、企業の財務状況の悪化を特徴としていたが、2019年にはCICE
（競争力・雇用目的税額控除）の変革に連動した経過的な改善が見られるようになった。このような構成では、自動改定を超えた
SMICの（政府裁量による）引上げは、特に雇用者の社会保険料の軽減で補うことができなくなってしまうだけに、最も脆弱な人々の
雇用に悪影響を及ぼす可能性がある。さらに、専門家委員会のこれまでの報告書では、フランスでは、最低賃金は、労働時間が少なす
ぎることが主な原因である労働者の貧困の削減には不向きな手段であることが証明されている、ということが広範囲に報告されている。
最後に、フランス経済の状況は COVID-19 危機によって揺らいでおり、この激動によって引き起こされた新たな課題は、SMICの政府
裁量による改定を主張するものではない。労働市場の状況やほとんどの企業の財務状況が大幅に悪化しており、急速に回復するかどう
かは不透明であり、このような状況にあっては、購買力の向上よりも、雇用やフルタイム雇用を優先させるべきである。そして、産業
や職種ごとにソーシャル・パートナーによる団体交渉で、この雇用やフルタイム雇用を推進するべきである。

（略）

フランス最低賃金専門家委員会の報告書の概要

18（資料出所）全産業一律スライド制最低賃金（SMIC）専門家委員会の報告書（2020.11.27）概要について、厚生労働省労働基準局において仮訳を作成。



○ コロナの影響により、20年にはGDPが約10%低下と予測。
○ 上半期は71.5万人の雇用が失われたが、経済活動の低下幅を考慮すると限定的。
○ 第3四半期の経済活動は非常に活発で大きな雇用創出があったものの、今後の状況は依然として不透明。

主な分析

内容 結果 〔参考〕
目安審議での参照データ

GDPの変化
※右上図参照

可処分所得の変化

○ 上半期のGDPは19年末に
比べ、20％近い減少、第3
四半期は前期比約18％増と
反動。

○ 家計の第2四半期の名目可
処分所得は前年同期比2.1％
減と経済ショックの影響を
免れている。

対応する項目（例）
・実質・名目GDPの推

移

・賃金（月給）の推移

雇用の推移【2005-20】
※右下図参照

非正規雇用の推移
【2005-20】

産業間のばらつき

失業率、年齢別失業率の
推移【2008-20】

○ 上半期に71.5万人の雇用
が失われた。第3四半期の
雇用創出は大。

○ 非正規雇用は正規雇用の
3%であるのに上半期に失わ
れた雇用の30％が非正規。

○ 非正規以外で雇用喪失が
大きかった産業は、宿泊・
外食、芸術・娯楽。

○ 大量の失業者が職探しを
中断したことなどにより失
業率は低下。

完全失業率や雇用者数
のデータなど、基本的
な項目は提示。

一
般
経
済

労
働
市
場

図表 雇用者の変動（報告書から2012 – 20を抜粋）

図表 2020年の活動・雇用の推移（前期比）

フランス 専門家委員会報告書 (2020.11.27) 第１章 ー労働市場の状況ー

Industrie 

Construction 

Emploi salarié marchand non agricole privé  
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■ 工業
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■ 第3次産業
━ 合計

2012     2013     2014     2015     2016     2017     2018     2019     2020
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内容 結果 〔参考〕目安審議
での参照データ

最低賃金、賃金指
数の推移【2008-
20】 ※右図参照

○ 2008年以降、政府裁量による
改定を伴わないSMICの引上げは、
SMICの購買力の継続的な上昇を
保障してきた。

○（指標としている）賃金の基準
指数の上昇より緩やかであった。

○ 消費者物価上昇率と購買力か
ら計算したSMIC改定率の試算値
は0.99%※1。

・賃金（月給）
推移

・実質賃金指数
・春季賃上げ妥

結状況

部門別交渉による
協約賃金の推移
【2002-17】

○ 賃金協約の活動数は微減。
○ 協約賃金はSMICに安定的に合

致。
○ 協約賃金の分布は安定的に推

移。

ー ※２

影響率の推移
【1991-20】 〇 2020年の影響率は、13.0％。 ・影響率の推移

※１ SMIC改定率は、①生活水準第１五分位の世帯の消費者物価（除たばこ）の変動、
及び②SHBOE（現場労働者と事務職員の基本時給）の購買力の変動の半分から計算
した値に、③政府の裁量を加えて決定する。報告書作成時には、①②の計算に必要
な数値が確定していなかった。

※２「ー」は参照データとして現在提示していない、またはデータがないことを表す。

図表 SMIC､時間給の推移（2008年第２四半期=100）

フランス 専門家委員会報告書(2020.11.27) 第２章 ー SMIC (全産業一律スライド制最低賃金)引上げと賃金ー
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SMIC

一人当たり平均
賃金 ※1

現場労働者・事務労
働者基本時給（平均、
SHBOE）

消費者物価指数
（CPI:たばこを除
く）

第1五分位の世帯CPI

SHBOEの購買力の半
分

SMIC引上げ率算式
による指数※２

※ 1 一人当たり平均賃金は総賃金額（一時休業手当が含まれていないため
大幅に減少）と労働者数（一時休業者を含む）に基づいて計算するため、
2020年第１四半期以降、大きく減少した。

※２ この指数の動きに政府の裁量分を加えて改定率を決める。

○ [推移をみると] SMICの購買力は継続的に上昇、 SMICの上昇は賃金の基準指数（時間給）より緩やか。
○ 21年1月のSMIC改定率の試算値は0.99％の引き上げ。
○ 20年１月改定の影響率は13.0％。

要約

主な分析



内容 結果 〔参考〕目安審議で
の参照データ

労働コストの国際比較
【2018】

時間当たり労働コスト
の推移
【2011-20】

○ 賃金の中央値との比較でみると、フランスの最
低賃金はOECDの中位であるが、最低賃金労働者
の純所得はOECDの中では最も高い。

○ 12～19年の時間当たり労働コストの上昇はユー
ロ圏全体よりも緩やかであったが、20年初めに
労働コストが急増。

ー

企業利益率の推移
【2000-20】

○ 金融危機発生後、非金融企業の利益率は悪化し、
14年以降回復したが、金融危機以前の水準には
戻らず。

○ 20年上半期は、コロナの影響で利益率が低下。

経常利益の動
向

ロックダウン週に働か
なかった労働者の割合
（前年同期間との比較）
【2019、20】

○ ロックダウン期間中は、他の労働者に比べ、最
賃近傍労働者で「一時休業※1」や休職の頻度が
高かった。

休業者の動向

産業別「一時休業」と
対象者のうち最低補償
金※２適用者割合、影響率
【2020】※右図参照

最賃近傍労働者の多い
職種【2017-19】

○ 一時休業対象者の32％が最低補償金※２を受取。
○ 産業では宿泊、外食、民間の非市場サービスな

どで最低補償金の対象者の割合が高い。
○ 影響率が最も高いのは、宿泊・外食。
○ 「理・美容師」「家庭・家事スタッフ」など、

個人や地域社会へのサービス関連の職種で最賃近
傍労働者の割合が高い。

影響率・未満
率

フランス 専門家委員会報告書 2020  第３～４章 ー労働コスト・競争力、最賃(SMIC)近傍労働者ー
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※１ 社会保険料、所得税、所得支援給付金（仏では活動手当）を控除した後の所得。○ 最低賃金労働者の純所得※１はOECDの中で最も高い。
○ 時間当たり労働コストは2019年まで緩やかに上昇していたが、2020年初めに急増。
○ 企業利益率は、金融危機後悪化し、2014年以降回復していたが、2020年上半期に低下。
○ ロックダウン期間中に休業した労働者の割合は最賃近傍労働者※２で高かった。
○ 2020年１月改定の影響率が最も高かったのは外食・宿泊 。
○ 個人や地域社会へのサービス関連の職種で最賃近傍労働者の割合が高い。

要約

主な分析

図表 2020年４月に「一時休業」の対象となった労働者
のうち最低補償金を受け取っている労働者の割合

 

Ensemble 

Hébergement et restauration 

Services non-marchands privés (hors employés à… 

Industrie agro-alimentaire 

Autres activités de services 

Services aux entreprises 

Commerce ; réparation d'automobiles et de… 

Activités immobilières 

Transports et entreposage 

Construction 

Industries extractives, énergie, eau, déchets 
10% 20% 30% 40% 50% 60% 

Part des salariés en activité partielle touchant l'indemnité minimale 

Part des salariés ayant bénéficié de la revalorisation du Smic au 1er janvier 2020 

全 体
宿泊・外食

民間の非市場サービス
農産物加工

その他サービス
ビジネスサービス

卸売・小売
不 動 産
運輸・倉庫
建 設

エネルギー､水､廃棄物
その他製造
金融・保険
情報・通信

設備製造
輸送機器の製造

■ 最低補償金を受け取る労働者
■ 2020年１月１日改定の影響率

※２ 賃金が最低賃金(SMIC)に近い労働者。第４章ではSMICの1.05倍以下とした分析が多い。

労
働
コ
ス
ト
、
利
益
率

最
賃(S

M
IC
)

近
傍
労
働
者

※１ 労働者は労働しない時間について、賃金の代わりに企業から補償金を受け取り、国はこの補償金を企業に支給する。
コロナによる危機への対応策として導入した措置。

※２ 時間給がSMICの1.13倍を下回る場合に支給される額（8.03ユーロ）。通常の補償金は時間給の70％。



内容 結果 〔参考〕目安審議
での参照データ

各国の最賃水準【2019】及び
20年の改定状況、検討状況
諸外国の研究論文、事後的な評価等の
概観

○ イギリスでは政府目標（最低賃金(NLW)を賃金中央値の66％とする）を維持。
○ ドイツでは引上げを複数回に分けて緩やかに実施。

ー

賃金格差の⾧期的推移【⾧期的推移の
グラフは1976～2016年までが多い】
最賃近傍労働者の割合の⾧期的推移
最賃近傍労働者の職種の⾧期的動向

○ 最賃近傍労働者（フルタイム労働者でSMICの1.1倍以下の者）の割合は、1980年代と
1990年代末に増加したものの、この期間で安定(2000年以降は10％前後で推移。)。

○ 最賃近傍労働者の動き
・年齢の中央値は上昇しているが依然として全フルタイム労働者より低い
・事務職員の個人向けサービス労働者割合が拡大

影響率の推移

フランス 専門家委員会報告書 2020  第５～７章 ー国際的動向、SMIC 50年、結論と勧告ー
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○ EU主要国及び英米のコロナ禍における最低賃金改定状況を確認。また、最近の国内外の研究結果を概観。
※ 2020年はＳＭＩＣ導入50年にあたり、この間の賃金格差や影響率等の推移を概観。

○ 2021年１月１日のSMIC改定は、自動改定（物価・賃金スライド）のみを行い、政府裁量による上乗せ改定は行わない。
○ コロナによる経済への影響を踏まえれば、上乗せ改定を行う状況にはなく、行った場合には雇用に悪影響を及ぼす可能性。

要約

主な分析

勧告 根拠

2021年１月１日の改定は、
最低賃金（ＳＭＩＣ）の自
動改定（スライド）のみを
行い、政府裁量による上乗
せ改定は行わない。

○ 専門家委員会の試算によれば自動改定のみによる改定で購買力の向上が可能。
○ 今回の危機以前のフランス経済の状況は依然として脆弱であった。このような場合、自動改定メカニズムを超えて

SMICが増額されると最も弱い立場にある人々の雇用に悪影響を及ぼす可能性がある。
○ 専門家委員会がこれまでの報告書で述べたとおり、労働時間が少なすぎることが主な原因であるワーキング・プアを

減らす手段としてフランスの最低賃金制度は適切でない。
○ フランス経済はコロナによる危機で混乱しており、この混乱によって引き起こされた状況も裁量により改定幅を拡大

することを求めない。
○ 労働市場や企業の財務状況は大幅に悪化している上に、急速に回復するかどうかは不透明であり、このような状況に

あっては、購買力の向上より、雇用や（短時間でない）フルタイムの雇用を優先させるべきである。そして、産業や職
種ごとにソーシャル・パートナーによる団体交渉で、この雇用やフルタイム雇用を推進すべきである。

改定額の勧告

報告書の付録に、労使等の機関からの意見を掲載



1

最低賃金に関する先行研究・統計データ等の整理

参考資料No.3



【過去の最低賃金引上げの影響の検証】

○ 平成29年の目安制度の在り方に関する全員協議会報告では、「最低賃金引上げの影響に係る資料を充実するな
ど、引き続き見直しについて検討することが必要」とされている。また、諸外国を見ると、たとえば、イギリスやドイツ等
では、最低賃金の改定に当たって、過去の最低賃金引上げの影響について、統計データや実証研究等を利用して、
多角的に検証するレポートを公表している。

○ 最低賃金の影響を分析するに当たって、イギリスやドイツ等における最低賃金のレポートの内容も踏まえ、以下の
５つのテーマを設定した。

① 最低賃金の引上げが雇用に与える影響
② 最低賃金の引上げが企業の生産性に与える影響
③ 最低賃金の地域間格差が労働者の地域間移動に与える影響
④ 最低賃金の引上げが労働者の賃金・消費に与える影響
⑤ 最低賃金の引上げが貧困解消に与える影響

※ この他、イギリスやドイツ等の最低賃金のレポートには、⑴ 最低賃金の水準に関する国際比較や、⑵ 最低賃金
引上げの影響を受ける労働者に関する分析等が盛り込まれており、これらについても整理することとした。

【先行研究の解釈等に係る留意点】

○ 日本の最低賃金は、その時々の雇用情勢や景気動向等も踏まえつつ、引上げ額を決定している。このため、たとえ
ば、最低賃金の引上げが雇用に与える影響を考える場合、雇用情勢が最低賃金の引上げ幅の決定に影響を与えて
いる可能性もあることから、両者を区別して最低賃金の引上げの影響のみを検証することは容易ではない。

○ このため、他の要因を制御した精緻な実証分析が必要となるが、外国を対象とした研究の場合には、当該国の最
低賃金の制度や水準、決定方式、雇用や労働条件に関わる制度や慣行、他の政策動向等に依存した結果となって
いる可能性があり、日本でも同様の結果となるとは一概に言えない点に留意が必要である。

○ したがって、以下では、テーマごとに日本の最低賃金に関する先行研究と統計データを中心に整理することとした。

日本の最低賃金に関する先行研究・統計データ等の整理の趣旨
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○ ILO Minimum Wage Policy GuideやOECD Employment Outlook 2015によると、
・ 最低賃金引上げの雇用への影響については、論争又は長年の意見の不一致があるとされており、また、
・ 最低賃金の適度な引上げが、雇用全体に対して有意な負の影響を及ぼす可能性は低いと考えられる一方、
脆弱なグループの労働者の雇用に対して負の影響を及ぼす可能性は否定できない

とされている。

○ 他方、OECDによると、買い手独占の状況であっても最低賃金を高く設定すると雇用に悪影響が及ぶことから、
上記の見解も、最低賃金が妥当な水準に設定されていることが条件であり、その水準は、各国における最低賃金
の適用範囲や法令遵守状況、経済・労働市場の状況、他の政策との相互作用に依存するとされている。

○ 日本の実証研究では、最低賃金の引上げが雇用にもたらす影響は、評価が分かれており、
・ 雇用への有意な負の影響が見られないとする研究（Higuchi, 2013; 務川・川畑・上野, 2020）もある一方、
・ 各研究によって影響があるとするグループは異なるが、女性や高卒の若年男性等の一部のグループに対して
有意な負の影響が見られるとする研究（Kambayashi et al., 2013; 明坂他, 2017; Kawaguchi and Mori 2021）

もある。
・ また、最低賃金の引上げは、労働市場が競争的であるほど、雇用に負の影響を及ぼすとされる研究もある
（Okudaira et al., 2019; Izumi et al., 2020）。

○ なお、これまでの最低賃金の引上げ率と完全失業率・有効求人倍率の推移を見ると、最低賃金が引上げ率が
相対的に高い時期には、完全失業率は低く、有効求人倍率は高い傾向がある。少なくとも統計データからは、
最低賃金の引上げがマクロの雇用指標である失業率や有効求人倍率に負の影響を及ぼしていることは必ずしも
確認できないが、雇用環境の良い時期に最低賃金が引き上げられてきた傾向があることに留意が必要である。

最低賃金の引上げが雇用に与える影響
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○ 最低賃金の引上げによって、①企業が生産性を上げる努力をすること、②生産性の低い企業が退出することに
より、全体としての生産性が向上するといった主張がある。一方、最低賃金の引上げによる人件費の増加に対応し、
企業は設備投資を抑制することも考えられ、生産性に対して負の影響をもたらすことも考えられる。

○ 日本の実証研究では、最低賃金の引上げが生産性に与える影響に関する研究は多くなく、また、以下のとおり、
その評価も分かれている。

① 生産性を高めるという関係は観察されない（森川2019）

② 運輸業・郵便業、卸売業・小売業において労働生産性が低下する（神田・小林・田村, 2019）

③ 建設業、製造業、運輸・郵便業、不動産業・物品賃貸業において労働生産性を高める（務川・川畑・上野, 2020）

○ なお、企業規模別に、①各都道府県の１人当たり労働生産性と、②地域別最低賃金額の間の相関を見ると、
相関係数は以下のとおり。全企業の労働生産性と地域別最低賃金額との間には一定の相関があるが、中小・
小規模企業の労働生産性の方が地域別最低賃金との間により強い相関が見られる。地域別最低賃金額は、
特に中小・小規模企業の労働生産性が考慮されて決定されているものと考えられる。

最低賃金の引上げが企業の生産性に与える影響
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相関係数

全企業の労働生産性と地域別最低賃金額 0.76

中小企業の労働生産性と地域別最低賃金額 0.78

小規模企業の労働生産性と地域別最低賃金額 0.82

（※） 上表の労働生産性はいずれも経済センサスから算出。県民経済計算から算出した全企業の労働生産性と
地域別最低賃金額の相関係数は0.66。
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【最低賃金の地域間格差について】

○ 日本では、地域別最低賃金は、地域における①労働者の生計費、②賃金、③企業の賃金支払能力を勘案して
都道府県別に決定されており、最低賃金の地域間格差については、令和２年度の最高額（東京都）と最低額（７県）

の金額差は221円、最高額に対する最低額の割合は78.2％となっている。

○ 最低賃金の地域間格差については、物価の地域差を考慮して最低賃金を比較する研究がある（森川2013）。
・ 物価の地域差を考慮した最低賃金の水準（地域別最低賃金額／消費者物価地域差指数）で見ると、
最高値に対する最低値の割合は81.1％となり、地域間格差は、名目額で見た場合よりも小さくなるものの、
なお存在することとなる。

・ 賃金の地域差を考慮した最低賃金の水準（地域別最低賃金額／各都道府県の賃金中央値）で見ると、
① 「地域別最低賃金額／各都道府県の労働者全体の賃金中央値」の場合、東京都は最も低くなり、
② 「地域別最低賃金額／各都道府県の短時間労働者の賃金中央値」の場合、東京都は中位程度となる。

【最低賃金の地域間格差が労働者の地域間移動に与える影響について】

○ 日本では最低賃金の地域間格差が労働者の地域間移動に与える影響を直接検証した実証研究は見られない。

※ なお、米国では、最低賃金を上昇させた地域では、雇用が得られる可能性が低くなるため、移民の流入が少なくなる、又は周辺
地域に低スキル労働者が移動するといった研究もある（Cadena 2014; Martin and Termos 2015; Monras 2019）。

○ なお、①地方出身者の東京圏への移動理由には、仕事だけでなく、進学や家族に関連した移動もあること、
②最低賃金の影響を主に受ける労働者（非正規・中高卒等）や最賃近傍雇用者は、それ以外の労働者と比較して、
就職や転職等を理由とした地域間移動は少ないことに留意が必要であり、東京一極集中の是正を考える上では、
最低賃金以外の要素も含めて検討していくことが必要。

最低賃金の地域間格差と労働者の地域間移動に与える影響
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【最低賃金の引上げが労働者の賃金に与える影響】

○ 日本の実証研究では、最低賃金の引上げは、賃金分布のどの範囲にまで影響するかは各研究によって異なる
ものの、少なくとも低賃金労働者の賃金を上昇させる効果があることが確認されている（安部・田中, 2007; Kambayashi
et al., 2013; Aoyagi et al.,2016; 神林, 2017）。

○ 中央最低賃金審議会目安に関する小委員会では、毎年度、最低賃金額に近い労働者の構成比を見るため、
都道府県別の賃金分布と最低賃金額を示している。全国計で見る場合には、各都道府県で最低賃金額が異なる
ことから、時間当たり賃金と最低賃金額との差額を横軸とした賃金分布とする必要がある。この分布を2009年と
2019年で比較すると、一般・パートともに、この10年間で最低賃金額に近い賃金水準の労働者の構成比が増加し
ていることが確認できる。

○ なお、高卒者の初任給額の推移をみると、最低賃金の引上げとともに、近年は上昇傾向にあり、都道府県別に
高卒者初任給額と最低賃金額の関係をみると、一定の相関がある。

最低賃金の引上げが労働者の賃金・消費に与える影響

【最低賃金の引上げが消費に与える影響】

○ 日本の実証研究では、最低賃金の引上げによる消費への影響を直接検証した研究は見当たらないが、一般に
低所得者ほど限界消費性向が高いため、引上げの影響を受ける労働者については消費の拡大につながりうると
考えられる。



○ 平成19年の最低賃金法改正により、地域別最低賃金の決定に当たっては、生活保護施策との整合性を考慮する
こととされた。平成20年度中央最低賃金審議会で整理された比較方法に基づき、最低賃金と生活保護との乖離の
計画的な解消に取り組んだ結果、平成26年以降、すべての都道府県において最低賃金は生活保護の水準を上回
ることとなった。また、最低賃金の引上げ率は、多くの年で消費者物価の増減率を上回る水準で推移している。

○ 日本において、最低賃金の引上げが貧困解消に与える影響に関する研究（※）は必ずしも多くないが、多くは主に
最賃近傍雇用者の属性や所得等を世帯単位で分析するものとなっている（たとえばKawaguchi and Mori, 2009; 大竹, 2013）。

（※） たとえば、最賃近傍雇用者の多くが貧困世帯に属していれば、最低賃金の引上げが貧困解消に与える影響は大きく、そうでなければ
貧困解消に与える影響は小さいと考えられる。なお、上記研究の中では、明確な「貧困」又は「貧困世帯」の定義は必ずしもなされていない。

○ 仮に、「最賃近傍雇用者」を「時間当たり賃金が地域別最低賃金の1.1倍未満の労働者」と定義した場合、最賃近
傍雇用者の属性や世帯所得等は以下のとおり。

【就業構造基本調査の特別集計結果】
・属性別内訳を見ると、平成29年の調査では、60歳未満の配偶者ありの女性は33.6％・男性は4.5％、60歳未満の
配偶者なしの女性は17.3％・男性は14.1％、65歳以上が14.5％、通学のかたわら仕事が5.3％、母子家庭の母は
1.4％となっている。

・世帯所得を見ると、半数近くは世帯所得500万円以上の世帯に属している一方、３割近くは世帯所得300万円
未満となっており、時系列では、平成24年までは世帯所得300万円未満の割合が増加傾向であった一方、平成
29年は反転している。

・就業調整の有無をみると、２割強が就業調整を行っている。

【国民生活基礎調査の特別集計結果】
・最賃近傍雇用者のうち家計内の最多所得者である者の割合は33.5％で、家計内の最多所得者が最賃近傍雇用
者である世帯はそれ以外の世帯に比較して貯蓄額が低くなっており、年齢が上がるとその差が大きくなる傾向。

○ 最賃近傍雇用者には、世帯所得の高い世帯に属し、就業調整を行う者もいる一方、家計内の最多所得者として
世帯所得の低い世帯に属し、世帯の貯蓄額が相対的に低い者もいることが示唆される。
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第7章：最低賃金の影響の監視

7.4雇用への影響

・雇用への影響は論争がある（controversial）
最低賃金の雇用への影響を監視することは不可欠である。雇用への影響は長い間最低賃金研究の中心であり、最低賃金が

雇用、従業員数、労働時間に影響を与えるかどうか、そしてどのように影響するかについて多くの議論がある。ベルマンとウォ
ルフソンが強調しているように、「最低賃金への支持は、最低賃金が労働市場で最も脆弱な人々の生活を改善することを前提
としている。最低賃金がそのような人々の多くの失業につながる場合、その相対的な利益とコストに関して深刻な疑念が発生
する。」

様々な経済理論が異なる予測を導き出していて、雇用への影響に関する議論もしばしば物議を醸している（controversial）。
ある理論によれば、最低賃金は労働費用を低賃金労働者の限界生産性を上回るまで増加させ、それによって彼らは市場から
退出させられる。他の理論では、最低賃金のコストは、高給労働者の賃金上昇率の低下、利益率の低下、生産性の向上、従
業員の離職率の低下の組み合わせによって吸収できると考えられている。ケインズ派のマクロ経済学は、最低賃金が国内消
費と総需要の増加につながる場合、雇用が増加する可能性があることを示唆している。

・経験的証拠
経験的調査結果は国や時間によって異なり、使用するデータの種類や方法にもある程度依存する。
高所得国では、約70の研究の包括的なレビューによると、推定値は大きなマイナスの雇用効果から小さなプラスの効果まで

の範囲であることが示されている。しかし、最も頻繁な発見は、雇用への影響がゼロに近い、または小さすぎて雇用・失業統計
の集計で観察できないことである。 似た結論は、米国や英国、先進国のメタ研究（研究の定量的な研究）において、一般的に
明らかになっている。他のレビューでは、雇用への影響は無害ではなく、最低賃金はスキルの低い労働者の雇用機会を減らす
と結論付けている。

発展途上国での研究は少ないが、同様にさまざまな発見がある。（略）

最低賃金引上げの雇用への影響に関するILOの記述（ILO Minimum Wage Policy Guide）

11（資料出所）ILO Minimum Wage Policy Guideより厚生労働省労働基準局にて仮訳を作成

○ ＩＬＯの最低賃金に関する政策ガイドによると、最低賃金の雇用への影響については論争があり、高所得国では、雇用への
影響は小さすぎて雇用・失業統計の集計で観察できないとされる研究も頻繁にある一方、スキルの低い労働者の雇用機会
を減らすといった研究もあるとされている。



最低賃金と雇用

最低賃金が雇用に与える影響について、エコノミストの間で長年の意見の不一致が存在する。 1990年代半ば以前は、ほとんどのエコノミ
ストは、最低賃金は人為的に賃金の天井（wage floor）を導入するため、失業につながると信じていた。

しかし、ニュージャージー州（米国）で最低賃金の引き上げによる雇用への悪影響が見られなかったCard and Krueger（1994）の研究以来、
最低賃金の引上げによる雇用への悪影響に疑問を呈するエコノミストが増えている。

最低賃金の雇用への影響を評価するとき、潜在的な雇用への影響は、最低賃金の水準と予想される増加（すなわち、現在と今後の最低
賃金にどのように拘束されるか）に大きく依存する可能性があり、その影響が必ずしも現在の労働者を解雇する形で現れるとは限らず、
雇入れや雇用の成長の鈍化という形をとることもある（Gunderson、2007）ことを強調することがまず重要である。

最低賃金の引上げが雇用に与える影響がない（またはプラスの）ことを発見する理論的な説明はある。たとえば、賃金の設定にある程度
の独占力を持っている場合や、最低賃金の引上げのコストが事業主が日常的に直面している他のコストの引上げと比較して控えめな場
合である。しかし、この問題は、最終的には実証的な（Emprical）問題である。

実証的な議論は、この問題の解決にはほど遠い状態にある。米国での最近の貢献である、Dube et al（2010）、Allegretto et al（2011）、
Allegretto et al（2013）や、もう一方のNeumark et al（2014）は、この事実を証明している。多くの研究が、メタアナリシス技術を使用して調
査結果を要約しようと試みた。表1.3に要約されている調査結果は、全体として、最低賃金の引上げが雇用に与える影響は小さい傾向で
ある一方、より脆弱なグループ（若者など）への影響はやや大きい可能性があることを示している。

これに基づけば、最低賃金の適度な引上げが、雇用全体に対して有意な負の影響をもたらす可能性は低いが、より脆弱なグループにい
くらか悪影響を及ぼしうる。ただし、この結論は、モノプソニーモデルであっても、最低賃金を高く設定すると雇用に悪影響が及ぶため、そ
もそも最低賃金が妥当な水準に設定されていることを条件としている。

あまり明確ではないのは、この転換点が各国のどこにあるのかということである。 OECD全体で平均して最低賃金は賃金中央値の約
50％に設定されているが、最低賃金の「合理的な」レベルを定義するものは必然的に国固有であり、最低賃金法の適用範囲、法令遵守、
マクロ経済および労働市場の状況だけでなく、最低賃金と他の政策との相互作用に依存する。

最低賃金引上げの雇用への影響に関するＯＥＣＤの記述①（Employment Outlook 2015）
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○ ＯＥＣＤの報告書では、最低賃金の適度な引上げが、雇用全体に対して有意な負の影響をもたらす可能性は低いが、より脆
弱なグループには悪影響を及ぼしうるとされている。一方、この結論も、最低賃金が妥当な水準に設定されていることが条件
であり、その水準も、各国の最低賃金の適用範囲、法令遵守、マクロ経済や労働市場の状況、他の政策との相互作用に依
存するとされている。

（資料出所）OECD Employment Outlook 2015より厚生労働省労働基準局にて仮訳を作成



（続き）

最低賃金の引上げが必ずしも雇用全体に認識できる影響を与えない理由の1つは、雇用の調整だけが雇用主にとっての唯一の調整弁
ではないことである。

実際、最低賃金の引上げに応じて、雇用主は、雇用を削減するのではなく、訓練やその他の諸経費および非賃金給付を削減することが
できる。代わりに、労働時間を短縮したり、より不安定な（そしてより安価な）契約で労働者を雇うこともできる。最後に、雇用主は、より低
い利益を受け入れるか、価格を上げるか、効率/生産性を高めるための措置を講じることができる。

場合によっては、雇用主は、人員削減が労働力の士気と事業運営に及ぼす可能性のある潜在的な悪影響を回避したい場合、そのよう
な調整弁が望ましいと考えるかもしれない。しかし、雇用の変化と比較して、代替の調整弁はあまり研究されておらず、エビデンスはしば
しば決定的ではない。

たとえば、労働時間については、Neumark and Wascher（2008）によるエビデンスのレビューでは、雇用主が最低賃金の引上げに応じて平
均時間をどのように調整するかという問題はまだ解決されておらず、訓練に関しても同様の結論に達している。最低賃金と利益の関係に
ついてのエビデンスはさらに少ない。 Draca et al（2011）では、1999年に英国で最低賃金が導入されたことにより、特に市場支配力が比
較的高い（したがってマージンが高い）業界では、企業の収益性が大幅に低下することがわかった。最低賃金の引上げに起因する生産
性の向上の最近の証拠は、英国（Riley and Bondibene, 2015）と米国（Hirsch et al, 2015）に存在する。

最低賃金の引上げが雇用に与える影響は、測定期間や最低賃金の引上げのタイミング自体にも依存する。ほとんどの研究は、最低賃
金の引上げが雇用に与える同時（または短期）の影響に焦点を当てているが、長期的な影響は、労働者のヒストリーに関する縦断的
データを使用して分析できる。そのような研究からのエビデンスは、雇用の変化の方向が曖昧であることを発見している（Boeri et al, 
2015）。また、最低賃金の引上げのタイミングも重要かもしれない。おそらく当然のことながら、最低賃金の引上げによる雇用への悪影響
は、不況時に強くなる傾向がある（Boeri et al, 2015）。 タイミングの重要性は、定期的な最低賃金の調整や、プロセスに独立した専門家
委員会の関与、および最低賃金の引上げが政治サイクルに強く関連している状況の回避に対してさらなる議論を提供する。 （略）

最低賃金引上げの雇用への影響に関するＯＥＣＤの記述②（Employment Outlook 2015）

13

（資料出所）OECD Employment Outlook 2015より厚生労働省労働基準局にて仮訳を作成。

○ ＯＥＣＤの報告書では、最低賃金の引上げが雇用全体に認識できる影響を必ずしも与えない場合、その理由の1つは、最低
賃金の引上げへの対応として、使用者は、雇用調整だけでなく、諸経費の削減や、労働時間短縮、より低い利益の受入れ、
価格転嫁、生産性の向上等の対応を行うことができるためであるとされている。



完全失業率と最低賃金の引上げ率の推移

14

○ これまでの最低賃金の引上げ率は、生活保護との乖離解消分を除き、結果として、完全失業率の水準の変動と逆方向に
変動してきた傾向が見られる（完全失業率の低い年ほど最低賃金を大きく引き上げている傾向が見られる）。
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（資料出所）総務省「労働力調査」
（注）１．完全失業率は月次の季節調整値。

２．最低賃金額は、地域別最低賃金額の全国加重平均であり、各年10月より改定後の最低賃金額が適用されたものとしている。
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を除いた場合の目安額から計
算される引上げ率



有効求人倍率と最低賃金引上げ率の推移

15

○ これまでの最低賃金の引上げ率は、生活保護との乖離解消分を除き、結果として、有効求人倍率の水準の変動と同方向に
変動してきた傾向が見られる（有効求人倍率の高い年ほど最低賃金を大きく引き上げている傾向が見られる） 。
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（資料出所）厚生労働省「職業安定業務統計」
（注）１．有効求人倍率は月次の季節調整値。

２．最低賃金額は、地域別最低賃金額の全国加重平均であり、各年10月より改定後の最低賃金額が適用されたものとしている。
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都道府県別完全失業率と最低賃金額
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○ 都道府県別に完全失業率と最低賃金額をみると、ほとんど相関はみられない（相関係数0.10）。
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都道府県別有効求人倍率と最低賃金額
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○ 都道府県別に有効求人倍率と最低賃金額をみると、ほとんど相関はみられない（相関係数-0.07）。
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最低賃金と労働生産性



１時間当たり労働生産性（SNAベース）と最低賃金額の推移

19

○ 1990年代は労働生産性と最低賃金額がともに上昇していたが、2010年代は最低賃金が上昇したのに比して労働生産性は
あまり上昇していない。
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（資料出所）公益財団法人日本生産性本部「生産性データベース」（2020年10月にデータ取得）
（注）最低賃金額は、各年の秋から適用された最低賃金額の全国加重平均。



主な産業の１時間当たり労働生産性（SNAベース）と最低賃金額の推移

20

○ 製造業では長期的には労働生産性の上昇がみられるが、サービス産業では2000年代に入って以降横ばい圏内で推移して
いる。
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（資料出所）公益財団法人日本生産性本部「生産性データベース」（2020年10月にデータ取得）
（注）１．最低賃金額は、各年の秋から適用された最低賃金額の全国加重平均。

２．サービス産業は、電気・ガス･水道、卸売・小売業、運輸･郵便業、宿泊･飲食サービス業、情報通信業、金融･保険業、専門･業務支援サービス業、教育、保健
衛生･社会事業、その他のサービス業により構成
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企業規模別１人当たり労働生産性（法人企業統計ベース）と最低賃金額の推移

21

○ 2010年代には、最低賃金の上昇とともに大企業の労働生産性は上昇傾向にあるが、中小企業の労働生産性は横ばい圏
内で推移している。



都道府県別１人当たり労働生産性（県民経済計算ベース）と最低賃金額

22

○ 県民経済計算による１人当たり労働生産性と最低賃金額を比べると、一定の相関がある（相関係数0.66）。



都道府県別１人当たり労働生産性（経済センサスベース）と最低賃金額
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○ 経済センサスによる１人当たり労働生産性と最低賃金額を比べると、一定の相関がある（相関係数0.76）。



都道府県別中小企業の１人当たり労働生産性（経済センサスベース）と最低賃金額

24

○ 中小企業の１人当たり労働生産性と最低賃金額を比べると、企業規模計の場合よりやや相関が高くなっている（相関係数
0.78）。



都道府県別小規模企業の１人当たり労働生産性（経済センサスベース）と最低賃金額
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○ 小規模企業の１人当たり労働生産性と最低賃金額を比べると、中小企業全体の場合よりさらに相関が高くなっている
（相関係数0.82）。



最低賃金と地域間格差・地域間移動

26
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27

○ 地域別最低賃金額の「最高額ー最低額」は、増加傾向にあったが、令和元年度は１円、令和２年度は２円減少している。
○ 地域別最低賃金額の「最低額／最高額」は、減少傾向にあったが、平成26年度以降は増加傾向にある。

最低賃金法改正法
施行

生活保護との
乖離解消

（年度）
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都道府県別の最低賃金額と消費者物価地域差指数の水準

消費者物価地域差指数（全国平均＝100） 地域別最低賃金額の水準（東京都＝100） 地域別最低賃金額／消費者物価地域差指数の水準(神奈川県＝100)

都道府県別の最低賃金額と消費者物価地域差指数の水準
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○ 令和元年の「地域別最低賃金」の最高額（東京都）に対する最低額（15県）の割合は78.0％となっている。一方、物価の
地域差を考慮すると、同年の「地域別最低賃金／消費者物価地域差指数」の最高値（神奈川県）に占める最低値（山形県）
の割合は81.1％となっており、地域間格差は相対的に小さくなるが、なお存在している。

（資料出所）「小売物価統計調査（構造編）－2019年（令和元年）結果－」をもとに厚生労働省労働基準局にて作
成。

地域別最低賃金額の水準（東京都＝100）

「地域別最低賃金額／消費者物価地域差指数」の水準（神奈川県＝100）

消費者物価地域差指数（全国平均＝100）
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都道府県別の賃金中央値に占める最低賃金額の割合

○ 都道府県別の「賃金中央値に占める最低賃金額の割合」を比較すると、最低値は東京都の52.9％、最高値は埼玉県の
65.5％となる。
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時間当たり所定内給与額の中央値に占める最低賃金額の割合（都道府県別）
（％）

（資料出所）厚生労働省「令和元年賃金構造基本統計調査」の調査票情報を厚生労働省労働基準局にて独自集計して作成。
（注）１．常用労働者数が10人以上の民営事業所及び常用労働者数が５～９人で企業全体の常用労働者数も５～９人である民営事業所の数値。

２．時間当たり所定内給与額は、令和元年６月所定内給与額を同年６月の所定内実労働時間数で除して算出。なお、所定内給与額には、通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。
３．最低賃金額は、平成30年の秋から適用された地域別最低賃金額。

地域別最低賃金額／賃金中央値（％）（左目盛）

（東京都＝100）

（参考）地域別最低賃金の水準（東京都＝100、右目盛）
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都道府県別の短時間労働者の賃金中央値に占める最低賃金額の割合

○ 都道府県別の「短時間労働者の賃金中央値に占める最低賃金額の割合」を比較すると、最低値は徳島県の79.4％、最高値
は大阪府の89.1％となる。
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短時間労働者の時間当たり所定内給与額の中央値に占める最低賃金額の割合（都道府県別）
（％）

（資料出所）厚生労働省「令和元年賃金構造基本統計調査」の調査票情報を厚生労働省労働基準局にて独自集計して作成。
（注）１．常用労働者数が10人以上の民営事業所及び常用労働者数が５～９人で企業全体の常用労働者数も５～９人である民営事業所の数値。

２．時間当たり所定内給与額は、令和元年６月所定内給与額を同年６月の所定内実労働時間数で除して算出。なお、所定内給与額には、通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。
３．最低賃金額は、平成30年の秋から適用された地域別最低賃金額。

地域別最低賃金額／短時間労働者の賃金中央値（％）（左目盛）

（東京都＝100）

（参考）地域別最低賃金の水準（東京都＝100、右目盛）
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いちばん最近東京圏に引っ越した理由

図 年齢別東京圏への転出数
※ 平成25年 東京圏の市町村を除く集計

○ 東京圏への転出は15-29歳の若年層が全体の約５割を占めている。

○ アンケート調査によると、東京圏への移動理由は年齢によって異なる。10歳代～20歳代は進学や就
職、30歳代以降は仕事（※１）や家族（※２） に関連した移動が多い。

（※１）転職・独立・企業や会社の都合等 （※２）家族の移動に伴って、家族の介護、出産・子育て等

若年層の東京圏への移動理由

出所：「大都市圏への移動等に関する背景調査」（平成27年９月） 31

第１期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」
に関する検証会（第１回）資料



雇用形態別・過去５年間の移動者の移動理由
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現在の仕事の従業上の地位別・過去５年間の移動者の移動理由

正規職員 パート・アルバイト 派遣・嘱託・契約社員

自営・家族従業者・内職 会社などの役員 無職

不詳

○ 雇用形態別の最低賃金の影響率を見ると、非正規労働者が高く、影響労働者の構成比で見ても９割程度となっている。
○ 過去５年間の移動者の雇用形態別の移動理由を見ると、「就職」「転職」「転勤」を理由とする移動については、「パート・

アルバイト」「派遣・嘱託・契約社員」の割合は併せて５～17％程度となっており、「正規職員」（60～80％程度）と比較すると、
顕著に低い割合となっている。

（資料出所）国立社会保障・人口問題研究所「第８回人口移動調査」（平成28年） 32

（資料出所）厚生労働省「賃金構造基本統計調査」（令和元年）の調査票情報を
厚生労働省労働基準局にて独自集計して作成。

（注）１．常用労働者数が10人以上の民営事業所及び常用労働者数が５～９人
で企業全体の常用労働者数も５～９人である民営事業所の数値。

２．影響率とは、令和元年の６月の１時間当たり所定内給与額が同年10月
より適用された最低賃金額未満である労働者の割合をいい、影響労働者とは
当該労働者をいう。

３．１時間当たり所定内給与額は、６月の所定内給与額を６月の所定内実
労働時間数で除して算出したものであり、所定内給与額には、通勤手当、精
皆勤手当、家族手当を含む。

４．上記は常用労働者（無期又は１ヶ月以上の期間を定めて雇われている労
働者）のみであり、臨時労働者は含まれていないことに留意が必要。
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最低賃金の影響労働者の構成比
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卒業教育施設等別・過去５年間の移動者の移動理由

小学校・中学校など 高校など 専修学校（高卒後）など

短大・高専など 大学・大学院など 在学中

未就学 不詳

学歴別・過去５年間の移動者の移動理由

○ 一般（フルタイム）労働者の学歴別の最低賃金の影響率を見ると、「中学卒」「高校卒」の影響率が高く、影響労働者の構成比
でみると、併せて８割弱となっている。

○ 一方、過去５年間の移動者の学歴等別の移動理由を見ると、「就職」「転職」「転勤」を理由とする移動については、「中学卒」
「高校卒」の者は併せて15～25％となっており、「大学・大学院卒」（45～65％）と比較して顕著に低くなっている。

（資料出所）国立社会保障・人口問題研究所「第８回人口移動調査」（平成28年）

（資料出所）厚生労働省「賃金構造基本統計調査」（令和元年）の調査票情報を
厚生労働省労働基準局にて独自集計して作成。

（注）１．常用労働者数が10人以上の民営事業所及び常用労働者数が５～９人
で企業全体の常用労働者数も５～９人である民営事業所の数値。

２．影響率とは、令和元年の６月の１時間当たり所定内給与額が同年10月
より適用された最低賃金額未満である労働者の割合をいい、影響労働者とは
当該労働者をいう。

３．１時間当たり所定内給与額は、６月の所定内給与額を６月の所定内実
労働時間数で除して算出したものであり、所定内給与額には、通勤手当、精
皆勤手当、家族手当を含む。

４．令和元年の賃金構造基本統計調査では、短時間労働者や臨時労働者の
学歴は調査しておらず、上記は一般労働者のみであることに留意が必要。
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最賃近傍雇用者の都道府県間移動の状況

○ 過去３年間に他の都道府県から転居した者の割合を見ると、最賃近傍雇用者よりそれ以外の雇用者の方が高く、転居理由
は、「仕事につくため」の他、最賃近傍雇用者では「通学のため」、それ以外の雇用者では「転勤のため」が多くなっている。

○ 最賃近傍雇用者の年齢構成が仕事につくために転居する割合が高い若年層に偏っている可能性もあるため、仕事につくた
めに他の都道府県から転居した者の割合を年齢階級別に見ると、最賃近傍雇用者における割合はそれ以外の雇用者の概ね
半分程度となっている。

（資料出所）総務省「平成29年就業構造基本調査」の調査票情報を厚生労働省労働基準局にて独自集計して作成。
（注）１．「最賃近傍雇用者」は、年間の個人所得／50週／週の労働時間＜居住地の地域別最低賃金額×1.1である雇用者と定義。就業構造基本調査では、個人所得と週の

労働時間を階級で調査しているため、個人所得階級×週の労働時間階級の各ブロック内で雇用者が一様に分布していると仮定して集計を行っている。
２．個人所得及び週の労働時間が記入されている雇用者（役員を除く）のみを集計対象としている。従って、週の労働時間が調査対象外となる１年間の就業日数が
200日未満かつ就業が規則的でない雇用者は含まれていない。

３．「過去３年間に他の都道府県から転居した者」は、平成27年１月以降に調査日時点（平成29年10月１日）の居住地に他の都道府県から転居した者。
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最低賃金と賃金・消費
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都道府県別常用労働者の時間当たり所定内給与額の特性値と最低賃金額

36

○ 都道府県別に常用労働者の時間当たり所定内給与額の特性値と最低賃金額を比較すると、概ね連動しており、一部の
都道府県では、第１二十分位数の水準と最低賃金額の水準の差が小さい。



時間当たり所定内給与額と最低賃金額の差の分布（常用労働者）

37

○ 常用労働者の時間当たり所定内給与額と最低賃金額の差の分布をみると、2019年では2009年と比べて最低賃金に近
い賃金水準の労働者の割合が高くなっている。
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時間当たり所定内給与額と最低賃金額の差の分布（常用労働者）
（％）

（資料出所）厚生労働省「賃金構造基本統計調査」の調査票情報を厚生労働省労働基準局にて独自集計して算出。
（注）１．常用労働者数が10人以上の民営事業所及び常用労働者数が５～９人で企業全体の常用労働者数も５～９人である民営事業所の常用労働者の数値。

２．１時間当たり所定内給与額は、６月所定内給与額を６月の所定内実労働時間数で除して算出。なお、所定内給与額には、通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。
３．上記２の１時間当たり所定内給与額と、その前年の秋から適用されている地域別最低賃金額の差の５円単位の分布。

2019年

2009年

（円）



時間当たり所定内給与額と最低賃金額の差の分布（一般労働者）

38

○ 一般労働者（フルタイム）の時間当たり所定内給与額と最低賃金額の差の分布をみると、分布のピークは最低賃金額＋
400～600円の水準にあるが、2019年では2009年と比べて賃金額が最低賃金に張り付いている労働者が増えている。
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時間当たり所定内給与額と最低賃金額の差の分布（一般労働者）
（％）

（資料出所）厚生労働省「賃金構造基本統計調査」の調査票情報を厚生労働省労働基準局にて独自集計して算出。
（注）１．常用労働者数が10人以上の民営事業所及び常用労働者数が５～９人で企業全体の常用労働者数も５～９人である民営事業所の常用労働者の数値。

２．１時間当たり所定内給与額は、６月所定内給与額を６月の所定内実労働時間数で除して算出。なお、所定内給与額には、通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。
３．上記２の１時間当たり所定内給与額と、その前年の秋から適用されている地域別最低賃金額の差の５円単位の分布。
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（円）



時間当たり所定内給与額と最低賃金額の差の分布（短時間労働者）
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○ 短時間労働者の時間当たり所定内給与額と最低賃金額の差の分布をみると、2009年は分布のピークは最低賃金額＋
100～200円の水準にあったが、2019年では分布が最低賃金に張り付いている。
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（％）

（資料出所）厚生労働省「賃金構造基本統計調査」の調査票情報を厚生労働省労働基準局にて独自集計して算出。
（注）１．常用労働者数が10人以上の民営事業所及び常用労働者数が５～９人で企業全体の常用労働者数も５～９人である民営事業所の常用労働者の数値。

２．１時間当たり所定内給与額は、６月所定内給与額を６月の所定内実労働時間数で除して算出。なお、所定内給与額には、通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。
３．上記２の１時間当たり所定内給与額と、その前年の秋から適用されている地域別最低賃金額の差の５円単位の分布。
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2009年

（円）



産業別の時間当たり所定内給与額と最低賃金額の差の分布

○ 産業別の時間当たり所定内給与額と最低賃金額の差の分布をみると、宿泊業・飲食サービス業では、最低賃金に近い
賃金水準の労働者の割合が高くなっている。
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産業計

宿泊業，飲食サービス業

製造業

卸売業，小売業

生活関連サービス業，娯楽業

サービス業（他に分類されないもの）

（％）

（資料出所）厚生労働省「令和元年賃金構造基本統計調査」の調査票情報を厚生労働省労働基準局にて独自集計して算出。
（注）１．常用労働者数が10人以上の民営事業所及び常用労働者数が５～９人で企業全体の常用労働者数も５～９人である民営事業所の常用労働者の数値。

２．１時間当たり所定内給与額は、令和元年６月所定内給与額を令和元年６月の所定内実労働時間数で除して算出。なお、所定内給与額には、通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。
３．上記２の１時間当たり所定内給与額と、平成30年の秋から適用されている地域別最低賃金額の差の５円単位の分布。

宿泊業，飲食サービス業

産業計

（円）

製造業

卸売業，小売業

生活関連サービス業,娯楽業

サービス業（他に分類されないもの）
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高校新規学卒者の初任給額と最低賃金額の推移

41

○ 高卒者の初任給額の推移をみると、最低賃金の引上げとともに、近年は上昇傾向にある。



都道府県別高校新規学卒者の初任給額と最低賃金額

42

○ 都道府県別に高卒者初任給額と最低賃金額の関係をみると、一定の相関がある（相関係数0.82）。



最低賃金と貧困

43



【最低賃金】 【生活保護】

最低賃金額で働いたときの手取額 若年単身世帯の生活保護

食費等の個人単位で消費する
生活費（年齢ごと）

光熱水費等の世帯単位で消費する生活
費（世帯人員ごと）

冬季加算（※）を含む

アパート等の家賃

※１か月あたりの平均額

最
低
賃
金
額
で
法
定
労
働
時
間(※

)

働
い
た
と
き
の
賃
金
総
額

実
績
値

（生活扶助基準の第１類費）

（生活扶助基準の第２類費）

年末に増加する食費等（世帯人員ごと）

（生活扶助基準の期末一時扶助（※））

（住宅扶助）

都
道
府
県
内
の
人
口
に
よ
る
加
重
平
均

※週４０時間÷７日×３６５日÷１２か月 ＝ １７３．８時間

賃金総額×可処分所得割合

◎可処分所得割合は、最低賃金が最
も低い県において、給与から控除さ
れる税・社会保険料を機械的に計算
している。
（R2年度の審議では、0.818を使用）

税金（所得税・住民税）
社会保険料（年金、健保、雇用保険）

◎社会保険料は本人負担分

（注）高卒後働いてすぐの年齢を想定

比較

最低賃金と生活保護の比較について

○ 地域別最低賃金は都道府県単位であるのに対し、生活保護は所在地、年齢及び世帯の構成等の事情により基準額が異な
るほか、住宅扶助等の各種扶助がある。また、地域別最低賃金額は時間額であるのに対し、生活保護は月額で決定される。
このため単純な比較は困難。平成20年度の中央最低賃金審議会で、比較方法を整理し、以下の前提で比較を行っている。

・ 最低賃金の水準＝地域別最低賃金額×１７３．８（１箇月の労働時間）×０．８１８（可処分所得比率）
・ 生活保護の水準＝生活扶助基準（１類費＋２類費＋期末一時扶助費）人口加重平均＋住宅扶助実績値
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最低賃金と生活保護の乖離の計画的な解消状況について

時点（平成）
乖離がある
地域 の 数

乖離がある都道府県名 (下段は乖離額)

２０年 引上げ前 １２
北海道 青森 宮城 秋田 埼玉 千葉 東京 神奈川 京都 大阪 兵庫 広島

53 11 20 9 41 16 80 89 33 34 22 22

引上げ後 ９
北海道 宮城 埼玉 東京 神奈川 京都 大阪 兵庫 広島

40 6 21 53 59 16 17 7 8

２１年 引上げ前 １２
北海道 青森 宮城 秋田 埼玉 千葉 東京 神奈川 京都 大阪 兵庫 広島

47 9 20 3 23 5 60 66 23 26 16 16

引上げ後 １０
北海道 青森

6

宮城 埼玉 東京 神奈川 京都 大阪 兵庫 広島
36 11 10 35 43 11 12 7 7

２２年 引上げ前 １２
北海道 青森 宮城 秋田 埼玉 千葉 東京 神奈川 京都 大阪 兵庫 広島

39 6 14 5 14 5 40 47 20 17 13 13

引上げ後 ５
北海道 宮城 東京 神奈川 広島

26 2 10 18 1

２３年 引上げ前 ９
北海道 宮城 埼玉 東京 神奈川 京都 大阪 兵庫 広島

31 8 9 16 23 1 7 3 6

引上げ後 ３
北海道 宮城 神奈川

17 7 5

２４年 引上げ前 １１
北海道 青森 宮城 埼玉 千葉 東京 神奈川 京都 大阪 兵庫 広島

30 5 19 12 6 20 18 8 15 10 12

引上げ後 ６
北海道 宮城 東京 神奈川 大阪 広島

16 9 7 5 1 3

２５年 引上げ前 １１
北海道 青森 宮城 埼玉 千葉 東京 神奈川 京都 大阪 兵庫 広島

22 2 9 6 1 13 9 3 8 4 11

引上げ後 １
北海道

7

２６年 引上げ前 ５
北海道 宮城 東京 兵庫 広島

11 1 1 1 4

引上げ後 ０

２７年 引上げ前 ０

引上げ後 ０
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生活保護と最低賃金の比較

46

○ 生活保護と最低賃金を比較すると、全ての都道府県で最低賃金が生活保護を上回っている。
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生活保護（生活扶助基準（１類費＋２類費＋期末一時扶助費）＋住宅扶助）と最低賃金

生活扶助基準（１類費＋２類費＋期末一時扶助費）人口加重平均＋住宅扶助実績値

最低賃金額×１７３．８×０．８１８

注１）生活扶助基準（１類費＋２類費＋期末一時扶助費）は１８～１９歳単身のものである。

注２）生活扶助基準は冬季加算を含めて算出。
注３）生活保護のデータは平成３０年度、最低賃金のデータは令和元年度のもの。

注４）０．８１８は時間額７６１円で月１７３．８時間働いた場合の平成３０年度の税・社会保険料を考慮した可処分所得の総所得に対する比率。

単位：円



消費者物価指数の増減率と最低賃金引上げ率の推移
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○ 最低賃金の引上げ率は、多くの年で消費者物価の増減率を上回る水準で推移している。

▲ 3.0

▲ 2.0

▲ 1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

消費者物価指数の増減率と最低賃引上げ額の推移
（％）

（資料出所）総務省「消費者物価指数」
（注）１．消費者物価指数増減率は月次の原数値の前年同月からの増減率。

２．最低賃金額は、地域別最低賃金額の全国加重平均であり、各年10月より改定後の最低賃金額が適用されたものとしている。

消費者物価指数増減率（総合）

最低賃金引上げ率

点線部分は生活保護との乖離額
を解消するための引上げ分を除
いた場合の目安額から計算され
る引上げ率
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最賃近傍雇用者の属性別内訳の推移

○ 最賃近傍雇用者の属性別内訳の推移をみると、60歳未満の有配偶の女性の比率が最も高いが、その比率は低下傾向にあ
り、65歳以上の高齢層の比率が上昇している。

（資料出所）総務省「就業構造基本調査」の調査票情報を厚生労働省労働基準局にて独自集計して作成。
（注）１．「最賃近傍雇用者」は、「主な仕事の年間所得／50週／主な仕事の週の労働時間＜居住地の地域別最低賃金額（調査年の前年秋より適用されたもの）×1.1」である雇用者と定義。就業構造基本調査では、

主な仕事の年間所得と週の労働時間を階級で調査しているため、年間所得階級×週の労働時間階級の各ブロック内で雇用者が一様に分布していると仮定して集計を行っている。
２．主な仕事の年間所得及び週の労働時間が記入されている雇用者（役員を除く）のみを集計対象としている。従って、週の労働時間が調査対象外となる１年間の就業日数が200日未満かつ就業が規則的でない雇用
者は含まれていない。
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（参考）総数 最賃近傍雇用者

⑮65歳以上、女

⑭65歳以上、男

⑬60～64歳、女

⑫60～64歳、男

⑪60歳未満、配偶者の有無不詳、女

⑩60歳未満、配偶者の有無不詳、男

⑨60歳未満、配偶者あり、女

⑧60歳未満、配偶者あり、男

⑦60歳未満、母子世帯の母

⑥60歳未満、父子世帯の父

⑤60歳未満、配偶者なし、二人以上世帯、女

④60歳未満、配偶者なし、二人以上世帯、男

③60歳未満、配偶者なし、単身世帯、女

②60歳未満、配偶者なし、単身世帯、男

①通学のかたわら仕事

最賃近傍雇用者の属性別内訳の推移
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最賃近傍雇用者の世帯所得の状況

○ 最賃近傍雇用者の世帯所得別内訳を見ると、半数近くは世帯所得500万円以上の世帯に属しているが、３割近く世帯所得
300万円未満となっている。

○ 時系列で見ると、平成24年までは世帯所得が低い層の割合が増加傾向であったが、平成29年は反転している。
○ 男女別に見ると、男性は世帯所得の低い層が比較的多く、半数以上が世帯所得400万円未満であるが、女性では世帯所得

500万円以上の世帯が半数以上となっている。

（資料出所）総務省「就業構造基本調査」の調査票情報を厚生労働省労働基準局にて独自集計して作成。
（注）１．「最賃近傍雇用者」は、「主な仕事の年間所得／50週／主な仕事の週の労働時間＜居住地の地域別最低賃金額（調査年の前年秋より適用されたもの）×1.1」である雇用者と定義。就業構造基本調査では、

主な仕事の年間所得と週の労働時間を階級で調査しているため、年間所得階級×週の労働時間階級の各ブロック内で雇用者が一様に分布していると仮定して集計を行っている。
２．主な仕事の年間所得及び週の労働時間が記入されている雇用者（役員を除く）のみを集計対象としている。従って、週の労働時間が調査対象外となる１年間の就業日数が200日未満かつ就業が規則的でない

雇用者は含まれていない。
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②60歳未満、配偶者なし、単身世帯、男

③60歳未満、配偶者なし、単身世帯、女

④60歳未満、配偶者なし、二人以上世帯、男

⑤60歳未満、配偶者なし、二人以上世帯、女

⑥60歳未満、父子世帯の父

⑦60歳未満、母子世帯の母

⑧60歳未満、配偶者あり、男

⑨60歳未満、配偶者あり、女

⑫60～64歳、男

⑬60～64歳、女

⑭65歳以上、男

⑮65歳以上、女

全体

最賃近傍雇用者の就業調整の有無別内訳

就業調整している 就業調整していない 就業調整の有無不詳 正規の職員・従業員
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最賃近傍雇用者の就業調整の状況

○ 就業調整の有無をみると２割強が就業調整を行っており、60歳未満の有配偶の女性では４割以上が就業調整を行っている。

（資料出所）総務省「平成29年就業構造基本調査」の調査票情報を厚生労働省労働基準局にて独自集計して作成。
（注）１．「最賃近傍雇用者」は、「主な仕事の年間所得／50週／主な仕事の週の労働時間＜居住地の地域別最低賃金額（調査年の前年秋より適用されたもの）×1.1」である雇用者と定義。就業構造基本調査では、

主な仕事の年間所得と週の労働時間を階級で調査しているため、年間所得階級×週の労働時間階級の各ブロック内で雇用者が一様に分布していると仮定して集計を行っている。
２．主な仕事の年間所得及び週の労働時間が記入されている雇用者（役員を除く）のみを集計対象としている。従って、週の労働時間が調査対象外となる１年間の就業日数が200日未満かつ就業が規則的でない
雇用者は含まれていない。
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○ 2019年国民生活基礎調査により、家計内の最多所得者が最賃近傍雇用者（時間当たり賃金が地域別最低賃金の1.1倍未満の者）

の場合と、最賃近傍雇用者以外の場合の家計の貯蓄の状況を特別集計した結果は以下のとおり。

○ 最賃近傍雇用者のうち家計内の最多所得者である者の割合は33.5％。年齢別に家計の貯蓄額の状況をみると、基本的に
年齢が上がるほど貯蓄額が増加する傾向があるが、家計内の最多所得者が最賃近傍雇用者の場合には、最賃近傍雇用者
以外の場合と比較して同一の年齢階級で貯蓄額が下回る傾向にあり、特に55歳以降でその差が広がっている。

○ 世帯属性別に家計の貯蓄額の状況をみると、どの属性でも、家計内の最多所得者が最賃近傍雇用者の世帯とそれ以外の
世帯の貯蓄額には相当程度の差がある。

家計内の最多所得者が最賃近傍雇用者である家計の貯蓄の状況

（資料出所）厚生労働省「2019年国民生活基礎調査」の調査票情報を厚生労働省労働基準局にて独自集計して作成。
(注) １．対象は雇用者のみ（金額等が不詳の者は除外）。

２．最賃近傍雇用者：時間当たり賃金が居住地の地域別最低賃金額（2018年10月改定後）の1.1倍未満である雇用者と定義。時間あたり賃金は、１週間（2019年5月20日～26日）の労働時間を50倍し
て年間労働時間とみなし、年間（2018年）の雇用者所得を年間労働時間で除することで算出。

３．「貯蓄なし」と回答した世帯については、貯蓄額を０として平均値を計算している。
４．2019年国民生活基礎調査の特別集計では、雇用者全体に占める最賃近傍雇用者の割合は20.0％、家計内の最多所得者に占める最賃近傍雇用者の割合は11.3％となったが、これは、国民生活基礎調査が

世帯調査であるため、賃金構造基本調査などの事業所調査に比べて労働時間が長く回答されている可能性があり、結果として最賃近傍雇用者の比率が高く出ている可能性があることに留意が必要。
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最低賃金の水準に関する諸外国との比較
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第２章 Society 5.0時代にふさわしい仕組みづくり
２．人づくり革命、働き方改革、所得向上策の推進
（３）所得向上策の推進

②最低賃金の引上げ

経済成長率の引上げや日本経済全体の生産性の底上げを図りつつ、中小企業・小規模
事業者が賃上げしやすい環境整備に積極的に取り組む。生産性向上に意欲をもって取り
組む中小企業・小規模企業に対して、きめ細かな伴走型の支援を粘り強く行っていくことを
はじめ、思い切った支援策を講じるとともに、下請中小企業振興法に基づく振興基準の更な
る徹底を含め取引関係の適正化を進め、下請事業者による労務費上昇の取引対価への転
嫁の円滑化を図る。

最低賃金については、この３年、年率３％程度を目途として引き上げられてきたことを踏ま
え、景気や物価動向を見つつ、地域間格差にも配慮しながら、これらの取組とあいまって、
より早期に全国加重平均が1000円になることを目指す。あわせて、我が国の賃金水準が他
の先進国との比較で低い水準に留まる理由の分析(※)をはじめ、最低賃金のあり方につい
て引き続き検討する。

（※）業種業態別、地域別の実態分析を含む。

経済財政運営と改革の基本方針2019（令和元年6月21日閣議決定）
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 単純比較はできないものの、日本の最低賃金は欧米諸国に比して低い。現状

理由・背景

日本 902円 イギリス 8.91ポンド 1359円

ドイツ 9.50ユーロ 1239円 フランス 10.25ユーロ 1338円

 日本の最低賃金が低い理由・背景としては、①正規雇用と非正規雇用の賃金決定方法の違い、②労働生産性の低さなどが考えられる。
 このほか、諸外国の最低賃金制度では、若年者や職業訓練受講者等に対する減額措置等が設けられていることも考慮する必要。

② 労働生産性の低さ

○ 日本の労働生産性の水準は、15年前と比して伸びているものの、依然低い水準に留まっている。
＜労働生産性（時間当たり）の国際比較（2019年）＞

○ 日本では、最低賃金引上げの影響を大きく受けるのは、短時間労働者等。
○ その背景として、一般労働者では、勤続年数等に応じて賃金が決定される傾向にあり、ベースアップなどの賃上げが行われてきたが、 短時間労働者等では、その時々の労働市場に
おける雇入れ賃金額に強く影響を受け、職務や職能とかかわりなく賃金が定められ、賃金カーブはほぼ横ばいで、処遇も低くなる傾向。こうした中で、日本の最低賃金は、事実上、賃
金額の低い短時間労働者等の賃金水準を念頭において運用されてきた。
○ 一方で、欧州諸国では、一般労働者も短時間労働者等も特定の「職務」（ポスト）に対して採用を行い、「職務給」が適用される例が多く、賃金決定方法が雇用形態に関わらず
共通となることが多い。短時間労働者等についても、賃金の時間単価に大きな差はない。

＜フルタイム労働者の賃金を100とした場合の
パートタイム（短時間）労働者の賃金＞【2014年】

① 賃金決定方法

（2021年4月1日時点、日本円換算は2021年4月1日の為替レート
を使用、各国の金額はいずれも時給額）

(出典：（公財）日本生産性本部「労働生産性の国際比較」を元に厚生労働省作成）

(出典：独立行政法人労働政策研究・研修機構「データブック国際労働比較2019」)

日本 56.6 イギリス 71.0

ドイツ 72.1 フランス 86.6

こうした状況を打破するため、最低賃金について、この８年間で全国加重平均で153円引き上げてきた。
今後も、同一労働同一賃金など非正規雇用労働者の処遇改善に引き続き取り組みつつ、
最低賃金も含めた賃金の底上げに向け、生産性向上等を実現するための支援に政府をあげて取り組む必要。

（ドル）

（括弧内は2004年の労働生産性（時間当たり）を100とした場合の数値）
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＜日本における賃金カーブ（時給ベース、令和元年平均）＞

（出典：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」（令和元年））

一般労働者 1.8%

短時間労働者 18.1%

＜就業形態別の影響率(令和元年)＞

日本の最低賃金が低い理由・背景

(出典：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(令和元年))

日本 47.9（143.4） イギリス 64.6（147.8） ドイツ 74.7（161.3） フランス 77.4（170.1）

令和元年第６回経済財政諮問会議
（令和元年７月31日）

根本臨時議員提出資料を時点更新

54



（2021年4月1日時点。各国の金額はいずれも時給額）

（注）１．日本円換算は202１年4月1日の為替レートを使用。
２．日本は全国加重平均の数値である。
３．イタリアには最低賃金制度はない。
４．イギリスは23歳以上に適用される金額。

○ 各国で最低賃金の適用対象が異なる。
例：日本では、基本的に全ての労働者に最低賃金が適用されるのに対し、イギリスでは16～24歳、フランスでは18歳

未満や研修生等には減額した最低賃金を適用。ドイツでは、18歳未満や職業訓練実習生の一部等は適用除外。

○ アメリカ、フランスは全国一律最低賃金の設定があるが、アメリカは州等によっては連邦最低賃金より高い州別最低
賃金を定めているところもあり、フランスは労働協約による地域・業種別最低賃金の設定がある。

日本 902円 902円 地域別最低賃金

アメリカ 7.25ドル 801円
連邦最低賃金に加え、
州別最低賃金あり。

カナダ
11.45～16.0
カナダドル

1002円～1400円 州別最低賃金

ドイツ 9.50ユーロ 1239円 全国一律最低賃金

イギリス 8.72ポンド 1359円 全国一律最低賃金

フランス 10.25ユーロ 1338円
全国一律最低賃金に加え、
地域・業種別最低賃金あり。

最低賃金の国際比較（G７）
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フルタイム労働者の賃金の中央値・平均値に占める最低賃金の割合の国際比較

○ 最低賃金制度のないイタリアを除くＧ７諸国について、フルタイム労働者の賃金の中央値及び平均値に
占める最低賃金の割合を比較した場合、いずれの場合も、日本の最低賃金の水準は、カナダ・イギリス・
フランス・ドイツに比して低い水準となっている。

（注１）各国で最低賃金の適用対象等が異なるため（たとえば英仏独では若年者等は適用除外等の措置が取られている一方、日本は全労働者が適用
対象） 、単純比較はできないことに留意が必要。

（注２）アメリカは連邦法の最低賃金額であり、州等によっては連邦最低賃金より高い州別最低賃金を定めているところもある。

（注３）ＯＥＣＤ Statの注釈では、フルタイム労働者の賃金の中央値の方が賃金の平均値よりも、国毎の賃金のばらつきの違いを考慮できるため、国際
比較には適しているとしている。また、理想的には、分母のフルタイム労働者の賃金の中央値は、残業代やボーナスなどを除くことが望ましいが、
多くの国で利用不能であるため、除いていないとしている。

（資料出所）ＯＥＣＤ.Stat “Minimum relative to average wages of full-time workers”
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フルタイム労働者の賃金の中央値に占める最低賃金の割合（時系列・国際比較）

○ 最低賃金制度のないイタリアを除くＧ７諸国について、フルタイム労働者の賃金の中央値に占める最低賃金
の割合を時系列で見ると、フランス・アメリカ・ドイツは横ばい又は低下傾向である一方、イギリス・日本・カナダ
は上昇傾向にある。

（注１）各国で最低賃金の適用対象等が異なるため（たとえば英仏独では若年者等は適用除外である一方、日本は全労働者が適用対象） 、単純比較
はできないことに留意が必要。

（注２）アメリカは、連邦法の最低賃金額であり、州等によっては連邦最低賃金より高い州別最低賃金を定めているところもある。

（注３）ドイツの最低賃金制度の導入は2015年。

（資料出所）ＯＥＣＤ.Stat “Minimum relative to average wages of full-time workers”
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全労働者の平均賃金に占める最低賃金の国際比較
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○ 最低賃金制度のないイタリアを除くＧ７諸国について、各国のOECD統計における平均賃金（国民経済計算

から算出）に占める最低賃金の割合を比較した場合、日本の最低賃金の水準は、アメリカ・カナダを上回り、
ドイツ・イギリス・フランスをわずかに下回る水準となっている。

（出所）ＯＥＣＤ.Stat “Real minimum wages” (2019) （※日本のみ2018年）、
ＯＥＣＤ.Stat “Average annual wages”(2019)をもとに厚生労働省
労働基準局作成

（出所）ＯＥＣＤ.Stat “Average annual wages” (2019)

（注１）各国で最低賃金の適用対象等が異なるため（たとえば英仏独では若年者等は適用除外である一方、日本は全労働者が適用対象） 、単純比較
はできないことに留意が必要。

（注２）アメリカは、連邦法の最低賃金額であり、州等によっては連邦最低賃金より高い州別最低賃金を定めているところもある。

（注３）平均賃金に占める最低賃金の割合は、ＯＥＣＤ.Stat ”Average annual wages”(2019)の購買力平価による米ドル換算値（年額）を、 “Real minimum 
wages” (2019) （日本のみ2018年）の購買力平価による米ドル換算値（年額）で除した割合。
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類型 国 設定主体 最低賃金の目標の詳細

最低賃金の
相対的な水準
により目標を
定める国

英国 政府
2020年までに中央値賃金の60％（※2020年に達成）、
2024年までに中央値賃金の2/3

※ 野党の労働党は2020年に時給10ポンドを公約

スペイン 政府 2024年までに平均賃金の60％

絶対額で最低
賃金の目標を
定める国

ドイツ

労働組合（社会民主党、
緑の党、左翼党が支持）

※ 第4次メルケル内閣（2018.3-）は、
キリスト教民主同盟 、 キリスト教社
会同盟 、社会民主党の連立政権

時給12ユーロへの増加を求める労働組合の主張を
社会民主党、緑の党、左翼党が支持

※ 第４次メルケル内閣(2018.3-)のフーベルトゥス・ハイル
労働・社会大臣は、社会民主党に所属

日本 政府 より早期に全国加重平均1000円

韓国 文大統領・選挙公約 2020年までに時給１万ウォン
※2020年時点で時給8590ウォンであり未達成。

米国 バイデン大統領・選挙公約 連邦最低賃金を7.25ドルから15ドルに引上げ

最低賃金の目標の設定方法に関する諸外国との比較

（資料出所）英国、スペイン、ドイツ（※）については、Eurofound “Minimum wages in 2020: Annual review”、
韓国については、ＪＩＬＰＴ海外労働情報「2020年までの最低賃金１万ウォン達成は実現困難に」、
米国については、大統領選挙キャンペーンサイト（joebiden.com） をもとに
厚生労働省労働基準局において作成。 （※） フランスについては、Eurofound (2020) に記載なし。

○ 最低賃金の目標を設定する国の中には、平均賃金や中央値賃金に占める相対的な割合で最低賃金の目標を設定する国
がある一方、絶対額で最低賃金の目標を定める国がある。
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最低賃金の属性別の影響率
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61

最低賃金の影響率（事業所属性別・労働者属性別）に係る特別集計の趣旨

【項目一覧】

（参考）最低賃金の未満率・影響率の推移（平成14年度～令和元年度）

・ 最低賃金に関する基礎調査（事業所規模30人未満が調査対象）

・ 賃金構造基本統計調査特別集計（事業所規模５人以上が調査対象）

１．事業所属性別の最低賃金の影響率（令和元年賃金構造基本統計調査特別集計結果）

① 都道府県別の最低賃金の影響率

② 産業別の最低賃金の影響率

③ 産業×企業規模別の最低賃金の影響率

２．労働者属性別の最低賃金の影響率（令和元年賃金構造基本統計調査特別集計結果）

① 性・年齢階級別の影響率の最低賃金の影響率

② 就業形態・性・年齢階級別の最低賃金の影響率

③ 一般労働者の学歴・性別の最低賃金の影響率

○ どのような事業所属性又は労働者属性において最低賃金の影響率が高いのかなどについて調べるため、令和
元年賃金構造基本統計調査の特別集計を行った。

○ 特別集計に当たっては、一般に賃金決定に影響を与えると考えられる事業所属性及び労働者属性に着目。
・ 事業所属性：事業所の所在地（都道府県）、産業、企業規模
・ 労働者属性：性、年齢、就業形態（一般・パート）、学歴



小規模事業所（事業所規模30人未満）

全事業所（事業所規模５人以上）

資料出所 厚生労働省「賃金構造基本統計調査特別集計」
（注） 事業所規模5人以上の民営事業所（5～9人の事業所については企業規模5～9人に限る）を調査対象としている。

資料出所 厚生労働省「最低賃金に関する基礎調査」
（注） 事業所規模30人未満（製造業等は100人未満）を調査対象としている。

「未満率」とは、最低賃金額を改正する前に、最低賃金額を下回っている労働者割合である。
「影響率」とは、最低賃金額を改正した後に、改正後の最低賃金額を下回ることとなる労働者の割合である。

62

（単位：％）

（単位：％）

H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R01

未満率 1.1 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.5 1.5 1.8 1.8 2.0 1.9 1.9 1.5 1.5 1.6 1.9

影響率 1.2 1.0 1.2 1.3 1.2 1.5 1.8 1.9 2.6 2.5 2.8 3.6 3.6 4.0 4.5 4.9 5.1 6.0

H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R01

未満率 1.9 1.6 1.5 1.4 1.2 1.1 1.2 1.6 1.6 1.7 2.1 1.9 2.0 1.9 2.7 1.7 1.9 1.6

影響率 1.9 1.6 1.5 1.6 1.5 2.2 2.7 2.7 4.1 3.4 4.9 7.4 7.3 9.0 11.1 11.9 13.8 16.3

最低賃金の未満率・影響率の推移
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出典「令和元年賃金構造基本統計調査 特別集計結果」
（注）１．影響率とは、最低賃金額を改正した後に、改正後の最低賃金額を下回ることとなる労働者の割合。

２．賃金構造基本統計調査は、事業所規模5人以上の民営事業所（5～9人の事業所については企業規模5～9人に限る）を調査対象としている。 63

都道府県別の最低賃金の影響率

○ 令和元年の最低賃金の影響率は、全国計では6.0％となっており、都道府県別に見ると、
・ 大阪府（10.1％）が最も高く、次に、埼玉県、神奈川県、鹿児島県、青森県の順に高くなっている。
・ 徳島県（2.1％）が最も低く、次に、香川県、鳥取県、石川県、島根県の順に低くなっている。
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不動産業，物品賃貸業

製造業
運
輸
業
，

郵
便
業

教育，学習支援業

医療，福祉

複合サービス事業

建設業

学術研究，専門・技術サービス業

情報通信業

鉱業，採石業，砂利採取業

金融業，保険業

電気・ガス・熱供給・水道業

○ 産業大分類別に影響率(注）をみると、全産業平均（5.2％）を上回っているのは「宿泊業，飲食サービス業」（12.6％）、「卸売
業，小売業」（9.3％）、「サービス業（他に分類されないもの）」（8.7％）、「生活関連サービス業，娯楽業」（8.0％）、「不動産
業，物品賃貸業」（6.2％）。

○ 「製造業」（4.0％）は、全産業平均をやや下回るが、最低賃金引上げの影響を受けた労働者数のボリュームは大きい。

全産業平均 5.2%

産業大分類別 影響率と労働者構成比（令和元年、常用労働者計）

影響率でみる
と「持ち帰り・
配達飲食サー
ビス業」、労働
者数でみると
「飲食店」が高
い

「洗濯・理容・
美容・浴場業」
のうち、「洗濯
業」の影響率
が突出して高
い

「その他の事
業サービス
業」のうち、
「建物サービ
ス業」の影響
率・労働者数
が高い

影響率・労働
者数がともに
高いのが「飲
食料品小売
業」、「その他
の小売業」

産業別の最低賃金の影響率

（資料出所）厚生労働省「令和元年賃金構造基本統計調査」の調査票情報を厚生労働省労働基準局にて独自集計して作成。
（注）１．常用労働者数が10人以上の民営事業所及び常用労働者数が５～９人で企業全体の常用労働者数も５～９人である民営事業所の数値。

２．縦軸の「影響率」は、令和元年６月の１時間当たり所定内給与額が令和元年の秋より適用された最低賃金額未満である常用労働者の割合。所定内給与額には、通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。所定内
給与額の算出に当たって、最低賃金と比較する際に対象には含まれない３手当（通勤手当、精皆勤手当、家族手当）を含めて算出しているため、いずれの影響率も実際より低くなっていることに留意が必要。
令和元年の影響率は、３手当を含めた場合の全産業平均は5.2％である一方、３手当を一部産業等において除いた場合の全産業平均は6.0％となっている。

３．横軸の「産業別労働者構成比」は、全産業の常用労働者数に占める各産業の常用労働者数の比率を示している。
４．各産業の長方形の面積は、令和元年６月の１時間当たり所定内給与額が令和元年の秋より適用された最低賃金額未満である常用労働者のボリューム（全常用労働者に占める比率）を示している。
５．表中のふき出しは、産業中分類・小分類別の特記事項を記載。

64



1000人以上
100～999人
10～99人
5～9人

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

宿
泊
業
，
飲
食
サ
ー
ビ
ス
業

卸
売
業
，
小
売
業

サ
ー
ビ
ス
業
（
他
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の
）

生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業
，
娯
楽
業

不
動
産
業
，
物
品
賃
貸
業

製
造
業

教
育
，
学
習
支
援
業

運
輸
業
，
郵
便
業

医
療
，
福
祉

建
設
業

学
術
研
究
，
専
門
・
技
術
サ
ー
ビ
ス
業

複
合
サ
ー
ビ
ス
事
業

金
融
業
，
保
険
業

鉱
業
，
採
石
業
，
砂
利
採
取
業

情
報
通
信
業

電
気
・
ガ
ス
・
熱
供
給
・
水
道
業

1000人以上 100～999人 10～99人 5～9人

（企業規模）
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○ 産業大分類×企業規模別に令和元年の影響率をみると、概ねどの産業でも、企業規模が小さいほど影響率が高くなる傾向
がある。

○ しかし、「宿泊業，飲食サービス業」、「卸売業，小売業」 、「サービス業（他に分類されないもの）」 、「生活関連サービス業，
娯楽業」、「不動産業，物品賃貸業」などでは、規模が大きい企業でも影響率が比較的高水準となっている。

産業大分類×企業規模別 影響率（令和元年、常用労働者計）

（資料出所）厚生労働省「令和元年賃金構造基本統計調査」の調査票情報を厚生労働省労働基準局にて独自集計して作成。
（注）１．常用労働者数が10人以上の民営事業所及び常用労働者数が５～９人で企業全体の常用労働者数も５～９人である民営事業所の数値。

２．縦軸の「影響率」は、令和元年６月の１時間当たり所定内給与額が令和元年の秋より適用された最低賃金額未満である常用労働者の割合。所定内給与額には、通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。
所定内給与額の算出に当たって、最低賃金と比較する際に対象には含まれない３手当（通勤手当、精皆勤手当、家族手当）を含めて算出しているため、いずれの影響率も実際より低くなっていることに留意
が必要。令和元年の影響率は、３手当を含めた場合の全産業平均は5.2％である一方、３手当を一部産業等において除いた場合の全産業平均は6.0％となっている。

産業×企業規模別の最低賃金の影響率

65



21.5%

7.7%

2.2%
1.1% 1.0% 0.8% 0.8% 1.0% 1.1%

1.1%

2.3%

6.4%

11.7%

29.4%

8.6%

4.2% 5.4% 5.5%
6.0%

6.5% 6.6%
7.3%

9.7%

16.6%

22.5%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

性、年齢階級別影響率と労働者構成比（令和元年、常用労働者計）（影響率）

（性、年齢階級別労働者構成比）
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25～
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34歳 40～44歳

60～
64歳
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15～19歳

25～
29歳

30～
34歳

35～
39歳

40～
44歳

45～
49歳

50～
54歳

55～
59歳

60～
64歳

65～
69歳

70歳以上

男性 女性

20～
24歳

20～
24歳

○ 男女とも若年層（特に15～19歳層）と高年齢層（特に70歳以上層）で影響率が高くなっている。
○ 男性の壮年層（25～59歳）ではおしなべて影響率が低く、45～49歳層が最も低くなっている。
○ 女性の壮年層（25～59歳）は、男性に比べて影響率が高いが、女性の若年層や高年齢層よりは低く、25～29歳層で最も低く

なっている。
○ 影響労働者の71.7％を女性が占めており、年齢別では26.5％を24歳以下の若年者が、26.4％を60歳以上の高年齢者が占め

ている。

男女計、年齢
計の影響率

5.2％

性・年齢階級別の最低賃金の影響率
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（資料出所）厚生労働省「令和元年賃金構造基本統計調査」の調査票情報を厚生労働省労働基準局にて独自集計して作成。
（注）１．常用労働者数が10人以上の民営事業所及び常用労働者数が５～９人で企業全体の常用労働者数も５～９人である民営事業所の数値。

２．縦軸の「影響率」は、令和元年６月の１時間当たり所定内給与額が令和元年の秋より適用された最低賃金額未満である常用労働者の割合。所定内給与額には、通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。
所定内給与額の算出に当たって、最低賃金と比較する際に対象には含まれない３手当（通勤手当、精皆勤手当、家族手当）を含めて算出しているため、いずれの影響率も実際より低くなっていることに留意が必要。
令和元年の影響率は、３手当を含めた場合は男女計・年齢計で5.2％である一方、３手当を一部産業等において除いた場合は男女計・年齢計で6.0％となっている。

３．横軸の「性、年齢階級別労働者構成比」は、男女計、年齢計の常用労働者数に占める各区分の常用労働者数の比率を示している。
４．各区分の長方形の面積は、令和元年６月の１時間当たり所定内給与額が令和元年の秋より適用された最低賃金額未満である常用労働者のボリューム（男女計、年齢計の常用労働者に占める比率）を示している。
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○ 就業形態、性別に、年齢階級を若年層（24歳以下）、壮年層（25～59歳）、高年齢層（60歳以上）に区分し、令和元年の影響率をみると
・ 一般労働者では、女性の高年齢層が、就業形態計、男女計、年齢計の影響率を上回っている。
・ 短時間労働者では、どの年齢階層でも影響率が平均より高くなっており、特に男女の若年層と女性の高年齢層で高くなっている。
・ 若年層の年齢を細分化すると、一般労働者でも、女性の21歳以下は平均より高くなっている。
・ 影響労働者の構成をみると、短時間労働者で80.2％を占めており、壮年層の女性（31.3％）、高年齢層の女性（15.7％）、若年層の女
性（13.1％）、若年層の男性（9.6％）、高年齢層の男性（5.6％）、壮年層の男性（4.8％）の順に多くなっている。

影響率
22歳~24歳：2.0％
18歳~21歳：4.6％
17歳以下：0.4％

影響率
22歳~24歳：2.4％
18歳~21歳：6.2％
17歳以下：13.0％

影響率
22歳~24歳：18.6％
18歳~21歳：20.6％
17歳以下：44.6％

影響率
22歳~24歳：18.2％
18歳~21歳：23.8％
17歳以下：45.6％

就業形態計、
男女計、年齢
計の影響率

5.2％

就業形態・性・年齢階級別の最低賃金の影響率
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（資料出所）厚生労働省「令和元年賃金構造基本統計調査」の調査票情報を厚生労働省労働基準局にて独自集計して作成。
（注）１．常用労働者数が10人以上の民営事業所及び常用労働者数が５～９人で企業全体の常用労働者数も５～９人である民営事業所の数値。

２．縦軸の「影響率」は、令和元年６月の１時間当たり所定内給与額が令和元年の秋より適用された最低賃金額未満である常用労働者の割合。所定内給与額には、通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。
所定内給与額の算出に当たって、最低賃金と比較する際に対象には含まれない３手当（通勤手当、精皆勤手当、家族手当）を含めて算出しているため、いずれの影響率も実際より低くなっていることに留意が必要。
令和元年の影響率は、３手当を含めた場合は、就業形態計・男女計・年齢計で5.2％である一方、３手当を一部産業等において除いた場合は6.0％となっている。

３．横軸の「就業形態、性、年齢階級別労働者構成比」は、就業形態計、男女計、年齢計の常用労働者数に占める各区分の常用労働者数の比率を示している。
４．各区分の長方形の面積は、令和元年６月の１時間当たり所定内給与額が令和元年の秋より適用された最低賃金額未満である常用労働者のボリューム（就業形態計、男女計、年齢計の常用労働者に占める比率）を

示している。
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学歴、性別影響率と労働者構成比（令和元年、一般労働者）（影響率）

（学歴、性別労働者構成比）
（資料出所）厚生労働省「令和元年賃金構造基本統計調査」の調査票情報を厚生労働省労働基準局にて独自集計して作成。
（注）１．常用労働者数が10人以上の民営事業所及び常用労働者数が５～９人で企業全体の常用労働者数も５～９人である民営事業所の数値。

２．縦軸の「影響率」は、令和元年６月の１時間当たり所定内給与額が令和元年の秋より適用された最低賃金額未満である一般労働者の割合。所定内給与額には、通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。
３．横軸の「学歴、性別労働者構成比」は、学歴計、男女計の一般労働者数に占める各区分の一般労働者数の比率を示している。
４．各区分の長方形の面積は、令和元年６月の１時間当たり所定内給与額が令和元年の秋より適用された最低賃金額未満である一般労働者のボリューム（学歴計、男女計の一般労働者に占める比率）を示している。

中学卒

高校卒

高専・短大卒
大学・大学院卒

男性 女性

中学卒

高校卒
高専・短大卒

大学・大学院卒

○ 一般労働者について、学歴・性別に、影響率をみると
・ 男女とも学歴が高くなるほど影響率が低くなっている。同じ学歴でも女性の方が男性よりも影響率が高く、特に、中学卒や高校卒では
男女差が大きくなっており、中学卒の女性の影響率は11.1％と非常に高くなっている。

・ 影響労働者の構成をみると、高校卒の女性（40.3％）、高校卒の男性（28.0％）、高専・短大卒の女性（8.3％）、大学・大学院卒の男性
（5.9％）、中学卒の女性（5.1％）、中学卒の男性（4.7％）、大学・大学院卒の女性（4.5％）、高専・短大卒の男性（3.0％）の順に多くなっ
ている。
※ 令和元年の賃金構造基本統計調査では、短時間労働者の学歴は調査しておらず、上記は一般労働者（フルタイム労働者）のみの未満率であることに留意が必要。

年齢階層別にみると、
・若年層では中学卒・高校卒
・壮年層では中学卒
が各年齢層の平均以上の影響率となっている。
・高年齢層では中学卒でも平均を下回っている。

年齢階層別にみると、どの年齢層でも、
中学卒・高校卒が各年齢層の平均以上
の影響率となっている

一般労働者
学歴計、男女
計の影響率

1.4％

一般労働者の学歴・性別の最低賃金の影響率
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１．感染症の発生状況
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新型コロナウイルス感染症の国内発生動向

3

陽性者数（日毎）

（資料出所）厚生労働省「オープンデータ」（https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/open-data.html）（令和３年６月18日取得）をもとに厚生労働省労働基準局にて作成。
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新型コロナウイルス感染症の都道府県別発生動向

4

（資料出所）厚生労働省「各都道府県の検査陽性者の状況（空港・海港検疫、チャーター便案件を除く国内事例）」（2021/6/17 24時時点）、総務省「人口推計」をもとに厚生労働省
労働基準局にて作成。

（注）１．空港・海港検疫、チャーター便案件を除く国内事例。
２．人口は令和元年10月１日現在のものを用いている。

陽性者数の累計
（令和３年６
月17日現在）

（人）

人口10万人
あたりの累
計陽性者数

(人）

陽性者数の累計
（令和３年６
月17日現在）

（人）

人口10万人
あたりの累
計陽性者数

(人）

東京都 167,868 1,206 石川県 3,894 342

大阪府 102,144 1,160 和歌山県 2,655 287
神奈川県 64,890 705 山口県 3,090 228
愛知県 50,070 663 徳島県 1,650 227
千葉県 38,816 620 香川県 2,079 217
埼玉県 45,317 617 新潟県 3,382 152
Ａランク計 469,105 884 福井県 1,077 140

兵庫県 40,611 743 Ｃランク計 135,791 487

京都府 16,415 636 沖縄県 19,881 1,368

広島県 11,302 403 熊本県 6,425 368
滋賀県 5,470 387 佐賀県 2,543 312
茨城県 10,200 357 大分県 3,475 306
栃木県 6,739 348 宮崎県 3,062 285
三重県 5,164 290 福島県 4,741 257
静岡県 8,946 245 高知県 1,699 243
長野県 4,949 242 長崎県 3,087 233
山梨県 1,868 230 鹿児島県 3,621 226
富山県 1,985 190 愛媛県 2,745 205
Ｂランク計 113,649 431 青森県 2,452 197

北海道 40,794 777 山形県 2,017 187

福岡県 35,112 688 岩手県 1,620 132
奈良県 8,121 611 鳥取県 466 84
岐阜県 9,318 469 島根県 551 82
群馬県 7,994 412 秋田県 764 79
岡山県 7,568 400 Ｄランク計 59,149 315

宮城県 9,057 393 777,843 617
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（参考）新型コロナウイルス感染症の海外発生動向（確定症例数・全地域）

アメリカ地域

東南アジア地域

ヨーロッパ地域

東地中海地域

アフリカ地域

西太平洋地域

死亡者数

（資料出所）WHO “COVID-19 Weekly Epidemiological Update Edition 42, published 1 June 2021”
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国内のワクチン接種状況

6

（資料出所）厚生労働省ホームページ及び首相官邸ホームページ掲載のデータ（令和３年６月18日取得）をもとに厚生労働省労働基準局にて作成。
（注）１．医療従事者等と高齢者等の合計。

２．医療従事者等については、土日祝日分は、次の平日分に合わせて計上されている。

新型コロナワクチン総接種回数の推移

令和３年６月17日まで
１回目：2,076万回 ２回目：812万回

（万回）

１回目

２回目



（参考）海外のワクチン接種状況

新型コロナウイルスのワクチンを少なくとも１回受けた者の割合

（資料出所）“Our World in Data”（https://ourworldindata.org/covid-vaccinations）から令和３年６月６日に取得したデータをもとに厚生労働省労働基準局において作成。

北アメリカ

ヨーロッパ

南アメリカ

世界

アジア
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２．経済・雇用指標等
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（ア）全国の状況

9



- 世界経済は改善したが、国による違いが大きい
世界経済は明るくなったが、通常と異なる様相を見せている。国間の不均衡が続くとみられ、また、これは、ワクチン接種計
画の有効性や公衆衛生政策に左右される。いくつかの国は、他より早い経済回復を示している。韓国やアメリカは、一人当
たり所得が、（パンデミック発生から）18か月でパンデミック前に戻りつつある。多くのヨーロッパ諸国は、経済回復に3年近く
かかるとみられる。メキシコや南アフリカは、3～5年かかる可能性がある。

- 成長率予測は、上方修正
2021年の世界経済成長率は、5.8％と予測される。これは、昨年12月時点の当エコノミックアウトルックの予測（4.2％）と比
べて、急激な上方修正である。多くの経済先進国でのワクチン接種やアメリカでの財政による経済刺激が、これに寄与した。
2022年の世界経済成長率は、4.4％と予測される。しかし、2022年末までの総所得は、感染発生前の予測を3兆ドル下回る。
3兆ドルというのは、フランスの経済規模に匹敵する額である。日本は、2021年に2.6％、2022年に2.0％の成長が見込まれ
る。

- より多くのジャブ（注射）、より多くのジョブ（職）
COVID-19ワクチンを国民に早く接種した国、効果的な公衆衛生戦略で感染を抑制する取り組みを進めている国では、より
早い経済回復が見込まれる。アメリカでは、観光業も含め、求人登録が増加している。しかし、多くの経済先進国でワクチン
接種が進む一方で、貧しい新興市場国が取り残されている。「すべての人が守られない限り、誰一人守られない。」

- 商取引が不均衡な回復に影響
国による回復力の違いは、各国の、①政府による脆弱な労働者や業種へ支援、②観光業など一定の業種への依存度合い、
③公衆衛生やワクチン政策、に左右される。また、商取引も関係する。パンデミックが始まって以来、消費者は、サービス支
出を抑え、モノへの支出を増やした。こうした購買行動は、サプライチェーンに深く組み込まれた国々、とくに医薬品、医療
器具、IT機器を供給する国々に恩恵をもたらした。

【OECD】

資料出所： OECD「Economic Outlook, Volume 2021 Issue 1」（2021年5月31日公表）より抜粋。

世界経済・日本経済の見通し（OECD Economic Outlook）
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2021年、世界経済は5.6％の成長が見込まれる。これは景気後退からの回復として80年来で最速のペースであり、いくつかの主要国の
力強い回復によるところが大きい。ただし、新興国・途上国の多くは依然として、新型コロナウイルス感染症の世界的流行とその影響を
受けている。

回復が進む中でも、今年末時点の世界GDPは、危機以前の予測を約2%下回るだろう。新興国・途上国の約3分の2にとって、国民一人
当たり所得の減少が2022年までに解消されることはないとみられる。低所得国ではワクチン接種が進んでおらず、感染症危機の影響
により貧困削減の成果が失われ、不安定性をはじめ長期的な課題に拍車がかかっている。

主要国の中では、米国が今年、大規模な財政支援と新型コロナウイルス感染症関連の制限緩和を反映し6.8％の成長となることが予
測される。その他の先進国の成長率も改善しつつあるが、米国ほどのペースではない。新興国・途上国の中では、中国が今年、需要
が抑えられていた反動で8.5％に改善する見通しである。

新興国・途上国の今年の成長率は、需要回復と一次産品価格上昇に支えられ、全体として6％になるとみられる。ただし、多くの国では、
新型コロナウイルス感染症の感染再拡大とワクチン接種の遅れ、また一部では政策支援の打ち切りが回復の足かせとなっている。中
国を除くと、新興国・途上国の回復はさらに小幅の4.4％になると予想される。2022年の新興国・途上国全体の回復は4.7％に減速する
とみられるが、それでも2020年の景気後退の損失を埋め合わせるのに十分な回復ではない上、2022年の成長率は危機以前の予測を
4.1％下回るとみられる。

低所得国の今年の成長率は、ワクチン接種が進んでいないこともあり、2020年を除き過去20年間で最低の2.9％となると予測される。
その後、2022年には4.7％に上昇するとみられるが、それでも危機以前の予測を4.9％下回る水準である。

実質GDP（前年からの推移：％）

【世界銀行】

資料出所： 世界銀行「Global Economic Prospects」（プレスリリース版、2021年6月8日公表）より抜粋。

世界経済・日本経済の見通し（世界銀行 Global Economic Prospects）
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2020年 2021年 2022年 2023年

世 界 -3.5 5.6 4.3 3.1

先 進 国 -4.7 5.4 4.0 2.2

米 国 -3.5 6.8 4.2 2.3

ユ ー ロ 圏 -6.6 4.2 4.4 2.4

日 本 -4.7 2.9 2.6 1.0

新興国・途上国 -1.7 6.0 4.7 4.4
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基調判断（月例経済報告）
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令和３年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度（令和３年１月18日閣議決定）
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四半期ＧＤＰ速報（需要項目別寄与度）

17

（資料出所）内閣府「国民経済計算」

2021年 2021年

1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月

0.2 0.8 1.6 0.1 ▲ 1.1 ▲ 8.9 ▲ 4.5 ▲ 0.8 ▲ 1.7 0.0 0.4 1.1 ▲ 1.4 ▲ 2.1 ▲ 10.1 ▲ 5.6 ▲ 1.1 ▲ 1.6

0.0 0.5 0.7 ▲ 0.8 ▲ 1.0 ▲ 5.8 ▲ 3.9 ▲ 1.6 ▲ 1.8 ▲ 0.1 0.2 0.5 ▲ 1.3 ▲ 1.5 ▲ 6.2 ▲ 4.1 ▲ 1.3 ▲ 1.6

0.1 0.5 0.6 ▲ 0.9 ▲ 1.2 ▲ 6.0 ▲ 4.0 ▲ 1.8 ▲ 1.9 0.0 0.1 0.5 ▲ 1.4 ▲ 1.7 ▲ 6.4 ▲ 4.2 ▲ 1.5 ▲ 1.7

除く持ち家の帰属家賃 0.2 0.5 0.6 ▲ 0.9 ▲ 1.2 ▲ 6.0 ▲ 4.0 ▲ 1.8 ▲ 1.9 0.0 0.1 0.4 ▲ 1.4 ▲ 1.7 ▲ 6.4 ▲ 4.3 ▲ 1.5 ▲ 1.7

0.1 0.2 0.3 0.2 ▲ 0.1 ▲ 0.1 ▲ 0.4 ▲ 0.4 ▲ 0.1 0.0 0.2 0.2 0.1 ▲ 0.1 ▲ 0.2 ▲ 0.4 ▲ 0.3 ▲ 0.1

0.2 0.0 0.8 ▲ 0.7 ▲ 0.3 ▲ 1.4 ▲ 1.9 ▲ 0.6 ▲ 1.0 0.1 0.0 0.8 ▲ 0.7 ▲ 0.4 ▲ 1.3 ▲ 1.8 ▲ 0.5 ▲ 0.9

0.2 0.4 ▲ 0.2 ▲ 0.3 0.0 ▲ 0.3 0.0 ▲ 0.4 ▲ 0.2 0.2 0.4 ▲ 0.2 ▲ 0.3 ▲ 0.1 0.0 0.0 ▲ 0.4 ▲ 0.2

0.1 0.4 0.5 0.7 0.3 0.1 0.6 0.7 0.6 0.2 0.4 0.5 0.4 0.3 0.3 0.7 0.9 0.7

0.1 0.0 0.1 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.0 ▲ 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.3 0.2

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

▲ 0.6 ▲ 0.8 ▲ 0.5 0.7 ▲ 0.2 ▲ 1.6 0.9 1.2 0.6 ▲ 0.4 ▲ 0.7 ▲ 0.8 0.2 ▲ 0.3 ▲ 2.9 ▲ 0.1 0.3 0.3

▲ 0.6 ▲ 0.7 ▲ 0.9 ▲ 1.1 ▲ 1.2 ▲ 4.4 ▲ 2.9 ▲ 1.3 0.3 ▲ 0.3 ▲ 0.4 0.0 ▲ 0.3 ▲ 0.8 ▲ 3.8 ▲ 2.6 ▲ 1.0 0.1

財貨・サービスの輸入 ▲ 0.1 ▲ 0.2 0.4 1.8 1.0 2.8 3.7 2.4 0.3 ▲ 0.1 ▲ 0.4 ▲ 0.8 0.5 0.5 0.9 2.5 1.3 0.1

公的固定資本形成

公的在庫変動

財貨・サービスの純輸出

財貨・サービスの輸出

国内総生産

民間最終消費支出

家計最終消費支出

民間住宅

民間企業設備

民間在庫変動

政府最終消費支出

名目 実質

2019年 2020年 2019年 2020年

○ＧＤＰ前年同期比の需要項目別寄与度
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2008年９月15日
リーマンブラザーズ破綻

完全失業率 5.5％
（2009年７月）

足下の雇用情勢について

○ 足下の雇用情勢は、求人が求職を上回って推移しているものの、求人が弱含んでおり、求職者の増加もあいまって、厳しさがみられる。有効求
人倍率が１倍を下回る地域がある等、新型コロナウイルス感染症が雇用に与える影響に、より一層注意する必要がある。

〇 なお、リーマン・ブラザーズの経営破綻（2008年9月15日）後には、完全失業率は10ヶ月で4.0％→5.5％にまで悪化し、有効求人倍率は11ヶ月で
0.83倍→0.42倍に低下した。

（資料出所）総務省「労働力調査」、厚生労働省「職業安定業務統計」により作成
（注）完全失業率及び有効求人倍率は季節調整値。シャドー部分は景気後退期。
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有効求人倍率 0.42
（2009年8月）

有効求人倍率 1.63
（2019年４月）

有効求人倍率 1.09倍
（前月差▲0.01）
（2021年４月）

完全失業率（左軸）

有効求人倍率（右軸）

完全失業率 2.8 ％
（前月差＋0.2）
（2021年４月）

完全失業率 4.0％
（2008年９月）

有効求人倍率 0.83
（2008年９月）

（単位：％） （単位：倍）

（月）
（年）



新型コロナウイルス感染拡大の仕事や生活への影響

19
（資料出所）資料出所 労働政策研究・研修機構（JILPT）と連合総研生活開発研究所の共同研究によるパネル調査「新型コロナウイルス感染拡大の仕事や生活への影響に関する調査」
（注）１．調査は2020年4月、5月、8月、12月、及び2021年3月に実施された。

２．「４月調査」では、「（左記に）当てはまるものはない」との回答が一定程度、見られたため、「５月調査」｢８月調査｣「１２月調査」では同調査に無い選択肢も追加している。
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男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性

正規の職員・

従業員

非正規の職員・

従業員

パート・

アルバイト

労働者派遣

事業所の

派遣社員

契約

社員

嘱託

12月 1月 2月 3月 4月

【参考：2020年7月の雇用形態別の雇用者数の前年同月差（男女別）】
正規の職員・従業員：男性 23万人 女性 29万人

非正規の職員・従業員：男性 ▲50万人 女性 ▲81万人
パート・アルバイト：男性 ▲21万人 女性 ▲64万人

派遣社員：男性 ▲15万人 女性 ▲1万人
契約社員：男性 ▲9万人 女性 ▲9万人

嘱託：男性 ▲7万人 女性 ▲8万人

（単位：万人）

【参考：2021年３月及び４月の雇用形態別の雇用者数の前々年同月差（男女別）】

３月 → ４月 ３月 → ４月
正規の職員・従業員：男性 ＋４万人→▲４万人 女性 ＋116万人→＋72万人

非正規の職員・従業員：男性 ▲25万人→▲19万人 女性 ▲97万人 →▲58万人
パート・アルバイト：男性 ＋４万人→▲５万人 女性 ▲67万人 →▲51万人

派遣社員：男性 ＋１万人→＋２万人 女性 ▲11万人 →＋２万人
契約社員：男性 ▲22万人→▲８万人 女性 ▲25万人 →▲10万人

嘱託：男性 ▲３万人→▲10万人 女性 ▲１万人 →±０万人

雇用形態別・性別にみた雇用者の動向（前年同月差）

雇用形態別・性別にみた雇用者数の動向について

資料出所 総務省「労働力調査（基本集計）」により作成
注） １）参考として記載している雇用者数については、原数値となっている。

２）非正規の職員・従業員については、「パート・アルバイト」「労働者派遣事業所の派遣社員」「契約社員」「嘱託」以外に、「その他」があるが、ここでは割愛している。
３）2020年７月は、非正規の職員・従業員の男女計の前年同月差が過去最大の減少幅となった。 20

○ 令和３年４月の非正規雇用労働者の前年同月差は、昨年４月に緊急事態宣言が発令された影響により、女性パート・アルバイトを中心に、大幅
に減少したことによる「反動増」がみられるため、前々年同月差をみると、女性パート・アルバイトは引き続き減少幅が大きいものの、その減少
幅は縮小している。また、女性の派遣社員や契約社員についても、３月から４月にかけて増加又は減少幅の縮小がみられる。

○ 正規雇用労働者の前々年同月差をみると、３月から４月にかけて、男性が減少しているものの、女性の増加幅の縮小も顕著となっており、単月
の動きではあるが、引き続き注視が必要である。



雇用形態別にみた休業者数の動向（就業者に占める休業者割合）

21

（資料出所）総務省「労働力調査（基本集計）」より作成
（注）労働力調査における「休業者」とは、仕事を持っていながら調査週間中に病気や休暇などのため仕事をしなかった者のうち、

① 雇用者で、仕事を休んでいても給料・賃金の支払を受けている者又は受けることになっている者（職場の就業規則などで定められている育児（介護）休業期間中の者も、職場
から給料・賃金をもらうことになっている場合は休業者となる。雇用保険法に基づく育児休業基本給付金や介護休業給付金をもらうことになっている場合も、休業者とする。）

② 自営業主で、自分の経営する事業を持ったままで、その仕事を休み始めてから30日にならない者
をいう。家族従業者で調査週間中に仕事をしなかった者は休業者にはならず、完全失業者又は非労働力人口のいずれかとなる。

（単位：％）

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
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性・年齢階級別にみた非労働力人口の動向
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（資料出所）総務省「労働力調査（基本集計）」より作成

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 1月 2月 3月 4月

15歳以上計 -78 -80 -78 -43 -51 -72 -62 -59 -71 -74 -46 -77 -61 -42 -20 58 37 36 24 11 32 22 -10 -3 -8 -19 5 -83 -69 -61 -15 -25

15～24歳 -26 -20 -19 -28 -27 -18 -19 -19 -28 -20 -9 -20 -12 -15 -3 12 16 15 8 -5 12 17 4 -3 -2 -14 -14 -20 -14 -29 -17 -8

25～34歳 -1 -7 -10 -5 -11 -6 -5 -13 -5 -6 0 -12 -14 -12 -10 -3 -2 0 10 1 0 -6 -24 -17 -17 -7 -4 -14 -31 -19 -14 -17

35～44歳 -22 -16 -8 -2 -3 -28 -20 -13 -23 -21 -19 -10 -8 -2 -4 9 6 11 6 2 8 -11 -4 -4 -7 -11 -8 -28 -15 -13 -12 -19

45～54歳 -8 -17 -19 -6 -12 -5 -3 -9 -4 -3 -1 -11 -10 -2 2 -2 1 5 7 11 8 14 1 6 10 10 12 -6 0 8 14 -8

55～64歳 -22 -31 -30 -19 -12 -19 -14 -7 -11 -21 -13 -9 -9 -18 -15 9 -3 -13 -11 -13 -12 -4 -9 -9 -12 -2 3 -22 -21 -20 -12 -13

65歳以上 1 11 6 17 14 6 0 1 -1 -3 -5 -16 -8 7 12 35 20 17 3 15 16 10 22 25 21 5 15 7 13 12 27 42

15歳以上計 -14 -28 -29 -6 -6 -14 -21 -24 -15 -15 -2 -8 -24 -11 -5 10 18 20 -4 -4 3 0 2 0 -7 -8 13 -20 -31 -19 8 -10

15～24歳 -14 -19 -17 -13 -6 -5 -10 -10 -11 -11 -2 -5 -3 -6 1 4 4 2 -2 -4 2 8 2 -2 -1 -2 -2 -10 -4 -8 -1 -6

25～34歳 4 0 -4 -3 -3 0 3 1 6 6 3 -1 -6 2 0 2 8 8 4 0 -6 -4 -3 -3 -3 -2 -1 -5 -9 0 -1 -3

35～44歳 -4 1 2 2 3 -2 -4 -1 -4 0 1 4 2 -2 -1 0 2 4 1 -1 6 -2 -3 -2 -5 -3 0 -6 -3 -5 -1 -6

45～54歳 4 -3 1 5 1 -1 0 1 4 2 1 -4 -5 1 2 -6 0 2 -4 2 1 3 2 -1 -2 0 3 0 -7 1 5 -6

55～64歳 -7 -8 -7 -1 2 0 -4 -8 -7 -7 2 6 -5 -12 -4 -1 -7 -2 -1 -6 -6 -3 -7 -8 -3 3 1 -10 -8 -9 -3 -11

65歳以上 2 0 -5 4 -5 -8 -7 -6 -2 -4 -7 -9 -7 5 -3 10 13 8 -2 4 5 -3 10 16 6 -3 13 12 -1 2 10 22

15歳以上計 -64 -52 -49 -37 -44 -56 -42 -35 -56 -59 -44 -68 -38 -31 -15 48 19 15 29 15 29 22 -13 -4 0 -11 -8 -64 -38 -42 -23 -16

15～24歳 -12 -1 -2 -15 -21 -15 -10 -8 -17 -10 -8 -15 -9 -9 -4 8 12 14 11 -1 11 11 2 -1 -1 -12 -11 -10 -10 -21 -15 -2

25～34歳 -5 -6 -6 -3 -8 -6 -9 -14 -11 -12 -2 -10 -8 -16 -10 -6 -9 -8 6 2 6 -2 -21 -14 -15 -5 -3 -8 -23 -21 -13 -14

35～44歳 -17 -17 -9 -4 -7 -26 -16 -13 -18 -20 -20 -15 -9 -1 -4 9 4 7 5 4 0 -9 -1 -1 -4 -7 -8 -22 -13 -8 -12 -13

45～54歳 -12 -15 -20 -10 -13 -5 -4 -10 -8 -5 -2 -7 -5 -3 -1 2 1 4 11 9 7 10 0 7 12 10 9 -5 7 7 8 -3

55～64歳 -16 -23 -22 -18 -13 -19 -10 2 -3 -14 -15 -15 -4 -6 -11 10 3 -11 -10 -8 -7 0 -3 -1 -9 -5 3 -13 -13 -11 -8 -3

65歳以上 -2 11 11 13 19 14 7 7 1 2 3 -7 -1 3 15 25 7 10 5 11 11 13 11 9 15 8 2 -5 14 11 17 20

前々年同月差（万人）

令和元年 令和２年 令和３年 令和３年

前年同月差（万人）

女
性

男
性

男
女

計



（イ）地域別の状況
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地域別景気の現状判断（方向性）ＤＩ

24

（資料出所）内閣府「景気ウォッチャー調査」
（注）１．季節調整値。

２．ＤＩは、３か月前と比較した景気の現状について、「良くなっている」を＋１点、「やや良くなっている」を＋0.75点、「変わらない」を＋0.5点、「やや悪くなって
いる」を＋0.25点、「悪くなっている」を０点として、これらを各回答区分の構成比（％）に乗じて算出されている。

３．「北海道」：北海道 「東北」：青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島 「北関東」：茨城、栃木、群馬 「南関東」：埼玉、千葉、東京、神奈川
「甲信越」：新潟、山梨、長野 「東海」：静岡、岐阜、愛知、三重 「北陸」：富山、石川、福井 「近畿」：滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山
「中国」：鳥取、島根、岡山、広島、山口 「四国」：徳島、香川、愛媛、高知 「九州」：福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島 「沖縄」：沖縄

全国 38.1

北海道 33.9

東北 39.7
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地域別景気の先行き判断（方向性）ＤＩ
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（資料出所）内閣府「景気ウォッチャー調査」
（注）１．季節調整値。

２．ＤＩは、２～３か月先の景気の先行きについて、「良くなる」を＋１点、「やや良くなる」を＋0.75点、「変わらない」を＋0.5点、「やや悪くなる」を＋0.25点、
「悪くなる」を０点として、これらを各回答区分の構成比（％）に乗じて算出されている。

３．「北海道」：北海道 「東北」：青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島 「北関東」：茨城、栃木、群馬 「南関東」：埼玉、千葉、東京、神奈川
「甲信越」：新潟、山梨、長野 「東海」：静岡、岐阜、愛知、三重 「北陸」：富山、石川、福井 「近畿」：滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山
「中国」：鳥取、島根、岡山、広島、山口 「四国」：徳島、香川、愛媛、高知 「九州」：福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島 「沖縄」：沖縄
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都道府県別の新規求人数の減少率

26

（資料出所）厚生労働省「職業安定業務統計」より作成。
（注）１．令和３年２～４月の新規求人数（各月の新規求人数（季節調整値）の合計）の令和元年10～12月の新規求人数（各月の新規求人数（季節調整値）の合計）との比較。

２．各ランクの数値は、各ランクに属する都道府県の新規求人数（季節調整値）を合算して算出。
３．棒グラフはランク別に色分けしている（黄：Ａランク 青：Ｂランク 赤：Ｃランク 緑：Ｄランク）。
４，都道府県別新規求人数は、就業地別のもの。
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ランク別完全失業率、非労働力人口及び有効求人倍率の推移
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○完全失業率の推移

（資料出所）総務省「労働力調査（基本集計）」より作成。
（注）１．モデル推計による都道府県別結果。

２．各ランクに属する都道府県の完全失業者数と労働力人口をそれぞれが合算することにより算出。
３．各都道府県のランクは、現時点のランクにそろえている。

○有効求人倍率（就業地別）の推移

（資料出所）厚生労働省「職業安定業務統計」より作成。
（注）１．各ランクに属する都道府県の有効求人数（就業地別）と有効求職者数をそれぞれが合算することにより算出。

２．月次の数値については、１の計算において、有効求人数と有効求職者数の季節調整値を用いている。
３．各都道府県のランクは、現時点のランクにそろえている。
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○非労働力人口の前年（同期）比の推移

（資料出所）総務省「労働力調査（基本集計）」より作成。
（注）１．モデル推計による都道府県別結果。

２．各ランクに属する都道府県の非労働力人口を合算することにより算出。
３．各都道府県のランクは、現時点のランクにそろえている。
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（ウ）産業別の状況
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（％）

１月 ２月 ３月 ４月 ２月 ３月 ４月
 卸売業,小売業 ▲ 17.2 ▲ 23.2 ▲ 12.6 8.5 ▲ 36.8 ▲ 25.7 ▲ 29.3

 卸売業 ▲ 17.1 ▲ 17.6 2.9 24.4 ▲ 31.5 ▲ 17.0 ▲ 23.2
 小売業 ▲ 17.3 ▲ 24.7 ▲ 16.9 4.5 ▲ 38.2 ▲ 28.3 ▲ 30.9

令和３年
１月 （参考）前々年同月比

（％）

令和２年

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 ２月 ３月 ４月

全 産 業 -31.9 -32.1 -18.3 -28.6 -27.8 -17.3 -23.2 -21.4 -18.6 -11.6 -14.6 -0.7 15.2 -26.1 -12.7 -21.5
建設業 -15.8 -11.3 2.6 -9.8 -6.4 5.9 -2.5 -4.4 6.5 11.9 10.0 16.3 17.9 -3.1 8.8 -0.7
製造業 -40.3 -42.8 -34.2 -40.9 -38.3 -26.7 -29.4 -24.9 -18.0 -11.3 -9.8 8.5 32.8 -32.0 -16.3 -20.8
情報通信業 -36.0 -33.6 -19.7 -34.1 -34.6 -21.8 -28.6 -33.4 -26.8 -16.3 -23.2 -11.0 14.7 -33.3 -19.1 -26.6
運輸業,郵便業 -30.6 -37.0 -26.8 -30.7 -30.7 -25.1 -23.4 -27.1 -25.2 -10.7 -21.0 -6.7 8.3 -31.4 -20.4 -24.8
卸売業,小売業 -34.8 -35.9 -26.9 -33.4 -34.0 -28.3 -32.6 -27.4 -28.3 -17.2 -23.2 -12.6 8.5 -36.8 -25.7 -29.3
学術研究,専門・技術サービス業 -36.6 -35.4 -15.7 -26.9 -27.6 -14.8 -23.1 -23.1 -18.9 -12.2 -9.4 5.7 24.2 -25.5 -9.8 -21.3
宿泊業,飲食サービス業 -47.9 -55.9 -29.4 -44.0 -49.1 -32.2 -38.2 -34.7 -31.4 -37.5 -41.0 -6.0 2.9 -48.0 -24.8 -46.4
生活関連サービス業,娯楽業 -44.0 -44.2 -34.8 -34.5 -41.0 -32.9 -35.4 -32.9 -30.8 -26.2 -23.2 -14.8 25.2 -37.0 -28.9 -29.9
教育,学習支援業 -38.1 -36.6 -14.7 -21.6 -23.9 -0.2 -22.1 -26.4 -9.2 -11.6 -18.8 0.1 43.6 -24.8 1.4 -11.1
医療,福祉 -21.7 -17.9 -9.0 -21.0 -16.0 -7.8 -15.1 -12.0 -12.0 -5.1 -7.9 -1.3 12.9 -14.4 -4.7 -11.6
サービス業(他に分類されないもの) -36.5 -37.7 -22.6 -32.2 -32.2 -18.9 -24.3 -23.5 -16.5 -6.9 -12.5 7.0 19.0 -30.8 -12.4 -24.5

令和３年 （参考）前々年同月比

●主要産業別の新規求人数（前年同月比がプラス,又は,減少幅が縮小している業種を機械的に赤網掛け。掲載している中分類業種がいずれも左記の場合、大分類業種を赤網掛け｡）

○ 新規求人数の前年同月比を業種別にみると、産業計では、令和３年４月の産業計は15.2％増加となり、３月の0.7％減少と比較すれば、大きな増加幅に転じたものの、昨年
４月に緊急事態宣言が発令された影響により、新規求人数が大幅に減少したことによる「反動増」となっている。このため、前々年同月比をみると、４月は21.5％減少と、
３月の12.7％減少と比較し、その減少幅が拡大しており、また、大きな減少幅が続いている状況にある。

○ 都道府県労働局等の情報によれば、「電気機械器具製造業」では、緊急事態宣言下において在宅の時間が長くなる中で、電気製品の買替等へのニーズも高まっており、求
人が提出されている。また、「自動車・同付属品製造業」では、求人提出の動きがあるものの、世界的な半導体需要の高まりにより半導体の供給制約による自動車の生産調
整等が懸念される中で、ルネサス工場の火災もあり、国内のサプライチェーンにおける雇用に与える影響について、引き続きしっかりと注視していく。

○ 「宿泊業,飲食サービス業」については、前々年同月比も大きな減少幅が続いており、４月に緊急事態宣言等が発令された中で、非常に厳しい状況が続いている。

産業別の新規求人数の動向について

（資料出所）厚生労働省「職業安定業務統計」
注） いずれもパートを含む値。 令和２年１月～３月は、求人票の記載項目の拡充により、求人の更新が差し控えられる等、前年比をマイナス方向に押し下げる影響が生じていることに留意が必要。

●宿泊業,飲食サービス業

●医療,福祉

●製造業

●サービス業（他に分類されないもの）

●卸売業,小売業

●運輸業,郵便業

※「その他の事業サービス業」には「建物サービス業(ビルメンテナンス,清掃,消毒など)」「警備業」が含まれる。
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（％）

１月 ２月 ３月 ４月 ２月 ３月 ４月
製造業 ▲ 11.3 ▲ 9.8 8.5 32.8 ▲ 32.0 ▲ 16.3 ▲ 20.8

 食料品製造業　　　　 ▲ 16.5 ▲ 23.2 4.3 20.1 ▲ 39.3 ▲ 16.9 ▲ 20.9
 はん用機械器具製造業 ▲ 9.3 1.8 13.5 26.6 ▲ 23.6 ▲ 13.8 ▲ 22.0
 電子部品・デバイス・電子回路製造業　　　▲ 1.3 19.0 19.3 52.4 ▲ 8.3 17.1 7.2
 電気機械器具製造業 ▲ 10.4 ▲ 4.0 7.5 55.5 ▲ 32.0 ▲ 20.8 ▲ 18.2
 輸送用機械器具製造業 ▲ 7.0 ▲ 10.9 12.9 47.1 ▲ 34.7 ▲ 28.6 ▲ 33.3

自動車・同付属品製造業 0.8 ▲ 6.5 26.3 74.5 ▲ 34.4 ▲ 23.5 ▲ 32.5

令和３年 （参考）前々年同月比

（％）

１月 ２月 ３月 ４月 ２月 ３月 ４月

 サービス業（他に分類されないもの） ▲ 6.9 ▲ 12.5 7.0 19.0 ▲ 30.8 ▲ 12.4 ▲ 24.5
 職業紹介・労働者派遣業 ▲ 2.1 ▲ 8.7 18.0 39.4 ▲ 42.9 ▲ 22.5 ▲ 27.5
 その他の事業サービス業 ▲ 10.0 ▲ 16.4 4.6 11.7 ▲ 29.1 ▲ 9.4 ▲ 25.1

令和３年
１月 （参考）前々年同月比

（％）

１月 ２月 ３月 ４月 ２月 ３月 ４月

 宿泊業,飲食サービス業 ▲ 37.5 ▲ 41.0 ▲ 6.0 2.9 ▲ 48.0 ▲ 24.8 ▲ 46.4
 宿泊業 ▲ 40.1 ▲ 52.9 30.9 55.4 ▲ 59.2 ▲ 17.8 ▲ 47.5
 飲食店　　　 ▲ 38.4 ▲ 39.8 ▲ 13.3 ▲ 4.3 ▲ 46.7 ▲ 27.0 ▲ 47.4

（参考）前々年同月比
令和３年

１月

（％）

１月 ２月 ３月 ４月 ２月 ３月 ４月

 医療,福祉 ▲ 5.1 ▲ 7.9 ▲ 1.3 12.9 ▲ 14.4 ▲ 4.7 ▲ 11.6
 医療業 ▲ 9.9 ▲ 16.0 ▲ 1.5 15.1 ▲ 21.3 ▲ 7.7 ▲ 15.9
 社会保険・社会福祉・介護事業 ▲ 2.6 ▲ 3.5 ▲ 1.3 11.9 ▲ 10.8 ▲ 3.4 ▲ 9.5

（参考）前々年同月比
令和３年

１月

（％）

１月 ２月 ３月 ４月 ２月 ３月 ４月

 運輸業,郵便業 ▲ 10.7 ▲ 21.0 ▲ 6.7 8.3 ▲ 31.4 ▲ 20.4 ▲ 24.8
 道路貨物運送業 ▲ 4.0 ▲ 18.1 ▲ 9.0 5.5 ▲ 34.3 ▲ 25.7 ▲ 26.5
 鉄道・水運・航空運輸業 ▲ 10.9 ▲ 21.3 ▲ 6.6 8.4 45.9 25.7 33.1
 道路旅客運送業 ▲ 18.3 ▲ 24.6 ▲ 1.4 16.5 ▲ 23.0 ▲ 4.4 ▲ 17.1
 運輸に付帯するサービス業 ▲ 18.7 ▲ 20.0 ▲ 16.2 1.2 ▲ 33.6 ▲ 28.8 ▲ 27.0

（参考）前々年同月比
令和３年

１月
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産業別及び雇用形態別でみた雇用者数の動向

（資料出所）総務省「労働力調査（基本集計）」により作成
（注）１）「農業,林業」「複合型サービス業」「公務」の業種は割愛している。

２）労働力調査（基本集計）における雇用形態別の雇用者の月次の動向については、2013年１月以降に調査を開始しており、遡れる比較対象として2013年１月を例示している。

（単位：万人）

○ 昨年４月に緊急事態宣言が発令された影響により、「宿泊業,飲食サービス業」などにおいて、雇用者数が大幅に減少したことによる「反動
増」がみられるため、前々年同月差をみると、３月から４月にかけて、
・正規雇用労働者については、「製造業」「医療,福祉」などにおいて大きい増加がみられた一方で、「卸売業,小売業」などにおいて大きな減少
がみられた。

・非正規雇用労働者については、「宿泊業,飲食サービス業」「卸売業,小売業」「医療,福祉」などにおいて減少がみられた一方で、「情報通信
業」「サービス業（他に分類されないもの）」「製造業」などにおいて増加がみられる。
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正規雇用労働者数
非正規雇用労働者数

2013年４月

2019年４月

2020年４月

2021年４月

【参考：2021年３月及び４月の主な産業別の雇用者数の前々年同月差（雇用形態別）】
３月 → ４月 ３月 → ４月

製造業：正規 ＋31万人→＋44万人 非正規 ▲48万人→▲44万人
情報通信業：正規 ＋24万人→＋25万人 非正規 ＋１万人→＋８万人

運輸業，郵便業：正規 ＋１万人→±０万人 非正規 ±０万人→±０万人
卸売業，小売業：正規 ＋５万人→▲13万人 非正規 ＋６万人→▲４万人

宿泊業，飲食サービス業：正規 ▲13万人→▲10万人 非正規 ▲33万人→▲41万人
生活関連サービス業，娯楽業：正規 ＋５万人→＋２万人 非正規 ▲15万人→▲13万人

医療，福祉：正規 ＋18万人→＋29万人 非正規 ＋38万人→＋19万人
サービス業(他に分類されないもの)：正規 ▲10万人→▲７万人 非正規 ▲５万人→＋３万人



産業別にみた休業者数の動向（雇用者に占める休業者割合）
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（資料出所）総務省「労働力調査（基本集計）」より作成

(単位：％）

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

全産業 2.6 2.5 3.2 2.5 2.1 2.1 2.7 2.9 2.2 2.1 2.1 2.4 2.6 2.7 3.5 8.7 6.0 3.2 3.0 2.9 2.8 2.4 2.4 2.7 3.2 3.0 3.1 2.8

建設業 2.6 2.3 2.4 2.4 2.2 1.9 1.7 1.7 1.2 1.7 1.7 2.0 2.1 2.2 2.7 4.7 4.0 3.1 2.9 2.5 1.7 1.7 1.9 2.9 3.0 2.5 2.5 2.5

製造業 1.4 1.2 1.5 2.1 1.5 1.4 1.8 1.5 1.4 1.4 1.6 1.9 2.0 1.6 1.8 5.3 3.4 2.3 2.3 2.1 1.9 1.7 1.7 2.3 2.1 1.6 2.0 2.0

情報通信業 3.2 3.6 2.8 2.8 2.3 1.9 1.3 1.8 2.4 2.4 2.3 1.8 3.0 4.1 2.3 4.8 3.5 2.8 2.5 1.7 2.6 2.3 1.7 2.5 2.5 2.6 2.9 1.6

運輸業，郵便業 1.7 2.1 2.8 2.2 1.8 2.0 2.1 2.4 1.8 1.5 1.8 1.8 2.4 2.4 3.0 7.1 5.4 3.3 2.7 2.5 2.1 2.7 2.4 2.4 2.8 2.7 3.0 2.7

卸売業，小売業 2.2 2.1 2.7 1.9 2.0 1.5 2.1 2.3 1.8 1.8 1.9 2.0 2.0 2.3 2.8 8.5 4.6 2.7 2.3 2.6 2.4 1.9 1.9 1.6 2.1 2.5 2.2 2.4

金融業，保険業 2.6 3.8 3.2 3.1 1.7 1.8 3.2 4.4 1.8 2.4 1.7 2.3 3.2 3.3 2.7 7.4 4.8 3.1 4.5 3.6 3.3 2.3 3.0 3.0 3.2 2.5 3.2 2.6

不動産業，物品賃貸業 2.8 2.7 2.6 0.9 2.6 1.6 1.7 3.6 1.8 0.8 1.7 2.6 3.4 2.5 3.4 6.7 4.2 3.3 2.3 2.3 2.3 2.5 2.3 2.5 3.3 2.3 2.4 1.7

学術研究，専門・技術サービス業 2.2 2.8 2.9 2.2 1.5 2.2 2.3 2.8 2.6 2.0 1.5 2.6 2.1 3.4 2.7 6.3 5.2 3.6 2.7 2.8 3.2 2.0 3.1 2.6 2.6 2.6 2.7 1.6

宿泊業，飲食サービス業 3.3 3.1 6.4 2.8 2.0 2.5 5.9 4.9 2.8 2.1 2.2 2.7 3.4 3.9 6.8 29.3 21.3 8.1 5.8 6.0 4.7 3.4 2.9 3.0 7.3 7.8 5.8 5.9

生活関連サービス業，娯楽業 3.8 2.7 2.7 2.2 2.0 3.1 2.6 3.2 2.7 3.1 2.2 2.2 3.3 2.8 5.4 27.0 16.8 6.9 5.6 4.0 3.7 3.7 3.6 2.9 5.3 4.5 5.1 4.0

教育，学習支援業 3.7 4.5 8.0 3.0 3.0 2.9 6.8 8.3 3.7 2.3 2.9 4.4 2.3 3.3 8.8 15.0 9.6 3.0 3.3 4.1 3.6 3.2 3.4 5.0 4.3 4.0 6.9 3.2

医療，福祉 3.2 2.9 3.7 3.0 2.9 2.9 2.9 3.0 3.1 3.2 2.7 3.1 3.2 3.0 4.1 5.9 4.2 2.8 2.9 3.0 3.2 3.0 3.1 3.1 3.5 3.1 3.5 3.1

サービス業（他に分類されないもの） 2.9 2.5 2.2 2.0 1.8 1.5 1.9 2.2 2.0 2.0 1.7 2.4 2.7 2.7 3.5 7.8 6.3 3.9 3.0 2.7 2.5 2.2 2.2 2.5 3.5 3.8 2.8 2.5

令和元年 令和２年 令和３年



産業別にみた現金給与総額の動向
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（資料出所）厚生労働省「毎月勤労統計調査」より作成
（注）１．事業所規模５人以上の就業形態計の数値。

２．令和３年４月は速報値。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 1月 2月 3月 4月

全産業 -0.7 -0.7 -1.3 -0.5 -0.5 0.3 -1.0 -0.1 0.5 0.0 0.1 -0.2 1.2 0.7 0.0 -0.6 -2.3 -2.0 -1.5 -1.3 -0.9 -0.7 -1.8 -3.0 -1.3 -0.4 0.6 1.6 -0.1 0.4 0.6 1.0

建設業 5.9 2.3 2.4 3.8 1.0 0.0 -3.0 5.9 6.2 3.4 4.6 3.6 2.8 2.9 4.7 1.2 -1.4 6.1 -1.9 -0.8 -3.5 -1.2 -0.7 -2.7 -2.2 -0.1 -1.8 0.1 0.5 2.8 2.8 1.3

製造業 -0.5 -0.1 0.5 -0.1 3.2 -1.6 -0.6 0.5 -0.6 -0.6 1.1 -1.8 -0.1 -0.4 -2.2 -2.3 -4.5 -5.9 -5.1 -3.6 -1.8 -1.3 -3.5 -5.0 0.1 -0.1 1.7 2.6 0.0 -0.5 -0.5 0.2

情報通信業 -7.8 -0.8 -1.8 2.0 -1.3 1.2 -8.0 0.5 -0.6 4.2 0.2 -2.0 3.0 2.0 0.6 0.4 0.1 -4.3 2.9 1.4 -0.8 -3.6 -0.1 -0.3 -0.2 -1.4 0.9 2.0 2.7 0.6 1.5 2.4

運輸業，郵便業 0.5 0.0 -1.7 -1.9 5.9 0.1 2.5 1.3 2.3 1.3 3.0 2.3 -0.2 1.0 0.1 -2.0 -6.9 -10.7 -4.3 -5.9 -3.0 -2.3 -8.0 -8.9 -1.7 -2.6 -1.7 4.3 -1.9 -1.6 -1.6 2.2

卸売業，小売業 -2.2 -1.0 -3.2 -0.9 -1.9 -3.7 2.2 -1.9 -1.2 -0.4 -1.9 -1.1 3.3 1.7 0.5 1.5 -1.7 -1.2 0.2 0.5 1.3 -0.6 -1.3 -1.2 -0.4 0.6 1.8 1.8 2.8 2.3 2.3 3.4

金融業，保険業 10.6 -10.7 -2.9 -2.3 -15.0 5.5 -1.7 2.8 1.9 2.6 5.5 1.2 0.3 1.9 -1.0 2.1 1.0 2.7 0.8 -0.2 0.4 0.3 -1.1 2.4 -7.8 -1.5 -7.6 -0.5 -7.5 0.4 -8.5 1.6

不動産業，物品賃貸業 -6.8 -1.9 -6.0 -4.7 -3.0 11.5 -5.0 -1.1 3.3 -0.9 -0.1 4.5 2.8 4.1 1.1 -0.3 0.8 -2.8 10.2 3.5 2.0 4.8 4.0 5.1 4.4 2.6 6.8 9.2 7.3 6.8 7.9 8.9

学術研究，専門・技術サービス業 5.2 4.5 1.8 -0.9 1.1 6.1 -1.1 0.8 3.9 -0.6 2.2 1.7 -1.7 1.4 4.6 0.9 -1.2 -1.6 -1.9 -2.9 -2.5 -2.5 -1.4 -3.0 -3.3 -3.5 -5.5 1.4 -5.0 -2.1 -1.1 2.3

宿泊業，飲食サービス業 -1.2 -1.3 -2.2 0.0 -2.1 -1.7 -3.6 -1.0 1.4 0.9 0.9 -0.4 2.2 -0.5 -3.8 -10.5 -9.1 -6.4 -6.5 -5.6 -4.5 -5.2 -6.4 -12.5 -8.9 -5.0 -2.3 3.3 -6.9 -5.4 -6.0 -7.5

生活関連サービス業，娯楽業 0.1 3.1 0.5 3.9 -0.6 -1.5 4.9 -0.3 1.1 1.5 -0.8 7.0 -0.7 2.1 -0.1 -7.6 -3.7 2.1 -7.8 -3.2 0.4 1.8 1.6 -9.7 3.4 -0.9 2.6 6.3 2.6 1.2 2.5 -1.8

教育，学習支援業 -2.3 -2.6 -3.9 -2.8 -2.4 1.0 -7.2 0.0 -3.0 -4.4 -2.5 -3.4 -1.9 1.4 0.6 2.0 1.2 3.3 4.0 0.1 0.7 2.4 1.7 -1.5 -0.9 -0.5 -1.7 -2.0 -2.8 0.9 -1.1 0.0

医療，福祉 -1.6 -0.5 -1.9 0.1 -0.8 2.7 0.2 -1.1 1.8 0.7 -1.0 1.8 3.1 0.9 1.7 1.3 -0.3 -0.1 0.3 0.2 -0.5 0.3 0.9 -2.3 -1.5 -0.2 2.0 -0.7 1.5 0.7 3.7 0.6

サービス業（他に分類されないもの） 0.5 2.8 2.8 0.4 2.6 2.9 3.3 0.4 1.6 0.2 0.4 3.0 1.8 -0.8 -0.2 -1.6 -3.2 -6.3 -2.7 -0.3 -2.1 -0.1 -1.5 -3.5 1.0 2.8 4.3 5.3 2.9 2.0 4.1 3.7

前年同月比（％） 前々年同月比（％）

令和元年 令和２年 令和３年 令和３年



産業別にみた総実労働時間の動向
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（資料出所）厚生労働省「毎月勤労統計調査」より作成
（注）１．事業所規模５人以上の就業形態計の数値。

２．令和３年４月は速報値。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 1月 2月 3月 4月

全産業 -2.6 -0.8 -2.7 -1.8 -4.4 -3.3 -0.8 -3.0 -0.6 -2.3 -3.7 -0.4 0.8 -1.6 -1.2 -3.9 -9.5 -4.0 -2.7 -5.1 -1.7 0.3 -2.7 -2.5 -2.1 -3.5 0.8 4.3 -1.3 -5.0 -0.4 0.2

建設業 -1.8 1.5 -1.6 -1.1 -5.9 -2.0 1.3 -2.2 1.7 -1.8 -2.3 0.9 2.4 -1.5 -0.3 -1.5 -3.6 -0.8 -2.9 -4.1 -2.0 0.9 -2.6 -3.7 -2.6 -2.3 0.2 1.5 -0.2 -3.8 -0.1 0.0

製造業 -2.5 -0.5 -2.3 -1.7 -3.8 -3.5 -0.9 -1.9 -1.1 -2.8 -4.9 -1.6 1.7 -1.6 -1.3 -3.0 -10.7 -9.0 -5.3 -9.1 -3.5 -0.8 -2.7 -3.5 -2.7 -4.3 -0.6 3.3 -1.0 -5.8 -1.9 0.2

情報通信業 -3.2 -0.2 -2.7 -1.2 -3.5 -3.0 1.5 -2.6 1.1 0.1 -3.3 2.2 4.6 -0.2 1.9 1.6 -4.5 2.5 1.6 -2.1 3.0 5.2 0.6 1.1 0.3 -0.7 5.1 3.6 4.9 -0.9 7.0 5.3

運輸業，郵便業 -1.3 0.0 -0.9 -1.1 -1.3 -1.7 -0.4 -1.6 -1.2 -1.1 -2.7 -0.6 0.9 0.6 0.3 -1.8 -9.6 -6.5 -4.0 -6.3 -3.0 -1.2 -3.5 -2.9 -3.2 -5.7 -2.2 2.4 -2.4 -5.1 -1.9 0.5

卸売業，小売業 -3.1 -0.4 -2.0 -1.9 -3.4 -2.8 -1.7 -1.9 -0.5 -1.3 -2.9 -0.6 1.4 -0.3 0.1 -1.4 -6.7 -3.4 -0.4 -3.4 -0.7 0.7 -1.1 -1.3 -0.4 -2.3 -0.6 3.1 1.0 -2.6 -0.5 1.6

金融業，保険業 -2.9 0.5 -1.6 -1.6 -6.3 -5.5 0.9 -3.6 0.6 -1.6 -4.5 3.3 2.7 -2.6 1.1 0.4 -5.3 3.5 1.3 -3.9 1.2 4.1 -2.0 0.2 0.8 -0.8 4.9 6.5 3.6 -3.3 6.1 6.9

不動産業，物品賃貸業 -4.5 -1.9 -2.8 -2.9 -5.9 -2.8 0.4 -2.3 -0.2 -1.6 -1.8 -0.4 1.6 -1.0 -1.5 -3.8 -6.6 -3.9 -0.2 -3.6 -0.4 3.3 -0.2 -0.6 0.3 -0.2 2.3 9.2 1.9 -1.2 0.7 5.0

学術研究，専門・技術サービス業 -1.4 1.7 -2.9 -1.2 -4.8 -3.3 -0.6 -5.0 0.0 -1.0 -5.0 0.4 1.4 -3.6 0.5 -1.1 -6.9 -0.8 -1.0 -4.4 0.6 1.1 -2.1 -2.3 -0.4 -1.6 3.3 5.2 1.0 -5.1 3.8 4.0

宿泊業，飲食サービス業 -4.3 -3.5 -4.4 -3.0 -4.3 -4.0 -3.0 -4.1 -1.3 -2.0 -1.6 -1.6 -0.9 -1.1 -6.9 -21.6 -25.7 -15.1 -9.3 -10.4 -9.3 -6.9 -8.4 -9.3 -13.8 -14.9 -6.0 10.5 -14.6 -15.9 -12.5 -13.3

生活関連サービス業，娯楽業 -2.5 -0.8 -2.5 -2.8 -3.1 -2.5 -0.5 -2.6 -2.7 -3.7 -3.3 -2.5 -2.8 -1.6 -6.4 -20.4 -30.8 -17.7 -12.6 -10.0 -7.9 -4.6 -5.0 -6.2 -5.4 -9.9 -2.1 17.9 -8.0 -11.3 -8.3 -6.1

教育，学習支援業 -1.0 -1.6 -4.3 -1.9 -8.2 -4.4 0.0 -6.8 1.5 -4.6 -4.2 3.8 0.5 -2.4 -4.2 -5.1 -12.2 4.7 2.9 4.1 3.6 4.7 -3.4 0.6 -2.0 -2.3 11.7 11.2 -1.4 -4.6 7.0 5.5

医療，福祉 -2.7 -1.9 -3.0 -1.5 -5.2 -4.2 -0.1 -2.9 -0.2 -2.2 -3.0 -0.5 0.1 -1.9 -0.6 -1.2 -3.7 0.5 -1.3 -3.2 0.3 1.1 -2.1 -0.5 0.1 -1.3 2.0 1.4 0.2 -3.2 1.4 0.2

サービス業（他に分類されないもの） -1.6 -0.6 -2.3 -1.2 -3.5 -3.4 -0.7 -3.3 -1.0 -3.2 -4.9 -1.9 -0.8 -3.4 -2.5 -4.4 -9.8 -3.9 -3.4 -5.5 -1.9 0.6 -2.2 -1.5 0.0 -1.2 3.7 6.0 -0.8 -4.5 1.1 1.3

前年同月比（％） 前々年同月比（％）

令和元年 令和２年 令和３年 令和３年
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（単位：％）

令和３年

1 - 3 月 4 - 6 月 7 - 9 月 10-12月 1 - 3 月 4 - 6 月 7 - 9 月 10-12月 1 - 3 月

全産業（除く金融保険業） 3.5 3.4 3.8 4.6 5.0 5.4 5.5 5.9 5.9 5.7 6.0 6.7 5.0 5.3 4.7 4.6 4.4 4.0 5.6 6.0
製造業 4.2 3.6 3.9 5.7 6.1 6.1 5.8 7.6 7.5 6.3 6.0 7.7 5.7 5.8 5.5 4.7 4.9 4.8 7.5 7.8

食料品製造業 2.9 3.7 3.7 3.9 3.4 4.7 4.9 5.6 5.0 4.6 2.9 5.5 5.2 4.5 3.8 3.2 2.6 4.9 4.6 2.6
繊維工業 1.4 3.1 3.5 4.1 3.5 2.4 4.2 4.2 4.0 4.4 2.7 7.0 3.9 4.3 4.6 1.6 5.1 1.9 9.9 ▲ 2.0
木材・木製品製造業 3.3 3.6 0.6 2.8 3.5 1.9 4.2 4.2 5.3 4.2 4.0 3.7 4.3 4.8 4.3 4.4 4.1 2.6 6.0 3.9
パルプ・紙・紙加工品製造業 3.2 3.8 3.1 3.1 3.4 3.9 4.2 3.3 2.7 4.3 2.4 5.0 4.7 5.0 4.9 4.1 4.9 3.9 6.5 8.3
印刷・同関連業 2.5 2.3 2.7 4.0 3.1 2.7 3.3 3.5 3.4 3.5 3.8 4.8 2.3 3.4 2.8 3.8 1.4 1.4 4.3 6.9
化学工業 8.5 8.4 7.5 8.8 9.1 9.1 9.9 11.8 11.6 10.8 8.9 13.4 9.9 11.0 10.7 9.1 12.6 9.3 11.9 9.8
石油製品・石炭製品製造業 1.8 2.8 0.3 1.4 ▲ 0.3 ▲ 0.2 2.6 3.9 2.4 1.7 1.7 2.3 0.5 2.3 ▲ 1.1 ▲ 5.8 ▲ 7.4 6.6 4.3 8.1
窯業・土石製品製造業 5.4 4.7 4.2 6.2 5.8 5.5 5.8 7.6 8.3 8.4 8.3 6.8 6.5 11.8 5.5 5.3 5.6 3.5 7.4 8.1
鉄鋼業 3.6 2.5 0.3 4.1 5.3 4.3 2.3 4.4 4.3 2.0 2.9 3.5 0.0 1.4 ▲ 0.1 0.0 ▲ 1.6 ▲ 4.0 4.4 4.1
非鉄金属製造業 3.8 3.3 4.2 5.1 4.3 4.5 4.5 5.9 5.0 5.2 4.5 6.1 4.1 5.9 4.1 3.8 4.1 3.5 5.0 5.2
金属製品製造業 4.5 3.4 3.9 5.3 5.9 5.6 6.4 6.5 5.8 5.4 5.9 6.7 2.9 5.9 5.2 8.7 0.4 4.1 6.5 9.3
はん用機械器具製造業 3.5 3.9 4.8 6.2 8.4 7.1 6.2 9.4 9.0 7.9 11.7 5.9 8.8 3.9 6.1 8.9 4.1 4.0 6.6 13.1
生産用機械器具製造業 4.2 5.0 4.7 6.2 7.6 7.6 6.1 8.6 9.8 9.0 11.9 9.6 7.8 5.9 8.8 10.0 8.0 6.8 10.2 12.5
業務用機械器具製造業 6.3 6.8 6.5 8.3 9.2 8.9 7.6 9.4 9.6 7.0 7.8 8.5 7.0 4.8 6.4 6.8 6.5 4.3 7.7 13.6
電気機械器具製造業 4.6 4.4 2.9 4.4 6.6 5.6 4.6 8.7 8.5 6.8 5.0 9.0 5.8 8.0 6.4 4.6 7.7 4.3 9.6 7.9
情報通信機械器具製造業 2.4 1.2 1.7 4.3 5.5 4.7 4.6 7.1 10.0 5.0 5.9 4.5 5.1 4.3 4.6 5.2 3.7 3.4 5.7 8.1
輸送用機械器具製造業 4.4 1.9 4.8 8.4 8.8 8.5 6.5 8.6 7.6 6.1 5.2 9.1 5.6 4.6 4.4 2.3 3.5 4.0 7.3 6.3
自動車・同附属品製造業 4.2 1.5 4.8 8.6 9.0 8.8 6.8 9.0 8.1 6.5 5.3 9.7 5.9 4.9 4.6 2.2 3.6 4.2 7.7 6.5
その他の輸送用機械器具製造業 6.2 5.0 4.9 6.9 6.1 5.2 3.7 5.2 2.4 2.1 3.4 2.0 1.9 1.1 2.3 3.4 2.2 1.9 1.4 4.0
その他の製造業 4.4 2.3 4.3 5.7 5.1 6.3 6.8 7.5 6.9 7.0 7.1 7.7 6.6 6.7 7.5 6.0 7.1 7.3 9.3 11.9

非製造業 3.2 3.3 3.8 4.1 4.5 5.0 5.4 5.2 5.2 5.5 6.0 6.3 4.7 5.1 4.3 4.6 4.1 3.7 4.8 5.3
農林水産業 0.6 5.0 3.5 5.0 4.0 3.7 5.9 2.7 2.0 3.4 5.3 1.8 ▲ 1.5 6.8 1.2 3.7 ▲ 5.3 0.0 5.3 6.7

農業、林業 0.3 4.6 2.7 5.7 3.4 3.2 6.5 2.8 0.3 4.1 4.0 2.2 2.3 6.9 2.6 1.9 ▲ 3.8 2.9 8.3 6.9
漁業 1.3 5.8 5.1 3.3 6.4 5.2 4.3 2.2 7.2 1.6 9.4 1.0 ▲ 10.4 6.3 ▲ 2.2 8.4 ▲ 9.3 ▲ 8.2 ▲ 1.9 6.0

鉱業、採石業、砂利採取業 29.4 30.9 35.8 35.3 35.8 24.1 14.0 21.6 19.9 22.8 20.7 24.5 23.8 22.4 8.8 19.3 13.7 13.2 ▲ 17.3 20.6
建設業 2.6 2.4 3.1 3.4 4.6 5.7 6.4 6.3 5.9 6.0 8.9 4.7 5.8 3.8 6.1 8.6 4.0 5.2 5.6 9.8
電気業 5.2 ▲ 2.9 ▲ 6.8 ▲ 2.6 0.1 5.4 4.6 3.2 3.3 4.2 2.8 7.3 4.7 1.6 4.2 0.9 7.5 8.3 ▲ 0.1 ▲ 1.8
ガス・熱供給・水道業 5.4 2.8 7.0 4.1 4.6 9.7 6.5 5.2 3.8 5.9 10.4 10.6 0.0 0.3 5.4 6.8 7.6 4.2 2.4 4.8
情報通信業 6.8 7.7 8.6 8.3 8.6 8.9 9.2 9.7 10.0 9.7 7.6 12.7 8.9 10.0 9.5 7.6 12.0 9.2 9.4 8.5
運輸業、郵便業 4.6 4.0 4.9 5.4 5.3 6.5 5.9 6.3 7.2 6.8 3.3 8.3 7.7 8.2 ▲ 1.8 0.4 ▲ 6.8 ▲ 1.3 ▲ 0.2 ▲ 0.4

陸運業 4.9 4.4 5.3 6.1 6.1 7.6 7.2 7.5 8.5 7.9 4.1 9.5 8.4 9.3 ▲ 0.6 0.9 ▲ 6.0 ▲ 0.8 2.9 ▲ 3.3
水運業 4.9 0.3 0.8 3.4 3.5 3.7 1.6 2.5 2.5 4.6 2.2 5.1 6.0 5.0 2.0 ▲ 0.9 1.5 2.1 5.5 7.4
その他の運輸業 4.0 4.6 5.6 4.7 4.4 5.2 5.0 5.6 6.5 5.4 2.0 6.7 6.7 6.7 ▲ 5.9 0.0 ▲ 11.7 ▲ 3.7 ▲ 9.4 2.7

卸売業・小売業 1.6 2.1 2.4 2.4 2.4 2.5 2.5 2.7 2.8 2.9 2.5 3.4 2.9 2.7 2.7 2.2 2.4 2.4 3.6 2.6
卸売業 1.4 1.9 2.3 2.2 2.0 2.1 2.3 2.6 2.8 2.6 2.1 3.3 2.7 2.5 2.3 1.7 2.3 1.9 3.3 2.2
小売業 2.2 2.6 2.5 2.9 3.3 3.3 3.0 2.9 2.9 3.4 3.5 3.6 3.3 3.2 3.4 3.3 2.5 3.3 4.3 3.2

不動産業、物品賃貸業 7.7 8.1 9.4 9.8 10.5 12.2 12.2 12.3 12.0 11.6 13.0 13.2 9.8 10.3 10.1 9.0 11.3 9.6 10.9 10.8
不動産業 8.6 8.7 10.8 11.0 11.7 13.8 13.9 14.6 14.1 13.3 15.1 14.9 11.0 12.3 11.5 9.5 13.2 11.0 12.8 12.1
物品賃貸業 5.4 6.5 6.1 6.9 7.5 8.0 8.0 7.0 7.2 7.3 7.9 8.9 6.8 5.4 6.3 7.3 6.3 5.7 5.6 7.0

リース業 5.6 6.9 6.6 7.4 8.2 8.7 8.7 7.5 8.1 8.4 9.9 9.9 7.3 6.3 7.1 9.3 7.3 5.7 5.9 8.0
その他の物品賃貸業 4.6 4.7 3.8 4.5 4.0 4.6 4.7 5.2 4.2 4.3 2.5 6.4 5.4 3.1 3.2 1.3 2.7 5.9 4.0 3.3

サービス業 5.3 4.7 5.6 6.7 7.8 8.0 9.8 8.2 8.0 9.1 12.4 10.0 4.7 8.7 5.8 6.6 6.8 2.8 6.5 10.1
宿泊業、飲食サービス業 3.3 2.4 2.6 3.4 3.4 4.3 4.2 4.9 3.6 2.8 1.6 3.5 2.8 3.2 ▲ 7.8 ▲ 4.7 ▲ 26.6 ▲ 5.5 ▲ 0.3 ▲ 11.2

宿泊業 0.8 ▲ 0.8 1.2 4.5 4.1 5.9 7.7 8.2 4.5 3.1 1.0 3.7 3.9 3.4 ▲ 18.5 ▲ 12.0 ▲ 96.3 ▲ 14.0 ▲ 1.1 ▲ 36.2
飲食サービス業 4.3 3.5 3.3 2.8 3.1 3.7 2.9 3.1 3.0 2.7 1.9 3.4 2.2 3.1 ▲ 4.7 ▲ 1.6 ▲ 16.1 ▲ 3.3 ▲ 0.1 ▲ 4.7

生活関連サービス業、娯楽業 3.1 3.2 3.6 4.1 4.5 4.1 3.8 4.3 4.1 4.1 3.0 5.4 4.8 2.7 ▲ 2.6 0.7 ▲ 14.9 ▲ 1.4 ▲ 0.1 ▲ 0.5
生活関連サービス業 4.2 4.0 4.3 3.1 3.1 4.4 3.4 3.4 2.2 2.8 1.1 3.4 1.9 4.9 ▲ 4.3 0.3 ▲ 18.5 ▲ 4.4 ▲ 0.5 ▲ 1.7
娯楽業 2.7 2.7 3.0 4.9 5.6 3.9 4.1 5.0 5.4 4.8 4.3 6.1 6.3 1.4 ▲ 1.6 0.9 ▲ 12.4 0.2 0.1 0.3

学術研究、専門・技術サービス業 8.7 8.5 10.8 12.5 15.6 16.4 22.4 14.4 16.0 19.9 27.4 22.5 5.1 19.5 15.9 15.8 26.6 6.1 12.9 23.3
広告業 3.1 2.9 3.7 4.7 5.3 4.7 4.1 3.8 4.1 3.3 4.5 1.6 2.8 3.9 2.6 4.1 ▲ 0.9 2.6 3.6 3.2
純粋持株会社 52.9 50.4 60.8 64.9 65.8 67.1 104.6 55.7 64.6 68.8 78.0 75.0 18.2 70.9 54.6 50.7 74.9 26.0 43.1 63.3
その他の学術研究、専門・技術サービス業 4.5 4.4 5.0 5.1 6.5 7.0 3.1 4.0 3.7 7.0 13.1 4.1 3.3 5.2 6.2 9.7 6.1 2.5 5.1 9.0

教育、学習支援業 9.1 2.5 6.1 7.2 7.6 5.1 4.7 8.1 7.4 5.6 3.6 1.7 9.1 7.5 4.4 7.9 ▲ 16.9 11.5 8.1 8.1
医療、福祉業 5.0 5.5 6.7 7.2 5.9 6.1 6.8 5.1 4.3 3.8 4.7 5.3 3.1 2.4 5.0 4.9 2.8 5.1 7.0 3.5
職業紹介・労働者派遣業 3.9 4.1 4.1 2.9 3.7 4.6 5.1 6.0 5.2 5.3 4.1 5.9 4.4 7.0 5.2 4.6 5.1 2.3 8.7 5.8
その他のサービス業 5.7 4.3 4.4 5.6 5.5 6.2 7.1 7.0 6.3 6.9 7.7 7.2 5.5 7.2 6.0 6.1 6.3 4.9 6.6 7.7

（資料出所）財務省「法人企業統計調査」をもとに厚生労働省労働基準局にて作成
（注）暦年の数値は、四半期データを合算して作成。

平成28
年

平成29
年

平成30
年

令和元年平成22
年

平成23
年

平成24
年

平成25
年

平成26
年

平成27
年

令和２年

売上高経常利益率
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純資産（＝資産－負債） （前年同期比）
（単位：％）

令和３年

1 - 3 月 4 - 6 月 7 - 9 月 10-12月 1 - 3 月 4 - 6 月 7 - 9 月 10-12月 1 - 3 月

全産業（除く金融保険業） 3.9 0.8 ▲ 0.4 4.7 7.7 7.6 3.4 6.7 6.4 3.6 4.2 4.1 2.5 3.7 ▲ 0.6 0.1 ▲ 1.3 ▲ 0.8 ▲ 0.5 2.3
製造業 1.9 2.4 ▲ 1.2 3.4 6.4 7.0 1.1 5.6 5.0 3.1 4.0 2.0 1.9 4.6 ▲ 1.2 ▲ 0.0 ▲ 1.8 ▲ 1.4 ▲ 1.6 1.7

食料品製造業 2.6 1.0 ▲ 2.2 4.6 11.7 1.2 ▲ 4.0 6.4 6.1 ▲ 5.7 1.1 ▲ 6.4 ▲ 10.6 ▲ 6.6 ▲ 6.1 ▲ 7.7 ▲ 6.0 ▲ 1.9 ▲ 8.5 ▲ 4.1
繊維工業 - 6.8 ▲ 15.6 4.5 ▲ 4.9 ▲ 2.9 8.4 7.2 ▲ 0.4 ▲ 2.3 ▲ 18.1 1.0 1.2 8.0 0.8 17.7 ▲ 4.3 ▲ 4.2 ▲ 3.4 ▲ 3.7
木材・木製品製造業 ▲ 8.4 ▲ 1.7 ▲ 29.6 ▲ 6.2 4.0 28.6 20.2 ▲ 28.3 ▲ 10.4 26.9 129.6 78.7 ▲ 18.3 ▲ 5.2 3.8 ▲ 8.2 ▲ 4.2 18.3 13.7 1.8
パルプ・紙・紙加工品製造業 ▲ 3.0 ▲ 2.7 ▲ 5.9 ▲ 0.4 16.1 10.1 ▲ 2.1 10.8 8.2 1.3 13.9 1.5 ▲ 3.1 ▲ 5.7 ▲ 2.8 ▲ 11.4 ▲ 4.8 1.7 3.8 10.3
印刷・同関連業 ▲ 2.4 ▲ 11.1 ▲ 3.3 20.6 4.5 ▲ 9.2 17.3 ▲ 9.4 ▲ 8.2 15.2 ▲ 9.3 18.8 24.7 29.1 4.3 21.5 6.9 ▲ 7.8 0.6 14.5
化学工業 ▲ 0.5 ▲ 0.9 2.6 2.7 3.6 0.9 3.2 7.0 9.7 12.4 15.9 7.7 8.2 18.1 ▲ 0.1 ▲ 3.1 3.0 3.4 ▲ 3.5 ▲ 1.1
石油製品・石炭製品製造業 ▲ 0.0 5.5 ▲ 6.1 1.9 ▲ 6.1 ▲ 4.3 ▲ 5.5 1.9 2.4 6.1 ▲ 5.7 17.2 2.2 11.1 ▲ 12.0 0.7 ▲ 23.3 ▲ 13.1 ▲ 9.9 8.2
窯業・土石製品製造業 ▲ 6.1 0.5 0.2 6.3 4.0 4.0 ▲ 2.5 22.1 ▲ 4.9 3.2 ▲ 4.1 3.1 6.1 7.9 ▲ 4.1 8.5 ▲ 5.3 ▲ 8.1 ▲ 10.9 ▲ 10.1
鉄鋼業 3.1 ▲ 2.1 ▲ 0.3 ▲ 0.2 4.8 10.0 ▲ 6.6 2.4 7.9 ▲ 0.6 5.6 ▲ 0.5 ▲ 3.4 ▲ 3.6 ▲ 10.1 ▲ 10.5 ▲ 11.4 ▲ 12.5 ▲ 6.1 0.7
非鉄金属製造業 10.3 6.4 ▲ 3.4 6.7 11.6 1.8 ▲ 1.6 5.2 0.9 7.9 ▲ 0.0 8.3 10.2 13.4 2.7 10.1 ▲ 2.4 1.6 2.2 1.8
金属製品製造業 0.6 10.5 3.4 ▲ 5.3 ▲ 10.0 13.5 11.0 6.5 ▲ 2.7 6.2 ▲ 7.9 11.1 12.3 10.5 5.2 16.8 4.1 1.2 ▲ 0.1 ▲ 2.3
はん用機械器具製造業 - 17.0 11.3 ▲ 11.4 14.7 3.3 1.4 0.7 7.2 4.4 0.5 10.4 7.3 ▲ 0.1 ▲ 0.6 ▲ 1.6 ▲ 4.9 ▲ 2.7 7.1 12.6
生産用機械器具製造業 ▲ 8.1 ▲ 2.5 1.4 9.3 1.5 1.1 ▲ 1.6 16.0 16.1 0.7 13.7 1.5 ▲ 6.4 ▲ 4.6 ▲ 4.3 ▲ 7.6 ▲ 5.9 ▲ 3.1 ▲ 0.2 3.1
業務用機械器具製造業 10.1 12.7 ▲ 4.4 ▲ 5.9 ▲ 0.0 5.1 ▲ 4.3 1.3 3.4 9.7 4.0 22.5 7.4 5.1 ▲ 2.1 2.7 ▲ 12.0 ▲ 2.5 5.0 1.6
電気機械器具製造業 ▲ 4.1 5.8 ▲ 8.7 ▲ 11.6 8.0 12.3 2.1 10.7 6.5 0.3 9.2 ▲ 7.3 ▲ 2.2 2.3 0.6 0.1 2.7 1.3 ▲ 1.4 ▲ 3.7
情報通信機械器具製造業 4.2 7.7 ▲ 10.4 9.1 12.5 15.8 2.0 ▲ 3.8 18.2 ▲ 3.6 10.5 ▲ 12.0 ▲ 2.4 ▲ 8.7 ▲ 0.8 ▲ 1.4 0.1 ▲ 2.3 0.3 ▲ 2.2
輸送用機械器具製造業 7.0 ▲ 0.9 4.2 15.3 12.6 12.1 1.5 6.3 ▲ 0.6 2.0 ▲ 2.2 3.6 3.1 3.7 ▲ 0.8 ▲ 0.0 ▲ 1.7 ▲ 2.4 1.0 7.7
自動車・同附属品製造業 7.2 ▲ 1.1 3.7 16.2 13.1 12.4 ▲ 0.2 6.0 1.4 2.3 ▲ 0.1 2.3 2.1 4.8 ▲ 0.0 0.4 ▲ 0.4 ▲ 1.1 1.0 8.4
その他の輸送用機械器具製造業 5.5 0.9 10.6 5.5 6.4 8.5 24.2 8.9 ▲ 20.5 ▲ 1.5 ▲ 24.8 22.6 17.2 ▲ 10.7 ▲ 11.0 ▲ 5.6 ▲ 17.6 ▲ 18.6 0.5 ▲ 2.7
その他の製造業 6.9 3.6 3.4 ▲ 1.1 5.5 11.8 0.5 3.9 ▲ 1.7 1.3 ▲ 6.0 ▲ 2.2 2.4 11.5 0.3 7.0 ▲ 0.2 ▲ 1.4 ▲ 3.6 8.6

非製造業 5.1 ▲ 0.1 0.0 5.5 8.4 7.9 4.6 7.2 7.1 3.9 4.3 5.1 2.8 3.3 ▲ 0.4 0.2 ▲ 1.1 ▲ 0.5 0.0 2.5
農林水産業 ▲ 10.3 16.6 ▲ 18.2 1.0 ▲ 36.9 16.4 99.0 ▲ 5.9 15.1 22.8 13.4 36.3 36.9 8.8 ▲ 13.5 7.0 ▲ 20.0 ▲ 21.5 ▲ 16.7 ▲ 9.5

農業、林業 - 25.1 ▲ 29.1 ▲ 11.2 ▲ 54.6 ▲ 15.2 241.7 27.9 15.5 8.0 1.3 22.0 20.5 ▲ 5.8 2.2 1.7 1.0 5.6 0.5 0.1
漁業 14.1 ▲ 13.2 36.8 33.3 ▲ 5.6 43.0 27.4 ▲ 51.3 13.6 76.3 87.8 73.8 86.2 63.1 ▲ 47.9 24.5 ▲ 58.8 ▲ 74.2 ▲ 53.7 ▲ 35.2

鉱業、採石業、砂利採取業 21.7 15.6 11.4 17.0 4.6 ▲ 6.5 0.7 7.6 4.9 ▲ 0.5 10.9 ▲ 4.0 ▲ 5.1 ▲ 3.7 ▲ 10.7 ▲ 16.0 ▲ 4.0 ▲ 8.7 ▲ 13.1 ▲ 8.4
建設業 ▲ 9.8 ▲ 0.9 5.9 10.6 12.9 13.8 0.4 2.8 6.4 3.0 2.9 1.0 2.6 5.6 2.1 3.3 3.4 ▲ 0.1 1.8 5.0
電気業 0.7 ▲ 18.2 ▲ 12.6 ▲ 3.7 ▲ 0.9 13.4 20.8 ▲ 5.8 15.8 8.2 25.3 5.7 2.5 2.9 15.0 3.8 11.9 24.4 19.4 22.8
ガス・熱供給・水道業 0.5 2.0 2.0 7.3 5.7 6.2 6.1 4.0 1.9 0.8 1.9 0.1 0.1 1.3 2.4 ▲ 1.1 3.6 2.9 4.4 5.0
情報通信業 0.9 11.5 ▲ 2.4 ▲ 0.7 4.6 3.4 9.7 6.5 2.3 4.2 7.8 5.8 4.3 ▲ 0.9 ▲ 1.4 ▲ 2.0 ▲ 0.4 ▲ 6.2 3.5 0.1
運輸業、郵便業 1.5 5.7 ▲ 0.6 10.2 7.3 0.4 ▲ 4.8 4.0 14.0 1.8 13.8 ▲ 1.6 ▲ 3.3 ▲ 0.6 ▲ 1.1 ▲ 4.9 3.1 ▲ 0.8 ▲ 1.6 1.6

陸運業 2.8 5.8 ▲ 2.9 13.5 13.4 ▲ 0.1 ▲ 1.7 4.3 14.6 3.0 16.0 0.8 ▲ 3.5 0.2 ▲ 1.4 ▲ 5.1 3.5 ▲ 1.2 ▲ 2.5 ▲ 0.3
水運業 4.4 ▲ 2.1 0.5 ▲ 7.2 7.4 1.8 ▲ 12.9 ▲ 6.9 2.1 1.5 4.0 ▲ 1.3 ▲ 0.1 3.5 4.4 0.4 ▲ 6.5 ▲ 10.6 33.9 35.1
その他の運輸業 ▲ 2.3 8.3 4.2 9.0 ▲ 5.4 1.2 ▲ 9.7 6.4 15.8 ▲ 1.4 10.5 ▲ 7.4 ▲ 3.6 ▲ 3.6 ▲ 1.8 ▲ 5.8 4.2 2.7 ▲ 7.9 ▲ 1.4

卸売業・小売業 7.7 ▲ 0.1 ▲ 8.0 4.0 14.6 8.6 4.1 ▲ 0.3 ▲ 1.4 1.0 ▲ 6.1 6.0 1.1 3.6 4.8 1.6 2.7 7.3 7.5 6.5
卸売業 8.4 3.5 ▲ 11.6 ▲ 0.5 18.0 8.4 2.3 1.8 3.0 ▲ 1.2 ▲ 6.4 3.9 ▲ 2.2 0.7 1.3 ▲ 0.4 ▲ 1.2 2.5 4.1 3.4
小売業 6.4 ▲ 7.0 ▲ 0.5 12.4 9.1 8.9 7.4 ▲ 3.8 ▲ 9.4 5.4 ▲ 5.6 10.3 8.4 9.8 11.5 5.4 9.8 17.0 14.0 12.1

不動産業、物品賃貸業 - 4.1 ▲ 0.5 4.3 11.3 10.9 6.0 4.2 22.8 8.7 25.2 13.0 ▲ 0.1 ▲ 0.2 ▲ 2.4 ▲ 7.4 ▲ 4.4 ▲ 0.0 2.7 9.7
不動産業 13.7 5.2 ▲ 1.6 2.4 11.5 12.6 5.4 4.2 27.5 9.0 29.2 13.3 ▲ 1.3 ▲ 1.1 ▲ 3.4 ▲ 9.3 ▲ 5.7 ▲ 0.5 2.3 11.0
物品賃貸業 15.9 ▲ 2.6 6.7 15.8 10.3 1.7 9.4 4.4 ▲ 4.6 6.6 ▲ 0.2 11.4 9.2 6.5 6.0 8.6 5.6 3.7 6.1 1.0

リース業 15.2 ▲ 4.2 5.2 16.5 13.4 1.2 7.5 3.5 ▲ 5.4 3.9 ▲ 4.1 7.4 7.1 5.8 9.4 8.7 10.0 7.9 11.0 3.9
その他の物品賃貸業 24.3 13.4 19.2 10.4 ▲ 15.2 7.3 29.0 12.3 2.2 26.5 34.1 41.0 24.2 11.0 ▲ 14.6 8.5 ▲ 19.7 ▲ 22.4 ▲ 22.4 ▲ 17.3

サービス業 7.4 ▲ 6.3 8.3 7.0 3.6 8.6 5.4 18.9 7.4 4.2 ▲ 0.4 3.8 6.6 6.9 ▲ 3.5 4.5 ▲ 4.9 ▲ 5.3 ▲ 8.0 ▲ 3.9
宿泊業、飲食サービス業 - ▲ 8.0 17.6 15.0 3.5 ▲ 20.6 13.9 7.3 ▲ 13.7 ▲ 3.1 ▲ 4.8 1.1 ▲ 5.1 ▲ 3.2 ▲ 9.7 16.4 ▲ 3.2 ▲ 9.4 ▲ 37.7 ▲ 33.3

宿泊業 ▲ 8.3 ▲ 34.6 16.8 50.4 ▲ 12.8 ▲ 36.9 166.0 46.7 ▲ 28.7 ▲ 22.2 ▲ 35.2 ▲ 22.9 ▲ 10.9 ▲ 15.7 ▲ 14.9 ▲ 0.7 13.9 ▲ 12.5 ▲ 52.2 ▲ 54.5
飲食サービス業 16.3 4.6 17.9 4.6 10.4 ▲ 15.2 ▲ 23.8 ▲ 26.7 12.5 17.9 57.8 23.9 0.1 7.8 ▲ 6.0 30.8 ▲ 13.4 ▲ 7.0 ▲ 27.7 ▲ 19.8

生活関連サービス業、娯楽業 - ▲ 21.8 ▲ 24.9 9.6 ▲ 22.2 70.9 ▲ 8.1 17.9 43.7 0.0 12.9 4.0 ▲ 5.6 ▲ 9.5 ▲ 25.3 ▲ 11.7 ▲ 33.1 ▲ 29.0 ▲ 26.4 ▲ 11.6
生活関連サービス業 2.4 40.7 ▲ 12.2 ▲ 6.7 ▲ 9.8 10.6 ▲ 12.6 8.8 23.3 39.4 5.0 58.3 43.6 51.6 ▲ 9.3 55.0 ▲ 21.7 ▲ 25.1 ▲ 26.0 ▲ 17.0
娯楽業 8.9 ▲ 40.1 ▲ 33.6 24.5 ▲ 30.7 124.5 ▲ 6.1 21.6 51.2 ▲ 11.7 15.8 ▲ 9.3 ▲ 20.0 ▲ 28.3 ▲ 32.8 ▲ 33.6 ▲ 37.9 ▲ 31.0 ▲ 26.7 ▲ 7.5

学術研究、専門・技術サービス業 - 7.1 3.7 7.1 10.2 7.6 0.8 15.4 3.8 6.6 ▲ 3.4 4.4 11.8 14.6 ▲ 0.2 8.4 ▲ 1.2 ▲ 2.4 ▲ 5.0 ▲ 3.8
広告業 ▲ 36.5 ▲ 0.6 28.5 ▲ 15.6 17.5 ▲ 19.4 ▲ 9.2 9.9 ▲ 2.6 13.1 ▲ 2.4 23.9 14.1 18.1 ▲ 14.5 ▲ 5.5 ▲ 17.1 ▲ 14.6 ▲ 19.6 6.0
純粋持株会社 - 6.9 2.3 7.9 10.8 10.9 1.1 8.9 3.5 3.6 0.2 3.2 4.3 6.9 3.5 7.5 4.2 2.9 ▲ 0.3 1.1
その他の学術研究、専門・技術サービス業 - 14.7 0.1 18.7 0.7 ▲ 6.2 3.5 93.2 8.3 23.1 ▲ 20.0 6.2 74.2 80.2 ▲ 15.9 17.6 ▲ 24.6 ▲ 25.9 ▲ 25.5 ▲ 31.5

教育、学習支援業 ▲ 35.1 ▲ 75.8 264.6 26.5 ▲ 9.1 ▲ 15.1 18.3 127.5 0.1 24.0 16.0 165.5 ▲ 28.3 ▲ 38.8 ▲ 48.5 ▲ 34.4 ▲ 75.3 ▲ 3.5 ▲ 19.9 ▲ 10.4
医療、福祉業 47.9 ▲ 19.2 63.4 8.5 ▲ 27.6 26.4 13.1 0.2 ▲ 10.2 41.8 ▲ 22.5 40.5 78.3 75.5 29.3 96.2 57.6 9.1 ▲ 2.9 5.2
職業紹介・労働者派遣業 - 3.1 ▲ 2.9 ▲ 3.5 8.2 52.0 25.7 ▲ 15.8 8.5 37.9 35.9 15.8 31.0 64.5 ▲ 6.8 54.3 ▲ 16.5 ▲ 7.7 ▲ 38.4 ▲ 29.2
その他のサービス業 ▲ 45.4 ▲ 40.4 55.7 0.9 ▲ 11.6 0.5 38.1 38.1 13.8 ▲ 6.8 3.8 ▲ 15.1 ▲ 4.3 ▲ 10.6 0.5 ▲ 7.7 14.4 ▲ 4.2 0.6 10.1

（資料出所）財務省「法人企業統計調査」をもとに厚生労働省労働基準局にて作成
（注）暦年の数値は、四半期データの平均をとって作成。
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雇用調整の実績（予定）のある事業所割合の推移
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（資料出所）厚生労働省「労働経済動向調査」
（注）１．雇用調整の措置：

「残業規制」「休日の振替、 夏期休暇等の休日・休暇の増加」「臨時、パートタイム労働者の再契約停止・解雇」
「新規学卒者の採用の抑制・停止」「中途採用の削減・停止」「配置転換」「出向」「一時休業（一時帰休）」「希望退職者の募集、解雇」

２．令和３年１～３月期及び４～６月期は、令和３年２月調査時における令和３年１～３月期及び４～６月期の予定である。
３．無回答を｢実施していない又は予定がない」と回答したとみなして集計している。

（単位：％）

１～３月
実績

４～６月
実績

７～９月
実績

10～12月
実績

１～３月
実績

４～６月
実績

７～９月
実績

10～12月
実績

１～３月
予定

４～６月
予定

調 査 産 業 計 34             36             35             34             37             49             44             34             29             24             

建　 設　 業 28             31             30             26             23             35             28             26             20             23             

製 　造　 業 34             34             36             37             39             64             55             45             39             30             

情 報 通 信 業 40             36             41             33             32             37             30             27             26             22             

運輸業 ， 郵便業 36             35             36             32             39             48             44             37             35             27             

卸売業 ， 小売業 37             39             40             40             37             40             40             32             27             23             

金融業 ， 保険業 31             35             25             30             35             33             29             28             26             25             

不動産業 ， 物品賃貸業 38             40             41             27             28             46             35             33             32             26             

学術研究 ， 専門・技術サービス業 34             42             39             31             40             45             44             37             34             33             

宿泊業 ， 飲食サービス業 34             37             34             32             55             64             55             36             32             26             

生活関連サービス業 ， 娯楽業 33             29             34             31             42             64             39             36             34             23             

医　療 ， 福　祉 30             40             29             27             33             38             34             22             19             17             

サービス業（他に分類されないもの） 35             34             33             37             43             49             47             32             24             22             

令和元年 令和２年 令和３年



第３次産業活動指数の推移
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（資料出所）経済産業省「第３次産業活動指数」
（注）季節調整値。

（2015年=100）

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

第３次産業総合 103.8 103.5 103.3 103.8 103.5 103.4 103.4 103.4 106.4 100.5 101.5 101.6 101.6 101.4 97.4 89.0 86.7 94.3 94.6 95.4 97.3 98.1 98.1 97.7 96.7 96.4 98.7 98.0

電気・ガス・熱供給・水道業 100.2 98.7 98.5 101.4 99.9 99.6 95.7 100.6 104.2 99.7 98.8 98.3 96.5 97.4 98.3 98.3 91.7 96.9 90.4 100.3 100.3 97.9 98.1 100.9 103.1 97.7 97.8 98.2

情報通信業 106.1 105.6 104.8 105.5 106.4 106.3 106.3 106.5 107.7 103.6 103.6 104.9 104.1 104.2 103.9 103.3 99.5 102.3 103.9 101.6 101.5 103.0 103.3 102.6 105.1 101.9 103.3 110.4

通信業 113.2 113.4 111.9 112.4 113.1 112.4 111.4 112.1 115.7 109.6 111.9 112.3 110.6 110.2 112.4 108.7 106.7 110.5 111.8 110.8 110.8 110.4 111.0 112.2 111.5 111.2 116.5 111.7

放送業 102.8 101.5 102.2 101.8 100.7 100.9 100.1 98.7 99.0 94.7 97.1 97.3 95.5 95.9 93.2 89.1 84.0 84.1 86.9 89.1 89.8 91.5 92.5 94.9 93.9 93.8 94.6 92.3

情報サービス業 105.1 103.8 104.1 104.4 106.9 106.2 107.1 109.1 107.1 105.4 103.7 105.5 104.8 105.7 106.3 110.4 101.7 104.8 107.0 102.8 101.5 104.3 103.5 101.0 108.0 101.7 102.5 124.0

インターネット附随サービス業 109.4 108.7 111.6 108.1 109.4 110.4 111.2 110.4 112.8 103.4 109.2 114.1 112.7 114.2 115.6 112.1 111.9 118.0 122.6 118.8 119.3 121.3 135.4 136.4 131.1 118.7 135.6 126.2

映像・音声・文字情報制作業 91.4 90.6 86.3 90.8 88.1 90.6 90.1 88.9 88.3 87.4 85.0 83.5 86.8 85.1 79.9 73.4 71.7 71.2 73.2 73.4 79.1 80.5 79.4 79.3 77.0 76.3 78.7 73.5

運輸業，郵便業 104.0 104.4 104.5 104.8 103.7 103.8 103.9 103.3 108.1 102.4 102.6 102.0 102.7 102.1 94.9 81.8 77.2 86.8 88.1 88.2 91.4 91.2 91.4 90.8 89.6 90.4 93.8 90.7

鉄道業 104.0 104.6 104.6 104.4 104.5 104.6 105.4 104.9 111.7 103.4 105.1 104.6 105.3 104.3 83.2 59.1 56.5 73.1 75.5 75.9 79.3 80.4 80.3 77.3 70.8 73.6 75.9 66.8

道路旅客運送業 100.4 100.4 94.7 100.5 100.4 100.9 100.5 101.8 105.1 98.9 101.4 99.9 101.3 94.4 74.1 59.4 41.4 64.2 70.0 69.1 72.9 78.6 73.2 71.9 61.8 63.3 67.1 69.9

道路貨物運送業 104.5 104.8 106.6 104.4 103.7 103.4 103.4 102.1 108.8 101.2 101.4 101.3 102.3 101.4 104.9 102.3 99.8 100.7 98.4 101.4 102.2 102.1 100.7 102.5 109.1 103.3 108.4 110.2

水運業 98.6 100.4 100.0 100.5 98.3 99.2 100.7 97.5 98.1 97.7 97.5 98.6 94.6 96.8 92.4 88.1 79.1 81.9 84.1 85.2 86.4 88.2 88.3 88.7 90.0 89.9 89.4 88.3

航空運輸業 116.9 116.1 116.4 117.2 118.7 117.1 117.2 116.0 115.5 114.7 117.1 118.0 118.7 99.5 50.6 18.6 14.2 23.0 31.4 29.0 34.2 42.9 48.6 43.9 30.0 28.5 39.2 40.4

倉庫業 105.0 103.6 103.5 103.1 103.5 110.6 105.5 104.0 106.8 108.2 108.1 107.9 107.5 105.7 106.2 105.6 103.2 105.1 105.0 105.4 107.7 106.1 104.1 104.2 105.0 104.3 105.9 105.3

運輸に附帯するサービス業 105.0 105.1 104.8 106.0 105.0 104.0 105.3 104.1 105.3 102.1 104.3 104.5 104.9 104.5 93.1 76.9 69.9 84.2 86.1 85.5 89.9 92.0 91.7 91.8 86.6 89.2 92.8 91.2

郵便業（信書便事業を含む） 98.5 99.3 100.7 103.3 99.1 98.7 100.8 100.7 99.9 95.6 97.3 86.7 97.5 99.2 90.4 88.8 89.7 93.5 90.2 89.2 89.9 90.0 89.3 82.4 91.4 89.3 91.3 94.0

卸売業 101.8 101.5 102.2 102.8 102.6 103.0 104.0 102.3 106.2 95.7 97.2 96.5 95.8 95.7 95.1 88.6 82.1 86.5 88.8 89.2 91.7 94.3 92.5 94.0 94.7 92.0 94.4 94.4

金融業，保険業 101.4 101.6 100.3 98.1 104.5 100.8 99.9 100.1 102.9 98.9 99.7 98.1 99.8 98.5 101.5 98.4 95.8 101.9 100.7 101.4 102.0 101.8 103.8 102.1 106.1 103.3 105.5 106.2

金融業 107.6 106.5 107.5 107.5 107.9 107.0 107.5 108.7 109.8 108.2 108.4 108.1 109.1 109.9 112.9 109.9 109.9 116.1 112.7 112.6 113.4 113.8 117.3 116.2 117.2 116.8 118.8 119.7

保険業 94.7 93.6 92.0 85.0 99.9 91.7 89.5 89.1 90.7 86.7 87.9 83.2 87.0 87.8 84.7 83.7 77.7 80.5 84.4 84.3 86.0 86.0 84.5 83.7 88.3 81.9 87.1 88.1

物品賃貸業（自動車賃貸業を含む） 106.5 106.6 106.1 106.9 107.4 107.5 107.5 107.9 108.6 107.4 108.4 108.9 107.6 107.3 106.6 105.4 103.1 105.4 104.7 104.4 104.5 104.8 105.1 104.7 104.0 103.7 105.3 105.4

事業者向け関連サービス 108.1 108.4 107.9 108.7 108.0 107.5 108.5 107.5 109.6 106.9 106.6 106.5 106.4 106.8 105.8 100.4 99.1 100.3 99.9 101.2 102.2 102.0 102.5 102.5 101.6 99.9 103.2 101.6

学術・開発研究機関 96.9 97.5 96.5 98.1 99.9 97.9 97.7 100.1 96.8 98.8 97.4 95.8 101.8 100.7 99.6 97.3 96.6 97.8 101.8 98.3 98.3 100.0 99.4 94.8 99.7 95.1 98.3 100.5

専門サービス業 104.8 105.7 105.7 105.1 103.2 104.6 104.3 105.0 104.7 105.6 103.7 104.4 105.1 104.6 102.9 99.5 100.9 102.5 105.3 104.7 105.4 105.6 106.2 104.1 109.8 103.2 103.6 106.3

広告業 102.5 99.2 98.5 99.8 98.8 100.0 99.1 100.0 100.6 97.4 98.3 99.7 99.7 99.1 98.8 94.0 83.8 87.6 88.1 91.3 88.9 91.5 88.7 92.8 84.3 90.8 93.1 95.3

技術サービス業 105.1 105.8 110.3 107.9 108.6 108.5 108.7 107.8 108.7 104.3 106.0 106.1 106.7 106.7 108.3 107.0 105.0 107.1 106.4 105.9 107.3 106.3 105.5 104.9 101.5 103.3 108.3 108.2

小売業 102.2 101.8 101.5 102.2 101.9 101.5 99.7 103.3 111.8 94.6 98.0 98.6 100.1 101.4 96.4 86.5 88.7 100.8 96.1 98.8 100.0 100.6 100.3 100.8 97.8 100.6 101.5 96.1

不動産業 102.8 102.3 103.5 102.5 100.7 102.2 102.1 102.5 102.7 100.4 101.5 101.8 101.6 102.5 102.5 96.0 96.6 101.3 101.3 105.3 102.5 103.1 102.9 101.1 102.8 101.8 102.8 101.7

医療，福祉 107.7 107.3 106.7 108.4 106.7 106.6 109.8 107.6 108.1 107.9 108.6 109.1 108.4 106.4 105.7 97.7 93.9 102.9 104.6 104.6 107.1 107.8 106.2 108.0 104.8 105.5 109.8 108.3

医療業 108.6 107.7 107.5 109.8 108.0 108.1 112.1 109.0 109.2 109.9 110.4 111.2 110.3 104.9 106.0 97.5 93.8 104.5 106.5 105.9 109.3 111.6 107.5 110.1 105.9 106.8 113.8 112.2

保健衛生 117.8 117.6 119.0 111.7 103.1 101.7 103.0 100.6 109.4 98.6 95.7 100.0 100.6 98.9 118.2 74.5 53.5 81.5 88.0 92.0 100.0 100.9 105.7 110.2 102.9 94.9 81.8 74.5

社会福祉・介護事業 104.5 105.5 105.2 105.9 104.2 104.4 102.3 105.3 105.6 103.1 104.7 103.4 102.6 105.2 102.5 100.2 100.5 101.3 101.2 102.4 102.1 102.4 102.1 101.6 103.4 99.4 97.9 100.8

生活娯楽関連サービス 101.5 100.1 99.7 101.1 97.8 99.6 98.4 97.6 99.4 95.4 96.7 98.1 98.0 96.9 73.1 48.5 49.7 68.0 72.4 70.0 77.6 79.9 81.5 76.9 68.2 73.6 75.5 74.6

宿泊業 105.1 105.2 105.9 112.2 106.7 106.5 103.4 103.4 103.7 102.8 105.0 104.4 114.5 99.5 53.9 22.7 17.5 36.2 48.4 47.1 62.5 75.3 81.9 68.9 45.3 46.4 61.3 56.5

飲食店，飲食サービス業 100.0 100.0 100.1 100.9 99.7 99.7 98.3 99.8 101.8 97.6 99.2 99.5 98.6 98.8 74.9 41.7 46.8 70.2 73.8 71.6 77.7 80.6 82.3 70.0 61.7 68.5 70.0 68.9

洗濯・理容・美容・浴場業 98.5 99.2 98.7 100.0 94.3 100.0 99.3 97.6 100.2 93.5 94.2 96.4 98.1 97.0 73.3 50.1 71.5 77.4 73.8 74.0 84.0 86.0 85.9 84.0 68.1 82.9 78.2 77.8

その他の生活関連サービス業 98.4 98.7 96.1 102.3 98.3 98.3 96.6 95.6 98.7 94.4 96.7 97.6 95.9 88.6 59.8 41.2 33.5 39.6 46.2 54.4 54.5 67.6 71.1 73.1 60.0 52.3 69.8 64.0

娯楽業 96.9 97.0 96.7 97.5 95.7 96.8 96.2 94.1 95.4 92.6 94.2 94.9 95.1 96.2 67.3 41.8 37.9 65.1 70.5 68.5 72.8 77.3 81.3 80.0 70.8 74.9 73.7 73.1

学習支援業 103.8 103.7 103.2 103.9 103.5 103.5 104.2 102.8 103.4 103.0 103.0 102.3 103.3 102.6 99.5 94.8 94.3 95.4 94.8 94.8 96.5 96.7 96.7 96.0 96.0 97.0 99.9 98.7

ペット・クリニック 168.2 129.9 122.6 129.1 118.8 125.2 109.5 132.6 114.4 133.7 172.4 147.5 96.7 124.1 129.9 122.3 135.5 126.8 135.5 133.8 124.0 138.0 132.1 153.8 134.2 154.1 156.3 120.8

自動車整備業（家庭用車両） 85.9 82.8 86.5 84.2 88.6 86.6 88.4 89.8 92.6 73.6 72.7 76.9 78.9 85.2 77.6 84.2 82.2 80.2 82.9 87.0 85.4 84.8 87.7 85.0 96.0 90.1 91.4 87.5

2019年 2020年 2021年



３．政府の対策と実施状況
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（資料出所）内閣官房ＨＰより抜粋

新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援策一覧
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（資料出所）内閣府「国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策（令和２年12月８日）」概要

国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策（令和２年12月８日閣議決定）
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（資料出所）内閣府「国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策の経済効果試算（令和２年12月８日）」

国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策の経済効果試算（令和２年12月８日）
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（資料出所）令和３年５月14日経済財政諮問会議 内閣府提出資料 42



（資料出所）令和３年５月14日経済財政諮問会議 内閣府提出資料 43



（資料出所）令和３年５月14日経済財政諮問会議 内閣府提出資料 44



（資料出所）令和３年５月14日経済財政諮問会議 内閣府提出資料 45



雇用調整助成金の支給申請件数・支給決定件数・支給決定額の推移
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雇用調整助成金の支給申請件数・支給決定件数・支給決定額の推移

支給申請件数（左軸） 支給決定件数（左軸） 支給決定額（右軸）

（件） （億円）

（令和３年６月11日時点）
累積支給申請件数 378万9891件
累積支給決定件数 365万1791件
累積支給決定額 3兆7277億円

（資料出所）厚生労働省「オープンデータ」（https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/open-data.html）（令和３年６月18日取得）をもとに厚生労働省労働基準局において作成。 46
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千 緊急小口資金 総合支援資金 総合支援資金（再貸付）

申請件数（千件）

※直近週の件数については、速報値のため変動する可能性があります。

令和３年６月２日現在（速報値）

申請総数

緊急小口資金 1,244,762件

総合支援資金 791,513件

総合支援資金（再貸付） 294,165件

決定総額

緊急小口資金 2,267.7億円

総合支援資金 5,826.3億円

総合支援資金（再貸付） 1,472.7億円

1件あたり
平均

緊急小口資金 18.6万円

総合支援資金 76.0万円

総合支援資金（再貸付） 52.1万円

生活福祉資金貸付制度（緊急小口資金、総合支援資金）の申請件数の推移
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新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（抜粋）（１／４）
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新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（抜粋） （２／４）
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新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（抜粋） （３／４）
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新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（抜粋） （４／４）
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